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日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２２年第２回定例会付託請願第２

号 望湖台センターハウスの継続運営

に関する請願について（経済常任委員

長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市パブリック・コメ

ント手続条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市児童館条例の制定

について

日程第７ 議案第３号 名寄市児童クラブ条例の

制定について

日程第８ 議案第４号 名寄市予防接種健康被害

調査委員会条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 市道路線の認定について

日程第10 議案第６号 専決処分した事件の承認

を求めることについて

平成２２年９月７日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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日程第11 議案第７号 専決処分した事件の承認

を求めることについて

日程第12 議案第８号 平成２２年度名寄市一般

会計補正予算

日程第13 議案第９号 平成２２年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算

日程第14 議案第１０号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１１号 平成２２年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第16 議案第１２号 平成２２年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第17 議案第１３号 平成２２年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第18 議案第１４号 平成２２年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第19 議案第１５号 平成２１年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第20 報告第１号 平成２１年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

１番 上 松 直 美 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君
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市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

２年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 植 松 正 一 議員

１２番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月３０日まで

の２４日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月３

０日までの２４日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第２回定例会付託請願第２号 望湖台センター

ハウスの継続運営に関する請願についてを議題と

いたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

経済常任委員会、木戸口真委員長。

皆さん、〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

おはようございます。議長より御指名をいただき

ましたので、平成２２年第２回定例会におきまし

て当委員会に付託されました請願第２号 望湖台

センターハウスの継続運営に関する請願について、

委員会における審査の経過と結果について御報告

を申し上げます。

この請願は、名寄市老人クラブ連合会風連支部

支部長、菅野正雄氏ほか３４名から提出されたも

のであり、その趣旨は住民の憩いの場である望湖

台センターハウスの継続運営のお願いであります。

委員会は、６月１５日、６月３０日、７月１２

日、７月２０日の４回にわたり開催し、経済部長

を初め担当職員の出席と、さらに請願者代表の菅

野正雄氏に参考人として出席を求め、審査を行っ

たところであります。

初めに、望湖台センターハウスの状況報告が経

済部長、担当職員からあり、名寄市では市長を本

部長として名寄市行政改革実施本部を５月２７日

に設置した。このことは、一昨年以来の継続検討

事項であり、今９月をめどに方向づけをすること

で作業を進めている。経営状況については、平成

２１年度事業報告書により当期２２４４７２ ２

１９１で、前期１り１し１１４３０２ １１３１

を引いて１７２１０６１の当期末未処分２２があ

ったが、市からの指定っ理委託っ理っ ８５０２

１を含めたものであり、厳しい経営状況にあると

の説明を受けました。また、参考人として出席い

ただいた請願者代表の名寄市老人クラブ連合会風

連支部の支部長、菅野正雄氏は、風連地区には９

老人クラブがあり、会員数は５３０名で、それぞ

れの単位クラブで例会が行われている。特に望湖

台センターハウスの近くの複数のクラブでは例会

場所として２用しているし、ほかのクラブも２用

に心がけてもらうよう進めている。私たちは、よ

いものをやってほしいということでなく、何とか

最少の修理をしている中で何とか継続していただ

きたいとお願いをしているとの思いを訴えられま

した。

望湖台の状況に対する委員からの主な質疑は、

１点目に指定っ理者である（株）ふうれん望湖台

振興公社の現況と意向はどうなのか、職員の労働

体制については問題ないのかに対しましては、望

湖台振興公社はとりあえず２２年度までの指定っ

理者であるので、そこまでは頑張ろうと思う。株

主との意見交換では、存続、廃止でも理事者の決

定に従うとの意見が出ている。職員の勤務は常勤
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で３人で、そのうち２人が当直的な仕事を担って

いる。労働基準法の問題もあり、それをクリアす

るには社員体制でも四、五名という状況をつくら

なければならないと考えている。３名さらにふや

すと７００２１から８００２１ぐらいかかり、今

の２用、使用っでは収支が全く合わなくなってし

まう。望湖台振興公社の経営の中では、特に人件

費をいかに削るかということで何とか収支を合わ

せているのが現状であるとの説明を受けた。

２点目には、望湖台センターハウスを継続した

らどのような対応が必要か、廃止すると今後の対

応はに対しましては、今後も望湖台センターハウ

スを継続するには全ス改修を考えた場合１ス ０

００２１以上かかると思われる。指定っ理者が来

年３月で終了するので、存続の場合８月半ばから

公募に向けた事務手続を進めなければならない。

また、２基のボイラーのうち１基は業者からのリ

ースでの対応で、もう一基は老朽化している状況

にある。ボイラー１基の入れかえは４００２１ぐ

らいかかり、配っは別となる。さらに、望湖台の

バス２用は現在老人クラブの方々を１軒１軒迎え

に行っているが、改善が必要である。望湖台セン

ターハウス廃止の場合でも自然公園は整備し、存

続する。キャンプ場、コテージ、バンガローは、

夏場にっ理人を置く等の形をとって今後も運営し

ていくとの説明を受けた。

３点目に、存続は現状では厳しいが、しかし２

用者、請願者の憩いの場としての役割もある。一、

二年の期間で存続できないのかに対しましては、

存続の場合当ス存続なのか、ずっと存続なのかで

あり、現状では老朽化している故障に対応しなが

らの営業という状況になる。非常に現実難しい判

断と考える。当ス存続は一つの大きな選択枠とは

思うが、その場合期限を明確にしなければならな

いと思う。明確にしないで当スとはならないと思

うとの説明を受けました。

委員からの意見では、改修に多額の費用が必要、

今の指定っ理者が終わる来年３月で廃止するほう

がいろんなスでよいと考える。請願者の思いはわ

かるが、いつまでも存続することができるのか明

確でない。傷が広がる前に一定の区切りをつける

べきだなどの廃止論と、望湖台振興公社２１年度

決算の経営努力が見え始めている。存続への地域

の願いは大変強い。老人クラブを中心とした地域

住民が望湖台を２用する努力をしている。最小限

の改修で高齢者の憩いの場を残してほしいなどの

存続論が出された。

以上の議論経過から、存続には経費がかかるな

ど厳しいスがあるが、住民の憩いの場、老人クラ

ブのコミュニティーの場として使用され、住民の

公衆衛生と保養の場であり、風連地区の福祉施設

でもあることから、平成２２年第２回定例会付託

請願第２号 望湖台センターハウスの継続運営に

関する請願は、全会一致で趣旨採択すべきと決定

したものであります。

以上、当委員会の審査の経過と結果の報告とい

たします。どうかよろしくお願いいたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第２回定例会付託請願第２

号は委員長報告のとおり決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１０分

再開 午前１０時１０分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。
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皆さん、おはようござい〇市長（加藤剛士君）

ます。本日、平成２２年第３回定例会の開会にあ

たり、これまでの主な行政事項について、その概

要を御報告申し上げます。

まず初めに、７月２９日の大雨災害の状況につ

いて申し上げます。

最初に、この場をお借りし、被害にあわれた皆

様にお見舞い申し上げます。

今回の大雨は、旭川地方気象台発表の速報値に

よると、１時間最大で２ ５ミリメートよ、１日

では１１７ミリメートよになり、これまでの７月

１１月当たり平均１水１の９ ６ミリメートよを

上回る１が１日で１り、多くの被害が発生しまし

た。

名寄の旭１丘地区と風連の緑町地区の住民に避

難勧告を発令し、４８世帯９７人の方に４１所の

避難所に避難していただきました。家屋の浸水被

害については、床上浸水家屋５件、床下浸水家屋

４１件になりました。

災害災災費と災害対災費、合わせて ０００２

１の補正予算を専決処分しており、不足額は今定

例会に追加補正し、引き続き応急災災工事などを

進めてまいります。

今回のゲリラ豪雨的な大雨については、気象の

予測も難しく、初めて避難勧告を発令して、地域

住民の避難誘導を行いましたが、これまでの天塩

川等の決壊を想定した訓練とは異なり、多くの課

題も出てきました。

道路が冠水した状況での避難誘導、地域町内会

との連絡調整など、課題を検証して、地域を含め

た初動体制及び連携の充実と避難支援体制の向上

に努めてまいります。

次に、企業会計を除いた平成２１年度の各会計

決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形差収支で４ス ２０７２８千１の黒

字となり、字年度に１り１すべき一般字字 ３８

４２９千１を差し引いた実質収支は、４ス８２２

２９千１となりました。この額から、名寄市基金

条例に基づき字政調整基金へ１ス１、減債基金へ

２ス１をそれぞれ積み立て、残り１ス８２２２９

千１を平成２２年度へ１り１しました。

特別会計では、国保の保険事業特定で１ス ０

３９２３千１、介護の保険事業特定で ３２３２

１、それぞれ黒字となり、他の特別会計について

は、一般会計１入金で調整を行い、収支はゼロと

なっています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２１年度末の基金残高は、

３４ス ３８４２７千１で、前年度末に３べて、

１２０２９千１の１加となりました。

満期一括債の１上償還の字字として、減債基金

の３ス１をはのめ、合計で４ス ７６９２８千１

を取り崩しましたが、字政調整基金、減債基金、

東病院振興基金などに、合計で４ス ８９０２７

千１を積み立てたことから、基金全体では、前年

度３ ６パーセントの度１となりました。

主な基金の残高は、字政調整基金８ス ８６７

２５千１、減債基金２ス ５４２２７千１、公万

施設整備基金１ス ８６７２５千１、東病院振興

基金２ス９７７２７千１、合基特例基金１２ス

１６０２１となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金２ス ０５６２１千１、介護金付費準備基

金１ス ７５９２４千１となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な字政運営に努めてまいります。

次に、名寄市自治基本条例について申し上げま

す。

まちづくりの基本よーよとなる名寄市自治基本

条例の施行に伴い、市民との情報万有、市政の透

明化を図るため、庁議、部・次長会議、市長決裁

等の政災決定に係る事項などに加え、４月以１の

教育委員会及び農業委員会会議の概要等を市ホー

ムページで公表しました。

また、市民参画の手法であるパブリック・コメ
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ントの制度化に向け、本定例会に条例（案）を提

案させていただきました。

次に、総合案内窓口について申し上げます。

公約に掲げました「民間会社名寄市」的発想と、

市民が主役の観点のもとに、６月２８日から７月

３０日までの１１月間、名寄庁舎において総合案

内窓口の試行を実施しました。

臨時職員１人と名寄庁舎に勤務する市民部・総

務部のっ理職員が交代で業務にあたり、 ３３６

人の市民に御２用いただきました。

今後、さらに試行を１り返し、検証を加えなが

ら、本格実施に向けて、課題を整理してまいりま

す。

次に、町内会長と行政との懇談会について申し

上げます。

６月２８日、グランドホテよ藤花において、名

寄市町内会連合会主催による行政との懇談会が開

催されました。

今年度の市の主な事業について説明を行うとと

もに、地域の要望などについて意見交換を行い、

情報と認識の万有を図ってきました。

今後もこのような機会を通のて、地域との連携

を強化してまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、６月２０日に開催された

「第３１回ふうれん白樺まつり」に、東京都杉並

区から松沼副区長をはのめ代表団６人と東京高１

寺阿波おどり一行３２人、さらには、ふるさと会

旭川風連会一行１５人の皆様に参加をいただくと

ともに、施設見学や「しらかばハイツ」への慰問

などを通のて、広く市民との友好を深めたところ

です。また、８月２８日、２９日に開催された

「第５４回東京高１寺阿波おどり大会」には、本

市から代表団と市民合わせて２５人が参加して、

友好自治体との交流を深めてきました。

「都会っ子体験交流事業」については、杉並区

２５人、名寄市３０人の児童が参加し、７月２８

日からの名寄会場、８月５日からの杉並会場にお

いて、それぞれ３泊４日の日程で実施され、お互

いのまちの生活や環境の違いを学び、交流と友情

を深めました。

山形県鶴岡市藤島との交流については、渋谷友

の会会長をはのめ訪問団９名が、８月１日に開催

された「てっしフェスティバよ」に合わせて来名

され、表敬訪問、交流を通の友好を深めたところ

です。また、少年少女相互交流では、野球少年団

の児童と引率合わせて２０人が、８月８日から４

日間の日程で藤島を訪問し、親善試合や交流会な

どを通のて、お互いのまちに対する理解と友情の

絆を深めました。

ふるさと会交流については、創立２５周年を迎

えた東京なよろ会から、恒例のゴよフツアーに合

わせて、６月２５日から４日間の日程で４６人が

来名され、「創立２５周年記念事業」が開催され

ました。新設した名寄市立天文台「きたすばる」

に因み、東京大学数物連携宇宙研究機構特任教授

唐牛宏先生の「宇宙に満ちるダークエネよギーの

謎」の講演をはのめ、市民との交流会などが行わ

れ、ふるさととの交流を深めていただきました。

次に、定住自立圏構想について申し上げます。

５月２８日に開催された上川北部地区広域市町

村圏振興協議会の総会において、定住自立圏構想

の推進と協議参加１３市町村の確認をいただきま

した。

６月には１１市町村の担当者で、複眼型中心市

の四２十市と周辺町村の黒潮町へ先進地調査を行

い、定住自立圏構想のノウハウを学んできたとこ

ろです。

今後は、中心市と周辺市町村との連携を深め、

１２月での中心市宣言を目指して協議を進めてま

いります。

次に、パスポート窓口の開設状況について申し

上げます。

７月１日から、市民課に開設された窓口で、パ

スポート事務が始まりました。

本事務は、道内で初めてとなる委託方差により、
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本市が下川町から事務を受託したことによって、

名寄市民と下川町民のパスポート手続きが可能と

なり、２便性の向上が図られたところです。

７月及び８月の２１月間の実績は、申請・訂正

が９８件で、内訳は、名寄市民の申請８６件・訂

正１件、下川町民の申請１０件・訂正１件となっ

ています。

次に、病院事業について申し上げます。

本年４月から６月までの第１四半期における一

般科の患者取扱い状況は、入院患者数が延べ２２

６５９人で、前年実績と３６すると８２６人の

減、率にして ４パーセントの減少となっていま

す。

また、ま来の患者数は５２ １１０人で、前年

よりも ６０７人の減、率にして ０パーセント 

の減少となっています。

医業収２については、一般科と精神科を合わせ

た入院収２は１１ス ６５４２２千１で、前年実

績と３６すると ２６１２７千１の１、率にして

８パーセントの１加となっています。

また、一般科と精神科を合わせたま来収２は４

ス １８９２８千１で、前年実績と３べて ９７ 

１２２千１の１、率にして ４パーセントの１加

となっています。

この結果、入院収２とま来収２の合計額は１６

ス８４４２１となり、前年実績に３べて ２３２

２９千１の１、率にして ４パーセントの１加と

なっています。

入院・ま来患者数とも前年３で減少しています

が、ＤＰＣ導入による診療単価の１及び診療報酬

改定により、収２は１加となっています。

今後も収２の確保に努めるとともに費用の節減

を図り、病院改革プランに基づく経営の健全化に

向け、より一層努力してまいります。

次に、高齢者の福祉施災について申し上げます。

高齢者の安全と安心の確保を目的に、６月下旬

から交付を開始した救急医療情報キット、通称

「「の「プセよ」は、７月末現在で約 １００個

を町内会に配付しており、現在、町内会ネットワ

ークなどの組織を通のて、対象者へ交付されてい

ます。

なお、本事業は、名寄市災害時要援護者支援計

画の基礎データともなることから、申請忘れを防

ぐため、民生委員などの協力を得ながら充実を図

ってまいります。

介護基盤緊急整備等特別対災事業の導入につい

ては、市内民間事業者から、２９人定員の小規模

１アハウスと１８人定員の認知症高齢者グよープ

ホームの設置計画が提出されました。

本事業は、介護保険事業計画に影響するため、

諮問機関である名寄市保健医療福祉推進協議会の

意見を踏まえて、施設入所待機者の解消に必要な

施設として平成２３年度事業で取り組むこととし、

先般、道に対し計画書を提出しました。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

平成２２年度の国民健康保険税については、基

礎課税分が４７２１から５０２１に、後期高齢者

支援金分が１２２１から１３２１に、それぞれ限

度額を改正し賦課しました。

当初賦課の状況では、本年度から応能応２割合

にかかわらず、７割・５割・２割の軽減を行うこ

とが可能となりました。

軽減の内訳は、７割軽減が ６１１世帯、５割

軽減が３２２世帯、２割軽減が６４７世帯となり、

国保加入世帯の５６パーセントにあたる ５８０

世帯が軽減の対象となっています。

今後とも、市民が安心・信頼できる医療保険制

度を確立するために、事業の１滑な運営に努めて

まいります。

次に、廃棄物対災について申し上げます。

７月４日に開催された「ふれあい広場」、８月

２９日に開催された「産業まつり」において、段

ボーよコンポスト、バイオディーゼよ燃っの宣伝

普及活動を行い、ごみの分別、減１化をアピーよ

しました。

また、学校、団体への分別、減１化についての
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説明会、講習会の開催やリサイクよセンター、埋

立処分場の施設見学会も引き続き行っています。

市内各事業所、個店での指導も含め、更なる適

正処理の啓発に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１月から６月までの上半期における火災及び救

急・救助出動状況については、火災件数は７件で

前年３５件の１、負傷者１人の発生となっていま

す。火災種別では、建物火災は４件、その他火災

が３件となっています。

救急件数は５２２件で、前年３１１件の１とな

っており、事故種別では急病３３１件、一般負傷

６４件、転院搬送６９件、交通事故３４件、その

他２４件となっています。

救助件数は１３件で、前年３６件の１となって

おり、交通事故によるもの８件、その他５件とな

っています。

救急現場における救「効果の向上を図るため、

バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）によ

る応急手当の普及に向け、４月から７月末までに、

１０事業所１４８人に普通救「講習を実施しまし

た。

予防行政については、４月から７月末までに一

般住般 ２５１世帯と高齢者住般６１４世帯の防

火訪問を実施し、住般用火災警報器の設置促進と

火気取扱いの指導など、住般防火対災の推進に努

めています。

消防体制については、災害地点の確定及び出動

指令の迅速化、効率的な部隊運用を目的に、本年

度、通信指令台の更新を行い、出動体制の充実を

図ってまいります。

次に、生活安全対災について申し上げます。

「名寄市公万施設の暴力団排除に関する条例」

の制定に伴い、６月２３日に、本市と名寄警察署

の間で「名寄市公万施設の暴力団等排除に関する

協定」を締結しました。さらに、暴力団排除ステ

ッ「ーを作製し、市内４３の公万施設に表示を行

いました。今後、名寄警察署との緊密な連携のも

とに、暴力団員に公万施設を使用させないことを

徹底し、市民生活の安全安心の確保に努めてまい

ります。

また、「名寄市犯罪のない安全で安心な地域づ

くり条例」の制定に伴い、新たに「安全安心地域

づくり推進協議会」を設置しました。

安全で安心して生活し、滞在することができる

地域社会を目指し取組を進めてまいります。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

８月３１日現在における発注状況については、

建設・委託事業合わせて８０件、事業費で９ス

７３３２１、発注率は７４パーセントとなってい

ます。

今後も引き続き、早期発注に努めてまいります。

次に、住般の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地は、コンクリートブロック造平屋建て１棟４

戸の全ス改善工事を７月に着手し、本年１１月の

完成を予定しています。北斗団地は、鉄筋コンク

リート造２階建て１棟１２戸の建設工事を９月に

着手し、平成２３年１０月の完成を予定していま

す。また、平成２３年度現地建替及び改善工事に

伴う実施設計は、８月に着手し、本年１２月の完

了を予定しています。

「名寄市公営住般長寿「化計画」については、

９月から作業部会による作業を進め、本年１２月

の完了を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した金水を確保するための配水っ網整備工

事については、市道南１１丁目東通ほか２路線が

完了し、現在は国道２３９号線ほか１路線の整備

を進めています。

また、老朽っ更新工事については、風連２５線

ほか２路線が完了し、現在は、徳田しらかば通ほ

か２路線の整備を進めています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修工事については、名寄下
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水終末処理場の消化タンク設備の更新を行ってい

ます。

個別排水処理施設整備事業については、名寄地

区３基の合基浄化槽が供用開始され、現在は、名

寄地区で３基、風連地区で６基の整備を進めてい

ます。今後、両地区合わせて４基の工事発注を予

定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

本年３月に発注した、地域活力基盤創造交付金

の１１事業及び地域活性化・きめ細かな臨時交付

金事業については、北１丁目通及び南１１丁目東

通改良舗装工事が完成し、西６条通改良舗装工事

は、本年９月末の完了を予定しています。

社会資本整備総合交付金事業については、１９

線道路改良工事ほか３件を発注しています。

また、北斗・新北斗公営住般建替事業における

道路工事、北海道からの受託工事である徳田しら

かば１号通改良舗装工事については、順調に進捗

し、本年１１月の完成を予定しています。

次に、防塵対災事業について申し上げます。

未舗装道路のアスファよト乳剤による防塵処理

補修工事については、名寄地区・風連地区合わせ

て１３３路線、延長約２ ９キロメートよを施工

しました。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農作物全般の生育状況は、６月からの好天によ

り順調に推移していましたが、７月の気候は平年

と３べて平均気とが ３度高かったものの、１水

１は３１３パーセント、日照時間では７８パーセ

ントとなり、非常に湿度の高い状況が８月以１も

続き、１雨の影響が懸念されるところです。

現在の生育状況は、水稲については、高とによ

り登熟が進み平年より５日生育が早く、概ね良好

に推移していますが、高と多湿の気候の影響でい

もち病の発生が例年より多く、防除の徹底を指導

してきたところです。

畑作物については、豆類では８日、馬鈴しょで

は５日それぞれ平年より早く生育し、てん菜では

平年並みとなっていますが、いずれも湿害の影響

が見られるほ場が多い状況となっています。

秋まき小麦については、７月２１日から収穫が

始まり、平年より３日遅れの８月３日に終了して

います。現在は規格内に調製されていますが、１

雨の影響を受け、収１は１０アーよ当たり２００

キログラム程度と収１・品質ともに平年を大幅に

下回る状況となっています。

露地のアスパラガスについては、５月２４日か

ら３０日の低と・１霜により一部で凍害が見られ、

万選受入は５４９トンで５８０トンの計画に対し

９５パーセント、前年対３で９４パーセントにと

どまりました。

また、去る７月２９日に発生した大雨による農

作物の被害状況については、河川の氾濫などによ

り水田・畑の冠水、法スの崩壊などが発生し、１

２３戸、２７９ヘクターよが被害を受けました。

特に、馬鈴しょ、てん菜、南瓜などの畑作物の被

害が大きく、今後の回災に期待をするところです

が、収穫の状況を把握し、対応災を検討してまい

りたいと考えています。

次に、「産業まつり」について申し上げます。

地場産品の良さと農業・農村への理解を深め、

地産地消の推進と消費拡大を図ることを目的に

「第３２回なよろ産業まつり」を８月２９日、な

よろ健康の森を会場に開催し、「もち米作付日本

一・生産１日本一」を市内まにアピーよしました。

御協力いただきました実行委員をはのめ、関係

の皆様に感謝とお礼を申し上げます。

次に、「戸別所得補償制度モデよ対災事業」に

ついて申し上げます。

本年度から新たな制度として始まりました「戸

別所得補償制度モデよ対災事業」の加入状況は、

全体で７０３戸、このうち転作部分の水田２活用

自金力向上事業で７０２戸、米戸別所得補償モデ

よ事業で４１４戸となっています。

交付額については、水田２活用自金力向上事業

で６ス ９００２１、米戸別所得補償モデよ事業
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で４ス８００２１、激変緩和措置調整枠で３ス６

００２１、合わせて１３ス ３００２１を見０ん

でおり、本年１２月の交付を予定しています。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

農業経営の安定向上と地域農業の発展を目的に、

平成１８年度に着手した「名寄地区道営地域水田

農業支援緊急整備事業」については、受２ス積１

３９ヘクターよ、受２戸数４７戸、総事業費約４

ス１をもって事業が完了し、７月２９日に竣工差

が行われました。

平成１７年度に着手した「風連地区地域水田農

業支援緊急整備事業」及び「東豊地区農地集積加

速化基盤整備事業」については、昨年度、事業を

完了し、平成１８年度に着手した「瑞生地区農地

集積加速化基盤整備事業」については、本年度、

事業完了を予定しています。３地区合わせて、受

２ス積 ２５８ヘクターよ、受２戸数３１３戸、

総事業費は４４ス５千２１となり、７月２０日に

「風連地区道営基盤整備事業」の竣工差が行われ

ました。

「道営農地集積加速化基盤整備事業」の瑞生地

区、万和地区及び名寄東地区については、引き続

き、区画整理・暗渠排水・用排水路などの整備を

実施してまいります。

また、「道営基幹水２施設ストックマネジメン

ト事業」の弥生地区については、頭首工ゲート・

揚水機場などの改修を実施しています。

次に、有害鳥獣対災について申し上げます。

本年度は、熊の出没回数が多く、８月３０日現

在の出没情報は１０件となっています。

なよろ健康の森の「森と水辺のゾーン」付近で

は、２件の目撃情報があり、足跡・フンが確認さ

れたため、「箱わな」を２週間設置しましたが捕

獲には至りませんでした。なお、引き続き看板を

設置し注意を促しているところです。

次に、商工業関係について申し上げます。

地元金融機関によるっ内の景気動向が発表され、

ＤＩ値でみる業況では、次期の見通しに不安を持

っている企業が多い結果となっています。さらに、

市の設備資金融資制度の２用状況からみると、今

年度８月末までの２用実績は１３件、投資事業費

１ス ３８６２１で、前年１期に３べて大きく伸

びていますが、車両の購入、入れ替えによる１加

が要因であり、経営環境の厳しさに耐えている状

況が続いています。

次に、労働について申し上げます。

来春の新規高卒予定者の求人が厳しい状況を踏

まえ、「高校生のための企業見学会」が公万職業

安定所、上川総合振興局、上川教育局と地元自治

体との連携により、っ内４市において開催されま

した。７月１４日の本市の見学会には高校生２８

人が参加し、清峰園、西條名寄店での体験を通の、

就職への意欲を高めていました。

また、８月２５日には、企業１３社が参加した

企業説明会が名寄市民会館において開催されまし

た。市内をはのめ近隣高等学校から７１人が参加

し、各企業の運営方針、求められる人材などにつ

いて学ぶ良い機会となりました。今後も就職活動

の支援に努めてまいります。

次に、観光について申し上げます。

夏の人気スポット「ひまわり畑」については、

本年、市内搾油企業と生産者との契約栽培もあり、

緑肥・観賞用合わせて作付ス積５５ヘクターよ、

３６０２本のひまわりとなりました。市内はもと

より道まからも観賞に訪れ、全市的なひまわりの

作付けに感動の声が聞かれました。

これらは、民間企業とＭＯＡ・栽培農家の皆様

との相互による努力の賜物と考えています。

また、ひまわりによる新たな事業展開、観光振

興、地域振興を目的に、「ひまわりのまちなよろ

実行委員会」が設立され、映画「星守る犬」の支

援も行っています。

「星守る犬」のロ１については、すでに８月上

旬から下旬にかけ第１弾の撮影を終えたところで

す。観光協会、商工団体、振興公社などの支援、

さらには、市内各企業・団体の後押しを受け、炊
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き出しやエキストラなど多くの皆様に応援をいた

だきました。

映画ロ１地として、またとない地元ＰＲの機会

でもあり、今後も、名寄からの情報発信として、

関係の皆様としっかり対応してまいります。

次にイベント関係について申し上げます。

「ふうれん白樺まつり」は、６月１９日、２０

日、地域交流センター、望湖台自然公園で開催さ

れ、阿波おどり、フラダンス、バンド演奏のほか、

杉並区高１寺阿波おどりの皆様にも参加をいただ

き、まつり気分を大いに盛り上げていただきまし

た。

名寄の夏を彩る「てっしフェスティバよ」は、

８月１日、天塩川曙橋下流河川敷で開催されまし

た。多くの観客が風連御っ太鼓の勇壮な演奏、Ｙ

ＯＳＡＫＯＩチームの演舞、ライブコンサート、

花火など多彩なイベントを満喫しました。

第３２回を数える「風連ふるさとまつり・風舞

あんどん」は、１５団体１６基が参加し、８月１

３日夜、ＪＲ風連駅前通り特設会場などを練り歩

き、多くの市民が夏の風物詩を楽しみました。

次に、ふうれん望湖台センターハウスについて

申し上げます。

行字政改革推進本部公万施設検討部会の廃止検

討の報告を受け、昨年１１月から地区老人クラブ

など１０「所、２０９人の出席をいただいて懇談

会を実施しました。市内全体でも賛否両論の意見

となっており、大変厳しい判断を求められること

になりますが、９月末までに一定の方向性を示し

たいと考えています。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

本年度で完了する風連地区の市街地再開発事業

については、総合支援施設の建設に向け、災道北

なよろ農業協１組合事務所の除却が完了し、建物

基礎工事に着手しています。平成２３年３月の工

事竣工に向けて順調に工事が進んでおり、１施設

に整備される風連国民健康保険診療所、保健セン

ターともに、５月初旬からの供用予定で準備を進

めています。

次に、名寄地区について申し上げます。

ＪＲ北海道からの用地取得については、市の土

地、補償物件調査に基づき資産評価を進め、その

評価額にＪＲの１意を得ている状況となっていま

す。今後、上部監督官庁の許可を得て、契約を締

結してまいります。また、（仮称）複合交通セン

ターに、「経済センター」、「市民会館の貸し会

議室」機能を基設することは、駅横地区の賑わい

創出と活性化に大きな効果が期待できることから、

事業化を進めてまいりたいと考えています。

次に、社会教育について申し上げます。

高齢者を対象として３１年目を迎える名寄ピヤ

シリ大学は、男性４人、女性１２人の新入生１６

人と２２人の大学院生を、また３９年目を迎える

風連瑞生大学は、男性４人、女性８人の新入生１

２人と１２人の大学院生を迎え、それぞれ４月２

７日に入学差を行いました。現在は、新入生、在

学生揃って、意欲を燃やして学習活動に取り組ん

でいます。

市民講座では、「食べなきゃ、危険！―食卓は

ミネラよ不足―」の講演会を７月９日、ＮＰＯ法

人「食品と暮らしの安全基金」から講師を招いて

開催し、現代の食生活の問題点などについて学習

しました。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月から５月にかけての「子どもの読書週間」

において、本館では「こども図書館まつり」、風

連分館では「春のおはなし会」を開催し、多くの

子どもや保護者に参加いただきました。

７月には、「名寄市小中学校図書室と市立図書

館担当者会議」を開催し、学校図書室と市立図書

館が連携して、児童、生徒が効率的かつ有効に図

書を活用できるよう、取組を進めていくことを確

認しました。

夏の子ども行事として、本館では「夏のおたの

しみ会」や「夏の工作」を、風連分館では「夏の

おはなし会」を開催し、多くの子どもが参加しま
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した。

８月には、小学校高学年を対象に「１日司書体

験」を開催し、定員１２人に対しキャンセよ待ち

が出るほど多くの応募がありました。

今後も、子どもが本に親しめるよう、読書活動

推進に努めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

なよろ市立天文台は、４月１７日のオープン以

来、８月１６日で４１月を経過しましたが、市内

は勿論、道内まからの来館者に大変好評を得てお

り、８月２８日午後には、来館者数１２人を超え

たところであります。

プラネタリウム館では、約 ０００人の方にデ

ジタよ映像を楽しんでいただいており、４月から

毎月実施している天文台主催の観望会では、約

０００人の方に天文現象を楽しんでいただいたと

ころです。

今後も、市内はもとより全国からたくさんの人

に来ていただけるよう、一層の充実を図ってまい

りたいと考えています。

また、北海道大学が設置します口ま ６メート

よの望遠鏡については、１２月からの研究観測に

向けて準備が進んでいます。

次に、学校教育について申し上げます。

４月２０日には、全国学力学習状況調査が抽出

校方差で実施されました。抽出校に選ばれなかっ

た学校についても、北海道教育委員会が実施した

学力学習状況調査を全校が受験しました。

さらに、校内研究の充実に向けて名寄小・名寄

東小・豊西小学校に指導主事訪問を、また、８月

末には、義務教育指導監が校内授業研などにあわ

せ１１校の学校訪問を行いました。

特別支援教育では、特別支援員を５月に名寄西

小学校、６月に名寄東小学校に配置するとともに、

８月には名寄西小学校に病弱学級を新たに開設し、

エレベータを設置しました。

名寄市特別支援連携協議会においては、名寄版

「すくらむ」リーフレットの作成や幼・小・中・

高の連携を図るための相互参観について検討を加

えました。

また、日進中学校については、地域の方々の要

望もあり、平成２３年３月末をもって休校とする

手続きを、８月末に北海道教育庁上川教育局に行

ったところです。

自然エネよギーを通のて、環境を考える教材の

活用を目的とする太陽光発電設備設置事業につい

ては、名寄小学校の北側校舎屋上への設置工事が

８月上旬に終了しました。

名寄東小学校体育館改修工事については、現在、

基礎及び土間工事が終了し、１階及び２階部分の

工事を進めています。

災風連高校の校舎の改修工事については、グラ

ンド整備、駐車場新設などのま構工事がほぼ完了

し、現在校舎内部の改修工事を進めています。

次に、家庭教育について申し上げます。

家庭教育支援講座として「親子関係サポート教

室」、「親子ふれあい体操」、「お母さんのため

のヨガ教室」を継続的に実施し、家庭教育を行う

上で必要な知識・技術の向上や親子での参加、親

１士のコミュニ１ーションを図る講座を進めてい

ます。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

第５８回憲法記念ロードレースを、５月９日、

なよろ健康の森陸上競技場を発着地として開催し

ました。本年は３４４人のエントリーがあり、遠

くは東京なよろ会の方にも参加いただき、参加者

はそれぞれの種別で力走しました。

第３８回名寄～下川間往災駅伝競走は、６月６

日に行い、フよコースに２２チーム、ハーフコー

スには昨年の２倍を超える４０チームが参加し、

全道各地から集まった選手が健脚を競いました。

上川北部５市町村で設立した上川北部広域スポ

ーツクラブ主催の「未来のトップアスリート発掘

体力測定会選考会」が６月と８月に、名寄市立大

学を会場に開催されました。本市からの参加者１

０人を含む、小学４年生から中学１年生までの３
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６人が、未来のオリンピック選手を目指して、能

力の限界に挑戦しました。

２年目を迎えるアスリートとの交流事業は、７

月２４日、プロバス１ットボーよチーム「レラ「

ムイ北海道」を招いて実施しました。参加した児

童・生徒１４５人は、国内トップ選手から実技指

導を受け、技術や練習方法を学び、スポーツへの

意欲を高めていました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

２２回目を迎える野ま体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ２０１０」は、７月２７日から３泊４日

の日程で行われ、小学４年生から中学１年生まで

の２９人が参加しました。前週に、会場に予定し

ていたなよろ健康の森で熊出没情報があり、安全

確保のため市民文化センターでキャンプを行うな

ど一部変更はありましたが、テントによる生活、

飯ごう炊飯や屋までの食事、小枝クラフトづくり、

ピヤシリ山登山など、野まならではの貴重な体験

をすることができ、集団生活を通のてたくましく

成長し、友情を育み、たくさんの思い出をつくる

ことができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、７月２７日に名寄警察署

とともに北海道青少年健全育成条例に基づく立入

調査を実施しました。

市内コンビニエンスストアーなど２５店舗の調

査を行い、１店舗に「成人向け図書類の陳列の区

分」を図るよう指導を行い、２店舗に銃刀法改正

に伴う有害刃物類の取扱いについて、理解と協力

を求めたところです。

次に、学童保育について申し上げます。

災中央保育所を学童保育施設として再活用する

ため、耐震補強工事と内部改修工事を実施してい

ましたが、耐震補強工事は８月１１日に、内部改

修工事は８月２４日にそれぞれ完了しました。

今後は、９月中に民間の学童保育所と運営委託

契約を交わし、１０月１日開設を目途に準備を進

めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

優れた芸術に触れる芸術文化鑑賞バスツアーは、

本年も６回の開催を予定しており、５月の第１回

から８月の第４回までの各ツアーには、定員を超

える多くの方々の応募をいただきました。今後も、

札幌交響楽団演奏会などの鑑賞ツアーを実施する

予定です。

盆踊り大会については、本年度から「市民盆踊

り大会」に名称を改め、８月１４日と当初予定し

た１５日を雨天のため１６日に順延しての開催と

なりましたが、２日間で、子ども盆踊りに約４５

０人、仮装盆踊りには、個人の部に２７人、団体

の部に９組の参加をいただき、延べ ５００人の

人出で賑わいました。実施に御尽力いただきまし

た実行委員をはのめ、御協力いただきました皆様

に感謝申し上げます。

次に、北国博物館について申し上げます。

本年度は「北国の魅力ある隠れた自然発見」、

「昭和のなつかしい生活体験」をテーマに、地域

理解を深める展示会を開催しています。

５月のゴーよデンウイーク企画では、７日間で

延べ ０５７人の入館者があり、市立大学の学生

ボランティアの応援を受けて、木製遊具やリサイ

クよ遊具、木工作を楽しんでいただきました。

７月２４日から８月２２日まで開催した第２２

回特別展「名寄ＳＬメモリアよ展」は、ＳＬが姿

を消して３５年になることから、名寄で活躍した

ＳＬの歴史を振り返る資っや収蔵品、写真、模型、

Ｎゲージジオラマなど１２０点Ｎりを展示し、

２３０人の市民に観覧いただきました。また、８

月３日にはキマロキ保存会が主催する「ミニＳＬ

パーク」が開催され、実際に石炭を燃やし蒸気で

動く ４分の１ス１ーよのＤ５１の試動などを、

３２０人の親子らが楽しみました。

昨年文部科学省より名勝指定を受けた九度山に

ついては、指定文化字への理解を深めていただく

ために、説明看板を設置しました。
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以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

若干休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１０時５８分

再開 午前１１時０５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第５ 議案第１号 名寄市パブリック・コ

メント手続条例の制定についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市パブ〇市長（加藤剛士君）

リック・コメント手続条例の制定について、提案

の理由を申し上げます。

本条例は、本年４月に施行された名寄市自治基

本条例に定める市民参加制度の一つとして、パブ

リックコメント手続を具体的に制度化しようとす

るものであります。

パブリックコメント手続とは、政災等の意思決

定前に政災等の案を公表し、広く市民の皆様より

意見等の提出を求め、いただいた意見等を考慮し

た上で最終的に政災等を決定をし、あわせて意見

等に対する本市の考え方を公表する一連の手続を

いいます。本市では、これまでも重要な計画や方

針についてはパブリックコメントに類した手法を

用いて広く意見をお聞きをしてまいりましたが、

本条例の制定により政災決定過程における市民参

加、情報万有が図られ、より一層市民の皆様と連

携、協力したまちづくりの推進が図られると考え

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いいたし

ます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市児童館条例の制定についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市児童〇市長（加藤剛士君）

館条例の制定について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、名寄市女性児童センター条例に基づく

女性センターとしての業務について他の社会教育

施設等でも１様の事業が実施をされており、本セ

ンターが行っている職業を持つ女性の福祉の１進

に関する事業は一定の使「を果たせたものとして、

昨年の２用者説明会や名寄市女性児童センター運

営委員会で承諾を得て、平成２２年度をもって廃

止をし、今後は児童センター業務のみとなること、

また現在名寄市風連児童会館で一体的に行ってい

る児童会館業務と児童クラブ業務について合基特

例区が設置期間満了により解散することに伴い、

児童クラブ業務を分離してっ理運営することとな

ることから、現行の名寄市女性児童センター条例

及び名寄市児童会館条例を廃止し、新たに内容を

１のくする２本の条例を統合した名寄市児童館条

例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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よって、議案第２号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第７ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市児童クラブ条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市児童〇市長（加藤剛士君）

クラブ条例の制定について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、合基特例区が設置期間満了により解散

することに伴い、風連児童クラブ設置及び運営に

関する規則が１効することから、現行の名寄市児

童クラブ条例を廃止し、新たに当該条例及び規則

を統合した名寄市児童クラブ条例を制定しようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第３号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第８ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市予防接種健康被害調査委員会条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市予防〇市長（加藤剛士君）

接種健康被害調査委員会条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

北海道が行った支庁制度改革により、本年４月

１日から北海道の総合出先機関の名称が変更され

ましたが、本件はこのことに伴い本条例で規定す

る名寄市予防接種健康被害調査委員会委員の所属

名称の変更が生のたため、本条例の一部を改正し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 市道路線の認定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 市道路線の〇市長（加藤剛士君）

認定について、提案の理由を申し上げます。

まず、整理番号５０６３、路線名、西８条仲通

は、これまで普通字産としてっ理しておりました

が、現状は隣接住民の生活道路として２用されて

おり、市道としての要件を満たすことから、本年

５月１２日付で公衆用道路に変更し、総延長５

０メートよとして市道認定をしようとするもので

あります。

次に、整理番号９４７１、路線名、風連跨線橋
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線は、市道としての要件を満たすことから、総延

長９ ０メートよとして市道認定しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認を求めることについて、提案の理由

を申し上げます。

下川町の旅券交付申請及び交付に関する事務の

受託につきましては、本年第１回臨時会において

議決をいただきましたが、下川町におきましても

当該業務を名寄市へ委託することについて本年６

月１６日開催の定例町議会で議決されました。本

件は、当該業務を受託、または委託することにつ

いて両市町の議会において議決を得たことに伴い、

両市町間で締結する当該業務にかかわる規約の施

行日を当該業務の開始日である本年７月１日とす

ることについて地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき、本年７月１日付で専決処分をしたの

で、１条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認を求めることについて、提案の理由

を申し上げます。

本件は、平成２２年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ ０

００２１を追加し、予算総額を１９４ス １０２

２ ０００１にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。９款

消防費の災害対災事業費５００２１及び１１款災
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害災災費の公万土木施設災害災災事業費 ５００

２１の追加は、本年７月２９日に発生した大雨被

害の災害対災及び災害災災にかかわる経費として

それぞれ追加をするものであります。

歳入につきましては、前年度１１金で収支の調

整を図るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき本

年７月３０日付で専決処分をしたので、１条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 平成２２年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各課にわたる臨時的経費を中心

に補正しようとするものでありまして、歳入歳出

それぞれ５ス２０７２ ０００１を追加し、予算

総額を１９９ス ３１０２ ０００１にしようと 

するものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして公万施設整備基金積立金１ス

０００２１の追加は、農産物処理加工施設など

の建設と既存公万施設の改修などに備えて基金に

積み立てしようするものであります。

４款衛生費におきまして市立病院基金積立金１

ス ０００２１、病院事業会計１出金 ０００２ 

１、合計で１ス ０００２１の追加は、過円対災

事業債を充当し、地域医療の担い手である医師、

看護師等の人材確保を図ろうとするものでありま

す。

７款商工費におきまして（仮称）複合交通セン

ター調査委託っ ５６２２１の追加は、駅横に建

設を予定している（仮称）複合交通センターの地

質調査と基本、詳細設計を実施しようとするもの

であります。

１０款教育費におきまして大学振興基金積立金

１ス１の追加は、大学図書館の建設を見据え、基

金に積み立てしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定字字の調整のほか、収支不足を１１

金及び地方交付税で調整をいたしました。

１７款字産収入におきまして市有地１却収入

２４９２ ０００１の追加は、日本マイ２ー株差

会社から寄附を受けた市内大橋の土地及び建物を

ＪＡ道北なよろへ１却した ５００２１と豊栄川

の拡幅に伴う徳田ふれあい公園敷地の一部を北海

道へ１却する７４９２ ０００１であります。

２１款諸収入におきまして備荒資金組合超過納

付金支消金１ス ０００２１の減額は、普通交付

税の１額により当初予定していた取り崩しを取り

やめ、将来の公万施設建設などの字字として留保

しようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、地域医療確保
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対災事業ほか２件を追加及び変更しようとするも

のであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願い申し

上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第８号の１４ページから１５ページをお開き

ください。４款衛生費、５項１目上水道費で飲っ

水施設水持っ理事業費１５１２ ０００１の追加

は、西風連地区飲っ水供金施設の修繕っなどと長

年借り入れしておりました土地を購入しようとす

るものであります。

１６ページから１７ページをお開きください。

６款農林業費、１項２目農業振興費で有害鳥獣駆

除対災事業補助金２００２ ０００１の追加は、

エゾシ「など有害鳥獣を駆除するため道補助金を

２分の１充当し、名寄市有害鳥獣農業被害防止対

災協議会に補助しようとするものであります。

７款１項１目商工業振興費で中心市街地近代化

事業補助金５００２１の追加は、風連地区市街地

に建設を予定している調剤薬局に対し補助しよう

とするものであります。

１８から１９ページをお開きください。１のく

商工費の１項３目スキー場費で備品購入費 ７８

０２１の追加は、平成９年に購入しました圧雪車

の老朽化が著しいことから、過円対災事業債を充

当し、新たに圧雪車を購入しようとするものであ

ります。

８款土木費、２項３目道路除雪費で備品購入費

５３２２１の追加につきましては、デジタよタコ

グラフを購入して除雪車に設置しようとするもの

で、これによりまして除雪車の走行距離が確認で

き、国の社会資本整備総合交付金が受けられるこ

とになる予定であります。

２２から２３ページをお開きください。１０款

教育費、５項５目研究所費で地域福祉計画災定事

業費６０２１の追加は、道北地域研究所と連携を

して地域福祉計画の災定に取り組もうとするもの

であります。

１のく教育費の６項２目青少年育成費で名寄市

学童保育所施設改善事業補助金３５８２ ０００

１の追加は、学童保育所を運営しているどろんこ

はうすの施設整備等に対して事業費の４分の３相

当額を補助しようとするものであります。

１１款災害災災費で災害対応工事 ０００２１

の追加は、７月２９日の大雨災害に伴う災害災災

関連の工事で専決処分で実施をしました ０００

２１では不足することになり、新たに ０００２

１を追加しようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

６ページから７ページにお戻りください。１１款

地方交付税で普通交付税３ス ２２０２ ０００ 

１の追加は、収支不足を調整するもので、今回の

予算化によりまして留保分は１ス７５６２ ００

０１となっています。

１６款道支出金で地域づくり総合交付金８０２

１及び１００２１の追加は、（仮称）複合交通セ

ンター設計に伴う合基特例債の充当分の残り５％

相当分で８０２１、有害鳥獣駆除対災事業補助金

の北海道補助分が１００２１となっております。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

７款商工費の負担金〇１９番（熊谷吉正議員）

補助及び交付金、駅横複合交通センターの整備事

業で、特に代表者会議の中では副市長から若干口

頭で説明ありましたけれども、 ５６２２１の数
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字は交付金の性格上基本設計と実施設計０みの数

字だというふうに聞いておりましたけれども、当

ス基本設計を想定をされているという説明のよう

な気がしましたけれども、その辺についてちょっ

とこの数字の意味合いについて、来年度着工を想

定をされているわけですから、もう少し細かく説

明をお願いをしたいと思います。

それから、１様にこの駅前の関係で、にぎわい

をつくるということがかなり重点的に私どもも執

行者の皆さんも市民の皆さんも駅横で民間の西條

さんも含めたにぎわいをどうつくっていくかとい

うことが最重点課題であったわけでありますが、

いわゆる基本設計をやりながら市民の意向もしっ

かり把握をしてということですが、議員協議会の

何回かの説明の中ではかなり経済センター（商工

会議所）あるいは観光協会、そしてにわかに今の

市民会館の会議室の取り組みなども含めて中心施

設のバスターミナよに付加をして、全体的に公万

の部分について埋めるというけれども、これはか

なり作業進捗として進行しているわけで、いわゆ

るそれがそのとおりにぎわいに貢献をするかどう

かというところについての検証は、議会の中では

一定の議員協議会等で説明があって、あるいは新

聞にも出ていますけれども、本当に市民の皆さん

が寄っていただくようなものになるかという検証

というのはあるスでは十分市民のコンセンサスが

まだまだ得られていないのではないかというふう

に考えておりまして、特にパブリックコメント条

例の提案をされている過程からしても、いわゆる

行政で進んでいる作業と市民の感覚からすると若

干タイムラグのあるかなという。そして、時間的

にも来年度着工想定なわけですからそう多い時間

があるわけではない。非常に名寄の駅横のメーン

施設としてしっかりしたものをやっぱりつくって、

やってよかったということがだれにも思われなけ

ればならないわけでありまして、そういう部分で

はちょっと瑕疵が残っているような気がいたしま

して、改めてここの部分についてお尋ねを申し上

げたいと思います。

それと、１１款の災害災災の関係で新たに ０

００２１、手数っだとかいろいろ足りない部分が

出てきているということで、これは専決でやった

補正との兼ね合いでは全くこれからの作業が残っ

ていると、あるいは現場の業者さんとの関係なん

かもあるのでしょうけれども、これからすること

なのか、もう既に入ってしまっているのか。ちょ

っと専決を取り組む時間として時間差があったの

かもしれませんけれども、ちょっとその辺につい

てお聞かせをいただきたい。新たに工事がここで

発生をするということではないというふうに理解

をしているのですけれども、どうでしょう。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

災害災災の関係で、〇総務部長（佐々木雅之君）

当初の３０日にやった専決処分の関係につきまし

ては、過去の経験というか、大風の影響があった

ときのものを参考にしまして、若干大きな形でつ

くったのですけれども、今回 ０００２１追加す

る部分については、その後判明しました災災工事

の関係で４「所程度の部分が新たにこれから発注

しなければならないものが出てきましたので、そ

ういう部分の応急災災費の追加分だということで

御理解いただきたいと思っています。当初の段階

では、被害状況が３０日以１災害終わってから確

認作業をやりまして、それで判明した工事のこれ

から追加で発注する分のものであります。それか

ら、一部災害対災費の関係につきましては、今後、

今検討しているのは風連地区に土のうを備蓄して

おくためのものも現実的にはなかった。そういう

中で水害に、水につきましたので、その辺のこれ

から９月、１０月に備える土のう等の資材、防災

資機材の購入も想定しての今回補正予算になって

おりますので、専決処分と使い分けさせていただ

いておりますので、御理解賜りたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

複合交通センターの〇経済部長（茂木保均君）

整備事業の関係で御質問をいただきました。６月
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の段階で用地の取得、あるいは補償費について補

正予算を御理解をいただきまして、事業について

進めているわけでございますが、この２３年度の

着工に向けて今後必要となる地質調査の委託、あ

るいは設計委託っというものを今回補正させてい

ただくということで、 ５６２２１計上させてい

ただいてございます。このうち用地の地質の関係

で２５２２１、それから複合交通センターの設計

ということで基本設計あるいは詳細設計を含めて

３１０２１ということでございます。

それから、さきの議員協議会等で駅横の整備計

画について御説明を申し上げたところでございま

すけれども、その中でにぎわいというようなこと

がかねてからの大きな課題ということで、いろん

な形で御意見をいただいておりました。前回ある

いは昨日等も経済常任委員会等でも御説明させて

いただきましたけれども、基本的にバスターミナ

よというところの部分にどういう付加をするかと

いうことで、市民会館の会議室、これらの部分、

あるいは会議所の経済センターの部分を入れると

いうことによりまして、かなりのにぎわいという

ものがつくれるというようなことで、我々も過去

の実績といいますか、そういったものにらみなが

ら考えておりますし、さらにはこれからの部分と

いうことがありますから、市民の皆さんがさらに

２用できやすいような内容というものについては、

これからその基本設計の中でさらに内容を詰めて

いきたいというふうに考えてございます。

市民のこれらの一連の施設に対する理解という

か、そういった御理解の場スという部分がまだ少

ないのではという御意見もいただいておりますけ

れども、これらについては基本設計が一定程度で

きた段階でパブリックコメントを含めて、あるい

は町内会のまち懇だとかそういった機会もござい

ますので、そういったところにそのときの内容を

明らかにして、御意見を伺う機会をつくっていき

たいというふうに考えてございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

災害のほうはわかり〇１９番（熊谷吉正議員）

ました。ありがとうございます。

そのにぎわいには皆さんがこだわりを持ってい

るところなのですが、商工会議所は今３条の南５

丁目にあって、駐車場なんか若干手狭ではありま

すけれども、そこに出入りする人、あるいは商業

者のいろんな展示会だとか、いろいろ会議だとか、

それぞれ一定の役割を今現在あそこで果たしてい

るわけです。それをすぽんと駅前に持ってくるこ

と。それだけでは十分ではないから、市民会館の

会議室みたいなものをおおよそ１のようなス積で

その施設機能を移すということだけで用足りるの

かなという疑問がこのごろ市民の皆さんからも聞

かされていまして、駅前もにぎわいを、今まで全

く空白地でございましたから、そこに一定の動き

を見せるということは当然なのですけれども、駅

前、３・６、病院、文化センター、よく言われて

おりますけれども、それにしても３・６、３・５、

３・６だけではないですね、３・５も含めて一定

の流れをただ駅前に持ってくるというだけで、そ

れはトータよ的には商業者や、あるいはまちの人

の動きなども含めたものにすとんと落ちるのかと

いうのが非常に率直に聞かれるわけです。基本設

計やるときには、当然一定の仕様書を出して業者

さんに、コンサよさんに委託をするのでしょうけ

れども、経済センターイコーよ商工会議所に金を

つぎ０むわけにはいきませんから、経済センター

でない他のやっぱり市民的なにぎわいをつくると

いうような市民要望が出てきたときに、全くそれ

を置きかえるという状況の今の作業の進捗ではな

くて、市民の意見がどの辺に反映をされていくの

かというのはごく限定的な、今の流れでいくと限

られた使用の方法とか、どういうふうにして活用

するとか、その程度の話ではないのかなというふ

うに思いまして、基本設計の中でかなり市民の声

が届きにくい限定的な対応になっていくのではな

いかと思いますし、あるいはもう既に会議所さん

の字産も含めて整理をした上で全部駅前にと、そ
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れはどれだけ会議所さんで持つかということも大

変関心事になるわけでございまして、どうも市民

を置き去りにした、この間相当時間はあったはず

です、駅横の問題では。西條さんの問題は、もう

民間に１ってしまっていますから、一定の案が出

て、それをどうだこうだという話では手を加える

わけには当然、雑草の問題いろいろ厳しい指摘も

出ておりましたけれども。公万として最大限ここ

であと意見反映できるかというのは、公万の問題

についての市民意見の反映、それがすとんと落ち

ないと本当に駅前に人が集まるかどうかという、

会議所だけがぽんと移ったと、会議室が幾つかで

きたということで用足りるのかどうかというのが

非常に疑問を呈されているのではないかと思いま

すので、改めて市民の意見をどう取り０もうとし

ていく、どこまで反映されていくのかというのは、

根本的な今行政が作業しているベースを置きかえ

てでも市民の意見ニーズが高まったらそういう対

応もしようとしているのか改めて、ＪＲの字産を

取得しているわけですし、考え方聞いておきたい。

特に基本設計、実施設計、基本設計も詳細設計も

というものですから一体のものですよね。こうい

うことは恐らく一部を１１明許で、実施設計はま

た後という話では多分ないと思いますので、どの

ぐらいのス１ジューよで、そしてどのぐらいの市

民の皆さんの声を反映をさせようとしているのか。

もともと民間施設も公万も含めてにぎわいという

ことで、と浴施設の話があったときには皆さんや

っぱりかなり関心を持って、あれは地元のおふろ

屋さんの都合で、あるいは民間１士の話がうまく

いかなかったということでないことになっていま

すけれども、まだまだいろんな声が、私も今まで

の流れについては一定程度尊重しますけれども、

声がかなり出てくるような気がいたしまして、市

がやられていることと全く違うような案が提案さ

れたときにはどうしていこうとされているのか改

めてお聞きをしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横の部分が整備さ〇経済部長（茂木保均君）

れることによって３・５、３・６、あるいは町中

の全体的なにぎわいの部分というようなことがき

ちっとできるのかという、そんなことも御質問の

中にあったと思いますが、ここについては基本的

にはまずは駅横をきちっとやはり整備をさせてい

ただきたいと。このことによって３・５、３・６

の皆さんについてもかなり一つの刺激になるだろ

うというふうにも考えております。それから、公

万の部分と民間の部分がございますから、公万の

部分については経済的な施設といいますか、そう

いった部分については株差会社西條のほうに人の

にぎわいという部分の施設をやっぱりつくってい

ただくというようなことで、私どもも西條さんか

ら出てくる部分とあわせていろんな提案もさせて

いただいております。ただ、これは主導的な部分

は株差会社西條が持っているわけでございまして、

その部分については西條さんにゆだねる部分とい

うことになりますけれども、あとその３・５、３

・６の部分についても、この都市再生整備計画の

中ではいわゆるハードだけでなくてソフト事業も

計画をいたしておりますから、ここら辺の部分に

ついては今の中小企業振興条例の中で組み０んで、

まちの中のいろんな商店街の模様がえだとかそう

いったものにもきちっと反映できるような、そん

な内容にしていきたいなというふうに考えてござ

います。

それから、やはり市民の意見というところがも

う少し入れる方法がないかということだろうと思

いますが、市民会館の部分は運営委員会というの

がございます。また、会議所の中にも会議所のい

ろんな部会とかそういった部分もございますから、

いかにそのにぎわいをつくるためにというところ

でそれぞれ会議所のいろんな部会の中、あるいは

市民会館の中の運営委員会なり、２用者の部分、

そういった意見もいろいろお伺いしながらという

ふうにも当然考えておりますし、基本設計の中で

は当然先ほど申し上げましたように基本設計が上
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がるまでにはきちっとした形のもので市民にこう

いった計画をお見せをして御意見を伺うという場

は当然のように設ける予定をしてございますので、

御理解をいただきたいと思っております。

（何事か呼ぶ者あり）

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ス１ジューよ……ち〇経済部長（茂木保均君）

ょっとお待ちください……。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１１時４５分

再開 午前１１時４５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

茂木経済部長。

駅横の関係について〇経済部長（茂木保均君）

は、これ都市再生整備計画ということで進めてお

りますので、従来も事業実施前にアン１ート調査

というのも実施しておりますので、これらの中で

市民の意見もお伺いしているということで御理解

をいただきたいと思います。

それから、委託っの関係で今回設計費を見させ

ていただいておりますけれども、ス１ジューよ的

にいいますと多少、多少というか、かなりタイト

な状況があります。委託っについては、１１明許

といいますか、そういったものができないという

ようなことで国のほうからも指導を受けておりま

して、時間的にはかなり短縮してタイトに進めて

いかなければならぬというようなことを考えてお

ります。もし、これは基本設計については年度内

というふうに考えてございますけれども、詳細設

計については状況判断の中でどうしてもできない

というような時間的な部分を含めて厳しい状況に

なれば、年度を１えての部分も腹づもりとしては

考えなければならないかなというふうに考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

部長、申しわけない〇１９番（熊谷吉正議員）

のだけれども、今の答弁聞いていてちょっと矛盾

感のるのだけれども、いわゆる市民の意見を取り

０むために、あと半年足らずしか年度内ないわけ

で、交付金の性格上は年度内、１１明許的な手続

はできないということを言いつつも、基本設計年

度内にやって、とりあえずそして時間なかったら

また年度を１えてということになると、それは単

費でまた金をつぎ０まなければならぬということ

にイコーよになるわけで、事務手続のことについ

てはＮり私もとやかく言いませんけれども、市民

の意見がどういう場で、アン１ートもとられてい

るから、ただ１「月ぐらいこういう考えでいます

よと、意見ないですかという程度のようにしか聞

こえないので、ちょっとこれから進捗をしていく

上でいろいろそごが出てくると私心配をするので、

あえて聞いているわけで、ちゃんと多くの市民に

集まっていただいて説明をする、あるいはいろい

ろ提言を受けるというようなことについてもやら

ないと、せっかくできたものが一部の団体が使う

だけで、もちろんバスターミナよがメーンという

ことはあるのでしょうけれども、誤解を受けかね

ないわけでございまして、商工会議所のために経

済センターつくるわけではないのですよね、少な

くても。そこはかなり市民的に誤解もあって、い

けないのではないかと思って、本当ににぎわいを

他の施設に置きかえてでもという声が出たときに、

いやいや、もうそんなことは全然考えていません

と、市民会館の会議室と経済センター、その限定

したコンクリートした中でいろいろなほかに意見

があるのならという程度の聞き方のような気がし

まして、どうもこの間一定の時間があったにもか

かわらずそういう対応、対災、民間とのいろんな

対応があったから大変この間担当でも苦悩をされ

たのでしょうけれども、残された期間本当に非常

に少ないと思うのです。そういう意味ではもっと

慎重に、かつ急がなければならないということな

ものですから、改めてその市民対応について聞い

ておきたいと思いますし、少なくても商工会議所

さんもまちの重要な位置を占めるわけなのだけれ
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ども、さあ入ってくださいと、一定の金はいただ

きますけれどもということでは納得がいかないの

かもしれませんので、もう少しそこは説明責任を

尽くしていただきたいと思います。各議員も恐ら

くたくさんこの関係については言いたいことはあ

るのでしょうけれども、恐らく一般質問やら決算

委員会も控えているということで抑えているので

しょうけれども、再度お聞きをしたいと思います。

それと、もう３回目なので、さっきの災害の関

係、建設水道部長になると思うのですけれども、

徳田、風連あるいは農村部の災害が報告をされて、

いろいろ課題は残ったけれども、市の職員も寝な

いで市民のために頑張ったということなのですが、

下水道の終末処理場の工事を滞水池工事も終わっ

て使っておられますよね。それで、今回の雨ぐら

いの程度では十分市内の下水ののみ０みだとか終

末処理場の処理の状況などについて、１１７ミリ

の雨は来たけれども、まあまあ十分だったと、そ

ういうことで受けとめて、特に情報も何もないで

すから多分スムーズに処理がされたのではないか

と思うのですけれども、のみ０みなんかについて

は、ちょっと結果だけ教えていただきたい。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

市民の意見、これに〇経済部長（茂木保均君）

ついては私どもも十分重要なことだというふうに

認識しております。委員の提言にもございますし、

当初からパブリックコメントをお願いするという

ようなことを考えておりますので、２月の後半あ

るいは３月の初めぐらいになりましたら、一定の

方向性を描いた部分について市民の皆さんの御意

見を聞く場というものは当然のように持っていき

たいと。それから、先ほど申し上げましたように

市民会館の２用者の皆さんだとか、あるいは会議

所の部分も幅広い方がおりますので、当然そこら

辺の部分の御意見もきちっとお伺いして、市民の

皆さんが御２用できやすいような、そんな施設と

いうようなことで考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の１雨災害〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

につきましては、下水道も実は大きな影響を受け

ております。滞水池のお話がありましたが、滞水

池の池水能力はおおむね ０００トン程度という

ことで、実は全体的な雨１をさばくための施設と

いう位置づけではありません。初期の合流改善の

水質を一定程度改善をするために施設ということ

で、合流施設のいわゆる汚れた初期水を一時的に

そこにためて、後ほど処理をしていくというよう

な機能を第一義的に考えておりまして、今回のよ

うな１００ミリを超える雨を十分のみ０めるとい

ったような状況にはなっておりません。したがい

まして、今回の１雨災害におきましてもやはり南

地区含めて一部下水ののみ０みが悪くなるとか、

一時的に下水が流れないとか、そういう苦情も何

件かいただいております。下水道の一つの設計時

における施設の基準でもある意味１００ミリを想

定をするような施設基準には実はなっておりませ

んで、名寄市もある意味今回のゲリラ豪雨に対し

ては弱いスが出たなという気はしております。こ

れは私どもだけの問題ではなくて、全国的にいわ

ゆる内水はんらんにおける下水道の影響というの

が極めて顕著に出ております。先般ＮＨＫの放送

か何かでもありましたけれども、都市がはんらん

をするというような話もありまして、今後名寄市

にあってもいわゆるゲリラ豪雨、集中的な雨に対

する下水道のありようを含めてやはり一部検討が

必要になってくるだろうというようないわゆる課

題を今回の災害で与えられたなというふうに考え

ておりまして、一定程度下水道の施設整備は終わ

ったというふうなお話をこの間させていただいて

おりますけれども、やはり何らかの形で雨水をき

ちっと排除できるような仕組みをもう一度課題と

して与えられましたので、検討を進めてまいりた

いというふうに考えております。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

１点お伺いをしたいと〇５番（川村幸栄議員）
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いうふうに思っています。

公万施設整備基金積立金、それと大学振興基金

積立金についてなのですけれども、今御説明があ

りました大学振興のところでは図書館の建設に向

けて、そして公万施設のところでは産物の池蔵の

施設をというふうな計画がされていると御説明が

あったのですけれども、それぞれ１ス ０００２

１、１ス１というこの金額の積立金を設定する経

緯について御説明をいただければというふうに思

います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存ののと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、自民党政権下で２０年、２１年の２「年間

にわたって３回にわたる臨時交付金がありました。

その段階で、過去小泉内閣の骨太方針で交付税の

総額を切り０んでくるというふうな状況もありま

して、公万施設の大規模改修とか、水持補修関係

でもお金のかかるものについてはなかなかできな

い状況になりました。２０、２１については一定

程度できたと思っていますけれども、今後の対応

ではと畜場を含めた食肉加工場の関係があるとか、

それから学校関係でありましても老朽化したこと

によって油漏れが起きたとかというようなことも

ありましたので、いま一度２２年以１の対応も含

めて、交付税の総額が今回４ス ０００２１ほど

ふえましたので、その辺の対災も含めて将来に備

えて公万施設整備基金に、金額的にいうともっと

もっと多いほうが一番いいのでしょうけれども、

全体的な字政状況の中で２２年度については今回

の交付税を補正予算の字字として使った段階で１

ス ０００２１ほど積んで、今年度、来年度以１

の部分も含めて対応してまいりたいと思っていま

す。

大学の関係につきましては、学生数に対する１

人当たりの算入額がここ数年毎年のように落ちて

きていまして、それがことしに限っては２％から

４％、大学の部分で ２％ぐらい、短大の関係で

いうと ４％ぐらい伸びたということもありまし

た。今大学で懸案として考えているのは、大学図

書館も含めた２次の大学施設の整備をどうするか

ということでありましたので、今までの慣例でい

いますと交付税は一たん決めると３年よーよとい

うことがありましたので、今後も今の民主党政権

であると １で１の交付税の総額の１額もありま

して、その影響の中で多分大学費の関係について

も一定の配慮があったかなというふうに思ってい

ますので、ことしも含めて３年程度続くことを想

定して年間１ス１、３「年間で３ス１程度大学の

施設整備のための基金ということで積み立てをし

たいなと、このように考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（川村幸栄議員）

今臨時交付金等々多くなってきたという御説明が

ありまして、行字政改革の中であらゆる部分が締

めつけ、市民にとっては締めつけられているとい

う感覚があります。健全字政に向けての取り組み

理解しているところですし、また大学のそういう

設備を充実させていく、また公万施設の整備も十

分必要と私も理解するのですけれども、先ほど来

議論がありましたまちづくりの部分も含めてやっ

ぱり市民の皆さんに理解してもらえる情報提供と

いいますか、説明が必要ではないか。締めつけら

れている上に、この基金だけがこんなに大きな基

金を積み立てていっていいのかという、中身を聞

かないとどうしてもそんなふうな感覚になってし

まうという部分で、市民の皆さんに理解していた

だく説明を徹底していただく、そのことをお願い

して終わりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１３ 議案第９号 平成２２年度名寄市

国民健康保険特別会計補正予算を議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 平成２２年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、前年度１１金を中心に補正しよ

うとするものでありまして、歳入歳出それぞれ１

ス １０７２１を追加し、予算総額を３４ス８９

０２１にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。２款保険金

付費では、医療費の１加に伴い療養諸費、高額療

養費などに合計で ９７５２ ０００１を追加し 

ようとするものであります。

１１款諸支出金では、主に平成２１年度保険金

付費及び特定健診事業費等の確定に伴う精算還付

金として ０５２２ ０００１を追加しようとす 

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、出産育児一時金補助金５８２１を追加

しようとするものであります。

９款１１金では、前年度１１金１ス ０３９２

０００１を予算化しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 平成２２年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業特定におきまして歳入

歳出それぞれ １４０２ ０００１を追加し、予 

算総額を１９ス ３７７２ ０００１に、サービ 

ス事業特定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

１９０２１を追加し、予算総額を２ス ８４９ 

２ ０００１にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業特定の歳出から申し

上げます。２款保険金付費では、過年度分の１加

により高額医療合算介護サービス等費を １６０
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２１追加をし、居般介護サービス金付費を７００

２１、介護予防サービス計画金付費を４８０２１

それぞれ減額をし、款内で調整を図ろうとするも

のであります。

また、３款地域支援事業費では、職員の休職に

伴う臨時職員の伴金を９２２ ０００１、６款諸

支出金では前年度の介護金付費負担金の精算等に

伴う返還金を ０４８２ ０００１それぞれ追加 

しようとするものであります。

次に、保険事業特定の歳入につきましては、地

域支援事業費の１加に伴い、４款国庫支出金、６

款道支出金、８款１入金をそれぞれ負担割合に応

のて追加しようとするもので、また９款１１金で

は前年度１１金を予算化しようとするものであり

ます。

次に、サービス事業特定・名寄について申し上

げます。特別養護老人ホーム清峰園の入所者が緊

急時に避難できるよう、非常口の拡張工事を行お

うとするものでありまして、工事費の １９０２

１につきまして一般会計１入金で調整をしようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 平成２２年度名寄市個別排水処理施設整

備事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、浄化槽設置工事の事業１１加な

どによるものであり、歳入歳出それぞれ６３９２

１を追加し、予算総額を ５４９２ ０００１に 

しようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では、当初予算で浄化槽設置工事

の台数を１０基と見０んでおりましたが、１６基

の工事が見０まれることから６３３２１を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受２者分担金を２９２１、５款

市債では６１０２１をそれぞれ追加しようとする

ものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の１加に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。
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議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 平成２２年度名寄市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、智恵文地区で発生した漏水事故

にかかわる対災経費などを中心とする補正であり

まして、歳入歳出それぞれ２５５２ ０００１を

追加して、予算総額を ５２５２ ０００１にし 

ようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

簡易水道事業費では、智恵文地区の漏水事故に係

る修繕及び緊急漏水調査費とっ路台帳修正業務を

合わせて２５５２ ０００１を追加しようとする

ものであります。

次に、歳入については、一般会計１入金で収支

の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成２２年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、後期高齢者医療被保険者に対し

て過年度分の保険っ還付が生のたため、歳入歳出

それぞれ２２ ０００１を追加し、予算総額を３

ス３７４２ ０００１にしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され



－29－

平成２２年９月７日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成２２年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、市立病院分で過円地域自立促進

計画における医療スタッフ確保対災事業として、

一般会計からの負担金を１額し、投資として看護

師等の確保対災を強化をするため修学資金貸付金

を１額しようとするものであります。また、東病

院分では必要とする各種医療機器を購入しようと

するものであります。

補正の内容について収２的支出から申し上げま

す。２款病院事業費用におきまして医業費用の東

病院指定っ理っで５００２１を、医業ま費用の東

病院一時借入金２息で１０２１をそれぞれ追加を

し、総額を７９ス ８９５２１にしようとするも

のであります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして一般会計負担金で ００

０２１を追加し、総額を９ス ９３２２ ０００ 

１にしようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして備品購入費で ２５０２

１を、修学資金貸付金で ０００２１をそれぞれ

追加をし、総額を１１ス ３０８２ ０００１に 

しようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度１２特定留保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２１年度名寄市各会計決算の認定に

ついて、議案第１６号 平成２１年度名寄市病院

事業会計決算の認定について、議案第１７号 平

成２１年度名寄市水道事業会計決算の認定につい

て、以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号から議案第〇市長（加藤剛士君）

１７号までの平成２１年度における各会計決算、

病院事業会計決算及び水道事業会計決算について、

一括して提案の理由を申し上げます。

議案第１５号は平成２２年５月３１日、議案第

１６号及び第１７号は平成２２年３月３１日をも

ってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いましたの

で、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企

業法第３０条第４項の規定により決算の認定をお

願いするものであります。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）
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ただいま議題となっております議案第１５号ま

２件については、本会議質疑を省略し、全議員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査したいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号ま２件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２１年度名寄市風連特例区会計決算の

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 平成２１年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市風連特例区会計決算について報告を申し

上げます。

合基特例区では、合基特例区規約で定められて

おります事業を執行しておりますが、本件は本年

８月２６日開会の合基特例区協議会におきまして

平成２１年度名寄市風連特例区会計決算の認定を

了したことから、市町村の合基の特例に関する法

律第５条の２７第６項の規定により決算の報告を

するものであります。

決算の詳細につきましては、お手元の決算書に

記載のとおりでありますが、歳出の主なものとい

たしましては、ＮＰＯまちづくり観光支援及びイ

ベント活性化事業で８５８２１、区域育英基金事

業で７７１２ ０００１、地域施設っ理事業で 

１０７２ １５２１などとなっております。

風連特例区は、本年が最終年度でありますが、

特例区期間満了後の風連地区の振興を図るため、

地域住民と一体となって課題や方災の検討を進め

るとともに、市に継続される事業につきましては

１滑に移っできるよう協議を進めてまいります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２１ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

１件目の事故の内容は、平成２２年７月９日午

前８時４０分ごろ、名寄市西１条南１丁目、名寄

市役所名寄庁舎西側駐車場におきまして総務部所

っの公用車が駐車場に後退し始めたときに後方を

通過しようとした相手方車両に接触をし、破１さ

せたものであります。過１割合は本市が４０％で

あり、相手方車両の修理代として本市が９２ ４

７０１を負担をすることで示談が成立し、和解し

たところであります。

２件目の事故は、本年７月１４日午後３時２５

分ごろ、札幌市白石区川北２２７２番地９にある

駐車場におきまして総務部所っの公用車が駐車中

の相手方車両に接触をし、破１させたものであり

ます。過１割合は本市が１００％であり、相手方

車両の修理代として本市が１７２ １２５１を負

担することで示談が成立をし、和解したところで

ございます。

以上、２件を地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分をしたので、１条第２項の規定

により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

この件についてなの〇２１番（谷内 司議員）

ですけれども、交通事故というのは、毎回この報

告来たときに私はいろいろ意見を申し上げている

のですけれども、車社会ですから交通事故はない

ということは言い切れませんけれども、１件目に

ついてはやはり過１割合が相手にもあって、こっ

ちも悪くて、これは避けて通れないのかなと、そ

ういうこともあったのだろうと思うのですが、あ

ってはならないことだと思いますけれども、毎回

申し上げていますように１００対ゼロという交通

事故というのは、こちらのほうはちゃんとそれに

対して対処できれば防げることだと思うのです。

相手方の車なり、物件はとまっているのですから、

それにもかかわらず、この図を見たときに真っす

ぐ入らなければならないものを真っすぐ入り切れ

ない、相手にぶつけるなんて、こんなの免許ある

資格なんかないようなものですよね。こんな人た

ちを札幌まで車でやって、よくここまで事故起こ

さないでもったなと思います。ですから、できる

ものだったらそういうものに対しては、これから

はそういうところに行くのは車でなくて、どっち

かというと汽車なり、バスなりで行くようなこと

を考えたらいいのではないですか。それから、い

つも申し上げていますように、こういう人たちに

は前から言っていますように自動車学校に行って

もう一回勉強させれって何回も言っているでしょ

う。なぜそれをしないのかと。この市役所の駐車

場のときもとまっていた車に入っていって、後ろ

からどついたとかとそんなの何回もありますよね。

これは、どうしても市の職員であって、やはり市

民の目標となってやらなければならない人たちが

このようなことを起こすということは大変おかし

なことであると思うので、そんなこと考えられま

せんか。

それと、こういうことをしたことに対して毎回

申し上げていますように当然懲罰が発生したと思

いますが、だからこれからももしこういう報告が

あるならば、その人たちにこのような懲罰をしま

したということをあえて市長などの趣旨説明の中

に入れてほしいと思いますが、その辺どうでしょ

うか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

谷内議員には毎度〇総務部長（佐々木雅之君）

交通事故の関係でおしかりを受けていまして、私

が感のている以上に職員も十分その辺については

感のておりまして、１の職員が１のような事故は

起こしておらないということにつきましては、６

月の議会でもお話をさせてもらったとおりであり

ます。民間会社の実態も調べさせていただきまし

て、職員に自己負担をさせて自動車学校のほうに

通わせて講習を受けると、そういう方法もあるよ

ということで谷内議員から何回も言われています

けれども、１つは運転手さんとして採用されてい

ない事務系職員で、いわゆるうっかりミス、ぽか

ミスという形であろうと思うのですけれども、こ

の関係につきましては今回８月３０日と３１日、

市役所の車両係長を講師にしまして、新採用にな

ってから３年未満の今回の１００対ゼロの職員も

含めて運転技術講習会をさせていただきました。

２２名の職員を対象にして行いました。これから

この種の事故を起こした場合、過去には交通安全

に対する意識がちょっと足りなかったのかなとい

うことも含めて交通安全運動に積極的に参加をさ

せたりということしていましたけれども、谷内議

員おっしゃるとおり運転技術が本当にもしかする

と未熟なのかもしれません。この関係につきまし

ては、本人の負担をさせることによって逆にプレ

ッシャーがかかったりして、名寄、風連はそれぞ

れ分庁舎方差をとっていますので、それの往来も

普通の市役所よりは多いのかなと思っていまして、

その辺含めまして今回の運転技術講習会を毎年毎

年実施していきたいと思っていますし、例年やっ
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ています１月、２月ごろには名寄警察署の交通課

長の協力を得まして改めて交通安全意識をしっか

り訓練、訓練というか、研修をさせていきたいと

思っておりますので、この辺については御理解賜

りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

総務部長に反論する〇２１番（谷内 司議員）

わけでないのですけれども、前のときにもこのよ

うな形の中でこういう講習をしていく、そしてこ

ういう形の中でやっていきたいということを言っ

ているのですけれども、当然そういうことを起こ

した人たちにそういうような懲罰の中でいろんな

ことの講習なりなんなり今までやっていると思う

のですが、それに対して、今も言ったのだけれど

も、そういうことやっても効き目ないと思うので

す。これはあくまでも、自動車学校行ったときに

実技と技能があるのです。講習受けたら技能だっ

て法令だってそういうのわかるのですが、運転手

は技術なのです。やっぱりハンドよを持ってそう

いうものをやることによってそれがわかるのであ

って、何ぼ法令がこうだから、何がこうだからと

いろんなものに対して講習を受けても、これは運

転は上手になると思えませんから、やはり今まで

も合基してからこんな１００対ゼロという交通事

故というのですか、何回もこの専決処分したの聞

いていますけれども、そういう人たちに対してそ

ういうことをやって、ただ運転手として雇用した

わけでないからというのだったら車動せないほう

がいいです。ですから、そうだったら、先ほど言

ったようにそういうところ行くのだったら、まし

て地方行って迷惑かけるのですから、そういう人

は車なり、バスを２用されて、車は動らないよう

な形をとるとか、そういうこと何かの方災をしな

ければならないのとやはり実技の運転未熟さを勉

強するためのことをやったらいいと思います。そ

の辺どうですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと私の答弁〇総務部長（佐々木雅之君）

が舌足らずだったかもしれません。車両係長にや

ったのは運転実技講習です。先ほど運転技術講習

と説明させてもらったのですけれども、横に動っ

て、公万施設の駐車場を使いまして、実際にライ

ンを引いてある駐車スペースのところにバックで

とめさせたり、そういうことを実際にやって、し

っかり運転技術があるかないかの確認はこの２２

名についてはさせていただきました。

１り返しになりますけれども、処分の関係につ

きましては今回も９月１日に該当者には厳重注意

と監督する部長、課長クラスについては口頭注意

ということで、処分規定にのっとった形で処分は

させてもらいました。これは、市長室におかれま

して市長のきのきからその処分辞令をいただくも

のですから、職員はかなりひしひしと実感をして

いるかと思います。先ほども言いましたけれども、

１回起こした職員が反災して起こすようであると

その職員の運転技術についてはやはり谷内議員の

おっしゃるとおり問題があるのかと思いますけれ

ども、現実的には何らかの事情でうっかり、ぽっ

かりがあったかもしれません。１の人間が犯して

いないということも含めて、一定程度処分なり、

研修が機能しているかなというふうに思っていま

すので、いましばらく職員のほうには叱咤激励と

いうか、交通安全意識の考え方についてはしっか

り伝えていきたいと思っておりますので、御理解

を賜りたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第２号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、９月８日から９月１６日ま

での９日間を休会といたしたいと思いますが、御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、９月８日から９月１６日までの９日間

を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時２８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 植 松 正 一

署名議員 日根野 正 敏

平成２２年９月７日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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開議 平成２２年９月１７日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２２年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第２号
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

４番 竹 中 憲 之 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

減災、防災対策の強化を外２件を、高橋伸典議

員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問して

まいりたいと思います。

まず初めに、７月２９、３０日に被害に遭われ

ました皆様には心よりお見舞い申し上げます。ま

た、職員、消防団員、消防職員、そして警察、自

衛隊、建設業者、災害協力業者の皆様、朝３時、

４時まで作業され、次の日の朝、被災者の後片づ

けというお仕事をされ、大変に御苦労されたこと

を敬意を表したいと思います。

大きい項目の１番目、減災、防災対策の強化を

について御質問をいたします。７月中旬、活発な

梅雨前線の影響により西日本各地で集中豪雨が発

生し、土砂災害や家屋浸水の被害をもたらしまし

た。こうした集中豪雨は、８月には北海道、東北

地方で猛威を振るい、各地で被害を与えました。

最近の集中豪雨の特徴として、局地的に短時間、

８０ミリを超える猛烈な雨が観測されるほか、平

年の２倍を超える総雨量が降っております。死者、

重軽傷者、行方不明が相次いでいます。近年集中

豪雨災害では、短時間で局地的に大雨が降るゲリ

ラ豪雨やアスファルトやコンクリートのため吸収

されない大雨、雨水が鉄砲水やはんらんを引き起

こしております。名寄でも７月２９、３０の大雨

は、旭川地方気象台の速報値では１時間最大２５

ミリ、１日では１１７ミリになり、過去７月の１

カ月の平均総雨量９ ５ミリを上回る量が１日で

降りました。名寄の旭ケ丘地区３０世帯６５名、

また風連の緑町地区１８世帯３２名の方が避難所

に避難されましたし、家屋の浸水被害は床上浸水

５件、床下浸水４１件に及ぶ被害をもたらしまし

た。被害を受けた被災者の支援策や災害の復旧を

国が支援する激甚災害指定の見直しも検討されて

おりますが、８月２０日に政府が決定した激甚災

害指定ではこの６月１１から７月１９日までの間

の被害を受けた全国各地でしか適用はなりません。

今回の豪雨は、山間部など狭い範囲で被害が集中

し、そのために被害額の合計で指定を行う現行の

制度の基準では対象にならなかった道路や河川の

堤防など被害がありました。また、被災者生活再

建支援制度では災害救助法の住宅の応急処理や災

害復旧住宅融資も今回の災害、名寄では該当され

ない状況にあります。今回の被災者の中には、年

金生活者で固定資産税が免除されておられる方も

おります。災害被災者は、地域、近隣の人が救い

の手を差し伸べるのか、行政として支援が必要と

考えますが、本市義援金、または税金の免除等の

被災者の自立した生活再建を支援するために本市

としての支援制度の考え方の理事者の御見解をお

尋ねいたします。

本年４月に総務省消防庁より地方自治体の危機

管理に関する調査結果が発表されました。いずれ

も初めての現状の調査であり、緊急時における避

難マニュアル等の作成が進んではいない現状が報

告されております。国民保護法に基づく基本指針

では、市町村の避難実施要領のパターンを複数作

成することが規定されております。緊急有事の際、

迅速に避難実施要領を作成することが必要で、そ

のために避難実施要領パターンをあらかじめ市と

して作成するのが重要であると言われております。



－37－

平成２２年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第２号

国民の保護に関する基本指針の中には、市町村は

関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が

作成したマニュアルを参考に複数の避難実施要領

のパターンをあらかじめ作成しておく、また高齢

者、障害者、乳幼児、そしてみずから避難するこ

とが困難な者の避難方法、季節別に、また観光客

や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞発生状況も配

慮するとありますが、今回の集中豪雨災害では短

時間での局地的な大雨が降るゲリラ豪雨で、今ま

でと違った教訓を得たと感じました。今回も１０

時３０分に避難の連絡が来たと言われ、ふだんは

もう寝ていたと言っておりました。本市の水害発

生時避難実施要領のパターンの避難勧告にかかわ

る具体的な発令基準の策定状況や対策の強化の理

事者の御見解をお願いいたします。

自然災害で高齢者や障害者が逃げおくれないよ

うに市町村が情報伝達の方法などを事前に定める

避難支援全体計画を策定し、個別計画の中には要

援護者ごとに避難支援者との関連づけ等を明らか

にした具体的な避難計画で、災害時には自治会、

町内会、民生委員が避難支援を行い活用するとさ

れております。今回の水害発生で避難支援全体計

画の内容、方針や変更を余儀なくされたと思いま

すが、災害時要援護者の避難支援対策への個別計

画の取り組みについての理事者の御見解をお願い

いたします。

名寄も今回の大雨は１時間最大２ ５ミリ、１

日１１７ミリという過去最大の集中豪雨の災害で、

短期間で局地的に大雨が降るゲリラ豪雨のため、

小規模の河川が木や草に覆われているため水の流

れが悪く、はんらんを起こしました。吸収されな

い大雨、雨水が鉄砲水やはんらんを引き起こして

おりました。名寄は、このような集中豪雨が来る

予想や国の規制で下水処理場に水をためるピット

をつくったと思いますが、今回下水処理場で満杯

となり、個人住宅も水洗トイレが使えない状況に

なりました。本市の下水処理場の処理能力は何ミ

リまでの能力なのか。また、今後下水処理関係の

改善対策の考えと災害が起きたときの河川改善対

策の管理のあり方について理事者の御見解をお願

いいたします。

次に、災害対策本部が今回名寄地区、風連地区

の広範囲であり、名寄地区及び風連地区の洪水被

害が出たため、名寄庁舎災害本部と風連地区災害

対策本部の連携や災害対策本部から現地災害対策

本部の連携が有効だったのか大変に疑問に感じま

す。短時間で局地的に大雨が降るゲリラ豪雨のた

め、名寄では経験できなかった出来事かもしれま

せんが、しかしいついかなるときに起こり得るの

が災害であります。災害対策本部と各部署の連携、

名寄地区、風連地区との連携、災害対策本部と被

災現場との連携、被災現場責任者と被災救助隊と

の連携に対する改善と対策に対する理事者の御見

解をお願いいたします。

名寄は、本当に災害の少ない地域であり、災害

に対する危機管理がおくれている地域であると思

います。今回の水害では、地域によっては災害広

報、避難勧告、避難命令の告知がおくれたところ

もあります。市町村防災行政無線は、災害時にお

ける発信規制が行われることがないことから、自

治体や住民及び防災関係の機関の相互での災害情

報伝達の手段として防災無線は有効に使われてお

ります。名寄市の防災対策無線に対する導入に対

する理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目２番目の観光振興についてお

尋ねいたします。観光は、社会基盤の変革により

平和の象徴であるピースフルインダストリー、す

なわち平和産業と言われております。それは、地

球にとって大きな経済の波及効果をもたらすだけ

でなく、地域を訪れた人々と交流を通じて地域の

活性化にも大きな役割を果たすものであります。

各自治体も各方面との連携を強化しながら、おも

てなしの準備を進めることとそれぞれの真心の対

応と努力することによって来名者としてあらわれ

ております。貴重な財産に磨きがかかり、まちの

輝きが増すことにより、交流人口の増加という貴
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重な効果が期待をされております。本年名寄で行

われておりますイベント関係の参加状況と観光施

設の利用状況をお知らせいただきたいというふう

に思います。

加藤新市長が名寄の３６０万本のひまわり畑、

すばる天文台、道の駅、道立公園サンピラー、ピ

ヤシリスキー場、カーリング場のトップセールス

マンとして名寄観光資源や物産を国内外に積極的

に売り込む、地域の活性化を図りますと言われて

おります。しかし、名寄はひまわり畑のまちと言

われておりますが、ある観光客が名寄の駅に立ち

寄った際、ひまわり畑はどこにあるのですかと聞

かれ、地図もなく、地図を探しに行ったという出

来事がありました。お金を払い委託した観光協会

の役割は、イベント事業が主な仕事なのでしょう

か。名寄市の観光課が推し進めるものなのでしょ

うか。観光協会との役割分担、内容と経過並びに

委託内容とイベント等の状況をお知らせいただき

たいというふうに思います。

先日も智恵文の方が名寄は観光やこんなすばら

しいひまわりに対してＰＲがなされていないと怒

っておりました。行政の３名の職員が宣伝を進め

るのか、観光協会が宣伝を進めるのか、明確にさ

れているような状況にはなかなか思えません。観

光課は観光部、歴史的遺産は教育部、姉妹都市は

総務部になっております。問い合わせの窓口を整

理することはもちろん合理性があると思いますが、

担当に関する情報は担当課だけに求めるわけには

いかないのであります。当然ながらその交流の趣

旨に沿った部分については明確な答えがその場で

返ってくるわけですが、所管を超えた問題には直

接把握しておりませんとのことになります。所管

でなければ意識も弱く、掌握もしにくくなるのは

当然と思います。交流ということを考えた場合、

何もその目的は１つに絞られたわけではないと思

います。例えば観光を一面にあるとしても、実は

教育であったり、文化振興であったり、経済活動

の提携であったり、環境保護の問題でもあったり

するわけです。窓口での市民サービスにもつなが

る問題であります。情報提供はワンストップでと

いうことで今名寄庁舎も進めておりますけれども、

早急にこの観光行政も改善を図るべきだというふ

うに考えております。交流促進のための包括する

部署を明確に設けるべきだというふうに考えてお

ります。職員の方々にとっても仕事のしやすい、

姉妹都市の方々にとっても対応しやすい国際、国

内交流とともに１つの部署に置き、一番望ましい

形はこの観光振興を進める加藤市長のもとで観光

部署を直属に設けてはいかがでしょうか。理事者

の御見解をお願いいたします。

観光交流を促進する上で必要なことの一つとし

て、情報を集中的に強化し、発信することが挙げ

られると思います。そこから体験する人をふやす

ことが重要と思っております。きょうも日程的に

は行けなかったけれども、次の機会に名寄のあの

展望台に行ってみよう、そういう気持ちを高めさ

せるきっかけを与えることができるのか、こうし

た一つ一つの新規旅行者やリピーターを広げてい

くことにつながるというふうに思っております。

名寄の３６０万のひまわり畑、すばる天文台、道

の駅、道立公園サンピラー、ピヤシリスキー場、

カーリング場、また西田敏行さんの「星守る犬」

のロケ地の家とまだまだすばらしい観光地があり

ます。しかし、名寄駅の横の複合交通センターが

名寄観光のスタート地点と言っても過言ではない

というふうに私は思っております。複合交通セン

ターとひまわり畑、天文台、「星守る犬」のロケ

地、ピヤシリスキー場と道の駅を結びつける交流

人口の増加につながるというふうに私は思います

が、本市として交流人口の増加への取り組みにつ

いて理事者の御見解をお願いいたします。

最後に、子宮頸がんワクチンの公費助成につい

てお尋ねをいたします。前回の第２回定例会で詳

しい御説明はさせていただきましたので、今回は

ワクチンの公費助成の部分だけでお話をさせてい

ただきます。ワクチンは、３回接種が必要なため、
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１回に１１万 ０００１費用がかかります。日本

産婦人科学会などは公的支援を訴え、全国で公費

助成の動きが広がっております。北海道保健福祉

部によると、道内１７９市町村中、平成２３年度

よりワクチンの助成を開始するのは６２市町村、

３５％にも上っております。また、これから検討

を進めるという市町村が６５市町村に上っており

ます。実に７割の市町村がこの公費助成に前向き

に検討を進めております。しかし、まだ名寄市は

決まっておりません。高橋はるみ北海道知事は、

来年度から道費助成を表明し、厚生労働省も来年

予算に１１５０億１を盛り込まれ、国、都道府県、

市町村が負担し合って助成する仕組みを打ち出さ

れました。本市の子宮頸がん予防ワクチン接種の

公費助成について理事者の御見解をお願いいたし

ます。

以上、壇上の質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま高橋議員から大きな項目で４つの質

問をいただきました。１つ目につきましては、小

項目４を除く部分を私のほうから、小項目４につ

きましては建設水道部長から、２つ目は経済部長

から、３つ目は健康福祉部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、１項目めの減災、防災対策の強化から小

項目１の被災者への支援制度について答弁をいた

します。国の災害被災者支援法に基づく災害によ

る被災者に対する支援制度がありますが、今回の

災害の被害状況では適用は受けられないというふ

うに考えております。名寄市におきましては、災

害被災者を支援する名寄市災害弔慰金の支給等に

関する条例においては、災害で死亡した場合につ

いては最大５００万１、災害で傷害を負った場合

については最大で２５０万１の弔慰金や資金の貸

し付けがありますが、同様に今回の災害について

は適用にならないというふうに考えております。

今回の大雨において床上浸水をしました住宅に

つきましては、翌日職員が市長の指示によりまし

てぬれた畳を住宅から出したり、家財等の運び出

し等を手伝いし、被災者の支援を行いました。ま

た、床上浸水の高齢者の方につきましては、保健

師が電話連絡をしたり、訪問をし、心のケアを行

ったり、浸水によって行き場所がなくなった方に

つきましては公営住宅における入居についてや介

護の必要がある方に対しましては施設等の入所に

ついての支援を行っております。

税金における免除等につきましては、市民税、

資産税で制度は持っています。一部の床上浸水し

た方につきましては、税務課の調査班が調査した

罹災証明に基づき、納期が到来していない固定資

産税の一部が減免の対象になる見込みで、現在手

続を行っている最中であります。また、国の２２

年所得税の雑損控除が適用認定されますと、翌年

２３年度の市民税が軽減される場合がありますの

で、税務署にお問い合わせをいただきたいという

ふうに考えております。

次に、避難実施要領について答弁いたします。

市の避難救出計画の中で、災害の危機がある場合

に必要と認められる地域の居住者を避難勧告や指

示を行うとなっておりますが、実際のところ今日

までこれらの勧告等は出していなく、今回の災害

が初めての避難勧告となりました。名寄市の洪水

ハザードマップによりますと、天塩川等の監視ポ

イントの水位とその上流の状況等を判断して避難

勧告を出すことになっております。今回のゲリラ

豪雨の教訓から、浸水する危険地区についてどの

ように危険回避できるかを改めて地域と協議を重

ね、市からの連絡方法、町内会における連絡、避

難経路等を決める中で、市の避難勧告等について

は現地対策本部を設置することにより現場の危機

度を適切に判断し、さらに気象情報を勘案して早

目に避難勧告等を行っていく考えであります。

次に、避難支援全体計画について答弁いたしま

す。高齢者の方や障害者の方が無事避難すること

ができるための避難支援全体計画における個々の
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要援護者のデータについては集１中であります。

今回被災した町内会につきましては、今後の事態

に対処するため、町内会に当該情報を確認し、事

前に災害要援護者の情報を提供していただき、被

災したときは速やかにこの情報をもとに救出や避

難を最優先に支援していくことで考えております。

しかし、市内の広範囲に同時に災害が起きたとき

は、市などが準備できる避難を支援する車両にも

限界があり、地域においてこれらの対象者の避難

支援を行っていただけるよう、地域においても互

いに助け合う自主防災の意識を持っていただくこ

とも大切であるというふうに考えております。

次に、小項目５点目の災害対策関係の連携対策

について答弁いたします。７月２９日の大雨の体

制につきましては、災害対策本部と各部署の連携

につきましては、かつて経験していない局地的な

災害で、かつ気象状況が午後９時を境に急変をい

たしました。このため天塩川等の増水により決壊

した大規模災害の既存の初動マニュアルではなく、

必要な人員を急遽招集し、臨機応変に対応いたし

ました。災害対策本部に準じる会議は、４時に招

集をいたしまして対策を練っておりました。局地

的な災害に対する体制については、職員に事前に

周知していなかったために一部職員では混乱があ

ったものと考えています。しかし、勤務終了時に

は庁内放送やメールを使いまして、職員には非常

招集の連絡の可能性があるということも含めて事

前の連絡はしておりました。

名寄地区と風連地区との連携につきましては、

分庁舎方式を採用しているために副市長と風連地

区振興課長を中心とした風連庁舎体制を組織する

ことにはなっております。風連地区においては、

長年浸水被害がなかったこと、名寄の徳田しらか

ば地区で５月以降繰り返し浸水被害があったこと、

さらに今回は同時多発的な災害であったため現地

パトロールや現地対応に人手をとられました。な

おかつ建設水道部、経済部も含めて兼ねている職

員の数が多く、風連庁舎の体制が十分だったかど

うか検証が必要と考えておりまして、現在検証を

行いました。

災害対策本部の被災現場との連携及び被災現場

責任者と救助派遣隊との連携に対するものは、災

害現場の状況が悪化したことが確認されたときか

ら被災現場に各副市長が赴き、現地指揮をとり、

救助や避難を行いました。報道関係からの電話も

随分たくさんありまして、対策本部の電話状況の

関係についてはつながりにくいということもあり

ましたが、携帯電話を多用する中で適切な対応を

してまいったと考えております。

今後につきましては、局地的なゲリラ豪雨に対

処するため、気象情報を収集するときから両庁舎

の体制を含め次の経過に至っていく体制を見直し、

また被災をしている現場で指揮をとる者の配置を

し、適切に対処していくことで考えております。

次に、市町村防災行政無線の導入について答弁

いたします。同報系防災行政無線は、住民に同報

を行う放送屋外スピーカーを設置し、大規模災害

発生時の避難勧告、避難命令などの告知を行うも

のであります。名寄は、洪水ハザードマップによ

りますと消防のサイレン吹鳴装置を使って行うこ

とにしております。既に同報系の防災無線を設置

している自治体からの情報によりますと、設置場

所周辺世帯への騒音被害が著しいことや特に寒冷

地の名寄市内の家屋は気密性が高いため、大雨や

強い風が吹いているときには屋外スピーカーの声

が聞きにくいという情報もありまして、名寄市も

同様に考えております。また、設備に要する市民

負担も億単位で新たにかかることから、公共放送、

例えばＮＨＫの旭川の局からのテロップであると

か、ローカルＦＭのＡｉｒてっし、農村ファック

ス、広報、町内会の連絡網等を活用して災害時の

情報を提供していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目、減災、防災対策の強化についての４番
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目、下水処理関係と河川管理についてお答えをし

ます。

名寄地区の下水道は、昭和５５年３月の供用開

始時に運用された合流式とその後に施工された分

流式の２通りの下水管路が設けられています。合

流式は、まちの中心部において処理区域２０３ヘ

クタールの汚水と雨水が同じ管路で処理場までつ

ながっています。分流式は、まちの中心部以外の

下水道処理区６３２ヘクタールで、雨水管と汚水

管が別々に布設され、一部区域を除き汚水が処理

場まで導水されています。処理場の雨水処理能力

は、合流区域における時間３４ミリの降雨量に対

応できるように設計され、現在５台の雨水ポンプ

を設置しております。合流改善事業として平成２

１年５月より運用を開始した滞水池は、滞水容量

が １００立方メートルあり、合流管において降

雨時の汚濁負荷が著しい初期用水を滞留させ、放

流汚濁負荷量を低減させることで河川環境の保全

を図るための施設となっています。この滞水池は、

合流区域に降る雨水 ５ミリメートル相当を滞留

させるものとし、今回の降雨時においては１１５

分ほどで満杯となりました。それ以後の流入水は

直接河川に放流できる雨水として、一部分流区域

の雨水とともに排水ポンプにより河川に放流され

ました。今回その量は１５万 ４８０立方メート

ルとなっています。今回の豪雨では総雨量が１０

０ミリを超過、このことで分流式の汚水管に本来

流すことを想定していない雨水やその浸透水が浸

入し、通常の下水の流れを疎外したことから、一

時的に一部地域で水洗トイレが使用できない事態

が生じました。今回汚水管に流入した雨水は、お

およそ１万立方メートル以上と想定され、雨水管

に比べて細い汚水管が大きな影響を受けてしまい

ました。こうした事態は、ゲリラ豪雨が相次ぐ全

国の下水道施設で問題となり、新たな課題となっ

てもいます。雨水流入の原因として考えられるの

は、分流区域にある１ ６００個ほどのコンクリ

ート製のマンホールのふたや公共汚水桝の穴や継

ぎ手、接続部分からと考えられ、今後調査を実施

しながら、流入防止の対策を図っていきたいと考

えております。

次に、河川の管理についてであります。今回の

ような集中豪雨に限らず、小河川を区域に持って

いる町内会からは、毎年のように河川管理の要望

をいただいている状況にございます。現在の普通

河川の管理は、町内会から要望があった河川の状

況を見ながら、市の単独事業として毎年わずかず

つではありますが、計画的に樹木伐採や床ざらい

を行ってきております。昨年度と本年度につきま

しては、臨時的な国の施策である臨時雇用創出推

進事業のメニューで進めているところでもありま

す。今後においても市民の安全で安心して暮らせ

る生活環境整備に努力したいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

以上、私のお答えとさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目２点目、観光の振興について、初めにイベント

関係の参加状況と施設の利用者数についてお答え

いたします。

ことしもなよろアスパラまつりを初めとしたさ

まざまなイベントが行われました。主要なイベン

トの参加状況につきましては、なよろアスパラま

つり ０００人、前年 ５００人、対前年比９４ 

％、風連しらかば％り ０００人、前年 ０００ 

人、対前年比１００％、てっしライ人人人 ００

０人、前年 ５００人、対前年比８ ２％、風連 

ふるさとまつり ２００人、前年 ０００人、対 

前年比７ ３％、なよろ産業まつり ８００人、 

前年 ０００人、対前年比６０％などとなってお

ります。

次に、主要観光施設の利用者数につきましては、

４月から８月末までの実績で、なよろ健康の森４

万 ４３８人、前年４万 ３１８人、対前年比８ 

８％、ト８テ文化の森 １７９人、前年 ５３  

１人、対前年比９ ９％、１１カントリー１１部
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１万２３５人、前年１万５７３人、対前年比９

８％、サンピラー交流８７万 ０６６人、前年７

万 ４０９人、対前年比９ ６％、ひまわり畑関 

係、更正、東雲、サンピラーパーク合わせてでご

ざいますが、１万 ７４４人、前年１万 ４５３ 

人、対前年比１０７％、望人台自然公園 １４２

人、前年 ５０１人、対前年比１１ ２％となっ 

ております。また、ことし４月にオープンしまし

た市立天文台につきましては、１万６５人が利用

しております。市の玄関窓口であります道の駅な

よろにつきましては２２万 ２８０人、前年が２

１万 ０６０人、対前年比１０ ３％となってお 

ります。

イベントの参加人数や施設の利用者数が前年度

を下回っている状況もありますが、これらは交流

人口の大きな柱でございまして、財産であると考

えておりますので、各施設において持ち味を生か

しながら、連携をとって回遊できるような仕組み

を研究してまいりたいと考えてございます。

次に、観光協会への委託内容とイベントの状況

についてお答えをいたします。ＮＰＯ法人なよろ

観光まちづくり協会は、平成１３年１０月に法人

格を取得、実質的には平成１４年度から事業を開

始しております。法人設立の際には市と観光協会、

商工会議所の３者による事業活動支援に関する基

本合意を取り交わし、連携強化を図りながら観光

振興に寄与していくものとしております。基本合

意の内容につきましては、１つには事業活動に対

する事業経費等の支援協力、２つには組織経営に

対する財政支援、３つには今後の観光振興事業の

推進となっております。人は商工会議所、財政支

援は市で対応することで合意をしてきており、観

光まちづくりの名のとおり、市民が１しめる事業

取り組みを行うこととしてこれまできております。

事業内容につきましては、大きくまちづくりの

イベントの開催として、アスパラまつり、てっし

・名寄まつり、雪質日本一フェスティバルがあり

ます。人観光事業としてひまわり畑の支援、同様

にホー８ページでシバザクラ、コスモス、サルビ

アなどの情報を発信しており、また智恵文沼など

観光施設管理、看板の維持などでございます。観

光ＰＲ事業として、ホー８ページによる観光物産

広報、市内ホテルの宿泊ネット予１、駅前歓迎広

告塔の運営、観光パンフの発行、プロモーション

参加、観光客入り込み調査、観光ボランティア活

動、イベント協力などとなっております。さらに

は、旭川観光誘致宣伝協議会と連携した国内外観

光客誘致事業の推進があり、広域観光では道の駅

連携事業、グリーン・ツーリズ８参加、道北観光

連盟事務局として事業推進を担っているところで

あり、物産につきましても物産振興協会の事務局

としてなよろ畑自慢１１部事業の推進や物産展参

加など、物産を通して観光のＰＲにも努めている

ところであります。

次に、観光行政と観光協会の関係、連携につい

てお答えをいたします。基本合意に基づきまして

観光まちづくり協会に対し、市と商工会議所との

支援体制は基本的には整っておりますが、近年は

職員の人事等においても大変厳しい状況にあると

受けとめてございます。ひまわりでまちづくりを

していくこだわりにつきましても、平成１９年に

智恵文ひまわり畑を一部縮小せざるを得なかった

状況がございまして、事業の見直しを迫られまし

た。そのような中、観光と物産を兼ねたひまわり

が地域の方々により再度支援をいただいてきてお

ります。幸いにも映画のロケ地としても選定され、

ひまわりを媒体にして新たな事業展開が始まり、

観光産業、地域産業の進展に大きく寄与しようと

しております。ことし７月には観光、商工業、農

業など関係各団体、機関から成るひまわりのまち

なよろ実行委員会が設立されました。映画だけで

なくて、地域おこしに軸足を置くなどとしており

ます。これらも行政と協会を含め連携して進めて

いかなければならないものであり、観光について

も行政、協会、双方でしっかり連携をとって推進

していくと考えております。
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職員体制につきましては、双方とも現状満足し

ておりませんけれども、それぞれの事業内容を精

査する時期に来ているのではないかと考えており

ますので、このことにつきましても観光まちづく

り協会と協議を持たせていただきたいと考えてお

りますし、行政内における観光部局の設置につき

ましても今後十分内部協議を進めてまいります。

次に、交流人口の取り組みについてお答えいた

します。今議会においても議論をいただいており

ます複合交通センターの整備計画につきましては、

既に御案内のとおり、ＪＲや都市間バス、地域生

活路線バスの交通結節点であります。その内容に

不可欠なバスターミナルに観光案内、市民の利便

性を持った施設を併設し、市民はもとより観光利

用者へのサービスを提供する施設として整備しよ

うと考えているものでございます。複合交通セン

ターにつきましては、通常のバスセンター機能に

加え、バス利用者１日１ ２００人の方々を含め、

ＪＲを利用されて来られた方、一般市民の方々に

対してもこの場所においての案内と情報の受発信

は名寄の窓口としても果たす役割は大変大きいと

確信いたしてございます。例えば天文台、道立公

園などへの案内のほか、ビジネス客への宿泊、飲

食店情報など、立ち寄られた方々が必要とする情

報の提供機能を発揮していただくことを期待して

いるところであります。交流人口の拡大につきま

しては、交通結節点としての役割、さらには情報

受発信の拠点としてのインフォメーション機能が

加われば利便性は格段に増加してくるものと考え

ております。人を寄せる施設とともに、そこで案

内する人的要員、人も大きなかかわりが出てまい

りますので、行政、観光協会、関係団体、機関一

体となってかかわりを持った中で事業を推進して

いかなければならないと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目３の子宮頸がん予防ワクチンの接種の

公費助成について申し上げます。

６月の第２回定例会におきましても議員から質

問があり、国、北海道、道内市町村の動向を見な

がら、情報の収集を行い、十分な議論が必要との

答弁をさせていただきました。議員御承知のとお

り、子宮頸がんの国内での発りは１１万 ０００

人、そのうち１ ５００人が死亡しており、特に

２０歳、３０歳代の若い女性にふえてきておりま

す。その原因は、ほとんどが性交渉によるヒトパ

ピローマウイルスの感染によるものと言われてい

ます。そのため性交渉を経験する前の１０歳代前

半に感染り予防のためのワクチンを接種すること

で７割以上の子宮頸がんを予防することが可能と

言われ、その効果が世界的にも期待されています。

日本では昨年１２月にワクチンが発売され、接種

ができるようになりましたが、予防効果を得るた

めには３回の接種が必要で、その費用は１人当た

り１５万１前後と高額なものとなっており、全額

自己負担という形ではなかなかしづらい状況にあ

ります。このことから、ワクチンの接種率を高め、

積極的に子宮頸がんを予防していくことを目的に、

全国的にも公費助成に取り組んできている自治体

がふえてきております。道内におきましても、北

海道の８月末現在の調査によりますと２２市町村

が一部、または全額助成を既にスタートし、さら

に今年度実施予定が１３市町村と各自治体による

助成の拡大が図られてきています。本来予防のた

めのワクチン接種につきましては、国の制度に基

づき実施していくことが望ましく、各自治体にお

ける助成により地域格差が生じないよう各団体か

ら国への要望も出されてきております。現在国に

おいては、厚生労働省の来年度予算概算要求で子

宮頸がん予防対策強化事業を新たに設け、市町村

が実施する事業に対し３分の１相当を助成するた

め１５０億１を盛り込まれ、国、都道府県、市町

村で負担し合う仕組みを想定、対象者など細部に

つきましては今後詰めていくこととなっておりま

す。また、北海道においても市町村の動向を踏ま
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え、できる限り支援をしたいとの高橋知事のコメ

ントが報道されております。道内の状況を見ます

と、札幌市など大きな自治体の動きは見られず、

小規模自治体が実施に向け取り組んでいる状況に

あります。これらを踏まえ、当市においても国、

北海道、道内市町村の動向を見ながら、次年度に

向け検討してまいりたいと考えておりますが、ワ

クチン接種しても１００％がんを予防できるわけ

ではございません。既に発りしているがんの進行

をおくらせることもできませんので、あわせてが

んやがんになる前の病変を早期に見つけるため定

期的な検査にも力を入れ、ワクチン接種と上手に

組み合わせた対応を検討してまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁をいただきまし〇１５番（高橋伸典議員）

て、再度質問と要望をしたいというふうに思いま

す。

まず、災害の部分から再質問をさせていただき

ます。今回今までにない初めての出来事で、皆さ

んもどう動いていいのかわからないという状況が

把握できます。私も今回夜中の１時まで消防団と

して土のう積みや何かを手伝わせていただいて、

次の日の朝に市役所に来たら、私は３時、４時ま

でやったよだとか、本当に御苦労されて、次の日

被災者の住宅に行くと若い職員が家具、また畳を

その家から搬出しているところを見て、本当にや

っぱり支援策というか、しっかりやっていただい

たなという部分は感じております。その中で、先

ほど佐々木総務部長言われていました固定資産税

の減免ができるのではないかという部分と、あと

国の支援の来年度の市民税の減免ができる雑損控

除、この部分というのはある程度その被災者の方

々どういう部分でなったら税務署に行って対応で

きるのかということが知らされているのか、それ

とも市のほうである程度情報を提供できるのかど

うかちょっと教えていただきたいというふうに思

います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

固定資産税の関係〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、先ほども答弁しましたように税

務課の職員が床上浸水した世帯、５世帯のところ

に既に災害終わって一日二日しまして写真も撮っ

てきまして、被害状況を確認して、現在手続中で

す。いずれの税金も払っていただくことになって

いる税金を災害の被害者になったということでそ

の税金を減免しようとする制度でありますので、

給付金的なものではないということの御理解をお

願いしたいと思います。

それから、市のほうでも市民税の減免の分持っ

ているのですけれども、今回の床上浸水して、例

えば土石流が流れてきて、１階全部が持っていか

れたと、そういうような大災害のときには対象に

なると思われますけれども、床上浸水程度の部分

でありますと通常の市民税の減免というのは難し

いという判断をしています。それで、２２年度の

所得税の申告のときに税務署のほうで雑損控除を

受ける、例えば泥棒に入られたとか人災になった

とかそういう災害と同じように、そういう被害が

あって損害が出たときには税務署のほうに損害額

の認定をしていただいて、雑損控除という制度が

あります。それを行いますと、翌年度の市民税も

税務署の所得データを使って課税をするものです

から、そのときには若干税務署のほうが認められ

ると市民税のほうにも税額がわずかかもしれませ

んけれども、軽減される可能性があるというお話

をさせていただきました。それで、具体的な話の

関係につきましては、一義的には税務署、それか

らもし税務署行きづらければ名寄市役所の税務課

のほうに問い合わせしていただければ、ただ今回

のものは本当に床上浸水ですので、なかなかそち

らのほうの支援策も対応的にはちょっと厳しいの

かなと。払った税金の金額の大きさによっても変

わってくるというふうに思いますので、できるだ

け関係する税務署、もしくはうちの税務課のほう



－45－

平成２２年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第２号

に問い合わせしていただければありがたいと思い

ます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

しっかりと被災者に〇１５番（高橋伸典議員）

支援の策を行っていただき、きっと雑損控除や何

かはその被災者は知らないと思います。私行った

ところも床上浸水で、冷蔵庫、テレビ、洗濯機類

はもう水に浮いてだめになっておりましたし、し

っかりと受けられる状況ではないかな、しっかり

その被災者の中の人たちに広報というか、教えて

あげていただきたいというふうに思っております。

時間もありませんので、現地対策本部の件でち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。現地対

策本部、私も旭ケ丘のほうに行かせていただいて、

これをやりに行くといって行ったのですけれども、

なかなか現場が広範囲なものですから、そこに行

くまでの時間と行ったときにそこの責任者がいな

いものですから、どう動いていいのかわからなく

なってしまった人が何人もおられたのです。先ほ

ど現地対策本部を置くということですから、これ

からの水害のときにはしっかり現地対策本部を置

いて、まず行ったときにそこに行って何をすれば

いいのかというのがわかる状況にしていただきた

いというふうに思います。

そして次、要援護者の件ですけれども、これは

本当に町内会と連携をとってやっていかなければ

いけないというふうに私も思っています。名寄市

の職員ほとんどの方が現場出てという中で対応す

るのが大変だったというふうに私も思いますし、

この要援護者は行政で対応できない場合はしっか

りと町内会の方にお願いできる体制をとっていた

だきたいというふうに思っています。

もう一点なのですけれども、建設部長にちょっ

とお尋ねします。この下水処理場はこの容量が精

いっぱいだということはわかりますので、あとは

もう公共汚水桝の改善や何かをお願いするととも

に、私この水害が終わって土曜日の日に２件市民

から呼ばれて、こういうふうな状況だったという

ふうに言われました。それは、１つは１８線の排

水のところで、２９日の夜中に自分の家のところ

の排水がもう満杯になりそうだ。市役所に電話し

た。今もう旭ケ丘とこちらのほうで目いっぱいで

すから、隣近所の人にお願いしてくださいという

対応だったというのです、市役所が。私そこの現

場を見せていただいたら、上流からずっと水が流

れるところは９００から１メーターのコン管が入

っていたのですけれども、最後の開発行為をした

店屋のところが４５０のヒュー８管しか入ってい

なくて、９００、１メーターの水が行くところに

４００の管がいってものみ切れる状況ではないの

です。これ開発行為というのはやっぱり開発局な

のか、名寄市にきっと開発行為は来ると思うので

すけれども、そういう管理の状況というのはどう

なのかちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

まずもって、〇建設水道部長（野間井照之君）

最初の対応についておわびを申し上げたいという

ふうに思います。

徳田地区は、今回の豪雨にということではなく

て、徳田地区全体が改良区の排水がございまして、

その使わなくなった排水と今指摘された開発行為

との排水が入り乱れまして非常に複雑化しており

まして、我々今部内でも徳田地区の排水を調査し

なければならないという域に来ているところでご

ざいます。今回の部分は、昔の国の国営排水とい

うのか、大きな排水が開発行為によって多分縮め

られた区域だというふうに思っています。この件

に関しては、ちょっと現地を調査させていただき

まして、対応できればすぐでも対応させていただ

きますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間がありませんの〇１５番（高橋伸典議員）

で、災害のほうはちょっと最後に１点だけ、風連

の緑町の部分の今回の床上浸水の部分で、２７線
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の名寄市の農業試験場、あそこは真狩川の水が流

れていて、あそこにきっと川の水が満水になった

という状況になったと思います。そして、２７線

の道路の部分を機械でかいて水を流した状況があ

ります。その前に風連の長根川ももう満水状態で、

あそこの緑丘の北側はもう床下浸水までいってい

たのです。その合流地点の部分というのはまだ救

われていたのですけれども、この２７線の道路を

決壊したことによって両方の水が来てしまって床

上になったというふうに私は思いました、あの地

形を見ると。この道路の決壊したことがどういう

理由で、また正しかったのかちょっとお聞かせい

ただきたいというふうに思っています。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

状況的には私〇建設水道部長（野間井照之君）

もそのときは名寄のほうで対応していましたので、

現地そのものは余り見ていないのですけれども、

情報の収集をお知らせを申し上げたいというふう

に思います。

真狩川のはんらんと市街地の浸水状況について

経過を少し報告をさせていただきます。７月２９

日午後から我々建設水道部は市内排水機場及び通

常の降水時に浸水する危険があるところに名寄、

風連あるいは智恵文、中名寄の郊外地区に班割り

を行いまして、午後１時からパトロールを開始し

たところであります。風連の真狩川もパトロール

のエリアになっていまして、夕方には築堤の三、

四カ所で越流を確認しました。その際には土のう

により止水作業を行いましたけれども、降雨と越

流の影響により、この時点でもう民家のほうにポ

ンプを入れる状態になっておりました。今議員が

言われる反対側の河川のほうも多分にもうこうい

う状況だったというふうに思います。その後７時

から８時にかけて一たん降雨がおさまりまして、

河川の越流もおさまったことから、排水作業及び

土のうの設置作業を中止いたしました。しかし、

９時から９時過ぎにかけて再び降雨が始まりまし

て、川の巡視に参りましたけれども、そのときは

既に越流が始まっておりまして、土のうでの対応

も考えましたが、１４００メートルから５００メ

ートルにわたって広範囲に越流しているというこ

とでその作業を断念しまして、市街地の被害が想

定される箇所への防災対策へ作業を進めたわけで

ございます。９時過ぎになって、２７線道路も低

いほうから徐々に浸水が始まりまして、全体に越

流をしてしまいました。真狩川から道道下川風連

線までのエリアにはやや中央部と宗谷線沿いに２

本の排水路がありまして、市街地を走る排水路、

無名川のほうに抜けるようになっております。１

０時過ぎには、真狩川北２７線道路までほぼ全域

が浸水しました。２７線道路から北側の緑町は、

やや中央部を走る排水路のあふれによりまして道

道下川風連線を水が走り、東大通や低い地へ浸水

をしておりました。このときに今議員が言われた

とおり東大通のほうで向こうの排水とかち合って

浸水したというふうに思っています。このとき宗

谷線沿いの排水路のほうも既に満水でありまして、

家屋も浸水している状況でございます。２２時３

０分ごろに２７線南側も１戸が既に床上浸水して

おりまして、もう２戸も宅地も床下浸水状況にな

りまして、あわせて宗谷線の２７線踏切も浸水し

始めました。こういうこともあわせて被害拡大防

止と早目に無名川に水を引き込むために開削作業

を行ったところであります。

状況的には非常に残念なことでありますけれど

も、既に一定の被害が出ていることや雨もその後

強まったということもありませんでしたので、２

７線道路を開削したということで被害を拡大した

という認識は私どもはいたしておりません。ただ、

このような大きな被害は私どもとしても初めての

経験でありまして、対応に不十分なことが多くあ

ったというふうに思っております。その時点では

できる限りのことをしたつもりでありますけれど

も、市民サイドから見れば、特に被害が大きかっ

た方からすればもどかしさがあったかもしれませ

ん。その点では大変申しわけなく思っております

平成２２年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第２号



－47－

平成２２年９月１７日（金曜日）第３回９月定例会・第２号

し、この経験を生かしまして災害時には状況判断、

段取りを含め十分な対応で取り組む努力をしたい

と考えておりますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

以上であります。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

済みません、時間過〇１５番（高橋伸典議員）

ぎました。本当に市民の安全のためにこの防災し

っかりとよろしくお願いします。

最後に一言だけ、子宮頸がんのワクチンの件で、

市長もお子様おられます。しっかりとこの子宮頸

がん進めて、道も国も始めております。ぜひ名寄

もお願いを申し上げたいというふうに思いまして、

市長、一言何かあればお話ししていただきたいと

思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しのとおり国も動〇市長（加藤剛士君）

き出しているということで、道の状況も見きわめ

て、来年度以降前向きに検討させていただきます。

よろしくお願いいたします。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の観光行政について外３件を、佐藤靖議

員。

議長の御指名をいただ〇２番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い、順次質問を申し上

げます。

１点目は、名寄市の観光行政についてでありま

す。この件につきましては、さきの高橋議員の質

問と一部重複いたしますが、御理解を賜りたいと

思います。市は、平成１３年１０月１１日、名寄

市地域の観光振興発展に寄与してきた名寄観光協

会がＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会として

新たに法人格を取得し、さらなる発展を目指す道

を歩み出したことに伴い、翌１４年３月２９日に

名寄市、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会、

名寄商工会議所の３者でＮＰＯ法人なよろ観光ま

ちづくり協会事業活動に関する合意書を交わし、

事業活動に対する協力、組織運営に対する財政負

担、今後の観光振興事業の推進の３点について合

意しました。この合意に伴い、名寄市の観光振興

全般で観光ＰＲ事業、各調査報告、アンケート調

査、観光客からの問い合わせ、ポスター、パンフ

レットの送付、インターネットによる情報発信、

観光ホスピタリティー育成事業、駅前広告塔管理

運営業務など８事業が協会移管となったことで、

市役所機構の中から観光の文字が消え、現在は経

済部産業振興室産業振興課内で観光行政にかかわ

る業務が取り組まれております。しかし、市長が

所信表明に挙げた経済における地域間競争が激化

する中で、トップセールスマンとして名寄の観光

資源や物産を国内外に積極的に売り込み、地域の

活性化を図る、執行方針に盛り込んだ豊かな観光

資源を最大限活用できるよう観光協会、道北観光

連盟とも連携し、交流人口の拡大推進と情報発信

に努めるという意味を含め、改めて観光行政のあ

り方についての見解をお伺いします。

また、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会な

どと交わした３点の合意の検証、特に移管した８

事業の検証についてもお伺いするとともに、合意

書取り交わしから間もなく１０年を迎えるに当た

り見直しも必要と考えますが、見解をお示しいた

だきたいと思います。

私は、名寄観光協会がＮＰＯを取得して観光振

興に尽力しようとする意欲が示され、市として事

業活動移管の合意書を交わしたことは当時として

は当然であり、行政では得られない民間の発想を

生かす意味でも決して否定をするものではありま

せんが、時代の変遷の中で限られた人員にもかか

わらず各種イベント業務をこなすことに苦慮して

いる状況、せっかく確保した人材の退職などもあ

り、なよろ観光まちづくり協会が大きな節目のと

きを迎えているように思えてなりません。加えて

サンピラーパーク、きたすばるなどの新たな観光

資源も生まれ、来年には名寄市でクランクインし

た映画「星守る犬」の公開となり、観光客が名寄
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の地を訪れる機会がふえることも期待されます。

行政となよろ観光まちづくり協会がこれまでも、

そしてこれからもしっかりと連携していくことと

は思いますが、観光行政に対する市長の思いをよ

り具現化するためにもＪＲ名寄駅横への移転を機

会に行政組織内にも観光のセクションをしっかり

と位置づけることが必要と思いますが、御見解を

お伺いします。

次に、名寄の冬を１しく暮らす条例についてお

伺いします。名寄の冬を１しく暮らす条例は、旧

名寄市時代の平成元年、北国ならではのユニーク

な条例として制定され、多雪寒冷と闘うという重

苦しいイメージを払拭し、雪と寒さを活用し、１

しみに変えるという先人が築いてきた発想をまち

づくりに生かすという理念に基づいて、風連町と

の合併により誕生した新名寄市でも引き継がれた

条例となりましたが、改めてこの条例の意義につ

いてお伺いします。

また、当時としては全国でも類を見ないやわら

かな前文で始まり、市の責務、市民の役割を明記

した内容となっていますが、特に市の責務につい

ての意義もお知らせをいただきたい。この市の責

務については、条文では市はこの条例の目的を達

成するため庁内組織を設置し、次の項目について

取り組みますとし、１つに冬の快適な生活空間の

確保に努めます。２つ目以降は、冬に強い住宅の

普及に努めます。北国の冬を１しく暖かく、過ご

す衣生活の普及に努めます。冬の環境を生かした

豊かで１しい食文化の普及に努めます。スキー、

カーリングなどの冬のスポーツ及びレクリエーシ

ョン、それにかかわるイベントの振興を図ります。

名寄らしい冬の生活文化の創造に努めます。雪や

寒さを生かした産業の振興を図りますを掲げ、市

は前項の実施に当たり高齢者や障害者などに配慮

するとともに、市民が自主的に実施する雪と寒さ

対策について適切な支援と調整を行いますと定め

られています。しかし、この条例が制定されたの

は平成１８年９月１５日でありますが、条例に基

づく名寄市利雪・親雪庁内検討委員会が設置され

たのは昨年１２月３日、実に１３年３カ月市の責

務に定められた庁内組織をつくっていなかったこ

とになります。この委員会の経緯を含め、取り組

み状況についてお伺いします。

私は、１半年間雪や寒さに覆われている名寄市

にあって、冬が本当に１しく暮らせるまちになれ

ば住みやすく、全市民が名寄に住んでよかったと

言えるまちになると感じていますし、市民の皆さ

んと行政が一体となって冬を１しく過ごすことに

取り組むためにもこの条例推進がより必要と感じ

ますが、市長の見解をお伺いします。

３点目は、名寄市立総合病院についてでありま

す。この７月、名寄市立病院医誌第１８巻第１号

が発刊されました。その中で各科の現況と展望が

掲載されていますが、同病院の将来が懸念される

内容も多く見られます。例えば循環器内科では、

昨年度は月に１度不整脈外来の応援もあったが、

今年度からこれがなくなりました。消化器内科で

もこれから消化器内科はどうなるのかがわからな

いが、とりあえず与えられた職務を全うできるよ

うに心がけて仕事をしていく。整形外科では、幸

い２２年度も３名体制を維持できることが決まっ

ていますが、それ以降については１紙の状態です

という状況を初め、小児科のコンビニ受診増加と

スタッフ負担増大への懸念、病棟の新人職員がす

ぐやめてしまう環境には何かあるとする問題提起、

修理や部品交換の調達が難しくなっている放射線

科の懸念などがあり、市立病院の将来を心配され

る記載が目立ちますが、現場を中心としたこれら

の懸念、問題提起に対して市長はどう対応されよ

うとしているのかお伺いします。

また、今定例会初日の補正予算で看護師確保対

策として ０００万１の策加が行われましたが、

具体的にどのような対策を講じられようとしてい

るのかお知らせをいただきたいと思います。特に

看護師確保対策に関連し、「ＨＡＮＤＳ―ＯＮ」

臨時増刊号でナースに選ばれる病院が掲載され、
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公立病院では市立旭川病院、市立豊中病院が紹介

されておりますが、このうち市立旭川病院は隣接

公立病院であり、名寄市立病院でも看護師確保に

生かせる取り組みがあると考えられますが、検討

した経緯があるかどうかもお伺いします。

最後に、名寄市都市再生整備計画名寄地区につ

いてお伺いします。７日の定例会初日に議決した

一般会計補正予算に（仮称）複合交通センター整

備事業費として地質調査、基本設計費など ５６

２万１が計上されておりますので、一事不再議に

当たらない範囲内で質問を行いますので、御理解

を賜りたいと思います。まず、（仮称）複合交通

センターに設置される経済センター機能について

であります。これまで市側の説明によりますと、

現商工会８の老朽化、駅前のにぎわい創造の観点

から当初のバスターミナル、レンタサイクル、観

光インフォメーションに加え、大ホールを抜く市

民会８機能を有する複合センターを建設する計画

になっております。経済センター機能の設置を否

定するものではありませんが、中心市街地、商店

街の活性化の見地を含め、改めて経済センター併

設の意義についてお伺いします。

さらに、商店街区におけるにぎわい創出の定義

と同定義に基づく経済センター機能設置を決断す

るに至った経緯についてお知らせをいただきたい

と思います。

さらに、都市整備計画の計画区域の整備方針の

中で、まち歩きが１しくなるような魅力ある空間

形成として市街地中心部の回遊性を高めるとあり

ますが、商工会８が移転となれば跡地の活用、さ

らには５丁目における金融機関の移転構想もある

中にあって魅力ある空間形成をどう築くのか、同

計画の今後のスケジュールをお示しいただくこと

を求め、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま佐藤靖議員から大きな項目で４点にわた

り質問をいただきました。大項目１点目と４点目

は私から、２点目は総務部長、３点目は病院事務

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

大項目１点目、名寄市の観光行政について、初

めに観光行政のあり方についてお答えをいたしま

す。名寄市の観光振興につきましては、議員の御

案内のとおり、平成１４年からＮＰＯ法人なよろ

観光まちづくり協会と行政が連携して推進してき

ております。本市におきましては、恵まれた自然、

人々の暮らしとともに形成された景観、気風など、

この地において安心して快適に滞在ができるステ

ージが特徴であると認識しております。各種イベ

ント、大会を開催して交流人口の拡大を図ること

も観光振興の一つであると考えております。また、

１次産業が地場産業の足腰であります。農林業の

振興、食、物づくりを連携させた事業起こしや２

次、３次の観光関連事業に結びついています。観

光は、ここに住む者が生き生きとして生活してい

る、そこが原点であると考えております。名寄大

学やスキー場、カーリング場、天文台、道立公園

など、名寄の財産を生かしたまちづくりが大切で

あると考えております。それにはＰＲや情報発信

も含めて、観光まちづくり協会など関係団体、機

関との連携、官民一体となった取り組みが一層大

切であると認識しているところであり、そのクッ

ションの役割を私たちが担っていると考えており

ます。

次に、ＮＰＯ法人なよろ観光協会への事業移管

の検証についてお答えをいたします。観光まちづ

くり協会事業活動支援に関する基本合意につきま

しては、観光協会として法人格を取得し、さらな

る発展を目指して事業活動をしていただくことを

みんなで協力、支援していこうとしたものでござ

います。市民に１しんでいただけるイベントを開

催しようと努力してきており、てっし・名寄まつ

り、雪質日本一フェスティバルなど多くの方々が

実行委員に参加し、市民みんなでイベントをつく

り上げていると理解しております。市といたしま
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しても、予算の３分の１は収益事業を行うことと

して指導してきておりますので、イベントのほか

にも各種まちづくり団体の事務局など多くのこと

を引き受けている状況にもあります。これらの検

証も必要であると認識しておりますので、今後ま

ちづくり協会とも協議を進めてまいります。

次に、移管１０年目を節目に見直しの必要性に

ついて申し上げます。観光自体のあり方、観光行

政のあり方も変わってきていると感じております。

観光地としては、これまでは風光明媚な景観、温

泉地、リゾートの遊園地などが考えられておりま

したが、近年ではその地域で輝いていることが観

光の大きなポイントとなっております。そのこと

は、風や人や気候であったり、施設であったり、

体験であったり、そこで働く人であったりします。

観光まちづくり協会においては、既に理事会にお

いて駅横事業についての参画意思表明があります

ので、これまでの事業検証とともにしっかり連携

をとって事業を推進してまいりたいと考えており

ます。行政機構につきましては、これからは縦割

りから横の連携を強めていく状況が多くなってく

ると認識しております。農商工連携、１次産業か

ら２次、３次産業までかかわる事業連携が出てま

いります。観光も観光産業と言われる業種も聞こ

えてきてございます。今回の駅横での事業展開と

あわせて、観光団体の事業のあり方についての議

論もございますが、諸団体とのかかわり方につい

ても協議させていただきたいと考えております。

行政による観光のセクションの位置づけにつきま

しては、観光協会や関連のそれぞれの団体とのコ

ーディネート役が求められていると強く認識して

おりまして、関係者の意見を十分聞きながら、庁

内においても議論を進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、大項目の４点目、名寄市都市再生整備計

画名寄地区について申し上げます。初めに、１点

目、経済センター機能設置の経緯についてお答え

をいたします。名寄地区都市再生整備計画は、本

年度から平成２６年度までの期間で駅前地区、３

・６地区、文化ホールを整備することで人の動線

を再整備し、中心市街地の活性化を目指すことを

目標とし、（仮称）複合交通センター、文化ホー

ルの建設、３・６地区再開発事業、コミュニティ

ーバスの試験運行、大通、名寄せ広場などのポケ

ットパーク整備、商店街の環境整備、非耐震化施

設の除却などを盛り込んだ事業計画でございまし

て、この３月に国土交通省の認可を得てきたとこ

ろでございます。

御質問の経済センター機能設置の経緯といたし

ましては、本地区はこれまで特段の施設整備がな

いことと人がとどまる魅力もなく、通過するだけ

の地区であり、駅前という魅力的な地区にもかか

わらず閑散とした地域となっておりました。何ら

かの対策が長年必要であるとされてきておりまし

た。今回計画する施設につきましては、公共交通

機関の利用者や観光客へのインフォメーション機

能、レンタサイクルによる移動手段の補完で、市

民などの利便性の向上と老朽化した市民会８の貸

し会議室の機能を移転し、駅前地区に人を集中さ

せようとするものであります。構想では、バス利

用者だけで年間１２０万人、貸し会議室では２万

０００人の利用を見込んでいるところでありま

す。さらに、この複合施設に経済センター機能を

併設し、より多くの利用機会をふやすことでこの

街区に人が集まり、にぎわいを持たせようと考え

ております。経済センターには名寄市商工会議所

が入居する予定となっておりますが、具体的な条

件につきましては現在双方で協議している状況で

ございます。適切な時期にその内容を報告させて

いただく予定としていることに御理解をいただき

たいと思います。

この経済センターにつきましては、これまで商

工会議所において建設支援の要請は受けておりま

したが、市中心部に公共施設を建設する予定がな

かったことから具体的な協議を行っておりません

でしたが、このたび駅前地区にこの複合施設を建
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設するに当たり、建設が可能かどうか事務的に協

議を進めてきたところであります。その結果、８

月１０日になりますけれども、建設に対する協力

費の負担の提示がございまして、市としても商工

業振興対策として有効であると判断をしてきたと

ころでございます。商工会議所では、市が創出し

ようとしている人の集中のほか、会議所としての

通常利用とは別にイベント開発などにより ００

０人の集客を予定していることから、駅前地区の

さらなる活性化に貢献できると判断しているとこ

ろでもあります。商店街区におけるにぎわい創出

の定義の御質問がございましたけれども、市とし

ましてはこれらの利用者や民間施設の利用者の集

中をもってにぎわいと考えているところでござい

ます。

次に、３・６地区を含む中心商店街地区の魅力

ある空間形成についてのお尋ねでございます。都

市再生整備計画では駅周辺、３・６地区、文化ホ

ールの間の点の整備と点を結ぶソフト事業により

中心商業地を整備する計画としております。計画

策定時点では、３・６地区物件所有者のビル再整

備計画が新中活計画にあったことから、市街地再

開発事業の導入やファサードやポケットパークの

整備により中心街のイメージを高めようとして各

事業の位置づけをしているところでございますが、

現時点において地区内の地権者の独自の事業展開

や会議所の移転計画により、中心商業地区の事業

展開の見直しも必要な状況となっております。計

画では魅力ある空間整備と表現させていただいて

おりますが、事業の手法、期間、財源などの条件

から実施可能な事業は非常に限定的なものになる

と判断しておりますが、まち歩きが１しくなるよ

うな魅力ある場として、市街地中心部の回遊性を

高めるための市街地整備事業についても適切に対

応してまいりたいと考えており、中心商業地区に

おける事業展開につきましては商業関係団体や権

利保有者とも再協議を進める方向性を策定してま

いりたいと考えております。

次に、取り組みのスケジュールについてお答え

をいたします。現時点での複合交通センター整備

計画に関しては、１０月に複合交通センター建設

に関して市民意見をお伺いする準備を進めてござ

います。並行して基本設計作業等を進め、平成２

３年度の建設着手、平成２４年度中の供用を目指

してまいりたいと考えているところであります。

一方、３・６地区を含む中心商業地区に関する取

り組みにつきましては、全事業が平成２６年度ま

での５年間で取り組む事業となっておりまして、

短い期間での展開となりますので、１事業ごとの

完結を待って事業化を進めると期間内での事業完

了は厳しい状況となりますから、中心市街地活性

化計画として予定されていた２８事業の中での取

り組みを再点検させていただき、権利者との再協

議について関係する部門ごとに関係団体と協議し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

うからは、大きな項目３番目の名寄市立総合病院

についての御質問にお答えさせていただきます。

最初に、名寄市立総合病院医誌に記載されてい

る各科の課題解決策についてでございますが、公

立病院の１７割が赤字という状況の中、当院を含

め全国の自治体病院では改革プランを作成し、平

成２１年度から平成２３年度までの３カ年で収支

改善を図るための努力をしているところでありま

す。しかしながら、この改革プランはあくまで医

療の質の向上と効率性の向上、その双方の実現を

目指すものでなければならないというふうに考え

ております。議員から御指摘のありました病院医

誌に寄せられております診療体制や看護師確保、

コンビニ受診の増加に伴う医療スタッフへの負担

増、さらには医療機器の修理や部品調達問題など

各現場から出されております意見、提言は、職員

が医療の質の低下を懸念してのことであると受け

とめております。今回寄せられた意見、提言には
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特に診療体制について危惧する記述が多く見受け

られます。地方センター病院の指定を受けて１２

年が経過し、地元はもとよりこの圏域の地域医療

を担ってきております。現在当院には４９名の固

定医がおりますが、地方センター病院といえども

今後もこの人数が確保されるという保証がないの

が現実であります。全国的に医師不足が言われて

いる中で、新たに医師を確保する努力は続けてお

りますが、一方では現在の医師の数が減ることの

ないよう常に大学医局、関係機関と接触を図り、

情報収集に努めているところであります。今回職

員からこのような病院の将来を懸念する意見が出

てくること自体職員が危機意識を持って日常の業

務に取り組んでいることのあかしでもあり、大変

心強く受けとめております。今後は、各現場から

出される意見や提言については真摯に受けとめて、

院内において協議、検討を行うとともに、それぞ

れ正確な情報を返していきたいと考えております

ので、御理解をくださるようお願いいたします。

次に、看護師確保対策の具体的取り組みに関し

ての質問であります。今定例会において議決をい

ただきました補正予算につきましては、名寄市過

疎地域自立促進計画事業の中で地域医療確保対策

事業として計画し、ソフト分の基金積み立て分と

して１億 ０００万１を概算事業費として見込み、

今年度から毎年 ０００万１を看護師確保対策と

して活用するものであります。本年度としては、

具体的には看護師確保修学資金の貸与であり、こ

とし１０月分から貸与すべき策加募集を始めたと

ころでございます。次年度以降は、実効性の伴う

看護師確保事業を検討しなければならないものと

考えております。新たな看護師募集方法として、

８月下旬に名寄駅、西條デパート、名寄自衛隊な

ど多くの人が集まる商業施設及び公共施設２５カ

所に看護師、助産師、准看護師及び臨時パート看

護師募集のポスターを掲示させていただいたとこ

ろであります。その後ポスターを見ての問い合わ

せがあり、面接により１名の看護師を採用したと

ころであります。

最後に、「ＨＡＮＤＳ―ＯＮ」に記載されてい

る市立旭川病院の看護師確保対策についてであり

ますが、ほぼ当院でも同じような取り組みでの研

修を行っております。ただ、その中で違っている

ところは、３カ月目の新人研修の内容でありまし

て、メンタル面のケアのため精神科医によるメン

タルヘルス研修が実施されていることであります。

精神的な悩みは、新人看護師だけではなくベテラ

ン看護師も同じように抱えておりますので、今後

は研修を企画し、あわせて相談できるシステ８づ

くりをつくっていきたいと考えております。今後

も各病院での取り組み状況等、情報を収集するな

どしてさまざまな方法で看護師確保対策を講じて

まいります。

以上、答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目の２つ目の名寄の冬を１しく暮

らす条例について答弁いたします。

まず最初に、条例の意義についてお答えします。

日本でも類を見ないユニークな条例として制定さ

れました名寄市の冬を１しく暮らす条例は、北国

に暮らす名寄市民の生活文化の向上に大きな意味

をもたらしたと考えております。市民と行政の冬

に対する役割や責務を明確にし、生活の視点を北

の暮らしに当てるなど市民の意識改革に大きな役

割を果たしてきました。本条例の理念を新名寄市

においても継承し、より快適で１しく暮らせるま

ちづくりを進めるためにこの条例を制定したもの

であります。現在では除排雪はもとよりスキー、

カーリング等のスポーツ活動を初め、スノーラン

タンなど町内会や学校、市民が連携、協力して行

うようになり、冬を１しむ暮らしづくりに取り組

んでいるものと考えております。

次に、市の責務の意義についてお答えします。

本条例は、名寄市の冬期間における気候からどの

ように過ごしやすい生活環境とまちづくりを進め
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ていくのかなどを前文でうたい、市の責務や市民

の役割について定めております。条文の中で市の

責務や市民の役割等を明記することにより市の施

策に反映させるための共通認識が図られ、市民と

の協働で推進するといった一体感を創出すること

を考慮したものであります。市の責務につきまし

ては、冬の快適な生活空間の確保に努めます。冬

に強い住宅の普及に努めます。冬の環境を生かし

た豊かで１しい食文化に努めます。冬のスポーツ、

イベント等の振興を図りますなど冬に快適な市民

生活を送るため、雪や寒さを活用したまちづくり

を行うためと考えております。

次に、名寄市利雪・親雪庁内検討委員会の取り

組み状況について答弁いたします。平成元年、名

寄市利雪・親雪推進市民委員会が発足をし、名寄

の冬を１しく暮らす条例が制定されました。市民

と行政が共通の目的に向かいながら市の責務と市

民の役割を明確にする中で、市民の創造的な他の

模範となる活動に対して市長がこれを推奨し、名

寄市ホワイトマスターの称を贈ることとし、この

精神を合併後の新名寄市に引き継がれ、市民と行

政の冬に対する責務や名寄市利雪・親雪推進市民

委員会の任務を明確にしたところであります。名

寄市利雪・親雪推進市民委員会からは、市民の代

表としてこれまでも市民への意識啓発や利雪・親

雪推進活動など多くの御協力をいただいており、

名寄市への提言といった形で御意見をいただき、

行政の参考にしてきたところであります。

これまで市民と行政が連携、協力しながら取り

組んできた利雪・親雪のまちづくりについては、

快適な生活空間の推進として効率的な除排雪の推

進、融雪溝であるとか融雪槽、融雪施設設置資金

貸し付け、排雪ダンプ助成事業、除雪ボランティ

ア、冬期利用に配慮した公園整備等があり、冬に

強い住宅の普及促進については高断熱住宅利子補

給制度、外断熱の小学校、北方型公営住宅の建設、

防寒バス待合所の整備、サンピラー８の建設、民

間住宅建設事業者等による高気密住宅の普及促進

がなされてきました。また、冬に強い生活文化の

推進として、北国文化フォーラ８や料理講習会等

の実演、冬のスポーツレクリエーションイベント

振興としてピヤシリシャンツェの整備、ピヤシリ

スキー場整備、屋内カーリング場の整備、歩くス

キーの普及促進、雪質日本一フェスティバル国際

雪像彫刻大会、北の天文字焼、スノーランタンの

集いなどの開催や自然現象を生かす試みとしてサ

ンピラー観測小屋の設置、多目的雪上車ワンダー

ピヤシリの導入、スノーモービルランドの創設、

雪や寒さを生かした産業施策として雪氷変換機の

導入、冷熱エネルギーを利用する農業倉庫等の施

設などの建設を行ったところであります。平成１

８年９月の条例制定後、名寄市利雪・親雪推進市

民委員会を名寄、風連、智恵文地区など幅広い地

域から委嘱をさせていただき事業を推進していく

中で、風連地区で行っている利雪克雪事業等の克

雪部分を考慮し、補助事業として進め、新委員の

２年間に分けた検証を実施したこともあり、冬カ

レンダーの作成やホワイトマスターの推奨、スノ

ーランタンの集いといったイベントを中心に市民

への啓発活動を推進して進めていたため庁内組織

を設置することなく、部次長会議等で検討をいた

したところでございます。この点につきましては、

事情があったにせよ適切な事務処理ではなかった

と考えております。

昨年１２月に市民委員会からの利雪・親雪に関

し市への御提言をいただきました。部次長会議で

協議を行い、関係部署の職員で庁内検討委員会を

設置することにいたしました。現状につきまして

は、理念の推進はもとより産業、物流、観光、教

育と各分野の将来展望を踏まえた今後の方針を定

め、市の責務を見据えて推進できるよう取り組む

と同時に、多くの市民の皆様に改めて今まで取り

組んできました利雪・親雪の事業を名寄市のホー

８ページを活用して周知を行ったところでありま

すので、御理解を賜りたいと思います。

次に、市民との協働での条例の推進についてお
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答えをします。名寄市においてこれまで取り組ん

できた利雪・親雪事業を推進し、北北海道の中核

都市として大きく発展できるよう推進したいと考

えています。また、半年近く雪や寒さとのつき合

いを自然の恵みと受けとめて、雪を利用し、雪に

親しみながら、だれもが快適で１しく暮らせるま

ちづくりを市民とともに推進できるように努めて

まいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問していきたいと思います

けれども、まず観光行政、特に観光協会とのかか

わりについてでありますけれども、今の茂木部長

の説明を聞いているとまちづくり協会との協議で

すとか庁内での協議だとかいろいろあるのですけ

れども、それは年度内に行うということなのか、

その時期です、来年度中に行うということなのか。

既に７日に補正予算も決めましたので、来年度か

ら事業着手ということになると再来年度には観光

インフォメーションセンターもオープンというこ

とになりますので、それに向けていつこういう協

議をしていくのかというのを改めてお伺いしてお

きたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光協会につきまし〇経済部長（茂木保均君）

ては、駅前の複合交通施設の中にも入ってくると

いうお話をいただいておりますので、この協議に

つきましては特にまだ具体的に決めているわけで

はございませんけれども、ことしから、この間補

正予算で設計の予算もつけさせていただきました

からいろいろと協議を進めていかなければならな

い部分が出てまいりますので、今年度中のしかる

べき時期から協議を進めてまいりたいと思ってお

ります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今年度中のしかるべき〇２番（佐藤 靖議員）

時期というのは非常にあいまいな言い方でありま

すけれども、ただ私はこの協議をきちんとしてお

かないと、ものをつくるとき、インフォメーショ

ンセンターつくるとき、あるいは観光協会の業務

をやっていただくときに、この協議が前提でない

とものが変わるかもしれないでしょう。それが今

年度のしかるべき時期にスタートをして間に合う

のですかと、ある意味で。早急にそこは観光協会、

これは今までのやっているとおりのことをきちっ

と観光協会に委託するということでもそれはよろ

しいのです、別に。そこの道筋をしっかりつけて、

複合交通センターの中のインフォメーションの関

係を含めて協議をしていかないと、つくってから

あれだこれだという話ではなくて、そのことに対

する認識もやっぱりちゃんと持たなければいけな

いと思うのですけれども、その辺についてはどう

いうふうにお考えになっていますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

言われるとおりでご〇経済部長（茂木保均君）

ざいますから、ちょっとあいまいな表現になって

申しわけありませんでしたけれども、これについ

ては今年度中の早くという部分もありますから、

時期的に具体的にいつという部分はあれですけれ

ども、１１月ぐらいから進めてまいりたいなと思

っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、観光〇２番（佐藤 靖議員）

行政、特に観光というのはこれからも名寄市でも

交流人口の拡大を含めて十分期待されることであ

りますので、早急な検討及び結果を期待をしてお

きたいと思います。

それと、観光にかかわって１つ、ことし大々的

に「星守る犬」のロケーションが名寄で行われま

した。健康の森、サンピラーパーク内にも小屋が

できていると。あの小屋というのは、ある意味で

は半永久的に置ける小屋ではありません。建築基

準法の関係、あるいは都市公園法の関係、いろん

な関係があると思うのですけれども、私はせっか

く来年公開になる映画ですので、あの家をどうに
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か残す取り組みをしていったほうがいいのではな

いかと。これは、配給会社との協議もあるでしょ

うし、ある意味では保管をしていかなければいけ

ないというものもありますけれども、せっかく公

開になって来年ひまわりを見に来たときにどこで

したのかわからないと。富良野のような、ああい

うふうに石の家みたいにがちっとしたものではな

いのかもしれないですし、富良野のように製作者

が地元にいるということでもないですけれども、

その取り組みをぜひ新たな観光資源としてしてい

ったほうがいいと思いますけれども、その点、市

長、副市長、どちらかお考えをお示しをいただき

たいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

（何事か呼ぶ者あり）

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

発言の機会をいただいて〇市長（加藤剛士君）

ありがとうございます。家を残す残さないのお話、

議員御指摘のとおり基礎が使い捨てとかというこ

とも含めてしっかりと、１０年、２０年人が住め

るようなところではないということは承知してい

ます。しかしながら、今お話しのとおり来年度公

開ということも含めて、１年ないし２年ぐらいは

様子を見て残していこうでないかというような話

をひまわりのまち実行委員会の中でも話をさせて

いただいています。その後、様子を見ながら、も

しその映画がロングランで人気を博すだとか、そ

うしたことでの拠点として残す価値がさらに出て

くるということであれば、その後また検討してい

こうということで考えていきたいというふうに考

えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、いろ〇２番（佐藤 靖議員）

んな障害とは言いませんけれども、課題があると

思いますけれども、ぜひクリアしていただいて、

残していただければというふうに思います。

次に、名寄の冬を１しく暮らす条例の関係は、

取り組み状況はもう既にインターネットで公開も

されておりますし、それはわかるのですけれども、

私がなぜこの質問をするかというと、ことしは自

治基本条例がスタートした、今年度４月からスタ

ートした。その中でも市の責務、市民の責務、そ

れぞれ責務をうたって、これが名寄の憲法である

ということで議会も議決をして、施行となりまし

た。ところが、一番の気になったのは市の責務と

いうふうにうたっている、市は必ず市民に対して

は条例を守りなさい、条例と言っているけれども、

一番は市が守っていなかったのでないですかと。

その市の責務の中で庁内検討委員会をちゃんとつ

くって、これらのことを協議して、それは部次長

会議ではやった、それは事実関係はいいのですけ

れども、条例でうたっていることをしてこなかっ

たということへの反省をきちっとやっぱり明確に

すべきだろうというふうに思いますし、意外に条

例ではそうでもないですけれども、規則ですとか

要綱ですとかインターネットで公開している名寄

市の条例集、あの中で載っているけれども、実態

が伴っていないというの非常に多い。それは、担

当者の注意不足というか、警戒不足だと私は思っ

ているのです。その象徴がある意味ではこの名寄

の冬を１しく暮らす条例ということでありますけ

れども、これはこの庁内検討委員会の委員長は中

尾副市長ということになっておりますので、ある

意味ではこの条例、あるいは規則、要綱、これに

対する職員の皆さんの注意喚起や何かも含めて副

市長はどういうふうにお考えになっているのか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘のとおり、ただ〇副市長（中尾裕二君）

いまの冬を１しく暮らす条例の今後の進め方につ

いての検討につきましては、スピード感がないと

いうのは御指摘のとおりでございまして、率直に

おわびを申し上げたいと思います。

この冬を１しく暮らす条例そのものは、かつて

冬は厳しくて大変だということをむしろ逆手にと

って１しく冬を暮らそうではないかという、いわ

ば名寄っ子の心意気も含めた精神で、市民の手に
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よる起草で前文も設けられてということで始まっ

たものでありまして、当時率直に申し上げまして

この地域も世代も含めて若々しい地域柄であった

ということが現在一定の年数を経て１熟期に入っ

たと申しますか、なかなか冬が１しいというふう

な感覚でなくて、やはり厳しさもまた一年一年身

にしみてくるという、こういう時代背景が今ある

のではないかと、このように考えております。こ

れまでさまざまな取り組みをしましたけれども、

やはりこの冬を１しく暮らす条例の原点に返って、

市民の皆さんが中心になって事業の組み立てをし

て、場合によっては市民だけでなくて市民以外の

例えば今杉並だとかそういうところとも交流をし

ておりまして、スノーランタン％りとかそういう

のにも参加をしていただいておりますので、そう

いう方とも１しく冬を暮らせるような、そうした

計画をぜひ庁内だけでなくて市民の方も巻き込ん

だ形で再構築していきたいと、こんなふうに考え

ておりますし、御指摘の部分は恐らく条例、規則、

要綱については別の面もトータルで考えて御指摘

があったというふうに受けとめさせていただいて

おりますので、その点につきましてもしっかりと

御指摘のないように対応してまいりたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この冬を１しく暮らす〇２番（佐藤 靖議員）

条例というのは、原則は親雪というか、雪に親し

むというのが原則。風連と合併をして、風連の特

例区事業の中では克雪という言葉がまだ事業の中

に残っております。ある意味では特例区間が終わ

るときは本当に新しい名寄市として親雪という言

葉が共通の理念になるという認識を持っておりま

すので、ぜひここは協働でまちづくりをしていく

意味も込めて御検討をいただきたいと思います。

市立病院の関係については、大体理解をしまし

たし、具体的には決算委員会でまた院長出席して

いただけるというふうに思いますので、そこでや

りたいというふうに思いますけれども、いずれに

してもこれは病院の医療へのドクター、医長ある

いは科長の注意力が高いという意味もありますけ

れども、この一つ二つの歯車が狂ったときに私は

病院経営というのが急速に赤字に転落していく可

能性があるだけに、注意深くやっぱり今回の医誌

というのは見ていかなければいけないというふう

に思いますし、看護師確保では最近では去年留萌

の市立病院が準備金１００万１というのがありま

したけれども、ことしからは松阪市立病院が１０

０万１、これも１００万１でありますけれども、

人事評価制度を導入して仕事に成果を上げた看護

師に１００万１という、これは最低ライン、新人

の最低でも１０万１、部長クラスで１００万１と

いうことで、病院収入の１％、１ ９２３万１を

かけてそこにやるというのですけれども、看護師

確保にそういう要するにマネーゲー８という言葉

は余り適していないかもしれないですけれども、

そういうふうになっていく傾向がやっぱり給料を

上げるですとか待遇を改善する、上げるですとか、

そういうところに看護師確保の目があるのではな

くて、うちの病院はもっと違うところに看護師の

確保の目があるのだということを含めてもっと旭

川市立病院ですとか、挙げさせていただいた大阪

の病院ですとか、市立豊中病院ですとか、そうい

うところ検証していただいて、ぜひ看護師確保、

これも医師と同様重要なセクションになると思い

ますので、お願いをしておきたいというふうに思

います。

最後に、名寄都市再生整備計画の関係ですけれ

ども、複合交通センターに商工会８機能というか、

経済センター機能というのはわかりましたけれど

も、私はやはり部長これは市民への説明が本当に

不足していると思っているのです。いつの間にか、

初めはつくったときにはインフォメーションセン

ターです、レンタサイクルです、バスターミナル

ですということを言ったのがあるときから商工会

８が入った。もう一つ、風連の交流センターを見

ると株式会社ふうれんが中に入っている。商工会
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はもうほぼ閉鎖状態で、職員そっち行っている。

そうしたら、風連の地域交流センターも名寄の経

済センターもだれのために建てたのよという理論

がある意味では変な見方が出るのではないかと。

そこにきちっとした市民説明が不足しているとい

うふうに感じますけれども、その点についてはど

ういうふうにお考えになるか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

このことに関しまし〇経済部長（茂木保均君）

ては、当初の段階ではこういった計画はなく、後

にこういった計画が具体的になってきたという部

分では今議員が言われた部分というのはある意味

当然かなというふうにも思っております。そうい

ったいろんな御意見にこたえるということも含め

て、このＪＲの名寄駅横の整備に関する市民意見

をとるということで１０月の広報に実はこういっ

た形で市民意見を募集するという計画を今立てて

おります。１０月の広報にはこのことについて御

案内をし、さらにはいろんな意見を聞く。そのこ

とを最終的には設計の中にも反映をさせていくと

いう、こういう考え方をしておりますので、御理

解をいただきたいなと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、もう一つ、に〇２番（佐藤 靖議員）

ぎわいの創出というのは、特に都市再生整備事業

の中ではやっぱり重大な一つの柱というふうに思

いますけれども、今やっているのは本当にそのに

ぎわいという言葉に当たるのでしょうか。私は、

商店街のにぎわいというのは、これは中心街のに

ぎわいを含めてそこの核として複合交通センター、

仮称ですけれども、できるというふうに認識をし

ていましたけれども、あそこに集めた人をどうや

って市内に流すかという、そこの構想は全く見え

ない。さきの経済委員会聞いていてもこれからで

すという話をしています。それは、にぎやかにす

るということはいいです。にぎやかにするという

ことならわかるのです、駅前を、駅横を。にぎわ

いという言葉を使ったら、にぎわいというのは商

店街に人が流れて初めてそのにぎわいをつくる。

ところが、今の商店街は先ほど言ったように６丁

目を含めて商工会８がそっちに移ったらまた空き

地になります。今度銀行関係が移転したら、また

そこも駐車場になります。あと、今は空き店舗で

なくて空き地に変わってきています。名寄が５丁

目で買ったあの北洋銀行跡地、あそこもそのまん

まになっている。空き家でなくて、空き店舗でな

くて、空き地に変わってきている商店街の中で、

どうやってあそこに人を集めてにぎわいをつくる

のか。私は本末転倒だと思っているのです。まず、

どうやって流すのかを考えてものをつくるのが主

であって、ものをつくってから、さあこれから考

えましょう、あそこに人を集めるだけ集めましょ

うというのは、私はちょっと考え方が違うという

ふうに思いますけれども、その辺についてはどう

いう見解をお持ちでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

にぎわい、あるいはに〇副市長（中尾裕二君）

ぎわいづくりということからすると、議員のお話

のとおりだと思っております。もともと中心市街

地、５丁目、６丁目の商店も含めて再開発をする

という計画が中心市街地活性化計画でありまして、

それに基づいて策定をされたのが２８の事業とい

うふうに承知をしております。これは、あくまで

も民間サイドが実施をする活性化事業ということ

でございましたが、事実は現在の状況からすると

着手が困難ということで、公共でできる部分は何

かと。にぎわいづくりをお手伝いできる、あるい

は誘導できる策は何かということで議会とも相談

をさせていただいて今進めておりますのが駅横の

開発、それと市民会８ホールの改築と、この計画

でございます。駅横につきましては、全体計画は

行政でとても財政的に持ち切れないということも

含めて、結果としては株式会社西條に民間活力を

生かして開発をしていただくというさばきにして

おりますけれども、３・６につきましてはやはり

商業地でありまして、基本的には商業者の皆さん
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が自発的に開発していただかないと行政が幾ら資

本投下をしてもということにはなりませんので、

ここの部分につきましては場合によっては行政の

公共施設の整備ということもまた起爆剤といいま

すか、誘導措置として必要だということも認識を

しておりますので、ここの部分についてはぜひ後

期の総合計画の中で市民の皆さんにも御議論をい

ただいて、どういう施設が要るのか、どういう配

置が必要なのかも含めてぜひ検討していただきた

い、こういうふうに考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、市民会８の本８〇２番（佐藤 靖議員）

の部分でありますけれども、さきの経済委員会で

も７月に市民会８の運営委員会で説明をしました

と、理解を得ましたという言い方でありますけれ

ども、ではこの市民会８の運営委員会という構成、

例えば利用団体、今大正琴とかいろいろ入ってい

ますよね。そういう利用団体の皆さんにはしっか

り話をして、その決定はされたのかどうなのか。

この７月の市民運営委員会で了解を得たというの

は、それはどういうふうに認識をされているのか、

これはお答えをいただきたいというふうに思いま

す。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市民会８の本８部分の〇副市長（中尾裕二君）

移転につきましては、ぜひ町中の設置が望ましい

ということの市民要望もかねてからいただいてお

りましたので、これについてはぜひ駅横のにぎわ

いづくりを一層誘導するという意味も含めて、あ

ちらのほうに移したいということでお話をさせて

いただいております。一方、市民会８の本８の中

で事務をとっていただいている団体が幾つかござ

います。これらにつきましては、御指摘のとおり

まだ移転先、あるいはそのまま移っていただくか

どうかも含めて相談申し上げておりません。ここ

の部分につきましては、早急に各団体と相談をさ

せていただいて、意向も十分酌みながら、今後の

活動の場を確保したいと、このように考えており

ます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、市民会８と〇２番（佐藤 靖議員）

いうのは、これは過去の名寄市の経緯からも含め

て労働会８が焼けた、喪失した後ということで、

今の市民会８の管理も産業振興課の労政係がして

おります。常に労政ということで市民会８は機能

している。その役割は一定終えたという認識で理

事者側はいらっしゃるということでよろしいので

しょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市民会８そのものの現〇副市長（中尾裕二君）

在の機能につきましては、市民の皆さんに広く御

利用いただく貸し８として機能させていただいて

いると。あわせまして隣に市民会８のホールがご

ざいますので、こちらのほうの管理もあわせて対

応させていただいているというふうに認識をして

おります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、吉原市民部長に〇２番（佐藤 靖議員）

お伺いしますけれども、市民会８本８には今市民

相談室と消費者センターということで、今消費者

庁もできて、あるいは今の悪質商法や何かを含め、

過重債務を含め、市民相談に訪れる人、あるいは

消費者センターに訪れる人というのも多いですけ

れども、今後この市民相談及び消費者センターと

いうことに対して部内で検討されているという状

況かどうか、対応についてお伺いをしておきたい

と思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま市民会８の〇市民部長（吉原保則君）

管理棟の解体というか、移転に当たりましての消

費者センターなり、市民相談室の移転先の関係に

ついてのお尋ねかと思いますけれども、議員お話

しのとおり、今日的な状況を踏まえる中ではいず

れも相談件数も増加しておりますし、またその相

談内容につきましても多様化、複雑化している傾
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向にございます。したがいまして、担当課はもと

より消費者団体との一層の連携の強化が必要と認

識しているところでございます。移転先につきま

しては、現段階におきましては具体的な案は持ち

合わせておりませんけれども、今後市民の方々の

利用のしやすい場所、そして担当課なり、消費者

団体との連携を一層とりやすい適切な場所の確保

につきまして今後検討を進めてまいりたい、この

ように考えているところであります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、この〇２番（佐藤 靖議員）

名寄市都市再生整備計画にかかわっては、１０月

に駅横というか、その部分のお話は市民の方々に

意見を伺うというけれども、私は名寄市全体の都

市再生整備についてはやはりもっともっと市民の

皆さんとコンセンサスをとらないと、例えば駅横

に集まった人たちを市内に流すシステ８、これも

今のような例えば市と商工会議所、あるいは西條

さん入るかどうかわからないですけれども、そこ

で協議をするのではなくて、やっぱり商店街連合

会、あるいは市民の代表の方、そういう方と本当

に真剣に協議していかないと、つくりましたと、

駅横に完成しました、２４年度オープンしました。

人は集まりました、まちの中一人もいませんとい

う状況が心配されるがゆえに、この１年、２年と

いうのは私は商店街というのは非常に動く時期に

なっていくと。既にこの１年でさえ空き店舗だけ

でなくて空き地になっているという状況を見ると

きに、早い段階で、１０月は１０月でいいのかも

しれないですけれども、もっと大きなグローバル

なものをやっぱり協議していく必要性があると思

いますけれども、その点について市長あるいは副

市長にお伺いして、私の質問を終わりたいと思い

ます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

まちづくりということ〇副市長（中尾裕二君）

は、御指摘のとおり全体的なプランを持って、あ

るいは大きな議論を巻き起こして進めていくべき

ものということは私もそのとおりだと認識をして

おります。ただ、今回の計画は、残念ながら名寄

市の持っている財政力では全部を自賄いでできる

ということにはなっておりませんので、ぜひその

国の事業も絡めた政策展開ということでの初めて

日の目を見るという事業でもありますし、また市

民会８本８あるいは市民会８のホールについては

老朽化が著しくて、速やかに建てかえをする必要

があると。また、ここの部分は市民のニーズが極

めて高い施設でありますので、ぜひそうしたこと

も含めて現在取り組んでいるということで御理解

をいただければと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

ごみ最終処分場について外２件を、谷内司議員。

議長のお許しをいた〇２１番（谷内 司議員）

だきましたので、この場からの質問をさせていた

だきたいと思います。

１点目に、ごみ最終処分場についてお伺いいた

します。私たちの生活をしている中では、毎日多

くのごみが出ます。ごみは、捨てればごみ、分別、

リサイクルすれば資源であります。分別をするこ

とで減量化にもなると思うところでもあります。

分別をして、最後に残るのがごみ埋め立て場に行

きます。そこで、お伺いいたします。内淵にある

最終処分場にはカラスが多くすんでいます。昨年

よりも多いと思われますが、カラスを減らすため

の対策はどのようになっているかお伺いいたしま

す。

また、農作物の被害は、昨年は１１３０万１の

補償金を払っておりますが、そのことから今年の

農作物に被害はあるのかお知らせいただきたいと
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思います。

２点目に、公営住宅についてお伺いいたします。

公営住宅には多くの人が入居していますが、９１

名の方が未収金があり、中には保証人のない人も

いるとお聞きしていますが、保証人はお金だけの

保証なのか、また入居から出るまでの間の保証な

のか、その保証人の役割についてお知らせくださ

い。

次に、保証人の調査結果についてお伺いいたし

ます。保証人のいない入所者があることから、今

年７月に保証人の調査を行っていますが、その調

査の結果をお知らせください。

次に、風連町にあります瑞生団地の建てかえ計

画についてお伺いいたします。瑞生団地は３０年

以上たち、古くなっていますが、風連町時代、下

水道事業計画のときに西町公営住宅と瑞生団地は

古いので、建てかえと同時に下水道を入れるとの

説明をされていることから、西町公住の建設が終

わりましたけれども、瑞生団地の建てかえ計画は

いつごろかお知らせいただきたいと思います。

３点目に、大雨による農作物の被害対策につい

てお伺いいたします。７月２９日の大雨で道路、

家、農地などの被害は大変大きいところでありま

すが、道路や家はお金を出せばもとに戻りますが、

農作物はもとには戻りません。特に畑作農家の被

害は大きく、バレイショ、てん菜、カボチャ、タ

マネギなどの被害が大きいところから、対応策が

あればお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わらせていただき

ます。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

谷内司議員から大き〇市民部長（吉原保則君）

な項目で３点にわたり御質問がございました。１

項目めにつきましては私から、２項目めについて

は建設水道部長、３項目めにつきましては経済部

長よりの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、大きな項目１、ごみ最終処分場につ

いて、まずカラス対策についてお答え申し上げま

す。昨年度の隣接耕作地のカラス被害を踏まえ、

被害を最小限に抑えるために地権者と協議を行い、

今年度は爆音機９台を設置したところでございま

す。爆音機の設置、管理につきましては市職員が

行い、必要に応じてカラスの飛来の観察等もあわ

せて行ってきたところでございます。また、昨年

度より内淵処分場内に箱わな２基を設置し、カラ

スの捕獲を行ってきたところでございます。週１

０羽程度の捕獲ということでございまして、急激

にカラスが減ったというような状況にはなってご

ざいません。また、計画的な覆土、処分場周辺の

飛散ごみの清掃等も随時行っているところでござ

いますが、カラス被害をなくすためには処分場に

生ごみを入れないことが最大の対策と考えている

ところでございます。市民に対しましては、ごみ

の分別の徹底をお願いするとともに、分別しない

で出された家庭に対しましては個別の指導、ある

いは注意喚起の張り紙をして分別の協力をお願い

しているところでございます。また、小中学校や

団体のごみ処理施設の見学会や各種会合、イベン

ト等、さまざまな機会を通じて市民のごみに対す

る意識の啓発に努めてまいりたいと考えておりま

すし、加えまして処分場受け入れ窓口における分

別点検、指導を定期的に実施してまいりたい、こ

のように考えているところでございます。

次に、農作物の被害についてでございますが、

さきにお答えいたしましたとおり、本年は地先の

地権者との協議を踏まえ爆音機を設置いたしたと

ころでございます。６月１１日に設置し、以降管

理、観察を行い、８月２３日以降はカラス被害が

出ないと予想されることから撤去したところでご

ざいます。７月１４日に当該耕作地に作付されま

したカボチャの欠株数の調査を行ったところでご

ざいます。作付２万 ２５０株に対しまして欠株

数は８２株、欠株率は ３５％となっているとこ

ろでございます。このことは、昨年の欠株率１

４６％と比較すると大きな差となっており、爆音
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機の一定の効果があらわれたものと考えていると

ころでございます。

爆音機の設置のみならず、処分場における生ご

み排除の徹底、言いかえれば分別指導の徹底でご

ざいます。あるいは、箱わなの設置なり、覆土の

実施など、カラスを寄せつけない処分場を目指し、

取り組みを進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目２点目、公営住宅についてお答えをいた

します。

初めに、保証人の役割についてであります。市

営住宅の入居にかかわる契１については、原則と

して民法、借地借家法が適用されている私法上の

賃貸借関係とみなすことができるため、名寄市営

住宅管理条例第１１条に基づき連帯保証人の連署

する入居請書を提出する義務を課しておりますが、

生活保護の扶助を受ける者で家賃の納付が担保さ

れる者のうち、身寄りがなく自活できないなどや

むを得ない者に限り必要としておりません。した

がって、民法上の賃貸借契１における連帯保証人

の役割と何ら変わるところはございません。

また、責任について申し上げますと、入居者が

市営住宅に入居期間中における諸問題、特に住宅

使用料を滞納した際は、その入居者に対し納入督

促をする責務、さらに入居者にかわって滞納家賃

を納入しなければならない責務があるとともに、

住宅明け渡し請求の対象となった際には当然連帯

保証人に対しても明け渡し督促依頼を行い、住宅

修繕費や滞納延滞金等の損害賠償金につきまして

も入居者と同様の責務を負うことになります。ま

た、滞納家賃を残したまま退去し、その後におい

ても家賃の納入が見られない場合も同様に連帯保

証人に対し家賃の納付を要請するなどの措置をと

っていき、いずれの場合も最終的には司法の場に

て支払い督促を申し立てていく考えであります。

いずれにしましても、現入居者、入居希望者、一

般市民との公平感からも滞納者同様に連帯保証人

の責務を具体的に明記したガイドラインを今年度

策定したことにより、連帯保証人に対し早い段階

から滞納者への督促依頼をするなどの協力を求め、

少しでも滞納の高額化、長期化しないように今ま

で以上に適正に対応を行っていきたいと考えてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

次に、保証人の調査結果についてであります。

連帯保証人は、入居時において提出する書類の中

でも名寄市営住宅管理条例第１１条に基づき連帯

保証人の連署する入居請書がありますが、入居後

において再調査することは特に定められていなか

ったため今までは確認をしていなかったことによ

り、本人の保証人としての責務を果たせるのか否

かの実態がわからない状態だったことから、こと

しの収入申告時にあわせて連帯保証人同意書を送

付し、連帯保証人に対し今後も保証人としての責

務を引き受ける旨の再確認を行ったところであり

ます。調査の結果８１５戸に調査票を配付し、回

収については現在６１２戸が回収されており、回

収率として１７５％となっておりますが、未提出

者１３３戸につきましては今後も訪問、電話等に

て提出を求めていきたいと考えております。連帯

保証人については、回収された６１２戸のうち継

続者が４８２戸、変更が１３０戸となっており、

変更の主な理由としては保証人が既に亡くなって

いたり、収入減に伴い連帯保証人としての資格を

有していない状況にあるものであり、その場合に

は新たに連帯保証人を立てて請書の提出を求めて

いるところであります。なお、入居者の高齢化に

伴い、新たに連帯保証人を立てることが困難なケ

ースもあり、滞納等のない入居者に対しては聞き

取り等により生活実態を考慮しながら、対応をし

てまいりたいと考えております。

また、滞納者９１戸のうち現在入居している６

７戸の連帯保証人の内訳については回収が２７戸
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であり、そのうち継続者が２１戸、変更が６戸と

なり、変更となった連帯保証人については民法上

変更以前の債務も引き継ぐとされていることから、

今後も適切な対応をしてまいりたいと考えており

ます。

連帯保証人の確認については、今後も定期的に

実施することによって滞納家賃が発生した場合に

速やかに連帯保証人に対し督促依頼の協力を求め

ることが可能となり、訴訟提起に至るまでの連帯

保証人としての責務を明確化して対応していきた

いと考えておりますので、御理解をいただきたい

というふうに思います。

次に、瑞生団地の建てかえ計画についてであり

ます。瑞生団地は、昭和５０年から５４年にかけ

て１００戸が建設され、既に築後３１年から３５

年が経過しており、老朽化や生活に一番密接なト

イレの水洗化未整備団地であることから、できる

限り早期に事業着手が必要であることは認識をさ

せていただいているところであります。また、現

入居者においても西町団地の整備終了後に引き続

き瑞生団地の整備に入るものと考えていたことは

想定できますが、現実的には風連地区の住宅事情

や現時点における政策空き家が１５戸と少ないこ

と、既に着手している北斗、新北斗の整備とあわ

せて３団地を同時に整備することになるなどを考

慮すると、現段階においては今日的な財政状況の

中で非常に困難であると判断しているところであ

ります。今後は、上級官庁からも北斗、新北斗の

事業期間が長過ぎるので、一年でも短縮し、早期

に事業を完了するようにとの指導も受けています

から、事業期間の見直し及び政策空き家の少ない

瑞生団地の整備手法も含め、平成２４年度に見直

しを行う名寄市住宅マスタープランの中において

明確に位置づけをした上で瑞生団地が早期に事業

着手できるようにしたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

以上、お答えをさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目、大雨による農作物の被害対策、畑作物

の被害が大きいが、今後の対策はについてお答え

をいたします。

行政報告におきましても報告させていただきま

したが、７月２９日の大雨はこれまでの７月１カ

月当たりの平均降水量の９ ６ミリを上回る１１

７ミリが１日で降り、河川のはんらんなどの影響

も加わり、水田、畑の冠水、のり面の崩壊など総

体で２７９ヘクタールの農作物の被害を受けまし

た。市といたしましては、今般の被害の発生に伴

い、名寄市営農技術対策協議会を開催し、状況等

について関係機関、団体等による現地調査や情報

交換を行ってきております。その中で、農業改良

普及センター名寄支所、道北なよろ農業協同組合、

上川北農業共済組合との協議においては、地区的

には智恵文地区を中心に畑作物の影響が大きく、

カボチャ、バレイショ、てん菜、タマネギなどの

影響が大きく、減収額につきましては収穫後にＪ

Ａや共済組合の調査を待って判断することになり

ますけれども、質、量ともに平年を大きく下回る

状況で、支援対策につきましては今後北海道並び

にＪＡ系統などの対応状況を見きわめながら、資

金対策を含めて総合的に判断し、来年度の営農に

支障のないような支援策を検討していきたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁いただきました〇２１番（谷内 司議員）

ので、再質問をさせていただきたいと思いますけ

れども、まず最初に最終処分場についてなのです

けれども、先ほどの報告によりますとわなをかけ

て、週１０羽程度といいますと年間四、五百羽は

とれるのかなと思いますけれども、最近、先日な

のですけれども、最終処分場行ってきましたけれ

ども、カラスが相当います。昨年私が見たよりも

まだまだふえています。そんな中で、なぜカラス

があんなにいるのかなと本当に不思議なのですけ
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れども、多分先ほど答弁にありましたように食べ

物があるからだと思うのですが、その中であそこ

にごみをあけていくと、その後人ルだとかユンボ

でごみを押しますよね。そうすると、私が行って

いたとき人ルドーザーで押していたのですけれど

も、人ルドーザーが動くと人ルドーザーの前が見

えないぐらい人ルドーザーの車にカラスが寄って

くるのです。そして、行った後みんなしてその出

てきたえさを食べているのです。すごい状況なの

です。あれは何とかしなければならないなと。た

またま今回のとき農作物、この後でも再度質問し

ますけれども、被害がないという調査なのですけ

れども、多分大なり小なりあるだろうと思うので

すが、その中において私今回このごみ処理につい

ての一般質問３回目になるのですけれども、３回

とも同じようなこと、全然進歩していません。３

年前のときの予算書を見たときにも、その予算書

の中の計画についても同じことやっています。爆

音機でわな、これ以外何の進歩もない。それであ

って農作物の被害が出た。あそこに臭いにおいが

する。カラスがいつまでもいる。わなを使ってと

る。そのイタチごっこでやっているような状態な

のですが、それを何とかしなければならないと思

うのですが、そのカラスを減らすために、今言っ

ている爆音機では減らないのです。１年間に４０

０か５００とって、それでカラスがいなくなるか

というといなくならないのですが、カラスをどの

ようにして減らそうとしているのか。食べ物をな

くすというのはわかるのですが、その辺をきちっ

とした明快な御答弁をお願いいたします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまカラスの絶〇市民部長（吉原保則君）

滅というか、そういう部分で再質問がございまし

た。最初の質問でもお答えいたしましたが、埋め

立てごみの中にそういった家庭ごみ、家庭ごみと

いうか、いわゆる厨房のごみなどがまざらないよ

うにするのが最大の防御策というか、対策だとい

うふうに考えております。それで、分別の徹底に

当たりましては、委託先の収集員と私ども担当が

毎日当日の収集状況、結果について打ち合わせを

行っておりますし、日々寄せられる市民からの苦

情だとか要望を協議するとともに、収集に当たり

ましては分別されない、指定曜日以外の排出、あ

るいは収集しないごみの排出等で収集しなかった

件についての報告などを受け、収集時に排出者と

面談できた場合には収集員からの説明なり、指導

をしておりますし、またこれらに加えまして不当

なごみといいますか、そういった不適切な排出を

する方など、あるいはマンションにも特に多いと

いう部分も踏まえまして、管理人さんの御理解な

どいただき、職員と面談、さらにことしについて

は、特定するマンションにつきましては会えない

方については文書等を配付するなりの協力をお願

いしているところでございます。

いずれにしても、繰り返しになるかもしれませ

んけれども、生ごみを埋め立てごみにまぜないと

いうか、混入させない、排出させないことが最大

の防御策、対策であると考えていますので、少し

粘り強いというか、時間かかりますけれども、市

民の皆さんの御理解を得るような対策というか、

そういった形の対応を今後も進めていきたいと考

えていますので、ぜひ御理解を賜りたいと。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にあそこに生ご〇２１番（谷内 司議員）

みを入れない、そして本来ですとごみ処理につい

てはその日に持っていったものはその日に埋め立

てをしなさいというのが法律で決まっていると思

うのですが、それが量が少ないから毎日毎日土を

かぶせるということになると大変な経費がかかる

から、それはそれなりの処置でいいのかと思うの

ですが、やっぱりその辺からしていかなければな

らないから分別を徹底してやる、これしかないと

私思いますので、その辺よろしくお願いしたいと

思います。

次に、処分場にプラスチック類のごみなのです

けれども、あれがすごく、道道ですか、あそこか
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ら処分場のほうに入っていくところの道路行きま

すともういっぱいごみが散らばっているのです。

先ほど答弁の中で清掃していますと言っていまし

たけれども、すごくごみがあるのです、いっぱい。

風が吹くと飛び回っています。あんな状態の中で

ごみの最終処分場ってちょっとうまくないような

気がするので、その辺もしっかりと対応していか

なければならないなと思うのですが、市長の行政

報告の中にありますけれども、この中に小学校等

への説明会等や埋め立て処分場、リサイクルセン

ターの見学会をしたと、施設見学をしたと書いて

あるのですけれども、今回のときの行政報告にあ

ったのですけれども、前日小学校４年生の子供に

会いました。私たちが毎日、毎年ですか、家庭を

回ってごみを収集をして、それを売って、資金源

にしてスポーツや何かに使っているのだよと。そ

うやって集めているのにもかかわらず、あのごみ

処理場に行くとアルミ缶、スチール缶、段ボール

いっぱい投げてある。なぜあそこに投げてあるの

ですか、そんなことを聞かれた。本当にあの姿を

見せたときに子供たちにある意味では悪影響です。

子供たちは一生懸命そういうものを集めて、自分

たちの部活なり何かに使うお金をそこで売って確

保しようと頑張ってやっている。ああやってごみ

の分別を一生懸命やっているのにもかかわらず、

そこを見学させたときに、あんな状態を見せたと

きに私自身はあれはちょっと悪影響になると思う

のですが、あの見学会やめたほうがいいと思うの

ですが、どうですか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま小学生のご〇市民部長（吉原保則君）

み施設の見学等についての御質問かと思います。

御案内のとおり小学校の４年生の社会科の中では、

ごみはどこへ行くのというような単元で、７時間

にわたってごみの処理に係るさまざまな問題だと

かリサイクル、あるいはごみ出しのマナー等、ご

みを減らすことも含めて学ぶ授業がございまして、

その中の７時間のうちの１つの時間をそれぞれの

学校では炭化センターなり、あるいはリサイクル

センター、そして最終処分場等の見学に充ててい

るところでございます。今お話ありましたように

処分場に本来なら資源ごみであるべきアルミ缶が

混入しているというか、あって、お子さんが疑問

を抱かれたということでございますけれども、ひ

とつそのことはある意味反面教師にしていただき

たいなと思っていますし、こういった授業を通じ

て小さなうちからごみの排出のマナーを学ぶこと

は非常に有意義なことと考えております。また、

そのアルミの混入に関しましても先ほどの食品、

台所系のごみと同じくきちんと市民の皆さんに分

別の徹底の指導をしてまいりたいと考えています

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に缶などはしっ〇２１番（谷内 司議員）

かりと分別すればああいうことにならないのです

けれども、やはりあのような姿を子供たちに見せ

るということは、子供たちが一生懸命各家庭まで

リヤカーを引いたりして、家庭の人から缶だとか

段ボールだとか瓶だとかと出してもらって、それ

を資金源として部活に使っているあの姿見たとき、

私自身もそういう案内が来たときにはそれをとっ

ておいて出してあげるのですけれども、そのよう

に子供たち一生懸命頑張って、缶はこういう分別

するのだとやっているにもかかわらず最終処分場

にあるということ自体がやはりおかしなことなの

です、子供にしたら。そしたら、子供たちにした

ら、こんな缶なんか要らなくなれば処分場に投げ

ればいいのだ、瓶が出れば投げればいいのだと、

こんなことを認識してしまうから、やっぱり子供

たちにああいう姿を見せたらうまくないなという

のが私の意見なのですけれども、そのことも考え

て、これからその見学会についてもやるかやらぬ

か考えていただきたいと思います。

それで、ごみのことについては最後になるので

すけれども、今後このごみの最終処分場を含めた

中で、しっかりとした分別をしてリサイクルをし
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ていかなければいけない。そして、低減も図らな

ければいけない。そのことを踏まえて、今後処分

場のあり方についての計画等がありましたらお知

らせいただきたいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

処分場の今後のあり〇市民部長（吉原保則君）

方についてお尋ねがありました。最終処分場に搬

入されるごみの量につきましては、ごみの有料化

なり、炭化センターの稼働、それから市民の皆さ

んの分別への理解、協力により年々減少の傾向に

ございます。埋め立ての残存期間も内淵であと７

年程度、風連処分場であと１０年程度使用できる

ものと考えているところでございます。

平成１９年に策定いたしました名寄市の一般廃

棄物処理基本計画では、１９年から以降２８年度

までの１０年間の計画を策定したところでござい

ます。来年、平成２３年度が中間年に当たること

ですので、２４年以降の計画につきまして見直し

をしてまいりたいと考えているところでございま

すし、一方定住自立圏構想の中でも広域的なごみ

処理事業の推進が検討課題と想定されているとこ

ろでございますので、今後近隣市町村と処分場の

運営なり、ごみの分別、収集、運搬、費用負担等

についての研究、協議なども行い、今後のごみ処

理のありようについて検討してまいりたいと考え

ていますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にごみは大変で〇２１番（谷内 司議員）

ありますので、毎日出てきますので、それに対し

てやはりその辺ないようにしっかりとした対応を

していただきたいと思います。

次に、公営住宅についてお聞きしますけれども、

保証人の役割についてはやはりそうだろうという

ことで予測しておりましたので、それについては

理解できますので、割愛をさせていただきたいと

思いますけれども、調査結果なのですけれども、

７月に調査をしていたのをそれは私も知っていま

して、たまたま私のところにも保証人やってくれ

と来た人がいましたから、それでわかったのです

けれども、その中でなぜこういうことを申し上げ

るかといいますと、未収金があって、その人が今

現在でも、ことしに入っても強制執行しましたよ

ね。あんな人が言って、それなりの金額はある。

それだけの未収金があるのにもかかわらず、なお

かつその人に対しての保証人をお願いしてもやる

人がいるのかなと。多分そういう人たちはなかな

か、未収金これからのものだったらいいのですけ

れども、以前のものがあるとそれに対して保証人

というのはなかなかいないと思うのです。だから、

ここでこれだけの人数の人が提出されていない人

がいるのかなと思うのですが、それに対して何十

万１も未収金があるのにもかかわらず、それを引

き受けして保証人としてなってくれた人がいるの

かいないのかをお願いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

正直申し上げ〇建設水道部長（野間井照之君）

ましてそこまで詳細な調査はまだ上がっていませ

んけれども、多分今議員が言われるように未収金

がある方、多い方には特に保証人が改めてつくと

いうようなことは多分にしてないと思っています

けれども、その辺をもう一度訪問したり、電話等

で確認をさせていただいて、できるだけ多く保証

人をつけていただくような形、どうしても保証人

が、最終的にはもう今やっているような手法の手

段しか出てきませんけれども、基本的には当事者

同士の話し合いで未収金をなくしていきたいとい

う考え方を持っていますから、できるだけ保証人

をつけていただくよう努力をさせていただきたい

というふうに思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、ただ私今聞いたのは、以前からの未収

金がある人９１人いるのでしょう。そして、その

うちの６７人の人が今現在入所しているとありま

すよね。ということは、１２４人の方は、９１人

から６７人ですから２４人が入所していないのだ
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と思うのですが、その中で２７人の人が回収があ

ったよと、保証人がありますと。そのうちに２１

人がそのまま継続で、６人の人が変更になってい

るという答弁いただいたのです。ですから、今現

在未収金がある人、その人の保証人になった人が

それも含めた中で、以前の未収金も含めてなお保

証人をやっていただけるのか、その辺の確認をし

てその人を保証人と認めたのか、その辺を聞いて

いるのですけれども、よろしくお願いします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお答〇建設水道部長（野間井照之君）

えの中で申し上げましたが、連帯保証人の同意書

を一緒に未収の方にも送付させていただいていま

して、そこで連帯保証人に対して今後も保証人と

して債務を引き受ける旨の確認はしておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。それ〇２１番（谷内 司議員）

は、まず以前の未収金も含めて理解した上で保証

人やっていただけるということで私理解していい

のだと思うのですけれども、先ほどあったように

未収金、こんなこと言ったらおかしいのですけれ

ども、前にあったのですけれども、保証人の人が

入居したのだけれども、お金の面についてはそれ

はあるけれども、たまたまその人たちが身内がい

ない方で亡くなった人がいるのです。それの後始

末、何でおれがしなければいけないのだと、何で

おれが保証人だけれども、家財から何から始末し

なければいけないのだと。お金の場合は仕方ない

から払わなければいかぬとわかるけれどもと、そ

う言っていた人がいたのです。だから、本当に保

証人というのは大変なのですけれども、まして未

収金のある人はその人の保証をするとなると当然

今現在で未収金があって、なおかつ今回保証人に

なったのだったら、今まで持っている未収金をそ

こで払ってもらえるのかなと思うのですが、そん

な中でこれ未収金対策大変なのですけれども、そ

の辺しっかりやって、まだ全部集まっていないと

いうことですので、やっていただきたいし、前回

も新聞に出ていましたように今回この見直しをし

て、このような制度をして、保証人とも早く連絡

をとってやっていきたいと、こんなこと出ていま

したので、そのことを踏まえてしっかりとした公

営住宅に入居する人の未収金並びにその生活もろ

もろについてもやっていただきたいと思います。

それから、公営住宅についてなのですけれども、

名寄市にもマーガレットだとかいろいろな住宅あ

りますけれども、公営住宅に入居している人に家

賃をもらっていますよね。当然家賃もらっている。

未収金のない人ですが、払っていると思います。

それに対して、ことしの春だったのですけれども、

壁が雨垂れで入ってきて押し入れに物を入れてお

けないのだと。何ぼ市役所の人にお願いしても直

してくれないのだと、そんな人もいました。風連

にもいますけれども。そういう家賃をもらってい

る以上は、そういう報告があったときには即それ

に対応して直さなければならない義務があると私

は思うのです。普通マンションあたりですと大家

さんがそうやってすぐ直しますけれども、その辺

はなかなかそれは直っていないのが現状なのです

が、その辺はどうですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には入〇建設水道部長（野間井照之君）

居時に入居の心構えというか、入居の例えば今言

ったように湿気だとか雨垂れ、雨垂れはまた別な

ものなのですけれども、湿気だとかあった場合の

湿気が出ないような形の入居の方法等をパンフレ

ット等でお知らせをしまして入居していただいて

います。例えばそういう住んでいる方のほうに瑕

疵がある場合には自分でやっていただきますけれ

ども、今言った雨垂れだとか、どうしても建物の

ほうに瑕疵がある場合には当然市のほうで修繕を

しまして入居していただくというふうになってい

ます。ただ、これもお話し合いの中でどうしても

これは市でないかともめる場合もございますから、

それは相談に応じながら入居いただいているとい
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うことでありますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそれは市の責〇２１番（谷内 司議員）

任問題がいろいろあると思うのですけれども、た

またまこの間も風連のほうにあったのは、何かベ

ランダのところが腐っているから、人間上がった

ら落ちたら困るのでと何回言っても直してくれな

いのだと、そういう話ありました。それで、行っ

て見てみたら本当にひどかったのですけれども、

それから私自身役所のほうに言ったら、すぐ見て

対処しますと言ってから３日目に直りました。そ

んなぐあいになっているのですけれども、そした

ら言われたのです。あなた議員やっているから、

言ったらやってくれたのだろうと、私は何ぼ言っ

てやってくれなかったのだと、こんな返事が返っ

てくるのです。そうではないのです。やはり住民

の人が言ったら、それに対して見て直すものはす

ぐ、私が行くのではなくて、そういう人たちの意

見を受けてやらなければいけない。前にも名寄の

ほうに呼ばれて行ってみたときに、当然壁から雨

垂れですか、雪解け水が入ったか何かで、壁側の

人だったのですけれども、押し入れがぬれていた。

あれは間違いなくそういう雪などの水が入ってぬ

れたと思うのだけれども、それだっていまだにま

だ直っていません。だから、そういうことでお金

はかかるかもしれませんけれども、家賃をもらっ

ている以上、大家さんとして直す義務があると思

いますので、その辺の対応をしっかりやっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

次に、瑞生団地の建てかえなのですけれども、

私自身もこの建てかえというか、下水道工事のと

きに、町内の中で下水道を水洗トイレにするとき

にその説明会あって、西町公営住宅でありました。

私もそれに参加しまして、それに対して私は自分

自身の負担金は幾らになるのですかとかそういう

話も含めて聞いてきたのですが、そのときの説明

会で、下水道終わって１０年以上たつのですが、

ときに西町と瑞生団地の住宅は古いので、今は水

道を引いてでもすぐ壊さなければならないと。そ

の後すぐ西町から建てかえ工事をしていくので、

建てかえ工事とあわせて下水道も入れていきたい

というような説明をされていました。それで、道

路にはちゃんと管が入っていて、桝も入っていま

す。そこまで下水道は進んでいるのに、西町公営

住宅はもう工事が終わったにもかかわらず、まだ

瑞生団地の中の瑞生の字も出てこないで、この計

画書を見ても２３年度、２４年度の計画にも瑞生

団地の建てかえ工事というものが出てきません。

これではやはり住民に対してその説明をしたのが

うそになるように思うのですが、その辺に対して

どのようにお考えかをお聞きしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

旧風連町時代〇建設水道部長（野間井照之君）

の平成６年度に風連町の公共賃貸住宅再生マスタ

ープランを策定しておりました。この計画は、策

定後１０年間の計画として特に風舞団地及び西町

団地を再生団地として位置づけて、北海道や国の

承認を得て事業に着手いたしたということであり

ます。西町団地は、整備自体も当初計画よりか３

年ほどおくれの平成１５年から着手して、平成２

０年までに２０棟の４０戸が完成したところであ

ります。西町団地の整備につきましては、旧風連

町から新名寄市に引き継がれましたが、瑞生団地

については平成１９年度に策定した名寄市住宅マ

スタープランの中に具体的な整備計画の記載はご

ざいませんでした。北斗、新北斗団地を中心とし

た整備計画を立てることになりましたけれども、

明確に位置づけをされていない事業については現

在の住宅交付金の対象とならないということで、

先ほどお答えを申し上げました平成２４年度の計

画の見直しの段階で瑞生団地の計画を北海道など

と協議をさせていただいて、計画の中に加えてい

きたいというふうに考えております。よろしく御

理解をいただきたいというふうに思います。
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谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

その計画の説明はわ〇２１番（谷内 司議員）

かるのですけれども、やはりそのときに下水道、

今現在もまだ水洗になっていないのです。西町の

ほうは終わりましてなっているけれども、瑞生団

地につきましては。この間そこにいた年寄りの方

なのですけれども、おれ生きているうちに新しい

家で水洗トイレ使えるようになるのだよななんて

そんな話をしていました。そして、その方が亡く

なりました。その人の娘さんが来て、娘さんに言

われました。うちのお父さん、ここの住宅新しく

なって水洗トイレが使えるのだよなと１しみにし

ていたのに、それもかなわなくて死んでしまった

のだ。本当に寂しい言葉です。そういう説明を事

前にしていて、それを１９年度のマスタープラン

の中に計画に入っていなかったからといったって、

やはりそういうものは合併と同時に、１８年に合

併したときに引き継ぎをしていれば、どういう状

況で住宅の計画があったのか、西町公住が終わっ

たら瑞生団地にいくよという、そういう計画があ

ったものだったら、当然引き継ぎして、１９年度

の計画があったのならそこでなぜ瑞生団地の計画

は出てこなかったのか。それは、計画がなかった

から入れなかった、それないからできなかったで

なくて、役所としてそれは当然やらなければなら

ぬことをやっていなかったと私思うのですが、ど

うですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

新しいマスタ〇建設水道部長（野間井照之君）

ープラン１９年度に策定した段階では、多分その

瑞生団地あるいは西町団地の残りの部分も当然計

画の中で組み込まれるべきだというふうに思いま

すけれども、事業の選考の中で、ちょっと私も担

当していませんでしたから憶測になりますけれど

も、名寄のほうの北斗、新北斗のほうの計画が先

だったのではないかというふうに考えています。

したがって、その段階では瑞生団地の計画を組み

入れることができなかったのではないかというふ

うに思っています。今の段階ではそれぐらいしか

わかっていませんけれども、ただ、今議員が言わ

れるように既存の公営住宅を水洗化するというふ

うになれば、国の交付金メニューとしては住環境

改善事業として取り組むということになるのだそ

うです。しかし、これにもそれなりの条件がつき

まして、もう既に住宅としての耐用年数がないと

いうこと、３０年たっていますから、ないことか

ら本格的な耐力度調査を行って、１０年以上もつ

ということになればそういう事業が採択されると

いうふうなことでありますから、そしてそれに例

えばお金がついたとして水洗化を１００戸したと

しても、また１０年間新しく建てかえができなく

なってしまうということを含めると、今２４年に

再生マスタープランを見直していただくときにど

んな計画になるか、今の北斗、新北斗の計画を１

０年持っているものを７年に縮めて瑞生を計画に

入れるか、そっちのほうが市民の住環境としては

早くできるのではないかというふうに考えていま

す。御理解いただきたいというふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

その中身については〇２１番（谷内 司議員）

ちょっと理解できないところもあるのです。わか

らないと言ったほうがいいのかな、あるのですけ

れども、やはり下水道ですともう１０年以上たっ

ていたときにそのようなことが旧風連町の中で計

画にあったのですから、それを考慮していくと当

然それは計画出てこなければならぬと思うのです。

それが合併があったから、ちょっとその辺がわか

らなかったのですけれども、それで引き継ぎがど

うなのか、引き継ぎがなされていなかったのか、

その辺わかりませんけれども、やはりそのときに

そういう計画があって、西町が終わったら瑞生団

地という形の中で市民にまで説明してしまった以

上は、市民の人はもうそろそろやってくれるか、

先ほど言いましたように待っていたのです。それ

を待っていたけれども、待ち切れなくて亡くなっ

てしまった人もいるという形なのですけれども、
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それを今になってどうのと言っても仕方ないこと

なのですけれども、やはり２４年度なら２４年度

の計画の中で立てていくのなら、早急にそれを対

応していただきたいと思います。その中で、先ほ

どの答弁にありましたように政策空き家が１５軒

しかないからだめだとか、そんなの理由になりま

せん。もっともっとあそこはそのときによって政

策空き家って空き家がいっぱいあったのです。で

も、なかなかその計画が見えてこないということ

で、風連、住宅難なものですから、そしたら建て

かえするまででいいから入れてくれという形で単

身の人、ひとり者の人ですね、そんな人たちを建

てかえまでという形の中で、１束の中で入れてあ

ります。ですから、今政策空き家って空き家がな

いのです。本当に住宅がないのです。ですから、

教員住宅の古くなっているところあるのですが、

あの教員住宅の古いところでもそこを住まいとし

て貸してもらいたいという人もいっぱいいるので

す。それだけどうしてなのかわかりませんけれど

も、風連の住宅がないという形になっているので

すから、その辺をしっかりと考慮して、２４年度

の計画の中で明記されて、早急に対応するように

お願いしたいと思います。

次に、最後になりますけれども、水害で大変被

害が、７月２９日にあった被害なのですけれども、

水田農家の人にしてみればそれほどでなかったと

思うのです。今回の災害は、やはり畑作の農家の

人がひどい打撃だと思います。また、ことしはこ

んな異常高温によって高温障害も起きたことによ

り、やはり大変野菜類についてはだめなのありま

すし、キャベツ、１菜にしたら巻かない、玉にな

らない、売り物にならないという人いっぱいいま

すけれども、それはともかくとして、水害によっ

てなった面積は相当あるし、特に智恵文地区の人

にしましたら川のはんらんなんかがあったことに

よって、先ほどこれからの収穫状況を見ながらと

いう形の中で調整した中でしていきたいというこ

ともありましたし、この行政報告の中にもそれら

に対応していきたいという言葉はあるのですが、

やはりその収穫作業もわかるのですが、ビートに

したら前回水についたときはそうでもなかったよ

うに思います。今現在行ってみますと真っ黒です。

あのビートは売り物にならぬと思います。それぐ

らいひどいと。ジャガイモも腐っています。ニン

ジンなんか知っていますか。みんな土の中で溶け

てしまっているのです。この間のテレビを見てい

たら、ニンジンの値段が７倍なのです、今。それ

ぐらいニンジンはすごくやられてしまった。それ

で、前回、前日ですか、日本甜菜製糖（株）のほ

うにちょっと用事があって行ってきたのですけれ

ども、日甜の工場はいつもなら２月の中過ぎから

３月ぐらいまで製糖事業があるのにもかかわらず、

ことしは１２月いっぱいもつかなと、そんなこと

を言っています。それぐらいの被害がひどいので

す。そして、私は水田ですけれども、畑の人はそ

ればっかりでなくて、ジャガイモもつくっている、

ビートもつくっている、カボチャもつくっている、

そういう人が多いのですが、カボチャだってあの

水が出たときみんなカボチャ浮いていましたよね、

水に。あれだって売り物にならない状態なのです。

ですから、それに対してやはり来年度の営農も大

変だと思いますし、ことし自体もこんなことにな

ってきますと生活にも大変な支障を来すと思うの

です。ですから、多分先ほどの茂木部長の答弁に

よりますと農協と話して利子補給ぐらいしよう、

何かをしようというぐらいの支援対策だと思うの

ですが、それ以上のものを私は求めたいと思いま

すが、どうですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

去年も冷湿害という〇経済部長（茂木保均君）

ようなことで特に畑地帯影響を受けているのです

が、いろいろ現地を調査をしたり、お話をお伺い

すると、今谷内議員が言われたように昨年どころ

の比ではないというようなお話を伺っております

し、特に根物なんかについては、ビートについて

は糖度の問題、あるいはでん原バレイショについ
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てはライマン価の問題ありますから、こういった

ものが単に反収だけでなくていわゆるでん粉なり、

砂糖の含有量、こういったものがもう本当に厳し

い状況になっているというようなお伺いをしてお

ります。したがいまして、資金対策というのが基

本になろうかなというふうに思いますけれども、

ほかの対策も含めて十分検討して、どんな対策が

必要なのか、そんなことも含めて農協を含めて協

議をさせていただきたいと思っておりますので、

御理解いただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそうだと思う〇２１番（谷内 司議員）

のですけれども、部長の言うのわかるのですけれ

ども、先ほど言ったようにバレイショは剣淵の合

理化澱粉工場、半分でしょうと言っていました。

タマネギも小さくて、青果連に行って聞いたら全

然ありませんと。大根は水がついたことによって

中に黒いしんができて売り物になりません。それ

で、みんな出荷しないで投げた人もいっぱいいま

す。本当に畑作の人は大変です。私自身も同じ農

業をやっていて、私自身は水稲だから、水稲だけ

が農業ではありませんから、畑も酪農も含めて農

業ですけれども、その基幹産業の農業がそこまで

打撃を受けているのですから、それ相応の対応は

必要だと思うのです。ですから、先ほど言ったよ

うに多分農協通して貸し付けをして、行政と ５

％でもって１％の利子補給して、それで貸し付け

しようとかとそんなような対応ではだめですから、

やはりそれなりのもので、来年農家の人がちゃん

とできるようにそれなりの対応をし、種子も来年

も買わなければならない、種子も全額買ってやる

よと、それぐらい出してやるぐらいの気持ちを持

った対応をしていただきたいと思いますが、それ

に対して、大変申しわけないのですけれども、私

今回３問の質問をさせていただきました。それに

対して市長の考えがあれば教えていただきたいと

思います。よろしくお願いします。それで、終わ

りたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

最後の農業被害の御質問〇市長（加藤剛士君）

ということでよろしいのですよね。

（「ごみと住宅も」と呼ぶ者あり）

まず、ごみの処分の問題〇市長（加藤剛士君）

でありますけれども、先ほどから議員がおっしゃ

られているとおり、埋め立てごみの分別がやっぱ

りしっかりとなされていないということが大きな

要因の一つだという御指摘のとおりだというふう

に思います。今部長からもお話ありましたけれど

も、市民の中でもこうした審議会等もあるという

ふうに聞いています。分別を促進させるためにど

のような対策があるのか、抜き打ちですとか、あ

るいは埋め立ての袋自体の値段を上げていくだと

か、いろいろなアイデアはあるのかもしれません。

その辺のアイデアもぜひとも市民の皆さんにもい

ただいて、できるだけ分別が促進されるようなこ

とにしていくよう努めてまいりたいというふうに

思います。

公営住宅につきまして、保証人のこれは今部長

が答弁していただいたとおりでありますので、瑞

生団地の建てかえについてもそのようなことで御

理解いただきたいというふうに思います。

農作物の被害につきましても、市で単独でとい

うことにもなりませんでしょうから、農協ともよ

く相談をしながら、その被害の状況をしっかりと

見きわめて対応していきたいというふうに思いま

すので、よろしく御理解のほどお願いいたします。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

豪雨災害対策について外３件を、黒井徹議員。

それでは、議長から〇１８番（黒井 徹議員）

御指名をいただきましたので、通告に従い、質問

をさせていただきたいと思います。

まず最初に、私の立場からも今回の大雨により

ます被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し

上げたいと思います。また、避難誘導等に当たら

れた関係者の方々にも大変御苦労さまでした。心
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から敬意を表したいと思います。

まず、１番目、豪雨災害対策について、災害の

実態とその対策ということでございますけれども、

行政報告にもありますけれども、記載されている

のは大きな被害があった名寄の旭ケ丘、それから

風連地区の緑町地区ですが、避難勧告までもいか

ないが、増水による被害、あるいは排水等の対策

を行ったところが多くあると認識をしております。

その実態をここでお知らせをしていただきたいと

いうふうに思います。

次に、その後の対策ですが、豊栄川については

御承知のように道の事業の前倒しということで対

策を行う決定がされました。関係住民にとっては

大変喜ばしいことだというふうに思います。今回

補正予算を計上しておりますが、その他の災害対

策について箇所及び工事内容等についてお伺いを

したいというふうに思います。

２番目、今の谷内議員とも同じ質問になろうか

と思いますけれども、農作物の被害、農業の施策

についてお伺いをしたいと思います。まず、水害、

湿害の状況について。７月は雨天高温といいます

か、多くの畑作は乾く暇がなかったというような

ことで、トラクターによる管理作業もままならな

い状況が続きました。農作物も湿害が心配してい

たやさきの７月２９日の大雨による冠水で決定的

となってしまいました。それでも、畑作農家は少

しでも被害を食いとめるために小型ヘリで病害虫

の防除を行っております。地域により差はありま

すが、深刻な事態になっていることは間違いない

というふうに思います。現時点での作物ごとの被

害状況をお伺いをしたいと思います。

次に、支援の考え方についてです。昨年は、何

十年ぶりからの農協、市職員等による援農作業が

行われました。ことしは、経済的に大変苦しい状

況になると予測されます。さきにも述べましたよ

うに防除には効果の早い価格の高い農薬とヘリの

利用料等費用は高くついて、収量は低く、品質が

低下し、売り上げは大幅にダウンするということ

は明らかです。来年の再生産に向けて、行政はど

のような支援を考えているのかお伺いをしたいと

思います。

３番目ですけれども、経営近代化施設について。

先般名寄市過疎地域自立促進計画が示されました

が、その中で農業分野で平成２３年に玄米ばら集

出荷調製施設１億 ５００万１、それから２４年、

２５年に農業支援センター整備事業１億５００万

１が計上されています。その事業内容等について

お伺いをしたいというふうに思います。

大きい３項目めになりますけれども、これも他

の議員から質問ありましたけれども、お許しをい

ただきたいというふうに思います。都市再生整備

事業についてお伺いをしたいと思います。この事

業につきましては、定例会のたびに質問や、ある

いは議員協議会の説明を受けておりますが、また

今回も他の議員からもありましたが、名寄市の将

来に大きくかかわる事業でもあるし、市民も大き

な関心を持って見守るというよりも御意見がある

のではないかというふうに思います。多額の予算

を投じる事業にしては情報が断片的で、全体像が

明確に見えてきません。今回は、巨象の姿はっき

り見えるように、大きく３人ロックに分けて質問

をさせていただきます。

まず、事業が先行している駅横整備事業です。

そのうちでも、仮称ではありますけれども、複合

交通センターと民間事業について伺います。

次に、３・６地区の再開発について、どこまで

計画、協議されているのかお伺いをしたいと思い

ます。

最後に、市民文化ホール事業についてお伺いを

します。明確な説明、答弁を期待をしております。

４番目、総合案内窓口について伺います。行政

報告の中に加藤市長の公１で民間会社名寄市的発

想で実施し、１カ月で ３３６人の市民が利用し

たとあります。私の感想では、多くの市民が利用

したなというふうに思います。逆に考えると、今

まで市民はわからないときはどうしていたのか、
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あるいは市職員が現場でそれぞれ大変な思いをし

て対応をしていたのかといろいろと考えますが、

ここで伺います。実施の内容とその検証をどのよ

うにまとめたのか、また現在２回目の試行が始ま

りましたが、何か改善されたことはあったのかを

お知らせください。

２番目、市民のサービスの考え方について。総

合案内も市民サービスの一つだというふうに思い

ますが、大きくとらえた市民サービスの考え方に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま黒井〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で４点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目、３点目の

小さい項目（１）と（２）は経済部長から、３点

目の（３）は教育部長から、４点目は総務部長か

らのお答えとなりますので、よろしくお願いをい

たします。

名寄市においてもこれまで何回となく降雨被害

を受けてまいりましたが、７月２９日の大雨は旭

川地方気象台によると、今まで何回となく申し上

げておりますけれども、時間雨量で２ ５ミリ、

１日にして１１７ミリ、これまでに余り名寄市が

経験したことのない降雨量でございました。名寄

地区では豊栄川があふれ、徳田地区の旭ケ丘町内

会や１９線沿線、風連は真狩川があふれたことに

より緑町、南町、仲町、西町などにおいて被害を

受け、両市内で床下４１件、床上５件という大き

な浸水被害が出た状況であります。また、智恵文

地区でも大和川、八線川、福徳川が越流したり、

決壊したことにより、農地へ広範囲にわたり浸水

被害を受けることになりました。これら河川のほ

か道路についても、智恵文北山や旭東ラカン沢線

などでも通行不能となる事態が発生しております。

また、市街地においても排水等のふぐあいにより

相当数の浸水被害が発生いたしました。災害当日

も１級河川の樋門閉鎖に伴う水中ポンプや土のう

の設置などの対応をさせていただきましたが、そ

の後においても河川、排水路の改修を初め樹木の

伐採、草刈り、床ざらい等改善作業を進めている

ところでありますし、９月２７日には道路２本、

河川２本の災害復旧事業の国庫補助採択に向けて

現在作業を進めているところであります。今後に

おいても市民の安全で安心して暮らせる生活環境

整備に努力したいと考えておりますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目と３点目についてお答えをいたします。

初めに、大項目２点目、農作物の被害と農業政

策について、小項目１点目、水害、湿害の状況に

ついてお答えをいたします。本年の気象状況につ

きましては、春から低温が続いておりましたが、

６月に入り気温が上がり、農作物の生育も回復を

見せておりましたところ、７月２９日の大雨によ

る被害が発生したところであります。６月の気象

状況は、平年と比べて平均気温は ３度高かった

ものの降水量は２５６％、また７月は平均気温が

３度高かったものの降水量は３１３％となり、

非常に高温多湿状態が続き、いずれの畑作物にお

いても湿害が見られるような状況になりました。

この湿害により、水稲は一部いもち病の発生、秋

小麦、春小麦は収穫時の降雨により穂発芽等によ

る規格外品の発生、バレイショ、てん菜の根物は

生育の停滞、茎葉の黄化、野菜のタマネギは小玉

傾向、カボチャについても茎葉の黄化、疫病の発

生により着果数が少なく小玉傾向と畑作物を中心

に大きな影響がありました。

大雨による市内の農作物の被害状況でございま

すけれども、冠水による被害でカボチャが５３件

で５８ヘクタール、バレイショが２９件で２７ヘ

クタール、小豆が２６件で３３ヘクタール、スイ

ートコーンが２２件で３５ヘクタール、大豆が２
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１件で２６ヘクタールなどとなっておりまして、

総体では２３７件、実戸数で１２３戸、２７９ヘ

クタールの農作物において被害が発生した状況に

なっております。被害額につきましては、収穫の

状況を見て判断することとなりますので、よろし

くお願いいたします。

また、上川北農済組合の７月３０日現在の調査

結果では、２００ヘクタール程度の冠水被害が発

生したとの報告がありました。そのうちメロン、

人卉のハウス共済として４戸、１１棟の被害のう

ちハウス内作物に２５０万１程度の支払いが発生

していると報告がありました。

次に、支援の考え方についてお答えをいたしま

す。今般の被害の発生に伴いまして、名寄市営農

技術対策協議会を開催し、実態について関係機関、

団体による情報交換を行ってきております。特に

道北なよろ農協、上川農業共済組合ではカボチャ、

バレイショ、ビートなどは収穫後に判断すること

になりますけれども、質、量ともに平年を大幅に

下回るとしております。今後北海道や農協系統の

対応策を見きわめながら、資金対策等を含め協議

してまいりたいと考えております。また、今回は

排水の不備による冠水等も非常に大きかったとい

うことで、小規模土地改良事業的なものにつきま

しても平成２２年度に道の補助事業で実施した緊

急農地排水対策支援事業、こういった事業の継続

実施も含めて対応について関係機関、団体とも協

議してまいりたいと考えております。

次に、経営の近代化施設についてのお答えをい

たします。道北なよろ農協では、実需者からの売

れる米づくりとして品質の均一化と物流改善の要

望にこたえるために、平成１５年度に名寄地区に

おいて生産振興総合対策事業、国費で実施した玄

米ばら集出荷調製施設の整備を図ってきましたが、

風連地区分についても対応が可能となるよう、年

間の目標処理能力を既存の ５５０トンから ２ 

００トンに増設する計画を平成２３年度に実施す

べく検討しているところでございます。市といた

しましても、これまでの農業近代化施設の設置経

過等から、補助事業等で対応すべく道北なよろ農

業協同組合を含め、上川総合振興局とも協議を行

ってきましたが、総体的に国の予算枠が減額され

る中、ほかの地域における大型のプロジェクトも

ありまして、その地域における過年度分の積み残

し分は次年度に引き継がれるという、こういった

形になるため、採択に当たっては非常にハードル

が高いという状況でございます。また、増設改修

という内容から、申請協議に当たっては相当数、

１年近く期間を要することと既存施設における補

助金の一部返還という事態も発生するなどの指導

を受けまして、道北なよろ農協といたしましては

改めて考え方を整理するとともに、国費の交付金

による事業の採択につきまして北海道はもとより

農水省にも強く要請活動を行っているところでご

ざいます。いずれにいたしましても、玄米集出荷

調製施設の設置によりまして道北なよろ農業協同

組合においては全量施設利用となり、これまで以

上に異物除去による食の安全や物流改善につなが

り、産地評価が上がることが期待されますので、

農協の整備方針を得て、市としての支援策を検討

してまいりたいと考えております。

また、農業支援センターについてのお尋ねもご

ざいましたけれども、この農業支援センターにつ

きましては新規就農対策というようなことで計画

をいたしております。特に農業後継者、あるいは

新規参入者、こういう方々の研修の場として計画

を持っておりますけれども、内容についてはこれ

から進めていくということで考えてございます。

次に、大きな項目３点目、都市再生整備計画に

ついて申し上げます。初めに、駅横整備事業にか

かわる（仮称）複合交通センターについてお答え

いたします。ＪＲ名寄駅横地区は、公共交通機関

の結節点であることから長年バスターミナルの必

要性が問われてまいりましたが、具体的な整備が

進んでおりませんでした。本年度から国が所管す

る事業の認可を得たことから、事業の実施に向け
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て必要な事務を取り進めているところであります。

このたび名寄市が整備しようとしている施設は、

バスターミナルを中心として駅前地区に人を立ち

寄らせることでこの地区のにぎわいを創出しよう

とするもので、複数の機能を本施設に取り入れ、

市民サービスと利便性の向上を目指すものであり

ます。機能的にはバスターミナル、観光インフォ

メーション、レンタサイクル、多目的会議室、業

務機能もあわせ持った施設を予定しております。

予定している事業費につきましては、用地費、施

設建設費で６億１の事業費を予定し、本年度はそ

のうち用地取得費、調査設計費で２億 ６００万

１を予算化させていただいているところでござい

ます。

施設整備に当たりましては、ＮＰＯ法人なよろ

観光まちづくり協会、公共交通機関関係団体、商

工会議所など関係する団体と鋭意協議を進めてい

るところでありますが、公共交通機関関係団体と

の協議はほぼ終了しておりまして、バス利用者の

サービス面の協議を今後進めることとしておりま

す。貸し会議室機能につきましては、平成２６年

度に現存の市民会８を除却する計画で国の事業認

可を得ていることから、この機能も本施設に移転

しようとするものであります。業務機能面では、

本施設に経済センター機能を併設することでさら

に人の集中化とイベント開発が可能と見込まれる

ことから名寄商工会議所を参画させ、機能の充実

を図りたいと考えております。現在は、その手法

等について会議所と協議を進めているところであ

ります。

施設整備に当たりましては、具体的な検討を行

う前段で市民意見を伺い、施設整備の参考とさせ

ていただくほか、適切な時期にパ人リックコメン

トに準じた手法により、さらに市民意見を取り入

れ、施設整備に着手してまいりたいと考えている

ところでございます。

次に、民間事業、株式会社西條の事業計画につ

いてお答えをいたします。昨年度締結しました３

者協定に基づきまして、その事業化について商工

会議所とともに助言を行いながら、実現に向けた

協議を進めてきたところであります。国政の転換

などさまざまな社会的要因はありましたが、平成

２３年度当初からの事業化の準備が整ったとの報

告がございまして、議会にもその旨を報告をさせ

ていただいてきたところでございます。株式会社

西條の事業計画では、直営の商業施設、その施設

に併設する商業関連施設と２棟１６戸の賃貸住宅

の建設とあわせて、ＮＰＯ法人日本地域福祉協会

が土地を西條から賃貸し、住宅型有料老人ホー８

を建設し、運営する計画となってございます。

次に、３・６地区の再開発についてお答えをい

たします。都市再生整備計画の中では、市街地景

観を改善し、都市の魅力を高めるために再開発事

業を計画しております。また、再開発事業を選択

した背景には、中活計画の中で計画された２８事

業の中に、民間事業ではありますが、３・６ビル

整備事業、駐車場整備事業があったことから、一

体的な事業とした場合再開発事業の手法を活用す

ることが可能なことから、計画に登載していると

ころであります。現時点の動向といたしましては、

予定地区内の権利者が新たな事業展開を進めてい

ることや地権者や地権者の関係する団体での具体

的な協議が進んでいないことから事業化への意見

調整がされていない、こういった状況にございま

す。市といたしましては、中心商業地の事業であ

ることから、引き続き関係団体と調整を進めると

ともに、ほかの事業資本の研究など関心を持って

事業化の可能性を検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

３のうち小項目３、市民文化ホールにつきまして

答弁をいたします。

市民文化ホールの現在の進捗状況についてお答

えをいたします。文化ホールの建設につきまして
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は、６月議会にて御案内のとおり、その財源を国

の社会資本整備総合交付金事業を活用することと

しており、８月６日に庁内課長職以上の関係部署

による駅横と市民ホールの整備プロジェクトを設

置いたしました。市民ホール整備部会は、教育部

長を部会長とし、ことし２月に出されております

市民懇話会の報告書に挙げられました課題に対す

る基本的な方針について部会議論を進めておりま

す。また、駅横整備計画の中で（仮称）複合交通

センターの中に現在の市民会８に有している貸し

会議室機能を組み入れるものとしているため、も

う一方の機能でありますホール部分の建設位置に

ついては早急な結論を求められていると認識して

いるところでございます。また、文化ホール本体

の施設では、ホールの座席数とリハーサル室や１

屋などホールに関係する必要施設、駐車台数など

を決めるための基礎データについて検討を進めて

まいります。今後基本計画及び実施設計の期間と

しては１年ほどは必要と考えられますが、交付金

事業を考慮しながら、部会を中心にできるだけ早

い時期に方向性を出し、平成２３年度の予算に反

映していきたいと考えております。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目４点目の総合案内窓口について

お答えします。

まず最初に、実施内容についてお答えします。

今回の行政報告でも申し上げましたが、市長が公

１に掲げました民間会社名寄市的発想、市民が主

役という観点をもとに、市民をお迎えするという

気持ちを職員間に醸成し、職員の資質向上、住民

サービスの向上を図るため、６月２８日から７月

３０日までの１カ月間に総合案内窓口を名寄庁舎

１階に試行的に実施いたしました。市民部と総務

部の管理職職員が交代で臨時職員１名とともに名

寄庁舎に来られた市民の案内や誘導に対応いたし

ました。この期間は、７月９日まで参議院議員通

常選挙の期日前投票期間と重なっていたことから、

選挙のために市役所に来られた方も多く、これら

の方々も含めて ３３６人の方に御利用いただい

たところであります。

次に、検証と改善についてお答えします。７月

の試行実施には、先ほど述べましたように市民部

と総務部の管理職職員が対応いたしました。その

際に即座に対応可能な改善項目は実施をし、毎日

の気づいた点や特徴的なことにつきましては業務

日誌に記入し、終了した時点で大まかなくくりに

より分類を行い、担当した職員の検証会議やその

後の庁議に諮り、意見を求めました。庁舎構造上

の問題は簡単には克服できないものの、改善可能

な課題として案内表示の方法やら案内窓口の場所

や情報共有等の問題については、案内図を作成し

たり、より市民にわかりやすい案内窓口の場所を

選定する、掲示板の活用について課長会議等を通

じて周知を図ったところであります。また、今回

の試行を通じまして、高齢者の方や体の御不自由

な市民に対して温かく接することがこの総合案内

窓口が果たすべき最も必要な役割であると考えて

おります。庁舎構造上の問題から、来庁する市民

には必ず階段かスロープを上らなければならず大

変御不便をかけていますが、案内窓口にいる職員

が手助けをすることによって少しでも来やすい庁

舎を目指してまいりたいと考えています。また、

必要な場合、これは御本人から申し出があった場

合に担当者を１階まで呼び寄せて対応することも

この案内窓口の職員が指示することでス８ーズな

対応が図れるものと考えております。

次に、市民サービスの考え方についてお答えし

ます。今回の総合案内窓口の試行は、市長の公１

に基づくものでありますが、名寄市では職員のや

る気を引き出し、さらに職場の活性化につなげ、

日ごろから問題意識を持って行動するよう個人や

グループからの提案を制度化し、もって効果的な

行政運営を図るため職員提案要綱を本年４月１日
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に定めています。この要綱では、市民サービスが

向上するものについてその対象としていますが、

職員にただ奨励するだけではなかなか提案として

上がってくるものではありません。今後テーマを

絞った形による提案の募集を実施するなど、職員

がみずから考えて発案をする雰囲気の醸成を図っ

ていく必要があると考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁いただ〇１８番（黒井 徹議員）

きましたので、再質問させていただきたいという

ふうに思います。

まず、順番どおり行いたいと思いますけれども、

豪雨災害対策、昨晩もテレビでやっていたのです

けれども、こういうゲリラ豪雨、あるいはことし

の高温というのは異常気象というふうに言われて

いますけれども、異常気象が頻繁に起こるという

異常な事態だというようなことを言っておりまし

て、これからいつこういう災害が起きるかわから

ない状況に備えていかなければならぬなと思いま

す。今回それぞれ被災された場所というのは特徴

的な場所というふうに思いますけれども、どこか

が整備されればどこかが詰まるというような、そ

ういう状況が生まれてくるのでないかと思います。

それで、いわゆる排水対策、あるいは河川の整備

というものを日ごろどのように行っているのか伺

いたいというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

河川、特に普〇建設水道部長（野間井照之君）

通河川あるいは道費河川の部分で見ていただけれ

ば非常にわかると思うのですけれども、柳だとか

草だとかがあって、非常に流路を阻害しまして、

常にこういう降雨時の大雨時には災害が心配され

る状況になっていることは確かでございます。１

級河川の国が管理する河川にはそれほど大きな阻

害樹木はないのでありますけれども、北海道が管

理している道費河川にはかなりの樹木も生えてい

ますし、草木もなっている状況でございます。あ

わせて私どもの管理する普通河川のほうにも樹木

だとか草木が生える状態で、地域住民からは常に

要望をいただいている状況であります。北海道の

部分の河川につきましては、年度初めに北海道に、

名寄地区は美深出張所へ、風連地区は士別出張所

のほうへそれぞれ旭川管理建設部のほうへ要望を

出して、樹木の除去をお願いしていると。名寄市

の部分につきましては、毎年わずかではあります

けれども、河川ごとに樹木の伐採を少しずつやら

せていただいています。ことしについては、風連

の丸三川と名寄市内の智恵文の川、１河川をやら

せていただきました。今後もこういう地道であり

ますけれども、少しずつ河川の維持管理に努めて

いきたいというふうに考えていますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

以前は、小さな排水〇１８番（黒井 徹議員）

等は近隣の住民で草刈りをしたりというようなこ

とをして、ある程度維持補修というか、維持がで

きたというふうに思うのですけれども、高齢化に

よりましてそういったこともままならない事態が

多く出てきているのでないかと思います。若干今

回の災害であちこち床ざらいをしたり、草刈りを

したりというような状況を見かけますけれども、

やはりこれは今言われますように見回り等で定期

的にそういった状況を把握しながら手入れをして

いくということが大事ではないかなというふうに

思っていますので、ここら辺はよろしくお願いし

たいというふうに思います。

それから、道が所轄するそういう河川につきま

しても本当に雑木がひどくて、一たび増水をする

と流れが停滞をして、一部私たちの地区、曙でも

初茶志内川が農道を越えて水田まで入ったと。そ

の影響で対岸が土砂崩れといいますか、地崩れみ

たいになって、川の真ん中に雑木があるというよ

うな状況があります。それは放置しておくと、ま

たいつそういう水害があるかわかりませんので、

こういうところはきちっと要望をして、早期に対
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策していただけるように行政、市としても要望し

ていただかなければならぬなというふうに思いま

す。そこら辺の要望は随時しているのか、今回ど

のように行ったのか、再度伺いたいというふうに

思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の初茶志内〇建設水道部長（野間井照之君）

川、あるいは風連の風連別川もこの前の降雨で一

部被害が出ておりましたところもありますし、そ

の際も各建設管理部の出張所の方々に現地を見て

いただいて対応をお願いした状況であります。今

議員が言われるように、私どもも毎年年度初めに

旭川建設管理部を通して要望していますので、年

度途中においてもこういう災害があったときには

ぜひ現地を見ていただいて、要望を重ねていると

ころでございますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願い申し〇１８番（黒井 徹議員）

上げたいと思います。

次に、農作物の被害と農業政策について伺いた

いと思います。このことについては、先ほど谷内

議員からもありましたので、深くは申し上げませ

んけれども、今茂木部長も言われましたように道

の単独事業が緊急対策で出て、それぞれ希望の取

りまとめを今現在行っております。来年もあるか

どうかちょっとわからないのですけれども、きょ

うまでが申し込み期限なので、まだまとまっては

いないと思いますけれども、どの程度あるのか。

あるいは、やはり排水対策ですから今回の被害に

遭った人はここを乗り切ればといいますか、水を

切ればこれほど水につからなかったなという認識

を持って申し込んでいる方もいると思うのです。

いわゆる経済的な支援の中で利子補給等、それ以

上というような御要望もありましたけれども、恒

久的といいますか、そういった意味でこういう道

の事業であろうと、あるいはそういう事業に対し

て市独自の支援策、あるいは道がさらに継続して

やっていただければいいのですけれども、もしそ

ういった事業がなくなった場合に、いわゆる小規

模のそういう対策等に対して行政としてどのよう

に考えるのか伺いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどちょっとお話〇経済部長（茂木保均君）

しさせていただきました道でことし、去年の湿害

対策ということで実はことし道の単独事業でつく

っていただいた緊急農地排水対策支援事業なので

す。ことし事業費ベースで ６００万１ぐらい春

先にやっているのです。それで、この秋になりま

して、道段階で多少予算的な未消化の部分がある

ということで、最近になって策加分がないかとい

うことで、要望がないかということで回っている

かと思いますけれども、この種の部分というのは

名寄市単独というような状況でなかなかつくれて

いないというのが現実です。うちのほうでこの部

分については一応市と農協でやっている農業振興

資金、この低利資金を活用してということは制度

としてございます。それから、もう一点は、中山

間事業の交付金がありますけれども、これについ

ては風連地区で、特に平成２１年度までこの事業

の交付金を活用してかなりの部分簡易な土地改良

事業を実施した経過があります。２２年度からは、

風連地区も交付金の配分を直接支払いのほうにか

なりウエートを多くしましたので、金額的なもの

は少なくなりましたけれども、それでも補助金ベ

ースで１４００万１ぐらいあるかと思うのですけ

れども、風連地区にはそういう制度がある。ただ、

残念ながら名寄のほうには中山間事業でそちらの

ほうに回す部分は実はないのです。そんな部分が

あります。名寄市が独自でという部分については、

道でこういった制度が一応今つくられております

ので、これを最大限活用させていただくというこ

とが基本だというふうに思っておりまして、名寄

市の独自策についてはなかなか難しい状況である

かなというふうに考えておりますけれども、今後

も市だけではなくて農協等含めて協議させていた
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だきたいと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

その小規模の排水対〇１８番（黒井 徹議員）

策等については、どの程度これからも希望あるの

か一回、今回被災に遭われた方でどういう改善が

必要なのかと、あるいは行政にどういうことを要

望するのかというような被災農家に一回調査をし

てみたらどうかなと。そして、それによる対策と

いうのが自然と出てくるのでないかと。どういう

ものを要望するのかという、そこら辺一回調査を

していただきたいというふうに思いますけれども、

考え方ちょっとお伺いしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

被災農家の要望とい〇経済部長（茂木保均君）

うことでございますけれども、基本的には今制度

としていわゆる農業共済制度というのがあります。

この農業共済制度に加入をしていれば、ほとんど

の作物につきましては９割方の補てんという対策

があるわけです。ただ、残念ながら野菜全般的に

はありませんけれども、畑作物、あるいは一部の

タマネギ、あるいはスイートコーン、食用バレイ

ショ、カボチャ、こういったものは共済制度があ

りますから、そこの部分の補てんという部分が一

定程度あるという部分がありますので、減収の状

況というものをまずきちっと見きわめることが大

事かなと思っております。それと、やはりなかな

か現ナマで落とすというような、そういう状況に

ありませんから、再生産に支障のないようにとい

うことで、これまでもいわゆる低利の資金、ある

いは場合によっては無利子資金ということを基本

に今までも農協とはルール的な一つの形を今まで

もたどった経過があります。資金対策については

そういう部分かなと考えております。

ただ、先ほど谷内議員も言っておられましたけ

れども、種子の関係だとか、あるいは場合によっ

ては肥料というようなことも昨年あたり一部の市

町村でやられた経過もありますから、そういった

ことも含めて、被災農家の聞き取りもしながら対

応を考えてみたいと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

言われるようになか〇１８番（黒井 徹議員）

なか現ナマというわけにもいかないというのは十

分理解はできるわけですけれども、いわゆる来年

に向けてしっかりと営農計画が立てられるような、

そういう対策を農協とタイアップしながらやって

いただきたいなというふうにお願いを申し上げた

いと思います。

それから、１つ気になったのですけれども、被

災農家で行政あるいは農協が調査に入ったときに、

共済制度があるので、大丈夫だというような関係

者から一部声が聞かれたというようなことは、そ

の被災というか、被害に見舞われた農家は、それ

は十分自分の金で保険を掛けているわけですから、

他人様に言われたくないということでかなり憤慨

をしているのを私耳にしました。その共済制度と、

それから再生産に向けての支援策というのは別だ

というふうに考えていただかないと、共済がある

から、あなたら何とかなるだろうというようなこ

とで調査されても農家側はありがたくないなと。

本当に気の毒だと、そして何かお手伝い、支援す

ることはないのかという、そういう姿勢できちっ

と実態を調査してほしいということを私の口から

申し上げたいというふうに思います。

それでは、次に移らせていただきたいというふ

うに思います。都市再生整備事業、午前中にもこ

の話がありました。私も当初の質問の中に申し上

げましたように巨象といいますか、象だというふ

うに思うのですけれども、市民は目隠しをされて、

耳だけさわってみたり、足だけさわってみたり、

しっぽだけさわってみたりで、しっぽさわった人

は随分細いものだなと思ったり、耳さわったら随

分平べったいものだなといろいろな感覚を持って

いると思うのですけれども、本当に情報がトータ

ル的に出ていないというのが市民は不安を感じる。

ごく一部をとらえてやはり批判をしたり、考え方、

意見を言ったりというようなことがあるのでない
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かという、私はそういう考え方をしております。

まず、駅横の経済センターの話出ていました。

商工会議所にはいろんなまだ事情があろうかとは

思うのですけれども、会議所が最近になって経済

センターの中に移したいという根拠、あるいはそ

れなりの考え方をちょっと伺いたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御承知のとおり、〇副市長（中尾裕二君）

駅横の事業につきましては民間活力を生かした開

発と。あわせてそれと連動する公共部門の配置と

いうことで、これまで議会にも御相談をさせてい

ただいてまいりました。にぎわいづくりにはこの

計画だけではどうしても不足する部分があるので

はないかと、こういう指摘もいただきまして、事

実そういうふうに私どもも受けとめさせていただ

きました。一方で、かねてから老朽化をしていた

商工会８の改築計画というのがございまして、場

所、費用が相当大きなテーマということで、なか

なか進んでいないというのが実態というふうに伺

っております。ただ、３者協定の一方の当事者が

また商工会議所ということもありまして、駅横に

進出をすることでにぎわい創出の一助になればと

いうことで、昨年そうした検討を進めているので、

市のほうでもぜひ考えてほしいということが前市

長のほうに申し入れがございまして、たしか９月

議会、もしくはその前後であったと思いますが、

前市長のほうから議会のほうにそういう申し入れ

を受けているという表明もございました。その後、

会議所のほうでも検討を加えまして、正式に駅横

に進出をして、あそこを中心に今回の議会で議論

になっております観光振興の拠点としても会議所、

観光協会、物産振興協会、あわせて行政も手を結

んで拠点として進めていきたい。あわせて中小企

業振興の拠点としてもしっかりあそこで活動して

いきたいというお話がありまして、それについて

は当然費用の面が出てまいりますので、公共の部

分に茶わんとはしだけで入っていただくというこ

とには当然ならないわけでありまして、建設に見

合う応分の負担は会議所ですると。市が持ってい

る今の計画に決して邪魔にならない、むしろにぎ

わいづくりも商業活性化にも寄与できる部門でぜ

ひ協力をさせていただきたいということでのお話

ということで私どももしっかり受けとめまして、

それを組み込んだ今の計画ということで進めて、

議会にも相談をさせていただいておりますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

最初に申し上げたよ〇１８番（黒井 徹議員）

うに全体像が見えないということが一つの市民、

いわゆる説明不足だというふうに私も思います。

そこら辺は、今副市長の話がきちっとした話とい

う言い方おかしいのですけれども、応分の負担を

いただいて、しっかりとにぎわいづくりに寄与す

るということであれば、これは何の不足もないな

というふうに私は思うわけですけれども、そうい

う建物、箱物をつくったから、そこはにぎわうと

いうものでもないというふうに思います。徳田地

区にできた大型の商業施設等であればまた別です

けれども、貸し室、会議室、あるいはそういう経

済センターといいますか、そういった団体のもの

が入れば、用事のある人はよく通るけれども、そ

れ以外の人は寄ってこないというようなことあり

ますので、抜けた後はまた寂れるというような状

況もありますので、建物さえ新しくなれば何とか

なるというものではないというふうに思います。

やっぱりそこには行政、あるいは民間を中心とし

た人の力といいますか、これはやっぱりアイデア、

やる気でないかなと思います。これをきちっと、

ソフト的な話になるかもしれぬけれども、これを

きちっと煮詰める、協議をするという、それが必

要でないかなというふうに思います。特にそのや

る気を起こさせる、３・６地区もそうですけれど

も、民間事業のいろんな関係者がいると思うので

すけれども、そういったものをだれかが取りまと

めて、そして行政がサポートできるような、そう
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いう体制今現在あるのかどうか。先ほども１年以

内にまとめるというようなお話もありましたけれ

ども、ここをひとつ伺いたいなというふうに思い

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

そのまちの中の活性〇経済部長（茂木保均君）

化を図るための部分ということになれば、これは

当然のように商工会議所というのがやはりそこで

大きな役割を担うというふうに考えております。

さらには、そこにそれぞれの商店街というか、が

ありますから、こういったところとの連携、ある

いはそこにまた行政がいろんな形でコーディネー

ト役、あるいはいろんな形での情報提供というよ

うなことで有機的に結びついていくというのがや

っぱり肝心なのだろうと思いますが、その部分に

ついてもう一つ見えないというか、そういったも

のがあるのではないかという御指摘だろうという

ふうに思いますけれども、ここは本当に多少うち

らも力足らずの部分ありますけれども、きちっと

やはりお互いに連携をして、話し合いの場を持ち

ながら、何とか少しでも活性化が図られるような

努力をするということしかないかなと思っており

ます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか具体的にど〇１８番（黒井 徹議員）

こがやっているとか、どこにどういう話をしてい

るというのは聞こえてこないのですけれども、行

政ではなくてやっぱり民間とタイアップして、そ

ういう人たちをまとめて、やる気を起こさせると

いう仕事が大事だというふうに思いますので、そ

こはしっかりやっていただきたいなと思います。

それから、文化ホールについてですけれども、

貸し会議室が駅横にできるというようなことで、

規模、機能、それから場所というのは市民検討委

員会というのですか、懇話会で両論併記みたいな

形で出ていますけれども、庁内のプロジェクトチ

ー８等でいつぐらいまできちっとした結論を出し

て市民の意見を聞くのか、そこら辺をちょっと再

度伺いたいなというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議員のほう〇教育部長（鈴木邦輝君）

から文化ホールの基本的なことに対していつごろ

まで結論を出すかということでございます。まず

最初に、市民への意見の聴取という部分について

ちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、

平成２１年７月の広報以降、ほぼ毎月皆さんにお

届けしている広報に折り込みを実施して、情報提

供という形で文化ホールについてのお知らせをし

てございます。また、市民個々の方々からはいわ

ゆるパ人リックコメント的に郵便であるとかメー

ル、それからファクス等で文化ホールについての

意見を受け付けております。現在のところ、平成

２１年６月以降ですが、１５件意見をいただいて

おります。この中では、やはり建設位置では南広

場、市街地、中心地と、それから文化センター隣

地という部分、それから規模では５００席程度と、

またそれ以上の席数という部分で意見が分かれて

いるところであります。先ほど申しましたが、交

付金事業の事業年度の関係からいえば平成２４年

度中には建物の建設着工を考えなければならない

と思っておりますので、まずは建設位置につきま

して先行した議論を行って、その後に基本的事項

についても早急に方向性を出していきたいと考え

ているところであります。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

駅横に貸し会議室が〇１８番（黒井 徹議員）

できた場合、できると思うのですけれども、町中

にまた文化ホール、あるいはそういう準備室もあ

るのですけれども、それ二重に必要というふうに

考えますか。部長、どうでしょうか、まちの中に。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

その部分につきまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

ては、現在検討の部分ではございますので、ちょ

っと私どものほうから意見としては申し上げにく

い部分もございます。いずれにしましても、駅横

の部分に市民会８の２つの機能のうちの１つがや
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ってくるという部分では、以前の中とも若干状況

が変化している部分でもございますので、その辺

を踏まえまして対応をしたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと持って回っ〇１８番（黒井 徹議員）

た言い方して大変申しわけないのですけれども、

わかりました。

最後に、総合案内窓口についてお伺いをしたい

というふうに思います。本当に市民の方、その時

期によるとも思うのですけれども、結構利用して

いるのだなというふうに思います。あの場所は何

となく威圧感を感じたり、何かなというような思

いもあるのですけれども、どうしても構造上はや

むを得ないのかなというふうに思っています。あ

れを試行的ですけれども、まず年間通してやると

したら、人的だけだと思うのですけれども、どの

ぐらいの予算が必要になるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の議会のほう〇総務部長（佐々木雅之君）

にも補正予算という形で、臨時職員の１名分の賃

金を６カ月ほど見させてもらいますとおおむね１

００万１ぐらい。それで、当初の予定は７月、９

月、１月と３カ月間、３回に分けてやろうと思っ

たのですけれども、市長のほうからぜひ市民の皆

さん方の意向を確認するには一定程度何カ月間と

いうまとまった期間でやるべきでないかというこ

ともあったり、さまざまなちょっと工夫をしての

試行でどうだと、そういうこともありまして、今

１１月いっぱいぐらいまでにはお一人の臨時職員

の方と。それから、そこには７月は課長クラスの

サポートがついて、９月については係長職クラス

というか、比較的役所の経験の多い年代の方々の

サポートをつけて、なるべく市民のニーズを感じ

ると。この後については、それを検証して、１１

月ぐらいにもう一回今度は若い職員も含めて、名

寄市で勤務する全員の体制でやってみたいなと。

それから、１２月以降については、例えば午前と

午後に２人の方を使うとかさまざまな試行をして、

一定の検証をして進めてまいりたいと思っていま

す。もし通年で使うとなれば、大体２００万１程

度のお金がかかるかなと思っています。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民の方の利便性と〇１８番（黒井 徹議員）

いうか、大変喜んでいるのでないかなというふう

に私思います。今係長もあそこに立たせるという

ようなことで、逆に職員の研修といいますか、市

民はどういうふうに思っているのか、何があそこ

に来たら不自由なのかというそこら辺がわかるこ

とも大きな成果になるのでないかと。それから、

前向きに私たちは、職員は何をするのかという、

したらいいのかという、そういう発想になってい

ただければ両方の効果が出るのかなというふうに

私思います。

それで、１つお話をさせていただきたいのは、

先般市政クラ人でちょっと研修に行ってきて、山

梨県の都留市に行ってまいりました。そこでは見

える化事業、いわゆる総合案内板ですとか係のあ

れをきちっとわかるように、１階、２階、３階は

これを行けばいいですとかそういったことを、そ

れだけではないのですけれども、いろんな意味で

職員みずから発想をして、改善をして、お金もな

いので、いわゆる年間２００万１もないので、わ

ずかな金額で変えられるこういうプレートをつく

ればいいという、そういう発想をして見える化事

業というのをやっている。

それから、もう一つは、事業仕分けというのを

やっているのです。事業仕分け、民主党の専権事

項というか、特権事項かなと思いましたら、都留

市が先にもう手をつけてやって、いわゆる一般市

民の行政評価をすると。庁内の評価をして、さら

に仕分け人による行政評価をするというようなこ

とをやっているようですけれども、そこら辺につ

いて新市長の加藤市長はどのように思っているの

か、いわゆる市民サービス、あるいは仕分け事業

に対してちょっと考え方を伺って終わらせていた
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だきたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、総合窓口も含めた〇市長（加藤剛士君）

市民サービスということで、今行財政の改革とい

うことで私が本部長になってやっていますけれど

も、行財政改革もやっぱりとどのつまりは市民に

いかに満足していただける役所であるべきかとい

うことに尽きるのかなと。その意味での窓口のサ

ービスというのは最も基本的なところだし、今や

っているところがまず象徴だし、黒井議員がおっ

しゃられるとおり職員の研修も含めて、そこの窓

口だけでなくて、それぞれの窓口が市民に向かっ

てどういう関心を持った対応をしていけるのかと

いうことを主眼としてやっているということで御

理解いただきたいというふうに思っています。

事業仕分けにつきましては、当然民間の皆様か

らそうした意見を聞き、事業を評価していただく

ということは本当にすばらしいことだと思います。

一方で、メディアを使った敵味方的なやり方がど

うなのかというのは、必ずしもその結論がどうな

のかということはあるのかもしれません。今事務

事業評価ということで、名寄市のほうでもまたこ

とし新しく手法を変えて各部局から２つずつぐら

い案件を挙げていただいて、それを総合計画の推

進委員会の皆さんに評価をしていただくというよ

うな事業をやっています。その試行も含めて、来

年度以降そうしたことをもっとより広げていくこ

とがいいのかどうなのかということを検討してま

いりたいというふうに思っています。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時０７分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

河川のはんらんと対策について外３件を、日根

野正敏議員。

議長より指名があ〇１２番（日根野正敏議員）

りましたので、本定例会において大項目４点につ

いてそれぞれ市長並びに教育長に質問をさせてい

ただきます。

まず初めに、河川のはんらんと対策について質

問をいたします。本年７月２９日の大雨による被

害で、家屋の床下あるいは床上浸水を初め道路の

破損、排水路に土砂の堆積や収穫間近の農産物、

農地表土の流亡など大きなつめ跡と貴重な教訓を

残した大雨でありました。この日の西風連のアメ

ダスデータを見ますと、正午から夜の１０時まで

の１１時間の間に１１１０ミリの雨が降ったこと

が被害の原因であります。今後の目安といたしま

しては、季節にもよりますけれども、１時間当た

り１１０ミリの雨が１０時間ほど続きますと今回

のような河川のはんらんの状況になるということ

がわかると思います。過去のアメダスデータも調

べますと、昭和５１年からことしまでの間、３５

年間ありますけれども、２４時間以内に１００ミ

リ以上の雨が降った回数は７回あります。平均し

ますと５年に１度の割合になります。平成だけを

見ますと ５年に１度の割合で今回のような１日

に１００ミリ以上の雨が降っており、地球温暖化

の影響も考えられ、今回以上のことも可能性とし

ては今後も十分考えられ、生命、財産を守る予防

策を市や関係機関、地域住民と連携をとり、知恵

を出し合いながら万全の対策をしなければならな

いと考えます。今回の河川のはんらんによる市内

の道路、あるいは市が管理をする河川の被害状況

はどうであったのかお伺いをいたします。

２点目に、今回の大雨で一番被害の出た風連地

区の真狩川につきましては、過去にも何度かはん

らんをして、農作物にも被害をもたらしたことが

あり、今後の安全対策も含め改修工事を行うべき

と考えますが、そのお考えについてお伺いをいた

します。

３点目に、洪水ハザードマップは１００年に１
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度の市内流域を流れる１級河川のはんらんを想定

してのことでありますが、現実的には大きな河川

のはんらんの前には今回のような市が管理をして

いる道路排水や小さな川がはんらんをして、市内

に大きな被害をもたらすことが実証されたと考え

ます。ハザードマップの再検証と避難場所の再点

検は必要と考えますが、その見解をお伺いをいた

します。

次に、名寄市文化スポーツ振興補助金交付の基

準についてお伺いをいたします。名寄市の文化活

動やスポーツの振興の発展と活動を応援するため

にその基金を使い、全道大会や全国大会に出場し

た際に交通費の助成や宿泊費の支援をしておりま

すけれども、この内容は合併前の旧名寄市の基準

を踏をしたものだと思いますが、宿泊助成１泊

０００１につきましては他の市町村と比較しても

水準が低く、見直しをすべきと考えますが、その

お考えをお伺いいたします。

交通費補助については、中体連のみ全額補助で、

そのほかの大会については半額となっております。

また、その規定は公共の交通を利用した場合のみ

の助成で、公共の交通網の不便な地方での大会も

あり、レンタカーなどの利用も含めて利便性と実

情に合う補助の体制を考慮すべきと考えますが、

そのお考えをお伺いいたします。

３点目に、病児保育についてお伺いをいたしま

す。病児保育は、厚生労働省が刊行する保育所保

育指針において平成１２年度より乳幼児健康支援

一時預かり事業として、生後２カ月から小学校３

年生ぐらいまでの子供が急な病気や病気回復期に

ある子供を保護者の方が仕事や冠婚葬％などやむ

を得ず世話ができないときに一時的に安心できる

施設に託児して行う保育事業であります。近年共

稼ぎやひとり親などの子供が病気のときには、仕

事を休んで看病をしたいとは思っていても、その

環境がすべての職場に整っているとは言いにくい

のが現状であります。現在名寄市では病後児保育

を大谷保育園に委託して実施しておりますけれど

も、その利用状況はどのようになっているのかお

伺いをいたします。

また、病児保育についても、さきに述べたよう

に子供の安全と保護者の安心のためにも今後必要

と考えますが、そのお考えと過去にこのことにつ

いて検討をされたことがあるのかお伺いをいたし

ます。

最後に、４点目でございますけれども、名寄庁

舎窓口案内について。ことし６月２８日から名寄

庁舎で来庁者のために窓口案内を実施しておりま

すけれども、市民の反応と来庁者のうちどの程度

が案内を利用しているのかお伺いいたします。

また、今後どのような窓口を理想として進めて

いくのか、また風連庁舎については行っておりま

せんけれども、今後の考え方についてもお伺いを

いたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根〇建設水道部長（野間井照之君）

野議員から大きな項目で４点にわたり御質問をい

ただきました。１点目の小さい項目で１と２は私

から、１点目の３と４点目は総務部長から、２点

目は教育部長、３点目は健康福祉部長からそれぞ

れお答えをさせていただきます。

それでは、７月２９日の大雨による市内各地の

河川はんらんと道路の被害状況についてお答えを

いたします。先ほど黒井議員にもお答えしたとお

り、７月２９日には名寄市においてもかつて経験

したことのない大雨に見舞われました。時間にし

て２ ５ミリに、１日にして１１７ミリという大

雨でございます。名寄市内にある排水機場、内淵、

豊栄、智西、智北、そして無名川など５カ所はフ

ル活動し、ほかに１級河川の樋門管理された各要

所１１カ所に２６台の仮設水中ポンプを設置し、

浸水被害の軽減を図りました。河川の被害では、

風連地区で真狩川の越流による家屋及び田畑の浸

水及び冠水、またトーフトナイ川、パントーフト

ナイ川、大沼川などの川岸に決壊がありました。
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名寄地区においては、豊栄川の越流で家屋及び畑

の冠水、智恵文の福徳川、八線川、大和川は越流

により畑の浸水、旭東のラカン川、拓文川、中名

寄の平和川、日彰川及びその他無名川の決壊があ

ったほか、市道のラカン沢線、御園線、その他山

中の林道等にも通行等の影響が大きく出たところ

であります。河川の災害は、市民生活はもとより

農作業に大きく影響しますので、被害が小さいも

のは早急に復旧させていただいておりますし、大

きなものについては今月末に国の補助が受けられ

る災害復旧事業として採択されるよう作業を進め

ているところでございますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

次に、真狩川の今後の安全対策と改修事業につ

いてであります。真狩川は、普通河川ではありま

すが、農林水産省の国営総合かんがい排水整備事

業により昭和４９年ころから５３年にかけ完成さ

れたものであり、その後は市に管理が移管されて

おります。北海道に相談したところ、普通河川の

改修は国庫補助対象とはならないとのことであり

ますから、市の単独事業として改修事業に取り組

むにはＪＲ宗谷線や国道４０号線の横断、既設の

橋梁のかけかえなどがあり、膨大な経費がかかる

ことが予想されます。したがって、今後は１級河

川へ昇格をさせていただき、北海道の事業として

整備することを要望していかなければならないと

いうふうに考えているところであります。しかし、

当時のかんがい排水事業の施設財産は農林水産省

であり、ほかの省庁予算での改修は非常に難しい

という情報もありますから、少し時間が必要と想

定されます。市民生活の安全と安心のために北海

道や農水省とも協議をさせていただいて方向を見

出しながら、河川改修、あるいは河川の昇級を視

野に要望をしていきたいというふうに考えていま

すので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは小項目の３、洪水ハザードマップの検証

についてお答えします。

名寄市の洪水ハザードマップは、天塩川、名寄

川、風連別川が大雨によって増水し、市内で堤防

が決壊した場合の浸水予想結果に基づきまして、

浸水する範囲とその程度並びに各地区の避難所を

示した地図で、大雨の規模はおおむね１００年に

１回程度起こる大雨を想定しており、西町コミュ

ニティセンターはこの想定の中では冠水しない避

難場所となっておりました。これは、７月２９日

のような局地的なゲリラ豪雨災害を想定しておら

ず、西町コミュニティセンター前に水がたまって

いたのは比較的地区の中で低地になっており、無

名川の流下能力を超える降雨が短時間に集中した

ことによるものと考えております。この避難所が

今回のような雨で水没するかどうかは、雨量の状

況設定により変更することと考えており、一概に

は不適かどうかと言えませんけれども、市民の皆

様に不安を与えることは避けなければなりません

ので、内部では風っ子ホールに移そうということ

で協議を進めておりまして、地域の町内会さんと

は実は昨日から協議を始めておりまして、１０月

の上旬には一定程度の結論を出していきたいと思

っております。

次に、大きな項目４、名寄庁舎総合窓口案内に

ついてお答えします。最初に、市民の反応と利用

度についてお答えします。総合案内窓口の試行に

つきましては、６月２８日から７月３０日までの

１カ月間実施し、９月に第２回目を実施している

最中であります。７月の初めごろは、参議院議員

通常選挙の期日前投票と重なったため、選挙の受

け付け窓口と誤解された方も多くいたように思い

ますが、新聞に掲載されたこともあり、徐々に認

知されてきました。来庁された市民の反応は、窓

口を開いたことや親切にされたことに対して好意

的な方と余分な人件費は使わないでほしいと声を

かけられることに煩わしさを感じる方がいるなど、
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その反応はさまざまなものでありました。また、

庁舎に出入り口が北側と中央南北、東側とあるた

め、来庁者全員の数を把握するのは困難ですが、

総合案内窓口の前を通った市民のおおよそ８割は

目的の部署に直行している状況で、２割が何らか

の形で利用されたと認識をしております。

次に、今後の考え方についてお答えします。今

後この試行を９月から３月まで行い、本格実施に

向けた改善点を探ってまいりたいと考えています。

職員が率先して来庁する市民にあいさつを行い、

市役所に行きにくい雰囲気をなくし、市民が緊張

することなく来られる市役所づくりを進めてまい

ります。従来からもあいさつの励行については心

がけてきましたけれども、名寄庁舎の構造上階段、

またはスロープを使わないと窓口まで行けないと

いうつくりになっており、来庁者の方々には入り

づらい違和感があったのかもしれません。また、

来庁者が多いということもあり、今回この試行を

実施しておりますが、風連庁舎においてはバリア

フリー化されており、このような障害が少ないこ

ともあり、２階より上に行く場合についてもエレ

ベーターが１階で乗りおりできる構造にもなって

います。１階の窓口も近くにあることから、今回

の総合案内窓口の試行は名寄庁舎のみでの実施の

予定と考えておりますので、御理解を賜りたいと

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２につきましてお答えをさせていただきます。

名寄市文化スポーツ振興補助金の交付基準につ

きまして、宿泊補助の見直しについてでございま

す。まず、名寄市の基金条例のうち、名寄市文化

スポーツ振興基金の補助金につきましての平成２

１年度の実績をお知らせいたします。件数で３３

件、補助金額で２０８万 ０００１となっており、

平成２０年度と比較して件数で３件、補助金額で

５７万１の減となっておりますが、多くの児童生

徒に対しその経費の一部を補助させていただいた

ところであります。ここ数年の傾向といたしまし

ては、補助金額では年間２５０万１前後、件数で

は３０件から４０件となっております。基金の残

高につきましては、５月末現在で ６６４万 ０ 

００１となっているところです。

議員の御質問にありましたように、交付基準に

つきましては合併後の平成１８年４月に旧名寄市

の基準を踏をいたしまして、現在の基準を定めて

おります。その後、平成２０年１１月と平成２１

年８月に交付基準の一部見直し、策加等を行った

ところであります。宿泊費の根拠につきましては、

平成６年度に旧名寄市の基準の見直しを行った際

に限度額を ０００１とし、その２分の１を補助

することになりましたけれども、ただし書きによ

り当分の間 ０００１とするということがうたわ

れまして、それがそのまま引き継がれて現在に至

っております。ただいま議員から他の市町村の実

例も踏まえて実態にそぐわないではないかという

お話もございましたので、今後基準の見直しにつ

いて検討してまいりたいと考えております。

次に、公共交通網の発達していない地域につい

てのレンタカーの使用も含めた対応と利便性の重

視についてお答えをいたします。平成２０年１１

月に名寄市立学校職員の自家用車の公用使用に関

する規則というものにおきまして、学校職員の自

家用車の公用使用とテント等荷物等がある事例に

つきましての持ち運びが困難と想定される物品の

運搬につきましては、大会開催地でのレンタカー

の使用について基準の見直しを行う等、規制の弾

力化を図ってきたところであります。レンタカー

の借り上げにつきましては、多くの団体に利用し

ていただくためにもバス利用等の適用条件も含め

て、より実情に合ったものになるよう今後検討を

してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）
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大きな項目３の病児保育について申し上げます。

１点目の病後児保育の利用状況につきましては、

平成２１年４月、大谷認定こども園の開所に伴い、

名寄市の委託事業として実施をしてきております。

病気の回復期にあり、入院治療の必要はないが、

安静の必要がある、または保護者の勤務上やむを

得ない事情により家庭での育児が困難であるなど、

満２歳から小学３年生までのお子さんをお預かり

する事業です。平成２１年度の利用実績につきま

しては、登録児童数８名でしたが、開設初年度で

あることなど、ニーズがなく利用児童はおりませ

んでした。しかしながら、市内３保育所では保護

者から預かった薬の服用や微熱等の体調不良のお

子様を緊急的にお預かりするなどの対応を行って

きておりますので、病後児保育利用までには至っ

ていないと考えております。平成２２年度におき

ましては、再度保育所、幼稚園に情報提供を行い、

８月末現在の登録児童数は１０名、利用児童は１

名の実績となっております。今後につきましては、

引き続き幼稚園、学校を含めた関係機関を通じ、

保護者へ制度の周知を行ってまいりたいと考えて

おります。

次に、２点目の病児保育の検討と実施について

申し上げます。病児保育は、児童の病気が回復期

に至らない場合に、当面のり状の急変が認められ

ない状況において病院、診療所、保育所等で保護

者にかわって看護と保育を行う事業です。現在全

国病児保育協議会に加盟し、病児保育を実施して

いる施設は道内で７施設で、５施設が医療機関併

設になっております。医療機関との連携が不可欠

なことから、保育所単独での実施が進んでいない

状況にあります。名寄市におきましても、病児保

育を実施するに当たり医療機関との連携はもとよ

り新たに看護師、保育士の配置や施設面において

は玄関を別にするとともに隔離した保育室の確保

などが必要になりますので、現保育所での実施は

困難でないかと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をい〇１２番（日根野正敏議員）

ただきましたので、順番に沿って再質問をさせて

いただきたいと思います。

まず、河川のはんらんについてなのですけれど

も、最初の質問にも述べましたが、３年半に１度

の割合で１００ミリ以上が１日に降るというよう

な傾向がだんだん強まってきているのです。です

から、今後もことしのような大雨が来る可能性は

十分考えられるわけなのですけれども、今回それ

ぞれ多くの河川がはんらんをしたということでご

ざいますけれども、その関係で、そういった危険

性を考えたときにはあったものをもとどおり復旧

する部分とそれ以上にレベルを上げて、安全性を

高めた上で復旧するというような復旧の仕方をさ

れているのかどうかまずお伺いをいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

例えば今回も〇建設水道部長（野間井照之君）

２本の河川を国の災害復旧事業として査定を受け

ようとしています。この査定事業というのは、基

本的には原状復旧という考え方でおりまして、そ

れ以上のことをするとすれば河川改修が必要だと。

そうすると、先ほども申し上げましたけれども、

国の補助金は当たらないですよということになり

ますので、市町村の普通河川でいえば災害復旧が

河川事業の主なものであるということであります。

ただ、災害復旧そのものも近年は、例えば昔は

牧草畑が欠けただけでもいただけたということが

あるのですけれども、近年は牧草畑だとか畑の少

しした決壊ではなかなかこれはいただけません。

これは、河川敷地を確定して、河川改修をしなさ

いというような指導が入ってきまして、なかなか

難しい状況であります。河川改修をすると、通常

で言う今日根野議員が言われたように３年に１回

の確率では河川改修はなかなか断面が小さくてあ

ふれてしまいますから、川そのものは１０年に１

回ないしは３０年に１回の河川断面をとるとなる

と３倍も４倍も５倍も大きな断面をつくらなけれ
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ばならないと。それにかかる橋だとか道路も拡幅

をしなければならぬということでは相当な経費が

かかるということも含めて、非常に難しい段階に

あるというふうに思っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

国の力をかりてや〇１２番（日根野正敏議員）

るとなれば、今部長が言ったとおり難しいのかも

しれませんけれども、市でできることはできるだ

けやっていただきたいなというふうに考えており

ます。

また、真狩川についてなのですけれども、これ

答弁では１級河川に格上げをして、またあれが農

水省の関係でも手をかけて、部分的には農水省の

持ち物みたいな部分もあるということで、そうい

った部分も整理をしながらやっていかなければな

らぬということなのですけれども、それには相当

な時間がかかるのではないかなと思っているので

すけれども、その時間的な部分はどのぐらい予想

されているのか。また、その間、また来年大雨が

来る可能性もあるわけなのですけれども、応急的

なその対応という部分も必要になってくるのでは

ないかなと思いますけれども、その辺の考え方に

ついてお伺いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の災害の〇建設水道部長（野間井照之君）

原因が築堤の決壊であれば改修はすぐだったので

すけれども、今言われたように原因は越流であっ

て、断面が小さいということでありますから、川

の断面が小さいことが原因でありますから、基本

的には河川改修をしなければならないというふう

に思っています。そのためには先ほどお答えした

ように国ないし道との協議は少し時間がかかると

いうふうに思っています。道段階の協議はすぐに

でもこの間も行いましたからできますけれども、

農林水産省の部分でいえば、私ども智恵文にも同

じような２０条河川といいまして、河川管理者以

外のものが設置した構造物というふうな形で河川

法２０条の中で今までこういう協定の中でやって

いるということで、なかなか農林水産省のほうの

許可がおりないのか、私どもの財産がどういうふ

うにしたらもとに戻って私どものものになるかと

いうのも今はまだはっきりしていない状況にあり

ますから、思った以上に時間がかかるというふう

に私も実は思っています。したがって、今言われ

るように来年もまた雨降るということも予想され

ますから、有事の際には基本的には大型土のうが

いいのか、築堤を土盛りをしていくのがいいのか

ちょっとまだ今研究しているのですけれども、い

ずれにしてもどちらかの方策をとりながら、緊急

な対応はさせていただきたいというふうに思って

いますので、御理解いただきたいというふうに思

っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ応急的な部分〇１２番（日根野正敏議員）

でも対応をしていただきたいなと思います。土盛

りをした場合、あそこは真狩川はタヨロマ川との

合流になっておりまして、今回も合流付近の道路

の排水がもうオーバーフロー寸前であって、真狩

川から逆流して、ですからその辺も築堤を上げる

となれば一緒に考慮しなければ、今度一番下で大

きなことになるということもございますので、そ

の辺は部長のほうが専門家だと思いますけれども、

その辺の対応も十分抜かりなく対応していただき

たいというふうに思います。

それから、その辺の見解も後でいただきたいと

思いますけれども、ハザードマップの関係なので

すけれども、私もハザードマップを全部つくりか

えて新しくせいとは、そんな無駄なことはしない

ほうがいいと思うのですけれども、今回のことで

危険な箇所が明確になったわけですから、それを

今後の対策に生かす、あるいはマニュアルづくり

等も含めて必要になってくるというふうに思って

いるのですけれども、その辺の考え方についても

う一度お伺いをいたしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の大雨災害の〇総務部長（佐々木雅之君）
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一つの要因と考えているのは、７月２６日から実

はずっと雨が降り続けていまして、２９日までの

４日間断続的に降り続いていたということが一つ

根っこにあったのかなと。特にことしの雨がひど

いのは、偏西風の北からの部分とラニーニャ現象

という南からの暖かい風がけんかをして、前線が

北海道にびたりととまっていたと、こういうこと

も含めてこの７月、８月については名寄であった

り、中川、音威子府であったり、東川であったり

と、そういう形での被害が大きな被害が出たもの

というふうに認識をしています。

日根野議員おっしゃるとおりハザードマップの

関係につきましては、大河川の決壊を想定した形

でありましたので、正直なところ全国でも全道で

も局地的な災害に対するハザードマップの作成と

いうのは具体的につくっているところがほとんど

ないと。関東周辺の大都市であってもこれからデ

ータを集めてやっていこうという状況ですので、

実はきのう風連地区の町内会の連絡会の会長さん

とも話したのは、危険な部分について情報を共有

して、どのように早く避難するか、それから何を

もって危険と判断するか、先ほど日根野議員から

貴重な提言いただきまして、私たちも１時間に３

０ミリ降るとバケツをひっくり返したような雨と

いうこともありますので、そこが一つのポイント

かなと思ったり、一部の比較的低い部分のところ

で水が道路につき始めたり、あふれてきたときか

らそこをどこでどういうふうに判断するかという

ことについてもこれから、ことしも風連地区で防

災訓練の予定しておりましたけれども、防災訓練

ではなくて実際の避難をどのようにするか、避難

場所の問題と、何を判断してどのように地域町内

会に市役所側のほうから情報伝達をするか、この

辺の打ち合わせもしたいなというふうに考えてい

ます。その中で、それぞれの地域に合った洪水の

危険マップ的なものはそれぞれの町内会用につく

ってお渡しするようなことも検討していきたいと

いうふうに考えています。

なお、あわせまして１０月にある風連地区のお

話し合いの中では、コンクリートミキサー車を使

った土のうづくりも含めて、従前風連地区には土

のうそのものを常備しておりませんでしたので、

名寄地区にあるものを５００個移動させて、新た

に５００個ぐらいつくって、 ０００個規模のも

のを残すような方法も今こちら側のほうで検討し

ておりますので、そこらも含めて地域の皆さん方

に少しでも安心していただけるような方策を具体

的に講じてまいりたいと考えています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜ〇１２番（日根野正敏議員）

ひ万全を期して対応していただきたいと思います

けれども、もう一つ、これ自分の反省でもあるの

ですけれども、ＪＲとか連携がどうであったのか

なという気がするのですけれども、あのとき２７

線付近で列車がとまって、それと同時に２９線の

遮断機がずっとおりっ放しで、六、七時間ぐらい

遮断機がおりっ放しの状況であったのですけれど

も、その晩に２９線道路を通っていかなければな

らない民家の人からあそこの上の第１幹線があふ

れたので、通報が入ったのですけれども、消防職

員の方が車で行けなくて、２９線からおりて５０

０メーター以上歩きながら行っていたということ

がございましたので、これは気がついたら私もＪ

Ｒのほうに連絡すればよかったのですけれども、

その辺やっぱり行政ですので、消防なり、行政な

りが関係ないところの遮断機はあけてくれという

ような要望も必要だったのかなというふうな考え

を持ってございますので、その辺も今後落ち度の

ないようにしていかなければならぬなと思ってお

ります。

それから、被害状況の関係で、９月の広報では、

名寄市の広報では風連地区が床下１０件になって、

床上が４件になっているのですけれども、風連の

お知らせ版では床上浸水が５件、床下浸水が２４

件になっているのですけれども、この辺の情報の

的確さというか、その辺はどうなっているのかお
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伺いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区振興課の〇総務部長（佐々木雅之君）

ほうから連絡もらったのは、数の多いほうの数字

でいただきました。ここは上川振興局のほうに公

式に床上浸水、床下浸水という形で報告するもの

ですから、床上浸水した家屋の規定がありまして、

物置とか車庫とかそういうものを抜きましたので、

逆に言うと報告した床上浸水戸数と床下浸水戸数

によって１２月に戸数１戸当たり幾らということ

でその災害対策に要する費用の一部として国のほ

うから特別交付税が来ることになっています。そ

のためにそちら側の求めている数字に対して出す

のが今回の市役所の公式な数字ということで、実

際は名寄地区も風連地区も車庫とか何かが相当水

ついたというのはもっと実際の数字が多かったの

かなとは思っていますけれども、上川支庁に報告

する公式数字でということで御理解賜りたいと思

います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１２番（日根野正敏議員）

それでは、続いて文化スポーツ振興補助金の基

準についてお伺いいたしたいと思いますけれども、

答弁ではそれぞれ宿泊費もレンタカー等について

も実態に合った形で検討していくという答弁だっ

たのですけれども、これは善処していただけると

いうことで理解をしていいのかどうか、その辺ち

ょっと再度答弁を求めたいと思いますけれども、

もう一点は中体連です。中体連については全額補

助という規定になっているのですけれども、それ

以外の大会については半額補助ということなので

すけれども、中体連だけを特別扱いするという理

由をちょっとお知らせいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、最初の検討の〇教育部長（鈴木邦輝君）

答弁の部分ですが、改善の方向で内部で協議をし

ていきたいという意味でございますので、御理解

をいただきたいと思います。

それから、補助金交付基準の中で中体連、中文

連等の部分、主催団体の部分でございますけれど

も、現在は主催団体が中体連もしくは中文連など

につきましては全額の補助金となっております。

ただ、スポーツ、文化団体等の中で主催者が中体

連、中文連以外の団体の場合がございます。これ

につきましては、補助率は２分の１ということに

なっております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは答弁で聞い〇１２番（日根野正敏議員）

たので、わかるのですけれども、中体連だけを特

別扱いする理由です。例えば中体連の種目では２

０種目あるのですけれども、そのうちオリンピッ

ク種目に入っているのは１６種目。オリンピック

種目は何種目あるかといいますと、夏、冬合わせ

ますと５０種目はあるのです。ですから、その５

０種目あるうちの十何種目だけを特別扱いをする

というのはちょっと不合理だなというふうに私は

感じているものですから、なぜ中体連だけなのか

ということで聞きたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

部活動につきましては、〇教育長（藤原 忠君）

かつて教育課程の中で部活動が組み込まれていた

時期がございました。名寄の文化スポーツ振興基

金が作成された時代はそういう時代でございまし

て、言ってみれば中体連、中文連等が主催するも

のは学校教育の一部であったということで、ほか

の野球少年団とかこういう小学校等の少年団活動

は社会教育として分類されていた。そういうこと

から、この基準は中体連、中文連は全額補助と。

そして、他の社会教育にかかわる部分は半額補助

と、こういう精神で生まれたものであります。し

かし、今御意見がございました。社会教育分野で

半額というのはいかがなものかというようなこと

がもしあるとすれば、今後名寄市文化スポーツ振

興審議会がございますので、そこでそういう御意

見があったということで今後の検討材料にさせて

いただきたい、このように考えております。
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日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそのことは検〇１２番（日根野正敏議員）

討していただいて、やはり小学生、中学生がいろ

んな種目で頑張らなかったら、小さな部分的な種

目だけにスポットを当てて優遇するというのは、

だから日本はオリンピックのメダルが少なくなっ

たというふうに言われると思うので、その辺はも

っと名寄市は広い心を持って対応をしていただき

たいというふうに思います。

それから、今現在基金 ６６０万１程度あると

いうことなのですけれども、１年間２５０万１ぐ

らい使っているわけなのですけれども、これ１０

年すればなくなるわけなのですけれども、今後そ

の辺の対応をどのように考えているのかお伺いを

いたしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

基金の部分でござい〇教育部長（鈴木邦輝君）

ますが、基金につきましては昭和５９年に創立を

されておりまして、以降の経過の中で残高が ０

００万１も超える時期がございましたが、現在で

は先ほど述べたとおり年間２００万１から２５０

万１ずつ支出されて現在に至っております。当然

ながらここままいけば底をつくという形になりま

すが、名寄市の文化、スポーツの振興の観点から、

基金をすべて取り崩すということは考えておりま

せん。補充の時期等につきまして、また金額につ

きましては、同じ基金の中でも補助金から切りか

わった育英資金等がございますので、そういった

ものの活用を含めて庁内で協議検討をしてまいり

たいと考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうしても基金が〇１２番（日根野正敏議員）

少なくなると、その基金を見ながら運営委員会で

も審議をするというようなこともありますので、

ぜひ余り減らないうちに、できればふやしながら

検討していただければもうちょっといい結果にな

るのかなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

それから、この関係では最後になると思うので

すけれども、道内、全道大会あたりですと、例え

ば釧路あたりに全道大会行く場合は公共交通網と

いうより、レンタカーというよりも、それなりの

関係指導者なり、保護者の自家用車で行く場合も

あるわけなのですけれども、この辺に対する補助

的な部分の考え方についてはどのように考えてい

るのかお伺いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁でもお〇教育部長（鈴木邦輝君）

話ししましたとおり、当初は個人の自家用車の公

用車使用に関しては一切だめという規定がござい

ましたけれども、学校の教職員に限って自家用車

を公用車の使用にかえるということで平成２０年

に規定を変えたわけでございますが、何分にも事

は人の命にかかわる部分、安全性にかかわる部分

でございます。特に遠くに行くという部分になり

ますと疲労等の問題等もありますので、これにつ

きましては同乗される児童生徒の方の安全性の確

保を考えれば現在のところは学校教職員以外の公

用車の自家用車の公用車使用については難しいと

いう感想を持っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

補助しているから、〇１２番（日根野正敏議員）

例えば事故に遭ったと、だから市が責任があると

までは私はいかないと思うのです。それは別の問

題で、それは確かにレンタカーあたりですと搭乗

者の傷害保険というのは１人 ０００万１まで出

るそうなのですけれども、それらの保険は自家用

車でも入っている人いますので、それらがクリア

できれば私は同じ扱いでいいのではないかなとい

うふうに考えておりますけれども、その辺の考え

方柔軟性を持って、ちょっと見解をいただきたい

のですけれども。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろな基準、規〇教育部長（鈴木邦輝君）

制につきましては、その時代に合わせて検討しな

ければだめな部分もございますので、それも含め
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まして先ほどの答弁のとおり文化スポーツ振興補

助金の基準につきまして検討させてまいりたいと

考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ前向きに検討〇１２番（日根野正敏議員）

していただきたいと思います。

続きまして、病児保育についてちょっとお伺い

をいたしたいと思います。病児保育については、

私も一般質問をしながらいろいろ調べたのですけ

れども、答弁にありましたように非常に難しいの

かなというふうにも受けとめております。看護師

さんの確保から始まって、その施設の確保、そこ

までの高いハードルですとなかなか難しいのかな

と思っているのですけれども、ただ厚生労働省も

そういったことでなかなかこういうことがニーズ

はあっても普及しないということで、ファミリー

サポートセンターの事業というのも部長知ってお

られるのかどうかはちょっとわからないのですけ

れども、その中に病児、病後児の預かりも去年か

ら取り入れたわけなのですけれども、ファミリー

サポートセンターの事業概要については乳幼児や

小学生等の児童を有する子育ての中で労働者、主

婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受け

ることを希望する者と該当援助を行うことを希望

する者との相互援助活動に関する連絡調整を行う

組織で、平成１７年度から地域の特性や創意工夫

を生かした次世代育成支援対策推進法に基づく市

町村行動計画の着実な推進を図るため次世代育成

支援対策交付金（ソフト交付金）が創設されたと

ころであり、ファミリーサポートセンター事業は

交付事業の対象事業とされている。平成２１年度

から病児、病後児の預かり、早朝、夜間等の緊急

時の預かりなどの事業も行っているということで、

道内でもこのサポートセンターつくっているとこ

ろが１８市町村あって、近隣でも旭川、稚内など

がつくられているのですけれども、病児、病後児、

特に病児保育をやるとすればこういうサポートセ

ンターを立ち上げて、それからのことかなという

ふうに考えているのですけれども、この辺の考え

方どう思っているのか見解をお伺いいたしたいと

思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員の御質問〇健康福祉部長（三谷正治君）

の中で、サポートセンターの関係については、大

変恐縮なのですけれども、詳しい情報は私もちょ

っと入ってございませんので、申しわけないと思

っております。しかしながら、先ほど答弁で申し

上げましたように、病児につきましてはやはり医

療機関との連携を非常に密にしていかなければ、

預かったお子さんが万が一という部分がございま

す。先ほどの報告のとおり、道内においても本当

に何カ所かしか行っていないというのが実情であ

ります。あわせて名寄市におきましても、次世代

ですとか私たちのほうで行っております計画書の

中で、その計画をつくる段階で皆さん方にアンケ

ートをとらせていただいております。１６年度、

それから２１年度と２回にわたって同じ項目でア

ンケートをとらせていただいておりますけれども、

その中でやはり病児、病後児保育についての皆さ

んの希望というのですか、要望が非常に高くござ

います。４０％、三十数％と１６、それから２１

年にかけて同じパーセントで、一番高いのはやは

り保育料を下げてほしいと。それから、一時預か

ってほしいのが２番目で、３番目がこのような状

況のアンケートの結果になっております。名寄市

におきましても昨年開園いたしました大谷認定こ

ども園にその要望にこたえるためにそのような形

の事業委託をさせていただいたのが実態でござい

ますけれども、残念ながらアンケートの結果と実

際の利用するのがニーズが現実にはなかったとい

う部分でございますので、大都市におきましては

人口の部分を含めてそういう希望が多いというこ

とはあるのかもしれませんが、名寄市においては

今のような形で、特に病児保育については医療機

関との連携ということで、今の施設、名寄市内の

状況を考えますと非常に難しいのではないかと考
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えております。ただ、病後児保育につきましては、

利用が少ないということでありますけれども、先

ほどお話ししましたように既に３公設保育所の中

では各保育所の中でちょっと熱が出た、何とか面

倒を見てほしいだとか、医者からの指示を受けた

薬、この部分を昼に飲ませてほしいだとか夕方飲

ませてほしいだとか、病後児保育に若干かかわる

部分は事前にもう何年も前から対応を各保育所さ

せていただいているということが実態がございま

すので、病後児保育の数字が出てこないというの

はそういうような形で考えられるのではないかと

思っておりますので、これらにつきましては今年

度以降もその状況を踏まえ、また保護者等との懇

談会も通じまして、皆様の御意見をいただきなが

ら考えていければなと思っているので、御理解を

いただければと思います。

以上です。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

難しいというよう〇１２番（日根野正敏議員）

な答弁でございますけれども、また各保育園でも

それなりのある程度の病気には対応しているとい

うことでございますので、しかし保育園とかそう

いうところは時間が決まっておりまして、私が言

ったサポートセンターをつくれば、これは家庭か

ら家庭でありますので、いろんなニーズに合った

対応が出てくるのではないかなと思いますので、

ぜひこのファミリーサポートセンターの事業につ

いて今後検討をしていただきたいなというふうに

思いますが、その辺の見解を最後に求めたいと思

います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

サポートセンタ〇健康福祉部長（三谷正治君）

ーの部分については、先ほど議員がおっしゃるよ

うに１８市町が行っているということで、今ちょ

っと情報来ました。その中では社協が実際に行っ

ているということの内容でございまして、民間が

主体で実施をしているというような事業で聞いて

ございます。先ほどお話ししましたように行政と

しては保護者の状況、それから今後の状況を勘案

しながら検討させていただきたいと思いますけれ

ども、やはり施設面、財政面から考えますと非常

に難しいのかなと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

以上です。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

利用が少ないとい〇１２番（日根野正敏議員）

うのは、周知、知らない人も多いのではないかな

と思いますので、その辺も踏まえながら進めてい

っていただきたいと思います。

それから、最後に総合窓口についてなのですけ

れども、案内役、言ってみれば来庁者の案内役を

されているのですけれども、決して私はこれが悪

いことだとは思っていません。ただ、そういう総

合窓口をつくってやるのであれば、もう少し機能

を持たせて、案内役だけではなくて、一番来庁者

がいいのは１カ所で大体のその手続、証明書、あ

るいはいろんな書類を発行できればそれが一番い

いと思うのですけれども、そこまで私は総合窓口

をやるのであれば市民にとってもいいのではない

かなと思っているのですけれども、そこまでのレ

ベルで市長は考えていられるのかどうかちょっと

お伺いいたしたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁ともダ人る〇市長（加藤剛士君）

かもしれません。まずは試行ということで、来て

いただいたお客さんがどんなニーズがあるのかと

いうことでやっているということもございます。

もう一つは、名寄庁舎が階段がああいうふうにあ

るということで、入り口に開いてお客さんが来て

いる状況がわからないということも含めてあそこ

に人が必要なのではないかということもございま

す。そうした建物上の構造的にバリアフリーでな

いところをバリアフリーにしていこうというよう

な観点もございますので、今のこれを試行をして、

その結果また考えていかなければならぬというふ

うに思っています。総合窓口ということになると、
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すべての窓口を集１していくということが物理的

にどうなのかということも検討しなければならぬ

というふうに思います。今のところは、そこの窓

口で複数の案件があったときには職員の皆さんが

そこに来て、対応をしていただくということをし

ていると思っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄庁舎は複雑な〇１２番（日根野正敏議員）

形で、ちょっと使いづらいといえば使いづらいよ

うな話なのですけれども、ただ総合窓口を置いた

ら当然ほかの窓口が要らないわけですから、人が

ふえるわけではないですから、その庁舎内のやり

くりは十分できてくるのではないかなと思ってい

るのですけれども、案内も大切なのですけれども、

もうちょっとレベルの高いといいますか、もう一

段欲を出してほしいなというふうに私は思ってい

るのですけれども、例えば市民が来庁する用事は

住民票や戸籍謄本、各種証明書が恐らく６割近い

と思うのです。これはほかのまちのあれなのです

けれども、その次が国保の関係ですとか乳幼児医

療、障害者医療、母子医療に関する手続の申請、

それから転入、転出、転居、出産、婚姻、死亡な

どの手続、これらの窓口を１つにすればほかのま

ちでいいますと１８割方の来庁者の用事がそこで

済んでしまうということなので、その辺までぜひ

私は進めてほしいなと思うのですけれども、その

辺の見解を最後に求めて終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

そのことも含めて今試行〇市長（加藤剛士君）

している段階だということで御理解いただきたい

というふうに思います。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

９月１８日から２０日までは休日のため休会と

いたします。

来る９月２１日は午前１０時から本会議を開き

ます。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 中 野 秀 敏
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平成２２年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年９月２１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 上 松 直 美 議員

９番 岩 木 正 文 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の行財政運営から外２件を、大石健二議

員。

おはようございます。〇６番（大石健二議員）

緑風クラブの大石健二です。議長より御指名をい

ただきましたので、これより通告に従い、３件５

項目について質問を行います。

最初に、中心市街地の再生整備、活性化事業か

ら商工業の振興策についてお伺いをいたします。

名寄駅横の再生整備、活性化事業は、複合交通セ

ンター及び民間事業者による開発事業が次年度以

降に向けて現在進行形で進められています。今後

の推移についても刮目をしてまいりますが、今定

例会では質問のテーマを市街地再生整備と活性化

事業につながる商工業の振興策についてお聞きを

してまいります。名寄市の景況については、地元

金融機関の調査のＤＩ値、ディフュージョンイン

デックス、景気動向指数によると経営環境の厳し

さに耐えている状況が相も変わらず継続している

と分析をしています。名寄市の景気動向が不安と

厳しさに耐える長いトンネルから脱出するための

商工業振興策についてお知らせを願います。

次に、観光振興についてお聞きをいたします。

名寄の夏を彩る祭典やイベントが６月中旬の風連

しらかば祭りを皮切りに、８月上旬のてっしフェ

スティバル、風連ふるさとまつりがそれぞれ開催

されました。８月末にはことしで３２回目を数え

た産業まつりがなよろ健康の森で開催され、モチ

米作付日本一、生産量日本一を市内外にＰＲをし、

盛況裏に終了したほか、映画のロケ地としても名

寄市の知名度向上につながるイベント、観光事業

が展開されました。しかし、それぞれの祭典、イ

ベント、観光事業では、次回以降の継続開催に向

けた改善点や課題も多く残されています。今後の

観光事業展開に向けた振興策についてお知らせを

願います。

続いて、名寄市行財政改革から行財政改革の推

進施策とその対応についてお聞きをいたします。

名寄市議会は、過日議会基本条例の定めによる議

会報告会を開催いたしました。経過につきまして

は、名寄市のホームページ上の名寄市議会のトッ

プページに掲載されていますので、ここでは詳細

を省きますが、依然として市民の皆さんの声に私

たちの議員の活動や資質を問う御意見や要望が多

いことを再認識いたしました。今後私たち議員の

一人一人がそれぞれ研さんを積んでいかなければ

ならないと強く自戒をしているところです。しか

し、その一方で名寄市の市職員の対応や資質を嘆

く声があるのもまた事実です。こうした背景の中

で、名寄市は行財政改革の一環として市職員の職

務遂行能力をはかる名寄市職員人事評価制度を本

年２月に試行いたしました。この初の人事評価制

度の結果を踏まえて、２回目となる人事評価がこ

の７月から実施をされています。この人事評価で

は、被評価者の対象枠を拡大した内容となってい

ますが、１回目の試行後の検証をもとに実施され

た今回２回目の名寄市職員人事評価制度がどのよ

うに改良、改善をされ、実施されているのかお聞

かせをお願いします。

次に、名寄市立大学の基本理念から名寄市立大

学の将来構想についてお聞きをいたします。名寄

市立大学は、その基本理念に地域に貢献し、地域

に開かれた大学であることを目標に、保健、医療、
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福祉という人のよりよき生活のための支援サービ

スに携わる人材をはぐくむ大学として、栄養、看

護、社会福祉の３学科で学部を構成することの利

点を生かし、保健、医療、福祉の連携と協働、少

人数教育の実践、地域社会の教育的活用と地域貢

献、この３項目を掲げています。名寄市立大学は、

１９６０年に名寄市立名寄女子短期大学として開

学して以来ことしでちょうど５０年目の節目を迎

えました。半世紀に及ぶ歴史を刻んできた中で、

今後ますます加速度的に少子化の伸長が予測され

ている中で、志望学生の確保とそれに見合う魅力

ある大学として、さらには地域貢献活動をも包含

した名寄市立大学の展望を開く将来構想について

お知らせをお願いいたします。

最後になりましたが、名寄市教育行政から全国

学力・学習状況調査についてお聞きをいたします。

今年度の全国学力・学習状況調査は、今春の４月

２０日に実施をされ、この７月末に集計結果が報

告されています。４年目を迎えた本年の学力テス

トですが、これまでの全国一斉調査から抽出調査

へ改められたほか、調査対象や成績集計等の変更

に伴い、どのような課題が浮かび上がっているの

か。また、今後の学力テストへのあり方と取り組

みについて順を追ってお知らせをお願いいたしま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま大石議員から大項目３点にわたり御質問

をいただきました。大項目１点目の小項目（１）、

（２）については私から、（３）については総務

部長から、大項目２点目は大学事務局長から、３

点目は教育部長からの答弁となりますので、よろ

しくお願いをいたします。

大項目１点目、名寄市の行財政運営から、初め

に中心市街地の再整備と活性化等から商工業の振

興策についてお答えをいたします。市内商業環境

の活性化につきましては、中心市街地地区の再整

備とあわせて中小企業振興条例を基本に振興を図

ってきているところであります。市街地の再整備

につきましては、本年度から着手しております社

会資本整備総合交付金を活用し、駅前地区、３・

６地区、文化センターを中心として人のにぎわい

を創出する具体的なハード事業を平成２６年度ま

での間で取り進めてまいりたいと考えており、駅

横につきましては（仮称）複合交通センターの整

備に着手してまいりたいと考えております。一方、

これらの施設をさらに有機的に活用できるようソ

フト面の整備について、一部ではございますが、

店舗全面のリニューアルやポケットパークなどの

整備により、視覚面から整備する事業についても

制度化の準備を関係団体と進めているところであ

ります。

商工業の支援策の周知につきましては、商工支

援策ガイドを作成し、商工会議所、商工会、中小

企業相談所において各団体、機関に配布し、さら

に名寄市ホームページで周知するとともに商工会

議所ホームページからもリンクできるよう対応し

て御利用いただいております。また、各種団体の

会議、出前トークなどにおいても内容を説明させ

ていただいているところでございます。

次に、観光の振興から情報受発信についてお答

えをいたします。観光情報の受発信につきまして

は、インターネットを初めとした多様な手段が考

えられるところであります。北海道の観光情報と

のつながり、受け入れや誘致関係の情報交流もさ

せていただいているところであります。この地域

における情報交流では、道北観光連盟、上川総合

振興局管内和寒から中川までの９自治体と観光協

会による構成メンバーと、ことし参画した旭川観

光誘致宣伝協議会との連携も行っております。

名寄における観光振興施策についてのお尋ねで

ございます。名寄においては、議員もお話ありま

したように観光資源が最近充実をしております。

さきにお話ししました道の駅であるとか、あるい

は天文台であるとか、こういった観光資源も非常
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に充実をしてきてございます。さらには、従来か

らのイベントの関係、あるいは体験農業的な取り

組み、それから花観光を含めた取り組みというも

のが名寄においては大きな観光になってございま

す。これらについては、先日もお話しさせていた

だきましたけれども、やはり名寄と風連が合併を

して、一定の検証といいますか、そういったもの

も必要な時期にも来ております。ＮＰＯに一定程

度ゆだねているというような御批判も一部いただ

いておりますので、そういったことを含めて十分

検証しながら、交流人口の拡大に努めてまいりた

いというふうに考えております。特に観光の振興

に関しましては、市長の公約にも大きく掲げられ

ている部分がございますので、そのことも十分感

じながら、これからの取り組みを推進していきた

いというふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから１番目、小項目３の名寄市行財政改革から

行財政改革の推進施策とその対応について答弁い

たします。

人事評価制度につきましては、国家公務員にお

いては平成１７年度から試行を実施、平成２０年

６月には国家公務員制度改革基本法が施行され、

基本理念の一つとして国民全体の奉仕者としての

職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基

づく適正な評価を行うことにしています。名寄市

としては、平成２２年３月に人事評価制度を導入

するため新名寄市人材育成基本方針を策定してき

ています。新基本方針において人事評価は人事関

連諸制度の中核をなすものであり、組織目標を達

成し、市民福祉の向上を実現させるとともに、職

員の能力の向上と育成を図るために欠かせないも

のであると位置づけており、制度内容について十

分な検討が必要であります。人事評価制度の試行

については、職員の業績、職への取り組み姿勢、

能力等を客観的に評価し、その結果を人事給与の

処遇、職員の能力開発等に反映することにより、

組織の活性化及び公務能力の向上に資することを

目的として取り組んできています。

具体的な試行の内容につきましては、昨年度に

おきましては２月１日から２８日までの１カ月間、

５部長が所管する課長職４４名を対象にして実施

してきていますが、１カ月間という短期間であっ

たことから役割達成度評価、これは目標達成シー

トといいます、の評価にまでは至っておりません

でした。今年度は、その結果を踏まえて対象範囲

を６部長が所管する課長職のほかに会計室、議会

事務局、監査事務局、農業委員会事務局、大学事

務局、病院事務部まで拡大し、対象職務級につき

ましても部長職から課長職までを対象として、試

行期間を２２年７月から２３年２月までの８カ月

間としています。評価方法といたしまして、人事

評価シートとして職務行動評価９項目と役割達成

度評価として職務遂行に必要な能力の評価を行う

とともに、目標達成シートとして職員が担当する

業務に対して目標を設定し、評価を行うことにし

ています。

試行における課題や問題点といたしましては、

昨年度は１カ月の間の試行ということもあり、十

分な総括はできておりませんが、今年度は試行後

において総括を行った上で見直し等を行いたいと

考えています。現在の評価着眼点基準等について

も内容的に抽象的な部分もあることから細分化が

必要であることや役割達成度評価においても各部

で目標設定をする際に難易度等の調整が必要であ

ることや目標に対する困難度評価の設定等につい

ても検討する必要があると考えております。国に

おいても３年間の試行を実施していることから、

試行における課題や問題点を総括し、見直し等を

行う中で、より実効性のある制度にするためにも

先進都市の事例等も参考にしながら、精度を高め

ていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

大きな項目２点目、名寄市立大学の基本理念から

小項目１、名寄市立大学の将来構想についてお答

えします。

名寄市立大学は、開学から４年を経て、大学と

しての基礎づくりの時期を終え、平成２２年３月

には第１期卒業生を送り出してきたところであり

ます。この間保健、医療、福祉の連携と協働、少

人数教育の実践、地域社会の教育的活用と地域貢

献の３つを教育の理念として掲げ、栄養、看護、

社会福祉の３学科の連携を意識した教育研究を行

うとともに、公立大学として地域に開かれた大学

を目指し、地域貢献への実践に積極的に取り組ん

でまいりました。こうした中で、本学の理念、目

的、教育目標については、毎年度の大学案内及び

ホームページで公表するとともに、全学生に配布

する学生ハンドブックに教育課程の特色なども記

載し、周知徹底を図ってきましたが、卒業生の中

に建学の理念をいかに浸透させることができたか、

今後具体的な成果が問われるものと思っておりま

す。

また、全国的に不況の中にあって、第１期生の

就職率は９３％という高い水準を達成することが

でき、詳しい分析はこれからとしても、社会にお

いて学生たちがそれなりに評価され、受け入れら

れたものと考えております。さらに、厳しい雇用

環境などを反映して、大学の就職成果や国家試験

合格率は大学そのものの評価を左右する重要な指

標となってきていますので、今後分析結果をもと

にした全学的指導体制の取り組みが一層必要であ

ると考えております。また、この４年間の学生確

保対策については、学生募集の方法としては一般

選抜や推薦入学など適正、公正に行われており、

定員に対し一定の志願倍率及び受験倍率を維持し

てきたことも本学への期待のあらわれと評価がで

きるものと思っております。

入学者の受け入れ方針については、大学案内の

ほかホームページ、進学情報誌などに掲載し、広

く周知を図るとともに、オープンキャンパスの実

施や進学相談会への参加、高校を訪問しての出前

事業なども本学の教育活動の実態をより深く理解

してもらうために積極的に実施してきたところで

あります。少子化の影響で入学希望者が定員を下

回る大学全入学時代が到来し、大学競争の激化や

来年４月からの教育情報公表の義務化によるイン

ターネットウエブ上での公表などを考えると、学

生の確保及び大学のＰＲの方法に一層の工夫と研

究が求められているところであります。また、道

北地域の唯一の公立大学として地域に根差す大学

としての期待に対しても、道北地域研究所や地域

交流センターを通じ、まちづくりや健康、福祉面

における高齢化対策などの地域の課題などにも取

り組み、地域貢献について一定の成果を上げてき

たものと考えております。

一方、社会の医療、福祉に対する期待と要求は

ますます高まり、かつ多様化している社会状況の

もとで、少子高齢化社会に対応した保健医療福祉

サービスを守る担い手の育成にもこたえられる魅

力的な大学であるためには、これまでの実績にと

らわれず不断の改善努力を続けていくことが重要

であり、そのことなしには大学の発展はないもの

と思われます。このような意味で、本学では不断

の改革改善を図ることを目的として年度ごとにテ

ーマを絞って内部評価を実施し、よりよい教育の

実現に向けて取り組みを進めてきました。完成年

度を終えた本年度においては、この４年間行って

きた教育研究及び大学運営が果たして建学の理念

に照らしてどうであったのか、またどのような成

果を上げ、今後大学の発展のため何をすべきかな

ど自己点検、自己評価を行い、大学全般の総合的

状況について報告書としてまとめることになって

おります。さらに、この自己点検評価報告書をも

とにして、学校教育法で義務づけられている国の

認証機関による外部評価を平成２３年度に受ける

予定となっております。今その準備を進め、全学

を挙げて取り組んでまいる所存でありますので、
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御理解を賜りたいと思います。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、小項目１、全国学力・学習状況調査につ

いての答弁をいたします。

ことしで４回目となる全国学力・学習状況調査

は、今年度から抽出校と希望校に分かれての実施

となりましたが、抽出校分の結果が本年７月末に

届きました。議員御質問の経過を踏まえての分析

でありますが、抽出校の全道の結果からでは中学

校国語においては３年前の小学校国語と比較して、

文章から必要な情報を集め、資料にあらわれてい

る工夫を自分の表現に役立てて書くことについて

は高まりが見られるとの分析がございます。また、

中学校数学においては、３年前の小学校算数と比

較をして、文字式や数量の関係の理解については

高まりが見られるが、図形における面積、体積の

表現、処理や関数関係の理解については課題が見

られるとの分析結果が公表されております。名寄

市におきましては、小学校５校の抽出校のうち小

規模校が３校、また中学校は１校となっているこ

とから、名寄市全体の成果と課題を推しはかるこ

とは現段階では難しいと判断をしております。

名寄市教育委員会といたしましては、今後希望

校の学校ごとの成果が届き次第、過去の調査問題

との比較をしながら分析を行い、名寄市の傾向を

まとめたいと考えております。また、これらの結

果につきましては、各学校で取り組んでおります

学校改善プランの見直しや授業改善の手がかりと

して十分に活用を図ってまいりたいと考えており

ます。

以上、答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問をさせていただき

ます。時間の関係で質問順が入り組みあるかと思

いますが、あらかじめ御承知おきください。

最初に、名寄市立大学の将来構想についてお聞

きをしてまいります。前段でも申し上げましたけ

れども、名寄市立大学の前身である名寄市女子短

期大学は１９６０年に開学をされて、ことしでち

ょうど５０年目、さらにその３０年後には名寄女

子短期大学として組織改編しております。その２

０年後に名寄市立大学として今春３月に第１回の

卒業生を送り出しているという歴史といいますか、

刻んできておられます。こういうふうに時系列に

見ていきますと、大学は節目節目に組織を改める、

あるいは学校の体制を改めてきているというふう

に沿革の上からではそう理解するのですけれども、

私たち組織や事業体、企業体は組織の目標を達成

するために短期、中長期計画という、そういった

ものを作成をしていくのですが、大学にはこうし

たようなこれにかわるような構想計画というのは

策定されているのでしょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今短期大学〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の沿革を含めて御説明がございました。御質問は、

名寄大学における中期計画を持っているのかどう

かという御質問というふうに受けとめました。御

承知のとおり、今国立大学について法人化にすべ

てなってございますし、公立大学については８０

校のうち６割ちょっとが法人化になってございま

す。これは、平成１６年に法が改正されまして、

大学の自主運営といいましょうか、それをより一

層進めるという観点から法人化が進められてきて

ございまして、法人化の場合につきましては設置

者の求めによりまして中期目標というのを定めな

ければならぬと、こういうことになってございま

して、公立大学についてはすべて定めているとい

う状況になってございます。本学の場合は、市の

運営といいますか、直営方式で運営してございま

すので、基本的には総合計画に基づいて施設の整

備等を図っていくと、こういうことになりまして、

予算面含めてローリングの中で議論をして進めて
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きているという経過がございます。大学における

教学の部分の計画というのは、先ほどもちょっと

触れさせていただきましたが、自己点検評価とい

うのを本学では４年に１度大学全般にわたって自

己点検を行っていくのだと、そして外部評価をし

ていくと、こういうことになってございますので、

その中には基本理念から施設の関係含めて基本目

標も当然入ってございますので、それが一つの目

標になるのかなというふうに考えておりますので、

ひとつ御理解をいただきたいと思います。先ほど

申しましたように、第三者の外部評価を終えまし

たら、議員の皆さん方にも公表させていただこう

と思っていますので、御理解をいただきたいと思

います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今三澤事務局長のほう〇６番（大石健二議員）

から現況を踏まえたお話をいただきました。ただ、

私がお伺いしていきたいのは、半世紀にわたる歴

史を刻んできた現名寄市立大学がこの先どういっ

た進むべき方向、あるいはベクトルをお持ちなの

かと。そして、そこに向かって志望学生の募集、

確保、教職員、あるいは市民の皆さん、関係者と

ともにどういった協働といいますか、共同歩調で

魅力ある大学づくりを進んでいくのかという目に

見える名寄市立大学のあるべき姿というのをわか

りやすくお聞きしたいなというふうに考えている

のですが、なかなか提示は難しいですか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１つには、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

法的には大学みずからが自己点検評価を行い、そ

の後公表するとともに第三者の評価を受けると。

これは、やはり大学が高等教育機関として社会的

に責任があると、こういう認識のもとに定められ

ているものでございまして、当然教育研究活動等

の質を社会に保障するという部分が第三者評価の

規定でなってございます。したがいまして、これ

まで大学の基本理念、基本目標等についてはホー

ムページ等で公表させていただいてございますが、

この４年間を踏まえてどのようにさらに改善方向

を図っていくのかという部分については、これか

ら進める自己点検評価の中で明らかにして、今後

の大学のありようについても定めていくと、こう

いうことになりますので、ひとつその中で御説明

等をさせていただこうと思っていますので、御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

学識を求められる大学〇６番（大石健二議員）

というのは、なかなか難しいのだなという感じが

いたします。一般の民間企業というのは、売り上

げ目標ですとか、あるいは上場企業を目指すとか

簡単な目標が設定できるのですけれども、なかな

か大学というのは、名寄市立大学というのは一般

会計で扶養されている中で自立ができていないの

だというえんきょくな言い回しもありましたけれ

ども、やっぱり組織体、事業体、生きている組織

というのは目標を掲げて、その目標に到達すべき

活動が行われていくのだろうと、私は民間育ちな

ものですから、そう考えるのですけれども、大学

は現況の調査を踏まえながら、石橋をたたきなが

らでないとなかなか計画が出ないのだというお話

というふうに私は理解をいたしましたが、少し話

題をちょっと外れたいなと思うのですが、昨年の

８月に政権がかわりました。その政権がかわった

政党がマニフェスト２００９の中で、なかなか私

の目を引く公約がございました。何だというふう

に申し上げると、その中の１節を申し上げますと

医療従事者等を増員し、質を高めることで国民に

質の高い医療サービスを安定的に提供する。さら

には、ＯＥＣＤ、先進３０カ国の経済協力機構で

構成される集団なのですが、各国で組織されてい

る機構ですが、このＯＥＣＤ平均の人口当たり医

師数を目指し、医師養成数を ５倍にするのだと

いう公約、マニフェストの中に書かれていました。

非常に私の関心を呼びまして、少し調べてみまし

た。それで、昨年の１２月に文科副大臣、鈴木寛

さんという方がいるのですが、きょうの新聞で相



－102－

変わらず同じく副大臣に選ばれておられました。

この方がこう言っておられました。医学部新設に

ついて論議を深めようというようなお話がコメン

トとして載っておりました。医学部というのはい

かにも唐突で大変申しわけないのですが、名寄市

はたまたま名寄市立病院もお持ちだと。新設の医

科大学を建てると二百数十億円かかるのだそうで

す。ただ、大学があって、名寄市立病院があって、

市立病院が施設がある。そうすると、私も友人に

医師がいるものですからちらっと聞いたら、かな

り費用の圧縮は可能ではないのというようなお話

はしていました。少しく私の大学にかける将来構

想というのは、その場で立ち上がってジャンプし

て手の届くようなものではなしに、かなり離れた

距離から助走をつけてジャンプして指がかかる、

そういった目標設定でなければその組織、事業体

にかかわっている人たちの意欲の向上にはなかな

か寄与しないなというふうに考えているのですが、

三澤事務局長の今までの答弁の中で医科大学新設

について俎上、まないたにのせる余地はおありか

というふうにお聞きするのはいかがかなと思いな

がらもあえてお聞きしたいのですが、いかがでし

ょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員から大変高いレベ〇副市長（中尾裕二君）

ルでの提言も含めてお話をいただきました。かつ

て名寄の短大が４年制に移行する計画を持って、

これの始まりが平成９年当時の自己点検評価作業

に始まると思いますが、それ以降平成１３年に本

格的な大学移行の準備を進めさせていただいて、

議会とも大変慎重な、かつ熱心な議論をいただい

て、多少当初の計画よりも時間がかかりましたけ

れども、移行したという経験を持っております。

その当時に１つ話題になったのがどういう学部

学科編成をするとこの地域における人材の養成も

含めてふさわしいのかということで、結果として

看護、栄養、社会福祉という３つの学科から成る

保健福祉学部ということでスタートしましたけれ

ども、議論の過程では議会も含めて薬学部を置い

たらどうなのかというお話も随分いただきました。

当時薬学に携わる教員が何名かおりましたので、

それを接ぎ木をして、ぜひどうなのかという御議

論いただきましたけれども、やはり実習機関ある

いは人材の確保も含めて相当困難であると。もう

一つは、議論の大きな分岐点が財政的にどうなの

かというのが非常に大きなテーマでありましたの

で、この点からも名寄の力量では支え切れないだ

ろうということがございました。今御指摘ありま

した医学部につきましては、函館のほうでも検討

に入ったというふうに伺っております。ただ、や

っぱりあくまでもベースは既存の医科大学の定員

をふやすというのが大方の方向のようでありまし

て、新たに今新設医学部をということには国の対

応も含めて相当厳しいというふうに考えておりま

す。これらにつきましては、医学部にかかわらず

今後この地域におけるニーズがまた時代とともに

変わり得るということは、これまでも短大５０年

の経営の経験から何度も改革を進めてきたという

経験持っておりますので、その辺につきましては

敏感に情報収集をしながら、ぜひそうしたいろん

な可能性も含めて検討してまいりたいと考えてお

りますので、御理解をいただきたいと。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今中尾副市長からお話〇６番（大石健二議員）

がありましたが、確かに１９８０年の琉球大学の

医学部を最後に新設はされておりません。ただ、

今回については文科、川端さんがかわったという

こともあって多少変更があるのかもしれませんが、

決して医学部新設についてはこだて未来大学だけ

ではなしに当別にある道の医療大学でしたか、そ

ちらもちょっと手を挙げているというふうにお聞

きをしておりますので、天文台ができて、名寄市

の次の名寄市全体の将来構想をもう少し掲げても

よろしいかなと思いますので、ぜひとも検討を深

めていただきたいというふうに考えています。

続いて、商工業の振興策についてお聞きをして

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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まいります。先ほど茂木部長のほうからるるお話

がありました。実は、ちょっと質問を絞ってまい

りますが、答弁の中に商工支援ガイドというお話

がありました。私も何冊か持っています。新旧の

だけちょっと持ってきますと、新旧といいまして

も平成２１年７月に発行されたもの、この紫のは

２２年４月に発行されたもの。この中で、やっぱ

り事業の内容がかなりさま変わりをしています。

廃止されたもの、新たに新設されたもの、そうい

う事業等の説明、商工業者に対する説明会なりを

ひざを交えながら御説明をされた経過はあるので

しょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

商工支援策ガイド、〇経済部長（茂木保均君）

これは名寄市の中小企業振興条例に基づいて支援

策をつくっているものでございます。これは、中

小企業振興審議会において毎年内容について時の

ニーズに合わせて改正もいたしてきております。

そういう中で、こういった支援策ガイドを作成を

して、関係の機関等に配布をする、あるいは必要

に応じて説明に歩くというような形をとっている

わけでございまして、そういった特別に名寄市が

関係者を集めてというような機会を持っておりま

せんけれども、その必要性も私もちょっと感じて

おりまして、ことしもそういったことを検討させ

ていただいたのですが、ちょっと時間的なことで

できなかった状況ありますけれども、できるだけ

この内容については商工業者の方が十分理解でき

るような形での取り組みというものをやっている

つもりでございますので、御理解いただきたいと

思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、名寄でちょ〇６番（大石健二議員）

っと実施していないものですから、ある都市のデ

ータを引用させていただきます。商店街実態調査

２００７というちょっと年代的に古いのですが、

この中でこんなふうに触れています。補助、助成

制度を利用していない商工業者のうち、補助事業

の存在を知らないと答えた商工業者が回答の４割

を占めているというのがありました。ですから、

今回のように半年ぐらいの間隔で商工支援ガイド

に盛られている事業が改廃されているということ

自体を知らない、あるいはその事業の存在自体も

知らないという商工業者がこのある都市でやって

いる回答者にそのまま当てはめるのは無理がある

のですけれども、大方の商工業者の方が名寄商工

支援ガイドに盛られているであろう事業の内容に

ついて把握しているかどうか大いなる疑問がある

と私は思います。試しにこんなような補助制度が

あるというのを茂木部長は御存じかどうかという

のを知らないからお聞きする前提でお聞きをしま

す。商店街の皆さんがパークゴルフ大会や研修や、

あるいは販促、求人募集の広告を出すときに係る

経費を補助する助成制度があるの御存じですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の補助制度につい〇経済部長（茂木保均君）

ては、それは名寄市のという意味でしょうか。

（「いや、違います」と呼ぶ者あり）

それは、国とか道と〇経済部長（茂木保均君）

かそういう部分ですか。

（「そうです」と呼ぶ者あり）

内容について承知し〇経済部長（茂木保均君）

ておりませんでした。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今正直に知らないとい〇６番（大石健二議員）

うふうにおっしゃっていただいたものですから、

調べたのをちょっとお教えしますと、これは厚労

省の独立行政法人の雇用・能力開発機構、これは

せんだっての仕分けで間もなく消える組織ですけ

れども、ここで中小企業人材確保推進事業助成金

というのがあります。先ほど申し上げたような商

店街で何らかをする、あるいは集まって求人を出

す、あるいは研修旅行をやる、あるいは講師を呼

んで勉強する、そういったものにも助成金が出る

という助成金制度が今申し上げた雇用・能力開発

機構にある。では、もう間もなく廃止されるのだ
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から、この助成金もなくなるのではないかという

ことなのですが、あに図らんやこれ閣議で継続す

ることが出ておりましたので、ぜひ一度確認をさ

れてもいいだろうと。どこの閣議というと２００

８年１２月の閣議で、助成金業務は厚労省の出先

である都道府県労働局の業務と一体的に処理する

とコメントされていますので、ぜひこういった制

度があるのだと知っているのと知らないのとでは

大きな差が出るだろうということを申し上げて、

次に進ませていただきます。

観光施策の受発信についてお聞きをいたします。

残り１１分となりましたが、何を聞こうかと思い

ますが、まず映画「星守る犬」、８月１２日にク

ランクインした漫画家、村上たかし氏の原作、映

画ですね、「星守る犬」についてちょっとお聞き

します。私も原作を読んで、非常に結末が身につ

まされるなという内容ではありますが、私の仄聞

するところでは映画監督の方がたまたまインター

ネットで検索をしていて、ひまわりの美しい都市

を探していたところ名寄が出てきたというのです

が、この経過について誤りはありませんか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私もその話について〇経済部長（茂木保均君）

お聞きしたときに、全国をインターネットでひま

わりを検索しているときに名寄のひまわりという

ことでお聞きしておりますから間違いないと思い

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、せっかく名〇６番（大石健二議員）

寄はひまわりのまちとして地位を確立しつつある

まちですから、ただ私も何カ所かひまわりを見て

回って、ただ咲いているだけなのです、大変失礼

な言い方なのですが。このひまわりを使って、例

えばひまわりの地面からの草丈コンテストだとか、

ひまわりの顔のでかさを競うような、そういった

アイデアがあってもいいなと私は思っています。

ぜひお時間と企画力があれば検討していただきた

いというふうに考えます。

あと、市長であったかな、加藤市長の何かのお

話の中で名寄を映画のロケ地として誘致をしてい

きたいというようなコメントを聞いたことがある

ような気がしているのですが、名寄市にフィルム

コミッションという専門の部署を設けるようなお

考えはあるのでしょうか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） たしか選挙中の何か公約〇市長（加藤剛士君

の中に書いてあったかもしれません、映画の誘致

ということで。今回たまたま御縁があって、こう

いうことがあったということで非常にうれしく思

っていますし、これからもそうしたメディアリテ

ラシーというか、メディアをやっぱり上手に使っ

て発信していくということが大事だろうというふ

うに思っています。そのフィルムコミッションま

で専門的にやる組織体制がいいのか、そうした機

能をどこかの組織に持たせるというのがいいのか

どうかということは検討してまいりたいというふ

うに思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ誘致活動を積極的〇６番（大石健二議員）

に展開をしていただきたいなというふうに考えま

す。

時間がなくなってまいりましたが、それでは続

いて全国学力・学習状況調査についてお聞きをし

てまいります。結果については、７月３０日に公

表されたというふうに教育部長のほうからお話が

ございました。部長のほうからもお話がありまし

たが、４年目を迎えたことしは全国一斉調査から

抽出調査に変わったと。集計方法も都道府県別、

個人別に改められたと。これまでやっていた市町

村別あるいは学校別の集計は行われていないとい

うふうに理解をしておりますが、誤りがあれば後

で御指摘をいただきたい。こうした経過を踏まえ

て、これまで行ってきた学力・学習状況調査の集

計データを当てはめて分析、対比することは可能

でしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）
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先ほど部長からも答弁〇教育長（藤原 忠君）

いたしましたが、抽出校で小学校では５校、中学

校では１校が名寄では選ばれたわけでありますが、

小学校は小規模校が３校だったというようなこと

もあり、まずは名寄市の正確な結果については分

析がまだできないという状況にあります。今御質

問がありましたように、そういうことを踏まえて

北海道における市町村別あるいは管内別の順位と

か集計等もまだ行われていない。これは、北海道

教育委員会が実施した結果がすべて出そろった１

０月中旬ぐらいになろうかと思いますが、その後

に行われるのではないかと。そして、名寄市にも

全校の受験の結果が送付されてくると、こんなふ

うに考えておりますので、名寄市もそれに基づい

てまた内容分析をするということでございます。

なお、集計データについては、北海道教育委員

会のお話では昨年までと同様に十分分析するに値

するものになる予定だというふうにお聞きしてお

ります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

国でやっている事業な〇６番（大石健二議員）

ものですから、踏み込んでしまうとどうしても御

答弁に限界があるだろうとは思うのですが、事名

寄に限ってお話をお聞きしていくと、今はホーム

ページのほうで問題が公開されています。私ちょ

っとインターネットからはじき出しました。そう

すると、３年前の問題と今回の問題をちょっと比

べていきますと、中学国語のＡで３年前の小学校

国語に出ていた問題がそのまま出ていました。何

だというと、１つは漢字の書き取りで相談、Ａさ

んがＢさんに心配事を相談する、その相談という

文字が片仮名で書いてあり、これを漢字に直す問

題でした。もう一つですが、もう一つは漢字を読

み解く、送り仮名をつけるという導くというのが、

この２題が３年前の小学校６年生の国語の問題に

出ていました。もう一つは、中学校Ａの問題、中

学校の数学の問題はＡとＢがあるのですが、Ａの

問題の大きな５番の（４）番に円柱の体積を求め

る問題がありました。これは、３年前の小学校６

年生の問題に出ていました。どういうふうになっ

ているのだというふうにちょっと私もそれぞれデ

ータが出ているものですから書き取ってまいりま

した。そうすると、３年前の小学校の正答率、相

談という漢字が５８％、導くという漢字の読み取

りが９５％、なかなか高いのです。今回中学生の

正答率、相談が７７％、導くが９７％。つまり３

年前の小学生の書き取り、読み取りよりも今回の

中学生の読み取り、書き取りの正答率が高いとい

うことです。では、正答率がアップしているから

一安心かというと、決してそうでもないと。逆に

先ほど申し上げた体積を求めるこの問題は、小学

校６年生のときは７３％でした。今回中学生の正

答率は４３％でした。これは、先ほど教育部長、

教育長からお話をいただいたように、全国学力・

学習状況調査を分析して指導力を改めていく、さ

らに向上させていくというふうに考えていくと、

どうも合点のいく説明にならないな、これだけと

らえて言うのもどうかと思いますが。こういった

ところを踏まえて、果たして学力テストを申し上

げると小学校６年生、３年前に小学校６年生だっ

た方が今中学３年になって、ちょうど同じテスト

を受けてこういう結果だということなのですが、

いかがでございますか、その指導力向上に生かす

という学力テストの本来の目的からすると。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度については、た〇教育長（藤原 忠君）

だいまのお話についてまだ正確に分析は出してい

ないから、私としてもコメントはできない状況に

ございます。ただ、一部抽出校にかかわっては、

わずかながら検討するチャンスはあると。なぜか

といいますと、中学校は多数の小学校から入って

きていますので、単純に考えることはなかなか難

しい。しかし、そうでなくてかなりの子供が中学

校に進学している、そういう中学校で考える場合

は、私はそのようなことはないと考えております。

明らかに成績は向上している、名寄市の場合は、
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そんなふうに受けとめております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇６番（大石健二議員）

た。

最後に、人事評価制度についてお聞きしてまい

ります。先ほど佐々木部長のほうからるる説明が

ございましたが、ことしの２月と７月にやった実

施要綱については、私もいただいて拝見をしまし

たが、申し上げたように被考課者の対象枠の拡大

だけしか内容的には変わっていなかったと、正直

申し上げると。そうすると、何が変わったのだと

いうと余り変わっていない。せめて文字ぐらい大

きくしてあげたらどうなのだと。私評価着眼点基

準表というのを持ってきました。これは、本来は

Ａ４で書いてあります。なかなか高齢の方は見え

ないだろうと思います。せめてこのぐらい字を大

きくして、評価がしやすいように工夫する必要が

あるように思いますが、最後に簡単におっしゃっ

てください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の中〇総務部長（佐々木雅之君）

で、ことしの２月に実施した課長職の人数を４４

名と申し上げたつもりなのですけれども、もしか

したら早口でしたので、４名ということだったの

かもしれませんので、４４名ということで御理解

お願いしたいと思っています。

それから、人事評価の基準の関係については、

それぞれの市で苦労をしながら、情報交換も一部

行いながらやっているのですけれども、中身の問

題も含めて、文字の大きさについてもその辺につ

いては改善できるものについては改善していきた

いと思っています。よろしくお願いします。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

地域防災について外２件を、佐々木寿議員。

議長より御指名をい〇７番（佐々木 寿議員）

ただきましたので、通告順に従いまして、質問し

てまいります。

まず、質問する前にさきの７月末の大雨で災害

に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたい

と思います。また、それに対応してくださった、

あるいは復旧のために対応してもらった職員、関

係者の方々に心から敬意を表したいと思います。

それでは、質問に入ってまいります。１点目は、

地域防災について、大雨災害での課題と今後の具

体的な推進について伺います。これは、さきの議

員の質問がありましたので、重複する部分がある

かと思いますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。ことしの夏は、全国的に異常高温や局地的豪

雨を記録し、大規模な災害も相次ぎました。道北

においてもさきの大雨では上川管内東川町の道道

が陥没して車両が転落、１人が死亡、天人峡温泉

への道道も寸断されて温泉街が一時的に孤立し、

現地に向かっていた男性が死亡するという事態に

までなりました。名寄市においても７月下旬の大

雨災害により豊栄川、真狩川等がはんらんし、地

域住民の方々が被害を受けられました。この被害

による人的被害はなかったものの、これまでの天

塩川等の決壊を想定した訓練とは異なり、多くの

課題が出てきたとの市長の行政報告、また広報な

よろでも広報されたところであります。その中で、

地域を含めた初動態勢及び連携の充実、避難支援

体制の向上に努めると報告がありましたが、当面

具体的にどのようなことを推進するのか伺います。

また、浸水計、水位計の設置状況はどのように

なっているのか現状を伺います。

過去において比較的大規模災害の少なかった名

寄市は、市民に対して自分だけは大丈夫、だれか

が何とかしてくれるというような根拠のない安心

感を抱かせやすい環境にあり、防災意識が低いよ

うに感じられます。防災訓練等で防災意識の啓発

に努めているものの、いまだに低い現状にあると

思います。さらに、町内会においても防災に関し

ては、高齢化による自主防災活動の停滞や核家族

化による地域コミュニティーの希薄化が懸念され、

なかなか地域防災に進捗が見られません。しかし
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ながら、このような環境にあってもみんなで協力

し合い、被災を最小限にとどめなければなりませ

ん。そこで、何とか早い段階において防災士等を

養成して、この防災リーダーたちに一地域にこだ

わることなく積極的に全地域にかかわっていただ

き、自主防災組織を確立し、さらなる地域防災力

を図るべきと考えます。町内会自主防災組織立ち

上げについて見解を伺います。

２点目は、行政改革について伺います。職員の

モチベーション向上と市民サービス向上の取り組

みについて伺います。行政改革は、どこの自治体

もこの厳しい経済状況下で恒常的な財源不足を克

服するためにさまざまな取り組みをいかに現実的

に推進できるのかが課題となっていると推察いた

します。そしてまた、どのような条件下にあって

も市民の皆様に対して質の高いサービスを効率的

に提供すること、市民の皆様の満足度を高めてい

くことが原則となっています。これまでは、行政

改革は職員には関係が薄く、みずからの業務とか

け離れた大きな制度や仕組みの改善であり、自分

には関係のないことのように思われていたかもし

れません。しかし、事務事業内容を理解し、市民

の皆様と身近に接する機会が多い職員であり、市

民サービスの担い手でもあります。常にやりがい

を持って働き続ける職場環境の改善、構築するこ

とこそが行政改革につながるものと思っています。

過去にも職員提案制度があったようにも伺ってお

りますが、職員が直接担当する事業に限定せず、

またあるときには有志のグループがアイデアを持

ち寄り、積極的な提案が出され、その提案改善要

望事項が強い仕組みや制度に対しては最優先で見

直すという姿勢を前面に打ち出すというような思

い切った視点に立つことが重要ではないかと思っ

ております。同時にこの提案を公表と、このよう

な取り組みが実施されることによって、新しいア

イデアを生み出す姿勢や仕事への積極性が醸成さ

れるのではないかと思われます。また、他の部署

の職員にも大いに刺激となります。そして、職員

が市政に対する理解の深まりが生まれることや事

業予算をかけないよう職員が意識することでこれ

までの事業を見直すきっかけとなることが期待で

きるのではないかと思います。限られた予算の中

で、費用をかけずに市民の目線に立った新しいア

イデアに取り組むことによって、職員のモチベー

ションや市民サービスの向上につながっていくも

のだと考えます。既にゼロ予算事業や仕事改革と

いう名称で取り組んでいる自治体もあります。名

寄市として、時代の変化に即応できる組織の進化、

職員が前向きに働くことができる職場環境の構築

についてどのような見解をお持ちなのか伺います。

３点目は、福祉行政について、北海道障がい者

条例について伺います。条例には、障害者が日常

生活や社会生活を営む上で差別的な扱いを受けな

い権利擁護のほか、どの地域でも同程度の福祉サ

ービスや社会参加の機会が用意されている暮らし

やすい地域づくりの推進、働く障害者を応援する

就労支援など幅広い取り組みが必要だというよう

なことが記されています。これらの施策の推進に

ついては、道、市町村が財政運営上特段の配慮を

講じるほか、各圏域に設けられる地域づくり委員

会が核となって関係者が連携して行うこととして

おります。障害者の権利擁護については、身体的、

性的、心理的虐待やネグレクトなどの明確な虐待

を禁止するだけではなく、障害者に対する配慮不

足が結果的には不利益な扱いをしていると同様の

状況になることを認識し、道、道民、事業者らは

合理的な配慮に努めるべきだとしております。こ

の障害者への差別や虐待をなくし、暮らしやすい

地域づくりを推進する条例です。このような地域

づくりを話し合う地域づくり委員会を道内１４地

域に設置し、委員会の調査で重大な虐待、権利侵

害が見つかった場合は知事が是正勧告することが

でき、改善できない場合は勧告内容を公表すると

しています。そこで、上川地域づくり委員会との

連携及び名寄市の障害者の暮らしやすい地域づく

りの推進状況、働く障害者を応援する取り組み状
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況、障害者の権利擁護に関する推進状況等の現状

を伺います。

次に、地域包括ケアシステムの取り組みについ

て伺います。平成１８年の介護保険制度改革にお

いて創設された地域包括支援センターがスタート

して４年目を迎え、地域における医療、介護、福

祉の一体的提供の実現に向けて、高齢者の地域包

括ケアシステムのあり方も議論され始めてまいり

ました。高齢者が住みなれた地域で生活を継続で

きるよう最適な福祉、保健サービスを切れ目なく

提供する観点に立ち、地域を基盤とする自治体の

高齢者ケアと地域包括支援センターにはどのよう

な高齢者に対する支援が求められているのかも注

目されてまいりました。名寄市においても、名寄

市地域包括センターが平成１９年４月１日から条

例とともに施行されました。そこで、名寄市の高

齢者ケアの現状と課題、今後包括センターはさま

ざまなコーディネート機能を拡大していく要素を

多く含んでいる状況の中で業務の再整理と活動の

標準化、重点化が必要となってくると思われます

が、包括センターとしての今後の活動の重点と取

り組みについて伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問がありました。１

点目、２点目は私のほうから、３点目につきまし

ては健康福祉部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いをいたします。

まず、１点目の防災について答弁します。大雨

災害での課題と今後の具体的推進についてお答え

します。お尋ねの７月２９日の大雨につきまして

は、気象データ速報値から１時間最大で２ ５ミ

リ、１日で１１７ミリという今までにない豪雨で、

市内の各地で家屋の浸水被害が出たのは御案内の

とおりであります。今回の豪雨の課題といたしま

しては、初動における対処と分庁方式での対応に

ついて、１つとして同時多発的局地災害に対処す

る職員の体制が十分とは言えなかった。２つとし

て、合併に伴い職員が地理に不案内であった。３

つ目として、風連庁舎では対策本部を組織してお

りましたけれども、兼ね職、兼務している職員が

多かったことから初動時が効率的ではなかった。

４つ目として、現場での臨機応変の対応の必要性

を痛感したという課題があります。これに対処す

るため局地的な災害の初動についての組織を見直

し、１つ、情報収集時から名寄地区と風連地区に

災害対応体制を組むこととする。２つ目に、災害

時には両地区の地理に明るい職員を配置をして対

応する。３つとして、風連地区にサブ本部を置い

て副市長が指揮をとる。４つとして、現場での指

揮者を定め、避難勧告等を早目に出すという対応

をとるように改善をいたしました。また、今回の

被災した町内会につきましては、チラシや電話、

ファクスでの早目の災害情報の周知、２つとして

避難に係る世帯状況及び被害要援護者の把握、３

つ目に安心できる避難しやすい避難場所等につい

て協議をし、今後の災害に対処するようにいたし

たいと考えております。

浸水計、水位計の設置状況についてお答えしま

す。当市に浸水計、水位計は、国、道が管理上設

置したものがありますが、市が管理する普通河川

には設置しておりません。水位計は、天塩川、名

寄川、豊栄川にあり、増水時等はインターネット

で当市も有効な情報を得ております。なお、浸水

については、豊栄川の遊水池に監視カメラを設置

しており、今回の大雨のときもさらに現地に職員

を派遣して監視を強化しておりました。また、気

象情報は気象台の情報により３０分ごとに観測で

き、これらの情報を分析し、さらに直接気象台に

確認するなどして危険を把握したときは被災する

と思われる場所に職員、消防団員等が行くことで

現場を確認し、警戒を行って対処するようにして

おります。

自主防災組織の推進についてお答えします。お

尋ねの自主防災組織の立ち上げにつきましては、
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７月２９日の大雨の危機からも町内会でも本格的

に取り組みを始めたところがあります。豊西小学

校の校区地区では、市内地図に災害時要支援者を

独居老人や障害者の区分をつけたマップの作成を

８月から行っております。また、今後西小学校区

地区においても自主防災組織を立ち上げる準備を

している予定であります。しかし、議員御指摘の

ように地域のコミュニティーの希薄化と町内会の

役員も高齢化が進んでいることから、さらに個人

情報保護の観点からなかなか協力体制がとれない

ことも含めまして、町内会で防災士を養成し、自

主防災組織を立ち上げるのも一つの方策であると

考えております。これらの方策も含め、町内会に

過大な負担をかけずに自主的にできるところから

一つ一つ積み上げて手がけていくことが肝要だと

考えております。

大きな項目２つ目の行財政改革についてお答え

します。まず、職員のモチベーション向上と市民

サービス向上の取り組みについてお答えします。

地方分権が本格化する中で、地方自治体は自己責

任において自立的、効率的な行政を推進すること

が求められています。そうした中で、本市におい

ては限られた資源で最大の効果が得られるよう、

事務事業の徹底的な見直しや経常経費の一層の節

減を行うなど、組織経営の視点に立って行政のス

リム化と効率を図るために行財政改革を推進する

必要があります。そのために職員の意欲を引き出

し、高めて、資質、能力の向上を図ることを目的

として、２２年３月に新名寄市人材育成基本方針

を制定し、求められる職員像として、１つ、市民

に信頼され、自立的に行動する職員、２つ、職員

としての使命感を持ち職務を遂行する職員、３つ、

環境変化に適応し、柔軟かつ的確に対応する職員、

４つ、経営感覚を持ち専門知識を備えた職員の４

項目を掲げて、人材育成の方策を講じてきていま

す。これからも質の高い行政サービスができるよ

う、職員の研さんに努めてまいりたいと考えてお

ります。

御指摘のありました職員提案制度につきまして

は、平成２２年３月に要綱を定めて実施してきて

おりますが、今現在は提出がない状況であります。

日ごろから問題意識を持って、個人やグループか

らの提案を促すために職員研修のテーマ等にも取

り入れながら、組織内で定着できるよう環境整備

を進めております。なお、過去旧風連、旧名寄に

おきましても事務改善等について職員からの提案

があって実施した例はございます。提案内容の公

表につきましては、採用された場合のみ公表する

ことにしていますが、提案に対する審査結果につ

いては提案者に具体的な説明を行うことにしてい

ます。この制度が組織的に認識され、職員同士が

切磋琢磨し、みずからも積極的に住民サービスの

向上につながる事務事業など行政全般にかかわる

提案ができるという意識を持つことができるよう

になった時点で、市民に対しても職員がどのよう

な提案をしているかということについて公表でき

るようなシステムづくりを検討してまいりたいと

考えています。

市財政の健全化を推進しながら、増加する行政

需要にこたえていくためには、地域の状況を常に

把握した上で市政を経営としてとらえ、コスト感

覚を養い、限られた資源の中で効果的で効率的な

職務を遂行することが重要であります。さらに、

経験により得られた知識、技能を蓄積するととも

に新たな情報を吸収し、専門的知識、技能を高め、

広げることにより高度化、複雑多様化する市民ニ

ーズに的確に対応できるようにしてまいりたいと

考えています。地方行政を取り巻く環境が著しく

変わる中で、今後行政が直面する課題について解

決策をみずから創造し、市の特色を生かした施策

の展開が求められています。そのためにはこのよ

うな環境変化はむしろチャンスととらえ、既成の

考え方にとらわれず、多角的な視点で新たな課題

に柔軟かつ的確に対応する職員が求められている

ことから人材育成を効果的に推進していくために、

１つ、職場の学習的風土づくり、人を育てる職場
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環境、２つ、人事管理制度の確立、人を育てる人

事管理、３つ目、仕事を進める過程の工夫活用、

人を育てる仕事の進め方について各種手法等を取

り入れながら、職員のモチベーションを高めるた

めに職員研修等の充実を図ってまいりたいと考え

ております。

以上、答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目３の福祉行政についての小項目１、北

海道障がい者条例につきまして申し上げます。

北海道においては、障害があっても安心して地

域で暮らすことのできる社会づくりを目指し、障

害のある方の権利擁護と暮らしやすい地域づくり

を推進するため、北海道障がい者及び障がい児の

権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしや

すい地域づくりの推進に関する条例、通称北海道

障がい者条例が平成２１年３月３１日に公布され、

平成２２年４月１日から全面施行されました。こ

の条例は、議員御承知のとおり、障害のある人が

当たり前に暮らせる地域はだれにとっても暮らし

やすい地域であることを基本に進めているもので、

条例に基づく地域の支援体制として市町村だけで

は解決が難しい広域的な課題などに対応するため、

道内１４の総合振興局及び振興局の圏域ごとに地

域づくり委員会を設置し、関係市町村と密接な連

携を図りながら、地域のさまざまな課題の解決に

取り組むこととされています。また、圏域だけで

は解決が困難な全道レベルの課題等につきまして

は、本庁に設置した北海道障がい者が暮らしやす

い地域づくり推進本部の調査部会において協議す

ることとされています。

１点目の上川地域づくり委員会との連携につき

ましては、この１４の総合振興局の一つとして上

川総合振興局の社会福祉課に委員会が設置され、

名寄市では平成１８年度に全面スタートした障害

者自立支援法に基づき、平成１９年１月に障害者

自立支援協議会を設置し、相談支援を初め福祉サ

ービスの利用状況等を協議しています。今後にお

きましても障害者の差別や不利益、虐待等の解消

に努め、安心して生活を営むことのできる地域づ

くりを協議するとともに、解決が難しい問題につ

きましては北海道地域づくり委員会に申し立てを

行い、改善を図ってまいりたいと考えております。

２点目の障害者の暮らしやすい地域づくりの推

進状況につきましては、平成１８年度以前は身体、

知的障害者のみが福祉サービスの利用の対象でし

たが、障害者自立支援法の施行により精神障害者

を加えた３障害すべてが自分に合ったサービスを

選択し、利用できるようになりましたが、利用者

負担が生ずることもあり、経済的負担からサービ

スの利用を控える方も多いことなどを踏まえ、国

では今年度から非課税世帯にあっては利用料金を

無料とするよう改められました。名寄市では、障

害者に対しハイヤーの基本料金の助成や精神障害

者には東西線のバス利用について市独自で助成を

行うほか、地域実情に応じた地域支援事業を活用

し、外出する際の移動支援や日中一時支援事業を

行うなど障害者が安心して暮らしやすい環境に対

し支援をしていますが、だれもが同じ生活を営む

ことのできるよう、課題や問題の解決に向け、各

関係機関、団体で構成されている障害者自立支援

協議会で協議しながら、暮らしやすい地域づくり

に努めてまいりたいと考えております。

次に、働く障害者を応援する取り組み状況につ

きましては、障害程度や能力に違いはあるものの

働く意欲を応援する福祉サービス事業を初め、な

よろ地方職親会の事業主の方々やハローワークの

理解と協力をいただき、就労の機会を得て、福祉

的就労、一般的就労に結びついている障害者も多

くおられます。今後におきましても各関係機関、

事業主はもとより障害者就業・生活支援センター

「いきぬき」を初め、障害者雇用連絡会議等と連

携をし、障害者の就労促進及び社会復帰の促進に

ついて情報を共有し、自立に向け支援をしてまい

りたいと考えております。
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次に、障害者の権利擁護に関する推進状況につ

きましては、障害者に対する差別や虐待等、生活

する上で悩みを抱えている人たちに対し、相談員

といたしまして身体障害者２名、知的障害者１名

を北海道から委嘱を受けるとともに、精神障害者

生活相談員２名を名寄市で委嘱し、障害者からの

相談に応じております。また、相談窓口は相談員

のほかに市の担当窓口や市内の福祉サービス事業

所を初め、名寄保健所においても精神保健相談や

北海道身体障害者福祉協会においては障害者１１

０番等があり、障害者が差別や虐待がない地域で

安心して暮らせるよう関係機関、団体と連携を図

り、対応に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の地域包括ケアシステムの取り

組みについて申し上げます。１点目の高齢者ケア

の現状と課題につきましては、名寄市の６５歳以

上の高齢者人口は平成２２年７月末現在において

２１６人、高齢化率２ ８５％と４人に１人以 

上が高齢者となっており、７５歳以上の高齢者割

合が年々高く、高齢化は急速に進んでおります。

介護認定状況は、要介護、要支援者数 ３３８人

と徐々に増加をしており、国立社会保障・人口問

題研究所調べによりますと１０年後の平成３２年

には認定者数 ６５１人と予想されております。

本年７月末の介護サービス受給者の内訳は、居宅

介護サービス受給者数７１４人、地域密着型サー

ビス受給者数４０人、施設介護サービス受給者数

２９９人という状況になっております。特別養護

老人ホームなど施設介護サービスの待機状況は続

いており、居宅介護サービスにおいてもショート

ステイや通所介護等に待機状況が見られますが、

平成２３年度の国における介護基盤緊急整備等特

別対策事業の導入で設置される小規模ケアハウス

２９人、認知症高齢者グループホーム１８人によ

り一定の緩和が図られますが、介護状態にならな

いための介護予防の視点がますます重要になって

いると考えております。

地域包括支援センターでは、４年目を迎え、介

護予防の視点から高齢者が住みなれた地域で安心

して過ごすことのできるように包括的及び継続的

な支援を行う地域包括ケアを実現するため、地域

支援事業の一つとして総合相談支援事業、２つと

して虐待防止対策、早期発見と権利擁護事業、３

つとして包括的、継続的な困難事業のケアマネジ

メント支援によるケアマネジメント事業、４つと

して第２次介護予防者のプラン策定による介護予

防マネジメント、５つとして介護教室、介護講演

会、運動機能向上プログラムなどによる介護予防

事業をそれぞれ実施するとともに、指定介護予防

支援も実施してまいりたいと考えております。し

かし、地域活動やボランティア等による高齢者介

護の互助や医療機関等による共助に係る多様なサ

ービスを有機的に連動し、提供できる仕組みづく

りのための地域包括支援ネットワークの構築が十

分に行われていない状況にあるのではないかと考

えております。

２点目の地域包括支援センターの今後の重点と

する取り組みにつきましては、今後も少子高齢化

の進展に伴う要介護、要支援者や認知症高齢者の

増加、加えて単身及び高齢者世帯のみの世帯の増

加や地域の連帯の希薄化や複雑な家族関係など、

介護保険のみでは介護を支える仕組みが難しくな

ってきている状況にありますので、今年度はどこ

に支援を必要としている人がいるのかを把握する

ため、単身高齢者の状況把握と町内会活動のアン

ケート調査等による実態把握を実施いたしたいと

考えております。単身高齢者の状況把握につきま

しては、本年７月から実施している緊急医療情報

キット命のカプセル交付事業において現在まで関

係機関との個人情報の共有の同意を得られた単身

高齢者２５８人、これは単身高齢者の約２割程度

になっております。その他高齢世帯１５３人、同

居世帯３３人の合計４４４人の情報を地域包括支

援センターが管理しており、必要に応じて町内会

や関係機関と共有を図ってまいりたいと考えてお

ります。今回も町内会の皆さんに御協力いただい
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ておりますが、今後も同意を得ることが難しい高

齢者の方々につきましては民生委員等の御協力を

得ながら実態の把握に努め、要援護の早期発見や

地域包括へのつなぎ、適正な支援対応、孤立化の

防止など、地域包括支援ネットワークの構築に活

用していきたいと考えております。また、町内会

活動の把握につきましては、高齢者を支えるため

に各町内会が独自に実施している活動、郵送アン

ケート等で情報の収集を行い、その情報を得るこ

とで高齢者の皆様に情報を提供してまいりたいと

考えております。地域ぐるみで高齢者の生活を包

括的、継続的に支える地域包括ケアの仕組みが十

分に機能できるよう体制の整備を目指し、取り組

んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁をいただきまし〇７番（佐々木 寿議員）

てありがとうございます。何点かについて再質問

をさせていただきますが、まず地域防災について

でございますけれども、これは市民の生命とか身

体、財産、これを守ることがこの計画の中に第１

番に趣旨としてうたわれているわけでありますけ

れども、先ほどの答弁ですといろいろとマニュア

ル的なものができ上がっているのかなというふう

に感じました。そこで、いかなる災害においても、

初動態勢というのが一番重要になってくるのだと

私は思っております。そこで、これからはその初

動態勢、これの本当に具体的なマニュアルという

ものは、例えばだれがどのようなことをやるのか

ということのこういうマニュアルという具体的な

ものができ上がっているのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

洪水ハザードマッ〇総務部長（佐々木雅之君）

プでは、名寄全域が水害に遭ったときにそれぞれ

各部のほうで各所管部を定めて、救護班であると

か情報班であるとか派遣班であるとかという、そ

ういう形でさまざまな部分は各部単位でやってい

ます。今回それが全体を動かすのではなくて臨機

応変に組織を動かさなければならなかったという

のは、局地的な災害と気象情報が急変したからだ

というふうに考えております。それで、今実際問

題に初動の関係につきましては、先ほどもお答え

しましたけれども、情報収集時の気象状況を判断

する部分のところと、それから分庁方式のため名

寄、風連にそれぞれ災害対策本部を実行指揮する

セクションを設けたと。それから、現地対策本部

が必要な場合については対策本部長をだれにする

かと、そこまでは決めさせてもらいました。そし

て、現実的に今回の水害の場合でありますと、消

防団員、消防職員を招集しても全部が集まってこ

れない状況でもありました。それから、逆に市の

職員も全員号令かけても全員が集まってこれない

状況の中で、局地的災害対応につきましては臨機

応変に対応してまいりたいというふうに考えてい

ます。その中で、全市的な災害の場合については、

各部単位で部長の指示で課長、係長、係を招集か

けて動かすと、そういうマニュアルになっている

のですけれども、それは余りにも大がかり過ぎて

機能がしないのでないかと。そこまでの体制でな

くても臨機応変にできるということで、例えば表

回りの仕事の関係については男性の若手職員を中

心に組織を再編した形で今現在作業を進めており

ます。それから、電話交換等、住民に説明する関

係で電話で応対する部分については女性職員とか、

勤務時間中に起きた場合については女性職員が中

心になって窓口を対応して、現場の関係について

は男性、若手職員を中心に対応する、そのような

ものを今現在検討している最中でありまして、今

回ももし万が一起きた場合どうするのだといった

場合については、そこら辺につきましては実施す

る対策本部というのをつくっておりますので、実

際に動ける職員の配置については早急に組織立て

をしまして、本人たちにもわかるように、何をし

ようとするかわかるように体制を構築していきた

いというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）
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わかりました。これ〇７番（佐々木 寿議員）

は、初動態勢というのはやはり対策本部ができ上

がるまで、これが非常に早い時間に立ち上げない

とだめだと思うのです。それで、それから対策本

部ができ上がった時点に、同時並行的になるかも

しれぬけれども、情報の収集して、それがどうな

のかとか、避難勧告させるのかとかいう、そうい

う問題が出てくると思います。それを本当に個人

的な自分は何をするのかということをしっかりと

把握しておいたほうが、マニュアルをつくってお

いたほうが効果的だと思っています。

それで、例えばこの地域防災についての各部課

の任務が書いてあるのです、ある程度の。しかし、

ある程度マニュアルをつくった場合、これはある

程度図上訓練とかこういうものをしていかないと

本当に機能しないのではないかと思いますが、こ

の図上訓練ということは過去にやっているか、こ

れからやろうとしているのか、その辺の見解を伺

いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、毎年防災の日のある９月、もしくは９月以

降に町内会の方々に御協力いただきまして防災訓

練やっています。そこは名寄が洪水ハザードマッ

プで想定した全地域の災害対策ということで、災

害対策本部長に対して各所管部のほうで行動した

内容について報告をする、それとか民間団体のア

マチュア無線のほうに連絡が入ってくるとか、交

通安全の指導員の方々については現地における交

通安全指導とか、警察、自衛隊とも連携する形で

の避難訓練やっているのですけれども、今回の場

合には実際にやってみて非常に感じたのは、それ

らが局所災害のときについてはなかなか難しかっ

たかなというふうに考えておりまして、町内会の

連絡ですらするいとまがなくて、まず副市長が先

頭になって例えば名寄の白樺団地のところに職員

を多く投入したと。同時に消防職員、消防団員も

行ったと。その中でやれたという部分は、人命を

最大尊重する面ではすごくよかったと思いました

けれども、なかなかその辺が当初の初動マニュア

ルどおりではなかったこともありましたので、図

上訓練というか、実際にどのように指揮命令を発

して組織を動かすかにつきましては非常に大切だ

なということも考えておりまして、町内会との連

携も含めて図上訓練、この辺については実効性の

あるもので訓練をしていきたいなというふうに考

えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

図上訓練をやること〇７番（佐々木 寿議員）

によっていろんな課題が出てきたり、ここをしな

ければいかぬという課題も出てきたりすることに

なるので、ぜひ防災訓練だけではなくて、別に時

間を設けてやってもらいたいなと思います。

それから、さきの議員のほうにもありましたけ

れども、災害対策、これ地域の特に私は問題とな

っているものは賃貸マンションとかアパートに住

んでいる余り地域とかかわりのないというか、そ

う言ったら失礼かもしれませんが、このような方

にやはり防災に対する意識とかそういうような対

策というのはどういうふうな見解を持っていられ

るのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

幸いのことに名寄〇総務部長（佐々木雅之君）

は災害の少ないまちということで、正直な話余り

そういうアパート、マンションに住んでいる方に

ついては積極的に働きかけていなかったというの

は実感としてあります。ただ、町内会のほうから

要請もありまして、町内会に加入してください、

加入しましょうという封筒で、市役所の市民係の

ほうに来て、最後はごみのところに来て、ごみの

パンフレットをもらって帰る説明の中で町内会に

加入してくださいと。そのときには防災上の必要

もありまして、地域での助け合いが一番大事です

からと、だからぜひ町内会に入って町内会からの

いろんな情報に接してくださいと、そういうこと

は職員の口から直接申し上げております。ただ、
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今後の訓練の中で、改めて局地災害起きましたの

で、その辺の関係につきましては災害に対する意

識というのはできるだけそういうマンション、ア

パートにお住まいの方々についても情報発信して

いきたいなというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

防災だけではなくて、〇７番（佐々木 寿議員）

町内会の活動等についてもやはりそういう方が取

り残されてしまっていると。取り残されていると

いうか、自分たちも参加したくないのかわかりま

せんが、それの位置づけというのはコミュニケー

ションもしっかりやっておかなければいかぬとい

うのはやっぱり町内会もそうですが、ある程度行

政のほうでもそういう指導といいますか、そうい

う喚起といいますか、そういうようなものをやっ

ていただきたいなとは思っております。

それで、勧告の問題もありましたけれども、勧

告されても、テレビでこの間報道によりますと勧

告されても自分のところを自分が現場に行って見

て、おれのところは大丈夫だなという自己判断、

これをしているというふうに思うのです。それで、

行政としてはどういう勧告にしても、勧告をとり

あえずやるのですけれども、そういうひずみとい

いますか、個人的に判断してやっているその対策

といいますか、そういうようなものに対する考え

方というのはどういうふうに考えておりますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

避難勧告は、強制〇総務部長（佐々木雅之君）

力を実は持っていないのです。だから、避難勧告

は避難をしてくださいというお願いなのです。そ

の後強制的に避難させる方法はあるのですけれど

も、その運用をする方につきましては警察とか消

防職員とか現地対策本部も含めて対応したいなと

思っています。

ただ、具体的には今回の私が聞いている話では、

今回の水でも大丈夫だったのという認識がもしか

すると地域住民の方々が持たれた場合、こちらが

避難勧告出しても、早目の避難勧告を出して安全

に避難してもらうということを最優先に考えてい

るのですけれども、その場合についてはなかなか

避難してくれない場合があるということも想定し

ておりますので、強制的にどのように避難してい

ただくか、それからもし避難に応じていただけな

い場合については気象状況なんかを判断しまして、

少なくても２階に避難をしてくださいと。１階が

もし水かぶったときにも命は大丈夫なように２階

に避難してくださいと、そんなようなことも含め

て、強制的にどのように避難をさせるかについて

の検討については警察やら関係機関等も含めて相

談をしたいというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、勧告は命令〇７番（佐々木 寿議員）

ですから、自己判断ではなくて、隣同士とか避難

する人が本当にお互いに支え合ってやっぱり避難

すべきだと思っております。

この地域防災についてもう一点伺いますが、例

えば災害時の食料あるいは生活必需品等の備蓄と

いうものは、これはあるのでしょうか、それとも

どこかに備蓄してあるのか、どういうふうに考え

ておられるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

正直な話いいます〇総務部長（佐々木雅之君）

と、災害時における毛布等については日赤からい

ただいたものを百数十枚用意しております。それ

だけです。食事の関係につきましては、ある大手

コンビニと北海道、都道府県レベルで災害協定を

結んでいまして、優先的にお弁当とかおにぎりと

か食事の部分について供給できるシステムになっ

ているのですけれども、あくまでも激甚災害、神

戸大震災みたいな大きなものを想定しているみた

いでありまして、今回の部分についてもその発動

について道にお願いしたのですけれども、規模が

小さいということも含めて、恐らく名寄の都市形

態からいうとコンビニが数店ありましたので、今

回の自治体の対応としてはおにぎり２個とカップ

みそ汁を市のほうで買いに行きまして、各施設の
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ほうに配付をして、御利用していただきました。

だから、備蓄の関係については、持っているのは

今毛布だけでありまして、食料等については特に

市のほうでは用意をしておりません。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回は、本当に局地〇７番（佐々木 寿議員）

的に大雨ということで、同時的に多発したわけな

のですけれども、これは河川状況からいいますと、

例えば名寄川でも天塩川でも満杯になっていると、

逆流してこの小さい川がどうしても流れていかな

い。遊水池も満杯になって流れていかない。こう

いうことに関して、これはやっぱりダムがあれば

ある程度スムーズに流れるのではないかと思うの

です。したがいまして、このサンルダムの早期着

工については、これはやったほうがいいのではな

いかと思いますが、どういうふうにお考えであり

ますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の関係でも天〇総務部長（佐々木雅之君）

塩川の増水が防げたのは、岩尾内ダムの影響も大

きかったというふうに聞いています。サンルダム

の関係につきましては、私ではなくて、もしよろ

しければ市長、副市長のほうからお聞かせいただ

ければと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長、どうですか。〇７番（佐々木 寿議員）

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

河川の管理につきまし〇副市長（中尾裕二君）

ては、御指摘のとおりなかなか一自治体だけでと

いうことの対応は難しいものがございますので、

国あるいは道のほうにも働きかけをして進めてま

いりたいと考えておりますし、一方サンルダムに

つきましては議会も含めてこれまで決議をいただ

いて、国のほうに働きかけている案件であります

ので、現在凍結ということになっておりますけれ

ども、地域を挙げてまた改めての行動を起こして

いきたいと考えておりますので、ぜひ議会の皆さ

んも御支援、御協力をお願いしたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇７番（佐々木 寿議員）

もう一つ、地域災害で気になることがあります。

これは、今回天人峡の道路崩壊は、これは道路の

土砂崩れではなくて川が侵食して道路が決壊した

という部分があると。これは、今後名寄市の場合

でも水が侵食して道路決壊するとか、こういうも

のについての調査とかいうことについてはどうい

うふうに進めていくのでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

多分東川の事〇建設水道部長（野間井照之君）

故も河川の護岸はしてあったというふうに思いま

す。今議員が言われるように河川の増水によって

護岸の裏に水が入って、流失したのではないかと

いうふうに思っています。ただ、一概にこれも言

えないので、上からの水も、山からの水も多分に

影響があるというふうに思っております。今回の

名寄市の災害においても、北山だとかラカン沢線

だとか御園線だとかは川も決壊しましたけれども、

山からの鉄砲水もありまして決壊をしております。

こういうこと、護岸をしておりますけれども、ど

うしても古くなってきますと裏に水が回ってしま

って護岸が決壊するということもあります。ただ、

この調査は今の段階ではしていませんので、今後

何らかの方法があれば研究をさせていただきたい

というふうに思っています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇７番（佐々木 寿議員）

す。ぜひ調査して、危ないところ、あるいはそこ

からはんらんするということも考えられますので、

しっかりと検証していただきたいと、こういうふ

うに思います。

続きまして、行政改革ですけれども、過去にも

職員の提案等の施策をとったという御答弁がござ

いましたけれども、これは今例えば職員が無駄な

手続だとか仕事があるとか、あるいは現場重視の

施策がなっていないのではないかという、そうい

う不満もあるのではないかと思いますが、職員の
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その満足度といいますか、そういう調査とかアン

ケートとかというものはとったことがございます

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

直接職員個人から〇総務部長（佐々木雅之君）

アンケートとったということは、私の記憶ではな

いと思っています。ただ、行財政改革を進めるに

当たって課内会議とか係会議とかやっておりまし

て、そういう中で各課長さんを通じて現場の意見

としてこういうものは改めたいとか改めるべきだ

とか、そういう意見をいただいたことはあります。

前向きな意見の関係については、その都度行革の

本部等でも議論をしながら、直せるものについて

は改善してきているつもりをしています。それか

ら、または逆な形で立場を変えまして、係長会議、

それから課長会議は毎月やっています。それから、

過去には市長と若手職員、年代ごとの固まりとか

部単位とかとさまざまな形式あるのですけれども、

そういうことをしながら、ざっくばらんな行政に

対する仕事の進め方に対する意見交換会というこ

とも含めて、反映できるものについては反映して

きたという経過持っていますので、直接個人個人

から無記名のアンケートでやったというのはちょ

っと記憶ではないかもしれません。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、ぜひ現段階で〇７番（佐々木 寿議員）

アンケートとかそういうようなのとって、現状を

把握してもらったほうがいいと思います。

それで、時間も余りありませんので、市長、１

０年先、２０年先、これらのまちづくりをやりた

いということなのですけれども、まずこの現場、

庁舎、職員、こういう現場がしっかりと１０年先、

２０年先を見据えた組織改革というものができて

いないとだめだと思うのですが、先ほどの部長の

答弁に対してしっかりと市長の力強い決意をお伺

いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

行財政改革に対する中長〇市長（加藤剛士君）

期的な市長の決意という御質問でよろしいのでし

ょうかね。就任して５カ月余りが経過をさせてい

ただきましたけれども、それぞれ本当に職員の皆

さんもこの名寄市をよくするためにどうするかと

いうことで汗をかいていただいているものと思い

ます。しかしながら、御承知のとおりこの５年間

に相当の職員の皆さんも退職する方が出ていく中

で、これから組織をどうつくっていくのか、ある

いは今お話しいただきましたけれども、職員さん

がいかにやる気を持って、このまちをどうしてい

くかということを主体的に考えてやっていくため

にはどういう組織の姿があるべきなのか、そうい

うことをいま一度しっかりと考えていくべく進め

てまいりたいというふうに考えています。そんな

ところで、しっかりやっていく決意でありますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうぞよろしくお願〇７番（佐々木 寿議員）

いします。

それでは、最後に地域包括センターのことにつ

いてちょっと伺いますが、自宅で介護をする家族

の４分の１がうつ状態になるというような調査結

果もあるわけなのですけれども、これは家族の介

護者の負担軽減というのは非常に大事な深刻な問

題だと思っております。それで、そういう家族に

対するケア、これはどういうふうな見解をお持ち

なのでしょうか。ちょっと伺いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員から御質〇健康福祉部長（三谷正治君）

問ございました家族に対してということで、御存

じのとおり今高齢者が高齢者を見るという時代に

入ってきております。高齢者ばかりではなく、ま

だ若い人も高齢者を見るという状況もありますけ

れども、やはり家の中で内情をなかなか地域の皆

さんに御相談をするということは現実の中に今の

地域の活動の中で、それから地域間、人のつなが

りの中で非常に希薄という言葉は適切ではないか

もしれませんが、そういう状況が現在続いている
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と私のほうも認識しております。現在地域包括セ

ンターの職員一同、保健師を含めてそれぞれ各家

庭にそういう部分では本人のみならず介護する人

たちにも少しでもデイサービス等々を活用してい

ただきながら、そういう部分では軽減を図ってい

きたいということで、日ごろ常々地域包括センタ

ーの職員間で情報の共有化を図っているのが現状

であります。しかしながら、当事者、高齢者の中

にはおれはいいと、おれは自分の中で自分で頑張

っていくという家庭も実はあるのが現状でござい

ます。こういう部分につきましては、やはり負担

にならないような形で地域包括センター職員一同

一丸となって進めてまいりたいと考えております

ので、御理解いただきたいと思います。

以上です。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間がありませんね。〇７番（佐々木 寿議員）

それでは、私もあと数年たちますと６５歳になる

のですけれども、６５歳以上が今は２６％ぐらい

ということで、だんだんふえてまいります。それ

で、そのほかにも増加傾向にある認知症とか、や

はり高齢化に対してはこれからの本当にその体制

づくりといいますか、その体制、支援が大事だと

思いますので、どうぞひとつ今後とも体制づくり

をしていただきたいと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇副議長（熊谷吉正議員）

議を開きます。

農業振興施策について外２件を、植松正一議員。

議長より御指名をいた〇３番（植松正一議員）

だきましたので、通告順に従い、質問させていた

だきます。

まず、大項目の農業振興施策についてお伺いい

たします。ことしも収穫作業の真っ最中であり、

成果が問われる時期であります。市長の行政報告

にもありましたが、農作物全般の生育状況は６月

から好天により順調に推移していたが、７月の気

温が平年と比べて ３度高く、降水量は３１３％、

日照時間では７８％という湿度の高い状況と８月

以降の長雨の影響が懸念されるとのこと。水稲に

おいては、農家の方に聞くところによりますと豊

作とは言えず並の上というところ、畑作において

はこれから収穫がされる大豆以外は湿害の影響等

でこれといった収穫は望めない最悪の年とのこと

であります。私も現地で直接農家の方と会い、現

状を認識したところであります。そこで、名寄市

は基幹産業である農業の発展なくして名寄の発展

はないと常日ごろから思っております。依然とし

て経営的に苦しい現状の中で、今後どのような施

策、方向性が求められるのかと思います。真剣に

受けとめる必要があると思います。

さて、以上のことを十分に認識していただき、

名寄市の農業振興施策について４点にわたってお

伺いをいたします。１点目は、農業、林業、商工、

観光連携の地場産業の方向性と考え方についてで

あります。新名寄農業・農村振興計画で活力と潤

いのある農業、農村を目指してのタイトルで、前

期、後期の長期計画を立ち上げておりますが、国

の基本計画を具体化し、的確に実施していくとの

こと。現状は変化していく中での認識はしており

ますが、しかし農業の根本である食料自給率向上、

農業生産の明確化、食料の安全性と消費者重視の

施策など、攻めの取り組みを行ってほしいと思っ

ております。現在は、道内外で大きな評価を受け

ているふうれん特産館のモチ加工、ほかは新製品

の加工部門で努力しておりますが、いまいち報わ

れていない状況だと私は思っております。そこで、

質問いたします。農商工連携による地場産品の活

用から第６次産業化に付加価値の向上のための新

しい取り組みについてお知らせを願いたいと思い
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ます。

２点目に、エゾシカ等の有害鳥獣による農業被

害の現状については、道も平成２２年エゾシカ緊

急捕獲対策を打ち出しており、市が策定している

鳥獣被害防止計画の見直しを含め、道と連絡を密

にして実施するべきと考えますし、今回当初予算

３００頭から補正で４００頭分、合わせて７００

頭と認識しております。そこで、質問をさせてい

ただきます。被害状況とハンターに対する助成制

度の内容と国有林、道有林が所属していることか

ら調査員による頭数等の情報発信の考え方をお知

らせ願いたいと思います。

次に、３点目に畑作物の高温、長雨による被害

状況については、前段大項目の農業振興施策の中

で若干触れておりますので、省略し、質問させて

いただきます。関係機関、団体等による作況調査

後の状況についてお知らせ願います。

７月２９日の大雨は、最近にない集中豪雨にな

り、名寄市の平均降水量９ ６ミリを上回る１１

７ミリとのこと。そこで、質問いたします。河川、

道路、施設の被害と対応、農業施設の被害状況に

ついてお知らせを願いたいと思います。

次に、大項目の２点目、教育行政についてでご

ざいます。１点目に、名寄市の学童保育の現状に

ついて質問いたします。全国を上回る速さで北海

道及び名寄市も少子化が進行し、安心して子供を

産み育てることができ、子供が健やかに成長がで

きる環境づくりに今まで以上の努力を望むところ

でございます。さて、今日の不安定な経済情勢の

中で、それぞれの校区内における共働き家庭がふ

えている中、放課後、または学校休日中の安全で

安心な生活を保障する必要性が年々高まっている

中、学童保育所が重要視されているところであり

ます。市も現在公設で２カ所、民間でも２カ所と

聞き及んでおりますが、地域によっては学童保育

所設置を望んでいるのも確かであります。そこで、

質問いたします。学童保育所の利用児童数につい

てと旧中央保育所の整備改修工事についてのお知

らせを願います。

２点目の東地区学童保育施設整備の早急な対応、

対策の考え方について質問いたします。現在東小

学校では、学童保育所設立に向け準備委員会を立

ち上げ、準備を進めておりまして、市として初め

に東小学校に学童保育所を設置することについて

どのように考えているのかお知らせ願いたいと思

います。

３点目に、地球温暖化に伴う自然保護教育につ

いて質問させていただきます。森林の持つ機能、

いわゆる清らかな水の供給、二酸化炭素の吸収、

貯蔵など、私たちの暮らしに欠かせない貴重な財

産であります。そして、名寄の未来につなぐ子供

たちに体験も含め必要と思っております。そこで、

質問をいたします。教育委員会から各学校に情報

を発信し、意識の高揚を図っていくべきと考えま

すが、お知らせを願いたいと思います。

次に、大項目の３点目、市内遊休地の活用につ

いて質問をさせていただきます。１点目に、営林

署跡地についてでありますが、旧営林署跡地は土

地開発公社が平成１５年に取得し、名寄警察署の

移転に伴う候補地として求めたと認識しておりま

すが、現在実現に向けての見通しの状況をお知ら

せいただきたいと思います。

２点目に、緑丘第２団地についての質問でござ

います。今まで定例会で何回か質問させていただ

きました。利用計画等々も含めて、この跡地は平

成８年度に用途廃止以降現在１８年を経過してお

り、その後の状況は市長を初めとする部内検討を

含めどのような方向づけがなされているのかお聞

きをいたしたいと思います。

以上、この場での質問を終わらせていただきま

す。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま植松議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大項目３点にわたり御質問をいただきました。

大項目１点目の小項目１から３までは私から、

（４）は建設水道部長から、大項目２点目は教育
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部長から、３点目は総務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１点目の農業振興施策について、初めに

農業、林業、商工、観光連携の地場産業の方向性

と考え方についてお答えいたします。国におきま

しては、地域経済の活性化を図るために基幹産業

である農業と商工業の連携を強化し、相乗効果が

期待されるようにと平成２０年７月に農商工連携

促進法が施行されたところであります。新政権へ

移行後も１次産業の農業、これを加工する２次産

業、さらに流通販売を行う３次産業を一体的にと

らえて、経営の多角的、多面的により生じる付加

価値を農業経営に取り込む６次産業化を推進する

支援策を打ち出しております。近年当市におきま

す農商工連携の取り組みにつきましては、先進事

例として道内外で評価を受けているふうれん特産

館のモチ加工があり、さらに本年より本格的に農

業者との契約栽培によるひまわり油の搾油施設も

稼働することになっております。加工に関しては、

取り組みが少ない状況にありながらもトマトジュ

ースで３団体、漬物、みそ等の加工で３グループ

など徐々に芽が出てきておりますので、今後も農

業サイド、商工サイドの両面から情報提供や支援

をしてまいりたいと考えております。

また、昨年５月に発足いたしました商工会議所

が事業主体となる「なよろブランド」創造研究委

員会は、本年度から新「なよろブランド」商品開

発プロジェクトへ組織がえを行い、農商工の関係

者が本格的な地域支援を活用した新たな商品開発

に取り組んでおります。さらに、ＪＡ青年部や商

工会議所青年部等の若い担い手に学習会や交流会

等の場を提供していくとともに、地域資源を活用

した６次産業化の取り組みを支援していきたいと

考えております。

次に、エゾシカ等の有害鳥獣による農業被害の

現状についてお答えをいたします。全道的にも被

害が広まっているエゾシカによる農業被害は上川

管内でも急増しておりまして、昨年度よりも１３

％増の約６億円を超えていることを受けて、上川

総合振興局では管内関係機関による対策連絡協議

会を発足させ、被害防止に向けた情報交換や対策

に向けた検討を始めたところであります。名寄市

におきましても年々農作物への被害は広まり、平

成１８年度では ９７０万円、平成１９年度では

３９０万円、平成２０年では ３７０万円、平 

成２１年度では ３４０万円と ０００万円を超 

える被害となっております。こういった状況を踏

まえ、北海道といたしましては生息数の急増によ

る農林業等被害を防止、縮減するため、捕獲数を

ふやす場合の経費に対し支援することを目的に、

本年度新たに地域づくり総合交付金を活用したエ

ゾシカ被害防止緊急捕獲事業が実施されることに

なりました。この事業は、市町村が策定する鳥獣

被害防止計画に基づいて実施する捕獲上積み分に

ついて支援されるもので、事業費の２分の１、上

限が１００万円の交付額となっていることから、

名寄市における本年度の実績見込み等を勘案し、

今期定例会に増額補正をお願いしたところでござ

います。内容といたしましては、市内の関係機関、

団体で組織する有害鳥獣被害防止対策協議会、事

務局はＪＡでございます、において４月当初予算

では３００頭分の１５０万円を計上しておりまし

たが、８月末で５２８頭の駆除を実施しており、

収穫時期の９月から１０月の駆除分を見込み、合

わせて７００頭分の予算を今回の補正で確保した

ところでございます。これまでの市の対策といた

しましては、有害鳥獣被害防止対策を中心に農産

物被害防止を目的とした駆除対策を行い、１頭当

たり ０００円の報た費によりハンターにお願い

し、対応しているとともに、中山間地域等直接支

払制度交付金を活用して、農業者みずから電牧さ

くを設置するなどの手法をとっているところであ

ります。しかし、基本的には個体数を減少させる

ことが最善の策と考えているところであります。

また、調査員によるエゾシカ等の情報発信等に

つきましては、上川北部森林管理署、上川総合振
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興局北部森林室、上川北部森林組合とも協議の上、

情報収集に努めてまいりたいと考えております。

次に、畑作物の高温、長雨による被害状況につ

いてお答えいたします。先日の谷内議員、黒井議

員の御質問でもお答えしましたが、重複する部分

がありますことを御理解いただきたいと思います。

本年６月の気象状況は、平年と比べて平均気温は

３度高かったものの降水量は２５６％、７月は

平均気温が ３度高かったものの降水量は３１３

％となり、高温多湿の状態が続き、いずれの畑作

物においても湿害が見られる状況となりました。

特に７月２９日の大雨は、これまでの７月１カ月

当たりの平均降水量の９ ６ミリを上回る１１７

ミリが１日で降り、はんらんした河川の影響など

も加わり、カボチャ、バレイショ、豆類、スイー

トコーンなどの農作物を中心に２７９ヘクタール

において冠水被害を受けたところでございます。

また、上川北農業共済組合の調査結果でも２００

ヘクタール程度の冠水被害が発生し、そのうちメ

ロン、花卉のハウス共済として４戸、１１棟の被

害のうちハウス内作物に２５０万円程度の支払い

が生じているとの報告があったところでございま

す。

現在の畑作物の生育状況でございますが、いず

れの作物も高温と湿度による影響を受け、秋まき

小麦につきましては１０アール当たり２００キロ

グラム程度と収量、品質とも平年を大幅に下回っ

ております。バレイショにつきましても芋数が少

なく、１個当たりの重量が軽い状況、豆類はさや

数が少ない状況、ビートについては褐斑病の発生

が多く、生育は停滞している状況、タマネギは湿

害の影響で小玉傾向、カボチャについても茎葉の

黄化や疫病、ウドンコ病の発生が多く見られ、小

玉傾向となっております。現在は、ビート、大豆

以外は収穫が始まっておりますが、智恵文地区を

中心に畑作の被害が大きく、かなりの減収が見込

まれます。今後収穫の状況を把握し、共済の補て

ん状況を見きわめながら、具体的な対策を検討し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で農業振興施策についての４番目、水害

による被害状況と河川を含む国、道への対応、対

策についてお答えをいたします。

市内の河川及び道路施設の被害については、国

の管轄である天塩川あるいは名寄川の１級河川被

害はありませんが、北海道の管理する河川では名

寄地区の初茶志内川、風連地区の風連別川、クマ

ウシュナイ川の３河川が決壊をしております。こ

れらの河川については、地先からの連絡を受けた

後、旭川建設管理部士別出張所及び美深出張所に

連絡をとりまして、被災現場を確認していただい

て、復旧のお願いをしているところであります。

普通河川での被害では、風連地区の大沼川ほか２

河川、名寄地区では大和川ほか３河川や無名川の

決壊があり、市道では旭東及び智恵文で御園線ほ

か３路線の路肩崩壊などで通行等に大きな影響が

出ました。河川及び道路の災害は、市民生活はも

とより農作業に大きく影響しますので、被災が小

さいものは早急に復旧をし、大きなものについて

は今月の末に国の災害復旧事業として採択される

よう作業を進めている状況であります。

農業施設の被害状況につきましては、市内の２

４カ所でのり面、用水路で被害を受け、被害額は

７３４万円が見込まれております。今回の災害は、

今まで水のついたことがない箇所まで被害を受け

たことから、今後は関係団体と対応策の協議を進

めてまいります。御理解をいただきたいというふ

うに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

鈴木教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、教育行政についての小項目１から３につ

きまして答弁させていただきます。

まず最初に、小項目１、名寄市の学童保育の現
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状等についてです。最初に、名寄市におきます学

童保育の状況について御説明いたします。現在名

寄市では、学童保育所が４カ所ありまして、公設

が２カ所、南児童クラブは主に南小学校の校区を、

風連児童クラブは主に風連中央小学校を校区とし

ております。民間の２カ所につきましては、学童

保育コロポックルが主に東小学校校区と名寄小学

校校区を、どろんこ学童すまいるが主に西小学校

の校区と豊西小学校を校区として学童保育所を運

営しております。なお、風連地区におきましては、

本年度から風連児童クラブと児童会館を区別して

の利用登録となっております。

次に、各学童保育所別の利用児童数は、７月末

ですが、南児童クラブは８５名、風連児童クラブ

は５４名、コロポックルは５０名、どろんこ学童

すまいるは５４名の合計２４３名の児童が利用登

録しております。

次に、旧中央保育所の整備改修工事についてで

ありますが、昭和４５年建築の建物のため、再活

用可能なのかどうかを判断するために耐震診断が

必要となりました。昨年９月の補正予算で耐震診

断委断料として１２９万 ５００円で実施をいた

しております。１２月に補強工事をすれば利用可

能との診断結果が出たことで、本年３月補正で耐

震改修実施設計委断料１４７万円及び耐震補強工

事費につきましては平成２１年度の繰越明許費と

して １６２万 ５００円で、工事期間は平成２ 

２年３月３０日から８月１１日で工事を実施いた

しました。また、平成２２年度に内部改修費とし

て８５１万 ５００円で、工事期間は７月１日か

ら８月２４日で内部改修工事を実施したところで

す。総事業費につきましては、合計で ２９０万

５００円となります。これらに関する財源といた

しましては、地域活性化・きめ細かな臨時交付金

と放課後子ども環境整備補助金を予定していると

ころでございます。

次に、小項目２番目の東地区への学童保育施設

整備の対応についてでございます。先ほど議員の

ほうから東小学校に学童保育所を設立する動きに

ついてのお話がございました。このことにつきま

しては、東小学校への相談があったことは承知し

ておりましたが、東小学校の区域に学童クラブを

設立する必要性、設備整備の問題点、また学校の

活用方法、運営の方法、指導員の確保とか保育児

童への安全性など、その詳細な内容については現

段階では承知しておりませんので、今の時点で設

立についての考えを述べることについては難しい

状況があります。さきの市内の学童保育所の状況

の御説明のとおり、東地区の学童保育につきまし

ては旧中央保育所を再活用して民間の学童保育所

のコロポックルとして１０月からスタートをした

く考えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。学童保育所コロポックルにつきましては、

長年の実績があり、保護者からの信頼もございま

す。学童保育の大切な要素の一つであります他学

校との交流も積極的に行われていることから、利

用している子供たちも既に友情関係も築き上げら

れており、新しい施設でも明るく元気に過ごせる

場所となるものと思いますので、御利用いただき

たいと考えております。

小項目３番目、地球温暖化に伴う自然保護環境

教育の考え方についてでございます。地球規模で

環境問題が深刻な問題とする中で、来年度から実

施されます小学校の学習指導要領の道徳であると

か各教科においても環境教育に関する指導内容が

盛り込まれるなど、学校教育においても重要な課

題となってきております。これまでも各学校にお

きましては、環境教育を各教科や総合的な学習の

時間などに明確に位置づけて、名寄市の豊かな自

然環境を活用し、各分野からの協力も得ながら授

業を行ってきております。具体的には生活科では

身近な自然環境に対する豊かな感受性を育成する

ために、季節ごとに公園であるとか野原を探検し

たりしております。社会科では、森林資源の育成

や保護、自然災害の防止に努めて学習を深めてお

ります。また、東風連小学校や名寄南小学校では
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上川北部森林管理署の御協力を得て、毎年アカエ

ゾマツを１人１本ずつ植樹をする活動や木の木工

づくり、紙芝居などをしていただきながら自然の

大切さを学んでいるところであります。また、理

科教育におきましても、名寄小学校では今年８月

に完成しましたソーラー発電システムを通して、

自然に優しい環境づくりを学べる環境が整ったと

ころであります。名寄市の教育委員会といたしま

しては、今後とも名寄市にある豊かな自然環境や

人材の協力などの情報を提供しながら、各学校の

特色ある取り組みを通して自然保護教育並びに環

境教育の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目の３点目、市内遊休地の活用について

答弁します。

まず、営林署跡地についてお答えします。市内

西２条北１丁目の旧営林署跡地につきましては、

老朽化している名寄警察署建てかえ移転の候補地

として土地開発公社が平成１５年度に ０００万

円で取得をいたしました。取得地を含めて数回に

わたり北海道警察本部、旭川方面本部、名寄警察

署長などに対しまして移転改築の際の建設用地と

して口頭で要望をしてまいりました。しかしなが

ら、道内における改築、老朽化の順位、北海道の

財政状況が厳しいことなどから、現在のところ実

現の見通しは立っておりません。

次に、緑丘第２団地跡地についてお答えします。

市の普通財産として管理している宅地分譲や施設

建設などが可能な遊休地につきましては、およそ

５万 ０００平米あり、そのうち面積が ０００ 

平米以上の区画の大きい遊休地は緑丘第２団地跡

地を含めて７カ所あります。内訳は、風連地区で

３カ所、名寄地区で第２団地跡地を含めて４カ所

となっています。緑丘第２団地跡地の利用計画に

つきましては、平成８年度の用途廃止以降市民の

皆さんの意見を聞きながら、庁内で議論をしてま

いりました。平成１７年度以降は、定住促進を目

的にゆとりのある住宅団地として分譲する方針で、

東京なよろ会の会員の皆さんなどを含めてＰＲを

いたしましたが、残念ながら問い合わせはありま

せんでした。また、最近では地元医療法人から施

設建設について相談がありましたが、結果として

実現には至りませんでした。今後も医療、福祉な

どを含め、さまざまな分野で事業者から問い合わ

せがあった場合適宜対応してまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

答弁をいただきました〇３番（植松正一議員）

ので、再質問させていただきたいと思います。

まず初めに、農商工連携の地場産業の方向性に

対しまして質問させていただきたいと思います。

答弁の中で、昨年５月に発足した商工会議所が事

業主体となって研究会から新「なよろブランド」

商品開発プロジェクトの組織がえをしたというこ

とでございますけれども、本格的な新たな商品に

ついて取り組むという考え方でございましたけれ

ども、今まで現在の新しい商品今後考えているも

のがあればお知らせをまずお願いを申し上げます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどお話ししまし〇経済部長（茂木保均君）

たように、商工会議所が事務局となって新「なよ

ろブランド」商品開発プロジェクト委員会、これ

が設立されております。先ほど申し上げましたよ

うに新商品の開発ということで具体的な取り組み

をいたしてございまして、現在１３社が加盟して

いるということでございます。今月東京で行われ

た試作品の展示会には、１つにはひまわり工房の

無添加名寄産ひまわり油北の耀き、２つにはえび

す食品のアスパラシュウマイ、３つには江端商店

のアスパラめん、４つには創作キッチンたまさぶ

ろうさんの米粉を使ったレアチーズケーキ、この

４社が出展をして、商品開発に関するアドバイス
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を受けたと、こういうことでございます。このほ

かにも加盟の会社を含めて今後札幌あるいは名寄、

そして東京で開催される展示会に参加しながら、

商品の完成度を高めていきたいと、こういうこと

を考えているということで名寄市としてもできる

だけの協力をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今部長のほうから東京〇３番（植松正一議員）

のほうで、１３社ですか、これら等で戦略含めて

の販売含めてやっているということでございます

けれども、今私が考えている、見た目もそうなの

ですけれども、本当に名寄も物産の振興会含めて、

道の駅では一部商品販売しておりますけれども、

しかしながら名寄の大型店ですとか、それから個

人の商店関係でこれは名寄の特産品含めての余り

販売されていないのでないのかと。その辺のＰＲ

含めてどう考えているのかまずお聞きしたいなと

思っています。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄のいろんな特産〇経済部長（茂木保均君）

品といいますか、加工品を含めてという部分につ

いては、平成２０年度に道の駅ができまして、い

ろんな商品があそこに一堂に展示され、あるいは

販売されるという、こんな状況ができましたから、

従来から見ると本当に見違えるような物によって

は売れ行きを見せているものもございます。やは

りああいう形で名寄の物産なり、あるいは農産物

もそうですけれども、一堂に集めて販売できるよ

うなそんな場所というものがあの道の駅ができた

のは大きな効果があったというふうに思っており

ますし、できれば名寄地区にもその種のものがで

き得ればなお販売にも効果が出るなというふうに

も考えておりますし、それともう一つはやはり名

寄のものを名寄だけということではなくて、市外

にもどんどん買っていただけるような、そんな取

り組みも必要かなというふうにも考えてございま

す。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、今の郊外も〇３番（植松正一議員）

含めて販売戦略もあるということですけれども、

大型店では私も余り見ていないというか、これは

名寄の特産品ですよと大型店や何かで売っていな

いような気がするのですけれども、その辺の考え

方ちょっともう一度お願いします。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

大型店ということで〇経済部長（茂木保均君）

いえば名寄にも何店かございますけれども、あら

ゆるものということにはなりませんけれども、そ

れぞれお店も特徴を出すというようなことでいろ

いろ取り組んでおりますから、やはり売れるもの

をというようなことでバイヤーもいろんな商品を

店に並べて努力しているということですから、逆

にそういったところに売り込みをするという、そ

んなことも必要な部分もあるかもしれません。そ

の辺については、物はできてもやはり販売という

部分が非常にやはりかねてからの大きな課題であ

りますから、そこは専門家の御意見もいろいろ聞

きながら、必要なことについてはどんどん新しい

取り組みをしてまいりたいというふうに思ってお

ります。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

前段に聞かせていただ〇３番（植松正一議員）

きましたけれども、今加工の部分で団体、それか

らこれはトマトジュース等、また漬物、またみそ

加工等もそれなりに３グループが商品含めて一生

懸命努力されていると。そして、なおかつ担い手、

それから婦人の関係も、婦人の層、若い婦人の方

も含めてこれだけ名寄の商品開発に努力している

中で、情報は的確につかんでいると私は思ってい

るにはいるのです。ですけれども、私もこういう

流れの中でいくと、商品開発するのに後の結果が

やはり担い手の関係の方、またそれと婦人の層、

この情報発信というのが物すごく新商品開発、そ

れからこれから売り込みに関しても重要なポイン

トになってくるのではないかなと私は思っており
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ます。そこで、私も常日ごろから思っていますけ

れども、今までどれぐらいの支援しているのかち

ょっとまだ今数字的にわかりませんけれども、や

はりこういう人らをもう少し行政の立場も含めて

支援策も私は必要だと思うのです、今まで以上に。

その考えがあればまずお知らせ願いたいと思いま

す。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

加工といいますか、〇経済部長（茂木保均君）

付加価値を高める取り組みというのは、農業サイ

ドからも、あるいは商工業サイドからも本当に従

来からの大きなテーマでございます。そういう意

味では、非常に農商工連携だとか６次産業化とい

う言葉が当たり前のように今なってきています。

ただ、これを取り組むということになれば、やは

り起こす業ということで非常に大きな決断という

ものが当然必要ですので、農業者の方あるいは商

工業者の方もいろんな形で勉強なされて取り組む

という最終的な決断をなされるということです。

そこに対する支援ということで、当然うちのほう

も行政としてもいろんな情報提供はもちろんであ

りますけれども、国、道の支援策、さらには今現

在の農業サイドあるいは商工サイドの支援策もご

ざいますけれども、さらに使い勝手のいいといい

ますか、そんな支援策も検討をして、農商工がき

ちっと連携できて一つの業ができるようなことを

もっともっと取り組めるような、そんなことをこ

れから具体的に取り組んでいきたいと、検討して

いきたいと思っておりますので、御理解いただき

たいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今部長のほうから答弁〇３番（植松正一議員）

ございましたけれども、支援策含めては国や道で

はないのです。やっぱり市の根本的な支援を打ち

出すべきだと。国、道がこれだけのありますから

ということでなくて、それに関連した形の中で市

の独立した支援策がやっぱり望まれると私は思っ

ております。その辺もこれから協議して、これか

らいろんな面でお会いするわけですから、その辺

もよく考えて御努力をお願い申し上げたいと思い

ます。

そこで、今いろいろとお聞きしました。ここで

市長にお聞きいたしますけれども、今回の選挙公

約の中で農商工観光連携を、地場商品の方向性を

考えていくのだと。そして、今回智恵文の畑作農

家含めて、前段も申し上げましたけれども、大変

な状況の中で今後早急な対応、また対策等が望ま

れると思っております。そして、ここで市長の考

え方をまずお聞かせしていただきたいのと、市長

が携わっておりますひまわり油の搾油も立派な農

商工、いわゆる６次産業であるのかなと私は思っ

ておりますし、行政としてもたしか３００万円で

したか、助成をした関係もございますけれども、

今現在今後の状況を含めて、今後どういうような

方向性を持っているのか、市長も携わっているか

ら言いづらい面もあるかもしれませんけれども、

もしありましたら２点お願いを申し上げます。

加藤市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

まず、智恵文地区を特に〇市長（加藤剛士君）

中心にした今回の農業被害の問題、私も各地でい

ろいろとお話も聞いて、大変深刻な状況であると

いうふうには受けとめています。そんなことも含

めて、今茂木部長のほうからも答弁いただきまし

たけれども、市のほうで突っ走るということでは

なくて、当然そのきちっとした最終的な状況を見

きわめながら、農協ともしっかりと連携して、そ

の対応策はしっかりやってまいりたいというふう

に考えております。

ひまわり油の状況でありますけれども、聞いて

いると来週ぐらいから刈り取りが始まるというこ

とで聞いています。ひまわりに関しては、作付は

順調なようでありますけれども、問題はやはり販

売ルートなのだろうというふうに思っています。

私去年からそうした意味で大変いろんな意味で苦

労して、いろんなところ駆けずり回っていろんな

種を植えて、ある程度の反応はいただいているの
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かなというふうに思っています。今ほど農商工連

携のいろんな支援策どうのこうのというお話しい

ただきました。全くそのとおりだと思いますけれ

ども、やっぱり最後は販売をどうやってやってい

くかということが大事なのかなというふうに思っ

て、この辺はしっかりと行政もちろん物産振興協

会、観光協会、商工会議所一体となってこの販売

ルートをどう確立していくのか、みんなが安心し

てこうした商品開発に臨めるためにはそうしたパ

イプをきっちりと持っておく必要があるのだろう

というふうに思います。そこのところをしっかり

とこれからもやっていかなければならぬというふ

うに思っていますし、それを開拓していく覚悟で

あります。そんなところで御理解いただければと

いうふうに思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

市長の若々しい答弁い〇３番（植松正一議員）

ただきまして、まだまだお話も聞きたいところで

ございます。また後日お聞きしたいと思います。

ただ、ひまわり油の搾油の関係、今これから乾燥、

刈り取りですか、刈り取りは楽なのですけれども、

乾燥施設が平乾でなかったらなかなかできないと

いうことで、水田農家の方なのですけれども、そ

ういう話もしていましたので、今後の対応も含め

てやっていただきたいなと思っております。

次に、エゾシカの対策でございますけれども、

今一定の理解はさせていただきましたけれども、

名寄市はハンターに対して１頭当たり ０００円

奨励金を出して、８月末で５２８頭ですか。それ

で、今回補正も含めて総体的に７００頭と。それ

は理解をしているのですけれども、先日士別市で

報道されまして、１頭１万円という奨励金を出す

という報道がされました。当然隣の市ですから、

猟友会含めて、総合性含めていろいろ議論がある

のかなと思っていますけれども、行政としてどう

考えているのか。また、わな対策は実施されてい

るのか、簡単にお願い申し上げます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

エゾシカの部分につ〇経済部長（茂木保均君）

いては、やはり個体の駆除というものが一番必要

だというような状況になってまいりました。そう

いう意味で、近隣のまちにおいても従来よりかな

りの報た費を上げて駆除に努めるという、そんな

状況が生まれてまいりまして、今御案内のように

１頭当たり１万円という、そういうような金額の

ところも出てまいりました。名寄市については、

従来から取り組んでいるというか、早くから駆除

の取り組みもしているというようなことを含めて

０００円ということでお願いしてきているわけ

でありますけれども、猟友会の皆さんもやっぱり

隣近所がそういう状況になりますとなかなか御理

解いただくの難しいなというような、そんなお話

も聞いておりまして、今年度の駆除が１０月末で

終わりますから、そういった状況をきちっと踏ま

えながら、猟友会の皆さん、あるいは農協を含め

てきちっと協議をして、来年以降の対策をその報

た費のアップというものも必要なのかどうかも含

めて協議をして、検討していきたいなと思ってお

ります。

それから、わな対策なのですが、これについて

は特に智恵文地区の農家の方１２戸で有害鳥獣捕

獲わな対策推進会という、こういったものを三、

四年前につくっておりまして、中山間事業の交付

金、こういったものを活用しながら、農家の皆さ

ん独自にそういった取り組みもして駆除に努めて

いるという、こんな実態もございます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今の実態含めてお話ご〇３番（植松正一議員）

ざいました。まだ１万円という、 ０００円から

１万円というのは今後またいろいろな面で１万円

という数字が出てくる可能性もあるのかもしれま

せんけれども、その辺は士別さんと、また下川さ

んも何か１万円という話もしていますので、その

辺はこれからの調整含めてよろしくお願いを申し

上げたいと思います。

また、時間的な関係もありますけれども、ちょ
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っと要望といいますか、お話しだけさせていただ

きたいのですけれども、現在農協が中心になって

中頓別でエゾシカ含めて、他の牛等も含めて中頓

別へ行って焼却を、とりに来ていただいて焼却を

していると、そういうようなお話が前にもござい

ました。この地元の焼却施設ですか、この辺はや

はり利便性からいっても施設も大事ではないのか

なと、こう思っています。それと、焼却費が１万

０００円ということでまだ変わりはないと思う

のですけれども、この関係からいってもやはり流

れを見ると採算ベースに合うのではないかなと思

っておりまして、その辺の今回要望としておきま

すけれども、決算委員会含めてもし機会があれば

質問をさせていただきたいと思っております。

次に、畑作物の関係でございますけれども、こ

れも経済常任委員会、それから各団体の作況調査

なども行って、終わりまして、私も今月の２日に

農家の方に十二、三カ所聞き取り等を含めて現地

も見させてもらいました。今部長のほうから報告

もありましたけれども、高台と平地の関係では多

少の若干的な被害含めてはあるのですけれども、

智恵文でいきますと中央ですとか振興、あの平ら

な部分がやはり被害が大きいということで認識を

しております。芋に対しても２次成長を含め、そ

れから形がよくてもやはりでかいものは空洞にな

っていると。そして、最後には智恵文の集荷セン

ター、選別ですか、選別のところに寄りましたら、

コンテナが１トン２００ぐらい入るみたいなので

すけれども、その中の空洞が１０％以上あるとい

うことで、多いところによっては１５％ぐらいま

でありますよと。また、それに腐れも入っている

と。そして、長雨や何かで芋や何か傷んでいると

ころはもう現地で、その選別所では間に合いませ

んから、現地なり、それから倉庫の中で選別をし

ている状況でございました。また、スイートコー

ンなども今までは、今機械でみんな上がってきま

すから、そして上にタンクがありまして、そこに

みんな積めるようになるのですけれども、大体今

まででしたら１回行ってきたら車に積むというも

のが今回は２回回ってもまだこんな状態ですよと、

私も現地見ました。やはり細いのと、それから丈

がないということです。ですから、これも本当に

大変な状況だと思っておりますし、それからカボ

チャもそうです。カボチャも本来だったら、２日

の日ですから、カボチャは本当はまだ収穫時期で

はないのだけれども、やっぱり褐斑病を含めて腐

れと、それから色が変色してきている。また、実

際に見たらそうなのですけれども、それで今芋は

男爵芋をやっていましたけれども、それとあわせ

た形の中でカボチャも早くやらなければならぬ、

このまま置いておいたら傷んでしまうということ

でまた今やっている状況。それから、ビートも１

７日の谷内議員も申しておりましたけれども、本

当にそのとおりでございます。ビートも５ヘクタ

ールつくっていますと、種代だけでも６０万円ぐ

らいかかるという話です。そして、こういうとき

に限ってやっぱり農薬も高い農薬を使わなければ

ならぬとか、そういう農薬も含めていろいろな面

で大変。いいときはスムーズにいくのですけれど

も、こういうときに限って農家の方の負担を含め

て大変な状況になっていると私は思っております。

みんな農家の方は親の代から６０年ぐらいやって

いますけれども、こんな年は初めてだということ

ですから、これは相当な、収穫は最後になります

けれども、相当な収入減、これはもう間違いない

話でございますので、そこでちょっとお伺いしま

すけれども、行政として今回のような不作の状況

のときはやはり農家に出向きまして、独自の調査

が私は必要だと思うのですけれども、その点どう

でしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

独自の調査というよ〇経済部長（茂木保均君）

りは、名寄市には営農技術対策協議会という関係

機関の担当者レベルの協議会があります。当然今

のお話の部分の形でいきますと普及センターだと

か、あるいは農協だとか共済組合だとか専門の機
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関がございますので、その専門の機関と連携をし

てきちっと農家個々の被害の状況を把握するとい

うのがやはり一番望ましいというふうに考えてお

りますから、ここは連携してやっていきたいと思

っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

時間の関係もございま〇３番（植松正一議員）

すので、東小学校の学童関係でございますけれど

も、これは通所していたコロポックル、２０年ぐ

らい通所しているわけですけれども、当初予定計

画のなかった旧中央保育所の移転に対しまして保

護者の不安、また１０月という年度途中での移動

等もありまして、長年の懸案でありました東地区

のＰＴＡ独自で全家庭アンケートをとりまして、

その結果多数の方の賛同を得て設立準備委員会を

立ち上げたところでございまして、この中央保育

所の移転に伴う東保育所を含め、名寄小も該当し

ているということですので、この辺のアンケート

を含めてこれは的確に保護者の理解を得て実施さ

れたのか。先ほど説明がございましたけれども、

ただ運営委員と父母の会だけに経緯経過を求めて、

本来の姿でそれぞれの課題があったと思うのです。

その課題も私は聞いていますけれども、それは今

回説明求めませんけれども、その辺の説明責任含

めて、その辺はどうなのか簡単にお願いします。

鈴木教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

学童保育の増設につ〇教育部長（鈴木邦輝君）

いてのお尋ねがございましたが、将来の学童保育

の利用や希望者を予測するということは、社会的

な情勢であるとか経済情勢による影響が大きいた

めに難しい部分もございます。名寄市におきまし

ても今後の新入児童の将来推移及び学校別の入学

児童数に対する利用率を勘案する中で、当面の課

題としては待機児童が出た場合の解消、またそれ

とともに市民ニーズにこたえた対策を講じてまい

りたいと考えております。

中央保育所をコロポックルに活用する部分につ

いての昨年来からの話し合いの件でございますが、

学校全体の保護者等に対するアンケート等は実施

はしておりませんけれども、学童保育コロポック

ルを利用している運営委員会、父母の会には中央

保育所を活用するという経緯につきまして説明会

を通じて意見交換をしてまいりました。また、本

年春には要望書等も提出をいただいておりますの

で、これについても回答をしてきたところであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今その利用されている〇３番（植松正一議員）

父母の関係には、こういう旧保育所に移転するの

ですよと、それに関してはやはりアンケートをと

るべきだと。やっぱり東小学校も即アンケート、

これは保護者ばかりでないのです。全家庭にアン

ケートをとりまして、その状況を含めて、そして

今回の設立準備委員会に向けて進んでいるわけで

ございまして、理事者の皆さん方は東小のコミュ

ニティー活動、それから保護者、そして合同食事

会を含めて本当に子供と密着になっている状況の

中で、今回こういう問題等も本当に東小学校区と

いたしましても前後関係含めていろいろな面で申

しわけなく思っているところでもありますけれど

も、この辺の学校、コミカレ、地域、保護者、こ

れが一体となって今までずっときているわけで、

この辺の理解を求めながら、どうか御尽力をお願

い申し上げたいのと、今教育部長が言っていまし

たけれども、これからもう最終的な計画関係です

とかみんな終わっています。それで、この辺も早

急に計画を出しまして、そしてあそこの校区内の

施設を利用させていただくことも含めて、この辺

の御理解をいただきたいと思います。

それとあと、第２団地、それから警察の関係で

すけれども、警察の関係では今まで……

植松議員、まとめて〇副議長（熊谷吉正議員）

ください。

はい。加藤道議だとか〇３番（植松正一議員）

陳情していますけれども、今何か口頭でしか言っ

ていないと。普通は口頭でないと私は思っていま
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す。書面でやっぱりお願いするのが本当だと思い

ますけれども、ちょっと２点ほどお願い申し上げ

ます、教育長と。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

東小学校からは、昨年〇教育長（藤原 忠君）

の１１月に要望が出ておりまして、その時点で学

童保育所を開設できないかどうか東小学校に検討

した経緯がございます。今回今のお話ですと、保

護者有志が学童保育の営みをするということです

ので、今後の推移も見守りながら、コロポックル

は民営でございますので、その辺の兼ね合いもご

ざいます。その辺も十分と推移を見て検討させて

いただきたいと、このように考えております。

以上で植松議員の質〇副議長（熊谷吉正議員）

問を終わります。

市内企業の育成とまちづくりについて外２件を、

東千春議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告に従い、質問をさせてい

ただきたいと思います。

名寄市は、道内でも住みよいまちであると評価

をされておりますけれども、近年各地で取り組ま

れている田舎への移住対策では実績が少なく、人

口の減少傾向に歯どめがかかりません。４大化の

影響があり、平成２０年度末では１９人、２１年

度末では１人の人口減少にとどまりましたが、平

成２２年度末では３１１人の減少となっておりま

す。これは、雇用の場が少ないということが最も

大きな要因であると考えております。新たな企業

誘致の可能性は少なく、災害時の支援やさまざま

なまちづくりに貢献するのは地元企業であり、市

内にある産業を守り育てていくことが必要である

と考えますが、名寄市の事業発注を含めて基本的

な考えをまずお知らせください。

２点目です。水道配管にトラブルが起きた場合

にメーターから蛇口までは利用者の責任となり、

名寄市が布設した配管からメーターまでは名寄市

が修繕をしておりますが、この工事は名寄市指定

給水装置工事事業者が施工することができます。

メーターから蛇口までは利用者が希望する業者を

選択することは重要でありますけれども、名寄市

が責任を持つ部分について名寄市に本支店を持つ

事業者以外を指定することに必要性を感じません

が、考え方をお知らせいただきたいと思います。

３点目、３年間続けられた住宅リフォーム制度

は、市内建設業者へのカンフル剤として大変効果

がありました。市内における住宅建設の伸びがな

い中、３年間の評価に基づく新しい制度の制定も

必要ではないかと思います。私は、これら政策を

これから考えるときに雇用や経済効果とともに将

来のまちづくりにも利益がある形の制度が望まし

いのではないかと考えております。例えば町中の

景観に配慮した庭や外構工事などの造成への助成

や、老朽廃屋の解体助成などは地元企業の育成と

ともに町中の美化や防犯、防災、放火対策として

公の利益にもつながるのではないかと思い、これ

らを加味した制度づくりが望ましいのではないか

と考えますが、見解をお伺いいたします。

４点目、住宅建設は関連する業種が多く、雇用

や経済効果に与える影響が大きいものがあります

が、ここ数年来約半分が市外業者によって受注を

されております。市内業者は、住宅を建設する土

地の確保の問題や工務店単独での宣伝の難しさが

あり、それを解消するためになよろっぽい家づく

りの会が設立をされましたけれども、市外業者の

流入に歯どめをかけられる状況には至っておりま

せん。行政として、この会へのさらなる支援、協

力など、市内工務店が受注できるための支援が必

要ではないかと思います。また、名寄の自然環境

に適した一定の性能を示すことは工務店の育成と

ユーザーの適正な住宅資産のストックにつながる

と思いますが、考え方をお知らせください。

５点目、王子板紙は、名称の変遷はありますが、

古くから名寄市で工場を稼働させ、地域雇用に大

きく貢献する企業であり、地元の消費支援等が望

ましいと考えておりましたけれども、グループ企
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業の製造するトイレットペーパーを優先して使う

などの取り組みは評価したいというふうに思いま

す。工場ではボイラーに石炭を使用し、使用後は

炭殻が排出され、他の自治体ではこれらを利用し

た公共整備の例があると聞いておりますけれども、

名寄市でも取り組むべきではないかと思いますけ

れども、考えをお知らせいただきたいと思います。

大項目の２点目です。名寄市立総合病院は、名

寄市のみならず近隣市町村を含む地域医療の中核

として大きく貢献をしております。また、自治体

病院として不採算の部門を担いつつ、名寄市立総

合病院改革プランを立てながら経営改善に努め、

平成２１年度では欠損額が前年より改善されてお

り、国の制度改正とともに一定の努力の成果があ

らわれているものと思います。改革プランの中に

あります公営企業法の全部適用、医療職給与表の

整備についてどの程度議論が進んでいるのかお知

らせをください。また、プラン全体を通して特徴

的なことがあればお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目、名寄市立総合病院の駐車場不足の解消

策として、精神科病棟との兼ね合いで立体駐車場

を考えると伺っております。新たな駐車場も確保

され、現段階で具体的に何台分が必要なのか、ま

た職員には自家用車での通勤を控えるようにして

もらっておりますけれども、その実態についてお

知らせをいただきたいと思います。

市立病院の東側向かいに職員住宅がありますが、

これを解体して、さらに精神科病棟の建てかえと

あわせて保育所を敷地内に新築して、それらの跡

地を駐車場とすることは考えられないでしょうか。

また、外来の予約時間をもう少しシビアにして、

待機人数を減らすことはできないでしょうか。さ

らには患者及び職員の送迎用のワゴン車を導入し

て対応する方法もあるのではないかと思いますけ

れども、考えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、職員の確保、特に看護師の確保では看

護部長を初め大変御努力をされていると伺ってお

ります。病院では独自に保育所を持って、職員の

利便性を図っておりますけれども、夜勤のある職

種が多いことから、２４時間保育の体制を整える

ことが医師、看護師、薬剤師等の職員確保に有効

ではないかと思いますが、考えをお知らせくださ

い。

４点目、道北地域研究所が発行する「地域と住

民」第２８号の上川北部看護職員確保対策に関す

る研究で、大学、病院看護師、保健所が一堂に会

して調査をされた内容が掲載されており、看護師

確保にはこれまでの活動を継続するとともに対策

として４つの柱が記載されておりますけれども、

今後どのように生かしていこうと考えておられる

のか。また、地域住民がかかわって支援すること

は何かないのか、考えをお知らせいただきたいと

思います。

５点目、ことしの夏は名寄でも大変暑い日が続

きました。院内での患者への影響や長時間労働が

懸念される医師等の職場環境を考えるときに、将

来における冷房設備の必要性についてどのように

お考えなのかお知らせをいただきたいと思います。

６点目、名寄東病院は、慢性期の医療を担う病

院として高い稼働率で運営をされております。東

病院は、移管後１０年間は名寄市立病院として、

その後は民間病院として運営される予定となって

おりますけれども、名寄市の医療体制や財務状況

を総合的に判断する中で市立病院として残すこと

も選択肢の一つではないかと思いますけれども、

考えをお知らせいただきたいと思います。

大項目の３点目です。ピヤシリスキー場では近

年スノーボードが盛んで、多くのプロ選手を輩出

することから、全国のボード関係者からは関心の

高いスキー場であると伺っております。ゲレンデ

にはパークや第１リフト横にキッカーを設けてお

りますけれども、このキッカーが小さいことから

使用する際に跳び過ぎて、平らな部分に着地をし

てしまうことからけがにつながる危険性がありま

す。この際土盛りなど工事を行い、安全な環境を
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つくることが必要ではないかと思いますけれども、

考えをお知らせいただきたいと思います。

２点目、スキーシーズンの始まりは、スキー場、

利用者ともに一日も早いオープンを願っておりま

すけれども、ピヤシリスキー場は地盤に石が多い

ことやわき水があることから、雪が定着をしづら

い状況にあります。わき水対策として暗渠など排

水工事を行い、市民を初めとする利用者のニーズ

にこたえることが望ましいのではないかと考えま

すけれども、考え方をお知らせください。また、

今後スキーヤーやスノーボード客のさらなる確保

への考えがありましたらお知らせをいただきたい

と思います。

以上でこの場での質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま東議〇建設水道部長（野間井照之君）

員から大きな項目で３点にわたり御質問をいただ

きました。１点目は私から、２点目の小項目で１

から５までが市立病院事務部長から、小さい項目

６番目は健康福祉部長から、３点目は経済部長か

らのお答えとなりますので、よろしくお願いをい

たします。

それでは、１点目、市内企業の育成とまちづく

りについてお答えをさせていただきます。最初に、

地元企業の育成に対する基本的な考え方について

であります。地元の建設企業育成には今までもＢ、

Ｃクラスの技術者に対する積算講習なども行って

きた経緯などもございますし、公共事業の発注に

ついては地元企業による条件つき一般競争入札及

び指名競争入札によることを基本としております。

ただし、特殊業種などで地元業者が不利となるよ

うな工事については、道内に本支店等のある企業

での指名競争入札で行っております。それ以外で

工事額が大きい場合などは、地元同士の企業体、

または地元と特殊業種との企業体なども視野に入

れ、できる限り地元企業が参加できる入札機会を

つくり、地元企業の育成に努力していますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

次に、名寄市指定給水装置工事事業者について

であります。現在名寄市水道事業に登録されてい

る指定給水装置工事事業者は、総数で２８事業者

があります。そのうち名寄市内の事業者は１２社、

市外業者は１６社あり、内訳として旭川８社、士

別６社、札幌１社、美深１社となっています。こ

れらの事業者は、水道法及び名寄市水道事業給水

条例並びに名寄市水道事業指定給水装置工事事業

者規定に基づいて指定を受けております。指定に

当たっては、事業者からの申請をもとに基準審査

を行い、要件を満たしていれば指定を受けること

ができます。指定された後、名寄市水道事業指定

給水装置工事事業者となり、名寄市内での給水工

事施工が可能となっております。給水工事施工に

当たり、利用者の財産にかかわる工事範囲におい

て利用者の選択による事業者が実施をし、それ以

外の市が発注する修繕工事、配水管工事について

は管工事適格組合として登録されている名寄市管

工事業協同組合に加盟の市内６社を中心に施工さ

れているところであります。市内の指定給水装置

工事事業者が施工している工事は、利用者が指定

をした建築家屋の給水工事が主で、平成２１年度

においては新設給水工事件数１９７件のうち３３

件、１ ８％の施工率となっております。今後も

名寄市内における安全で安定した水道水の給水を

図る上で市内工事事業者の役割は大きく、一層の

育成と技術の向上を図っていかなければならない

と考えているところであります。

次に、新たな住宅リフォームの考え方について

であります。住宅リフォーム制度は、住宅の改修

促進と住環境整備、建設産業の振興、雇用の安定

を目的に昨年度まで３年間実施いたしました。３

年間で６２８件、補助金額１億 ５６０万円、事

業費では１０倍以上の１３億 ０００万円と大変

大きい経済効果があったと理解をしております。

事業内容につきましては、全体の４０％が屋根、

外壁の工事、３０％が浴槽、トイレ、台所、約２

０％が内装工事、残りが断熱、暖房などの工事と
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なっております。これまでの助成措置対策として

は、建設や耐久性向上などの面から考えて支援制

度をつくってきた経緯があります。次のステップ

づくりのための基盤整備や景観を意識し、将来の

公共利益を考慮した支援制度についても検討して

まいりたいと考えております。これからの住宅事

業の助成のあり方について、国、道の制度を勘案

し、庁内議論はもとより関係機関、団体、市内建

設業者とも協議を行い、新しい制度の創設に向け

て準備をしてまいりたいと考えております。

次に、住宅建設の市内企業の受注促進について

であります。市内外業者別の建築統計によれば、

平成１８年度の合併時から昨年度までの４年間に

て共同住宅を含む住宅部門における地元業者の受

注割合は平均で約５２％となっており、現段階に

おいても同様の割合で推移しているところであり

ます。市外業者の受注割合が変わらない要因の一

つとしては、世帯分離等に伴う若いユーザーがモ

デルハウス等による広告宣伝効果が一番と考えら

れるのに対し、地元企業においても建築後のケア

及び積雪寒冷地である気候風土に適した住宅づく

り等を合い言葉に対抗すべく、各社においてもモ

デルハウスの公開等を実施し、努力していただい

ているところであります。また、市内の住宅関連

業者が中心となり組織しているなよろっぽい家づ

くりの会により、会員企業の宣伝機会の創出やさ

らなる知名度向上のため、市のポータルサイトへ

の広告掲載、市内のイベント参加等でＰＲをして

いただいておりますが、いずれも市外業者の進出

を抑制するまでには至っていないのが現状であり

ます。行政としても市内業者が受注することによ

る地元経済効果はもとより雇用促進にも大きな影

響があることから、今まで以上に住民ユーザーの

身近な住宅相談の対応や建設後におけるケア方法

等の提案など地元企業ならではの対応のあり方を

企業とも相談をしながら、少しでも多く受注機会

が得られるよう支援してまいりたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいというふうに思

います。

次に、王子板紙の炭殻の利用についてでありま

す。王子板紙株式会社名寄工場は、名寄市にとっ

て地元経済や雇用の確保などで非常に影響があり、

貢献度の高い企業と認識しておりますし、お互い

が共存できるまちづくりが必要と考えております。

数年前より炭殻の有効利用として軟弱土の土壌改

良材などで使用要望がありますが、現在道路事業

なども市の単独事業から国のお金が入る交付金事

業が多くなったことで、公的な試験場の実績や試

験データが整わないと使うことができない状況で

あります。昨年は、民間宅地の開発行為の中では

道路の主体材料として利用しておりますし、名寄

市においても駐車場の路盤工の凍上層などとして、

わずかでありますけれども、利用をさせていただ

いております。今後も条件が整えば王子板紙名寄

工場さんと相談をさせていただきながら、利用促

進を図ってまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいというふうに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

香川病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私から〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

は、大きい項目２番目の市立病院の経営について

の小項目（１）から（５）につきまして答弁をさ

せていただきます。

最初に、改革プランの進捗状況についてであり

ます。第２の視点となっております経営形態の見

直しについての御質問がありました。経営形態の

見直しにつきましては、総務省が示すガイドライ

ンの中で民間的経営手法の導入を図る観点から、

地方独立行政法人化、指定管理者制度等の導入な

どにより経営形態を改めるほか、事業のあり方を

抜本的に見直すことが求められているところであ

ります。これにつきましては、当院が引き続き第

３次救命救急医療及び民間では対応をすることが

困難な不採算部門を担当していくためには地方公

営企業法の全部適用によることが望ましいのでは

と考えております。しかしながら、さきに総務省
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から出されました平成２０年度の公立病院の経営

形態別の決算状況を見ますと、全国９３９病院の

うち８４８病院が全適もしくは一部適用の経営形

態をとっております。その中で全部適用病院は２

８４病院で、うち黒字病院が７６病院となってお

り、その黒字化率は２ ８％とかなり低いもので

あります。一方、一部適用病院は５９４病院で、

うち黒字病院が１６８病院、同じく黒字化率は２

３％、これも同じように低い黒字化率です。こ

ういうことから、全部適用の病院が必ずしも経営

の効率化に向けて実効性のある経営形態になって

いない状況になっております。当院が今後とも市

民への安心、安全な医療を提供していくためには、

さまざまな角度からもうしばらく時間をかけて検

討をしてまいりたいと考えております。

なお、医療職給与表の導入につきましては、先

を見据えた魅力ある労働、職場環境とするために

も必要であるものと認識しております。これまで

に収集した各病院の資料等を参考にして、いろい

ろなケースをシミュレートし、作業を進めてまい

りますので、しばらくの猶予をお願いいたします。

２点目の駐車場対策でありますが、以前民間業

者が冬期間に調査した経緯があり、その結果最大

約１００台の駐車スペースが不足しているとのこ

とでありました。昨年は、国の地域活性化・経済

対策交付金を活用し、医師住宅を４棟解体し、こ

とし８月に３０台分の駐車場として整備をしたと

ころであります。したがいまして、現段階では７

０台分が不足していることになります。駐車場対

策として、立体式駐車場を視野に検討をしていま

すが、ほかには議員からお話のありました精神科

病棟の改築時に病院の東側の２棟の医師寮、現在

研修医が入っておりますけれども、そこと保育所

を解体することで駐車スペースを確保することな

ども考えられます。今後さまざまなパターンでの

検討を行ってまいります。

職員に対する自家用車の通勤につきましては、

かなり以前に一時期規制をしたこともありました

が、車社会の現代では職員に自粛についての協力

を求める以外方法がありません。また、外来の予

約時間の改善策につきましては、年に１度の患者

アンケート調査でも待ち時間が長いとの結果が出

ていますが、妙案がないのが実態であります。患

者や職員に対するワゴン車での送迎につきまして

は、医療圏域、通勤範囲、通勤時間が異なるなど、

現状では困難だと判断しております。

いずれにしましても、駐車場対策や外来の待ち

時間の解消は、病院にとりましては重要な課題で

あると認識しておりますので、今後も改善策を検

討してまいります。

３点目の保育所の２４時間体制についてであり

ますが、院内保育所は現在７名の臨時保育士のも

と、８月末現在では４４名のお子さんを預かって

おります。看護師や女性医師など医療スタッフ確

保の面からも２４時間保育を望む声が上がってお

ります。ことし７月に札幌から保育業務の専門業

者に来ていただき、現在の施設の２４時間保育の

可能性について説明を受けたところです。道内の

公立病院で年間を通して２４時間保育を行ってい

るのは、函館市立病院、札幌市立病院、旭川医大

病院で、その他の病院では経費のこともありまし

て週に二、三日といったところが多いようです。

２４時間保育を行うためには施設のセキュリティ

ーの徹底が必要となり、またシャワールームの設

置が義務づけられるほか、夜間には資格と責任を

有した複数の保育士の常駐が求められ、さらに夜

間に食事が提供できることなどが必要との説明を

受けております。なお、道内の公立病院の院内保

育所は、民間委断、または現在委断を検討してい

るところが多く、直営で行っているのは当院のほ

かに稚内市立病院、室蘭市立病院の２つの市立病

院のみということでありました。今回の専門業者

による説明により、施設整備や人員及び運営体制

など課題が明らかになりましたので、今後精神科

病棟の改築計画を進めていく中で、保育所等を含

めた複合的な施設についても検討しなければなら
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ないと考えております。

次に、４点目の道北地域研究所の研究報告につ

いてであります。医療技術の高度化、高齢化、医

療安全の確保など、さまざまな要因により看護職

員に対する需要は増加し続けておりますが、反面

地方では慢性的な看護師不足に見舞われておりま

す。その中で、ことし３月に道北地域研究所から

「地域と住民」という年報が出され、上川北部地

域の看護職員確保に関する研究報告があります。

議員からは、この研究にある確保対策としての４

つの柱について、これをどのように生かそうとし

ているかとの御質問がございました。当院といた

しましては、第１の柱、養成力の確保につきまし

ては、市立大学等に負うところが大きいのであり

ますが、看護職を必要とする私どもの病院として

はこの地域に育つ若い人たちに積極的にアプロー

チすることが必要であると考えております。また、

看護体験や病院見学を通して、職業としての看護

職の魅力と社会的な役割の大きさを理解していた

だこうとも考えております。第２の柱、再就業の

支援については、不定期ではありますが、平成１

９年から潜在看護師を対象とした技術研修会を開

催しております。それにより当院で就職した看護

師もおりますので、今後定期的な開催を検討した

いと考えております。第３の柱、資質の向上と第

４の柱、離職の防止については、看護師を減らさ

ないための対策であります。これまでも認定看護

師の養成や各種専門分野の講習を重視しておりま

すが、今後もキャリアアップを目指して専門性を

高める研修への支援や働きやすい環境づくりへの

取り組みを推進してまいります。看護職員確保対

策は、病院自体の問題ではありますが、同時に地

域全体でも何らかの形で取り組んでいただきたい

と考えております。

５点目の病院内の冷房設備についてであります。

現在の病院は、平成４年度に改築をしましたが、

冷房設備を完備しているのは病棟では感染症病棟、

２階西病棟、ＩＣＵ病棟など新たに設置した病棟

で、外来診療科につきましてはこれまで随時設置

をしてきており、未整備は５つの診療科のみとな

っております。本年は、６月から９月の上旬まで

猛暑が続き、異常気象と認識しております。その

ため入院患者さんからも冷房設備を設置してほし

いとの要望が例年に比べて多く出されました。平

成２０年の第３回定例会でお答えしましたが、病

棟及び外来診療科のすべてに冷房設備を導入しま

すと約１億 ０００万円の費用を要します。確か

にこれだけ暑い日が続きますと入院患者の体調の

異変が心配され、また医療スタッフの適正な労働

環境が損なわれますので、冷房設備の必要性につ

いては十分認識しております。しかしながら、現

在の当院の資力では困難な状況と言わざるを得ま

せん。御利用される皆さんには御不自由をおかけ

しますが、今後の収支の状況を見ながら、年次計

画での設置も視野に入れた検討を行ってまいりた

いと考えております。よろしく御理解くださるよ

うお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

６点目の東病院の今後の運営について申し上げま

す。

名寄東病院は、平成１５年１２月１日、旧国立

療養所の名寄病院を１０年間病院形態維持を条件

に国から移譲を受け、開設しております。管理運

営につきましては、上川北部医師会との１０年間

の管理運営の委断に関する基本協定をもとに、平

成１８年８月までは管理委断、その後は指定管理

者として毎年協定を締結し、実施しております。

開設当時は、６０床の介護療養型病床を保有して

おりましたが、平成１９年７月に１０５床全部を

医療病床に変更し、慢性期医療を軸に内科、リハ

ビリテーション科にて医療サービスを行っており

ます。運営初年度は ８００万円ほどの赤字を計

上し、国から運営補助を受けておりますが、その

後は上川北部医師会における経営努力などにより
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毎年約 ０００万円ほどの黒字経営で推移してき

ております。しかし、平成２１年度では入院率が

９ ６％にもかかわらず、医療行為の少ない長期

入院患者の増により収益アップには結びつかず、

毎年増加する施設等整備費及び人件費などがかさ

み６０９万円ほどの赤字を計上したところであり、

今後の対応が懸念されているところでございます。

これまでの決算には、国から譲渡を受けた後に購

入した医療機器等の減価た却は行っております。

同規模の施設を改築した場合、２０億円と仮定し

ますと減価た却費はおおよそ年間 ５００万円以

上の額になると試算されます。国からの地方交付

税は、将来の給排水等施設の改修費用として名寄

東病院振興基金に積み立て、施設整備に充ててい

きたいと考えており、その額は平成２２年５月末

現在で約２億 ０００万円となっております。

御質問の平成２５年１２月１日以降の考え方で

ありますが、まず本病院の必要性として市立総合

病院の急性期医療に対し、東病院は慢性期患者の

受け入れと大きくすみ分けがされており、東地区

唯一の病院として地域での役割は大きいものと認

識しております。国から譲渡を受けた平成１５年

当時は、名寄市のような小規模自治体で２つの公

立病院を維持することは困難との考えから、１０

年後には民間に譲渡する計画であり、現在もその

方針で進めておりますが、民間に譲渡した場合に

は昨年度から赤字が発生している状況や新たに発

生する固定資産税、１０年以降の改築なども想定

され、大きな負担が懸念されます。また、国の施

策によっても大きく状況変わりますので、さらな

る情報収集に努めていきたいと考えております。

いずれにしましても、３年後の平成２５年１１

月３０日には協定の期限が切れますので、建物や

施設の計画的な整備と高齢社会の推移を考慮し、

長期的な視野での判断をすべく民間への譲渡、現

在の公設民営方式の検証を踏まえ、早い時点で関

係機関と協議を進め、結論を出してまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大項目３〇経済部長（茂木保均君）

点目、ピヤシリスキー場について申し上げます。

初めに、キッカー、スノーボードのジャンプ台

のことでございますが、これの安全対策について

お答えをいたします。ピヤシリスキー場の昨年の

利用実績は、リフト利送人員で４８万 ３９２人、

前年度比１０ ２１％となっております。リピー

ターを初め、スキー合宿、学校授業、東京なよろ

会など多くの皆さんに利用していただいており、

近年は小学校低学年層の利用が好調で、すそ野が

広がる傾向を見せております。そのような中、ボ

ーダーのゲレンデ利用も多く、ゲレンデ利用者の

約４割がスノーボードと認識しているところであ

ります。第１リフト横のキッカーにつきましては、

少し小さいためふぐあいがあるとの指摘をいただ

いているところでありますが、現在圧雪車による

作業では精いっぱいの努力をさせていただいてお

ります。これまで圧雪車に多くの負荷がかかって

おりますが、安全性にも配慮した設置を心がけて

いるところでもあります。しかし、ピヤシリスキ

ー場、九度山自体が岩崖がある山と言われており、

岩が多いゲレンデで、土が流れる特異性もありま

すので、安全対策について工法を含め、庁内初め

関係者と協議をしてまいりたいと考えております。

次に、一日も早いオープンとわき水対策につい

て申し上げます。現場におきましても一日も早い

オープンを期待し、夏場のゲレンデ整備を含め努

力いたしておりますが、降雪のおくれなどから毎

年苦慮しているところであります。加えて御指摘

のありましたとおり、わき水による融雪もオープ

ンおくれの大きな要因の一つと考えております。

スキー場のわき水対策につきましては、ゲレンデ

内に大きく１０カ所ほどの整備に関する協議を受

けております。これまで明渠などの作業につきま

しては、照明やリフトなどの整備の工事の際にあ
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わせて行ってきておりますが、具体的な工事には

踏み込んでいない状況でありました。内部協議や

関係部署と協議を行いながら、年次的に対応して

まいりたいと考えております。

今後のスキーヤーやボード客の確保につきまし

ては、これまで以上に振興公社、観光協会など関

係団体と協力し、ＰＲに努めるとともに、アフタ

ースキー、体験型観光などを含めた情報について

も発信していかなければならないと考えておりま

して、連携、協力し、一層の集客に努力してまい

ります。

以上、私からの答弁といたします。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれ御答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、若干再質問させていただきた

いというふうに思います。

まず、順番どおりやらせていただきたいと思い

ますけれども、まず一番最初にこの基本的な考え

をお伺いをいたしましたのには、１つには国の方

針というのが私の頭の中にはありました。来年度

の国の予算の概算要求としましては９６兆円とい

うことになっておりますけれども、では北海道の

概算要求はどうなのかということになりますと

９００億円ということで、これは３４年ぶりの

０００億円割れという報道に接しております。こ

れは、国土交通省による選択と集中という方針の

中で北海道は選ばれなかったのかなというふうに

考えております。また、一方で補助金制度を見直

すに当たって一括補助金に衣がえをすることによ

り、３割ないし４割カットしてもいいのだなどと

いう議論がなされているということも報道を通じ

て耳にするわけであります。こういうことを聞く

ときに、では地元の企業というのは一体これから

どういうふうになっていくのかというふうに私は

大変心配をしたわけであります。当然市が発注す

る投資的工事というのは減らざるを得ない。まし

てやこういうふうになりますと全道的な影響を受

けるわけですから、大きな企業というのは今まで

目を向けなかった小さい仕事にも目を向けるよう

になって、その最終的なしわ寄せはやはり地方に

来るだろうと、私はこういうふうに考えたもので

すから、地域は地域で何とか地元企業を守ってい

きたいなというふうに考えたわけでございます。

この中で、公平、公正で適正な競争原理を前提と

することは当然でありますけれども、この地域全

体として守っていくということであればこれはい

いのかなというふうに思いますけれども、これが

一方通行ではなかなかうまくいかないのかなとい

うふうに私は思っております。そういう中で、先

般ございましたように水害が起きました。私もい

ろんな被災地と申しますか、水のあふれたところ

を見させていただきましたけれども、私には道具

もなければ技術もないわけでして、被災されてい

る皆さんに何のお手伝いにもならないわけです。

しかしながら、やはりこれをしっかりと担ってい

くのが地元の建設業でありまして、こういったと

ころを私は積極的に評価をすべきではないのかな

というふうに思っておりますけれども、その点に

ついて御見解を改めてお伺いをいたしたいなとい

うふうに思います。

中尾副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

議員からお話のありま〇副市長（中尾裕二君）

したとおり、地場産業の健全な育成というのは当

然行政としても担うべき役割の一つと認識をして

おります。また、一方で納税者たる市民の立場か

らしますと、入札は少しでも安い金額で落札をし

たほうがその分の住民サービスが別の面に振り向

けられるという願いもまたあるわけでありまして、

これら従来から名寄市におきましては健全な育成

という立場も踏まえて指名競争入札であるとか、

あるいは条件つき一般競争入札であるとか、ある

いは予定価格の事前公表等を制度化しながら、そ

うした期待にこたえてきたという経緯があります。

しかし、一方で先ほど申し上げましたように納税

者としての市民との調和もあるわけでありますか

ら、当然名寄としての地域特性を十分認識しなが
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ら、地域需要も酌みながら、こうした調和を今後

も求めていきたいと、このように考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

御答弁をいただきま〇２３番（東 千春議員）

した。私も本当にそのとおりだというふうに思い

ます。競争原理を働かせるというのは、これは当

然のことでございますので、こういったところ民

間の企業の皆さんもしっかりと胸に秘めながら、

これからよりよい制度づくりは何がいいのか私も

ちょっとわかりませんけれども、お互い切磋琢磨

しながら、いい制度づくりしていっていただきた

いなというふうに思います。

２点目の水道事業についてなのですけれども、

名寄市内の管工事組合でしたっけ、の皆さんとい

うのは土日も当番で出て、夜中も電話がかかって

きたら修理に行くということをやっております。

こういったことから、市民のライフラインをしっ

かり守っていただいているのはここだなというふ

うにも思っておりますので、法律上こういうのは

認めなくてはいけないということは十分わかりな

がらも、一定のこういったことを規制することは

市独自としてできる方法があるのかないのか、こ

の点について再度お伺いをしたいと思います。

扇谷上下水道室長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今部長のほうか〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

ら答弁をいただいておりますが、給水工事の指定

に当たりましては１つは水道法、それから私ども

の条例の中で一定程度定めております。考え方と

しましては、いわゆる基準審査の中で一定の要件

あれば必然的に指定せざるを得ないというような

中身になっております。一部調査をしましたとこ

ろ、市町村でいわゆる地元業者以外の参入を認め

ていないというところもあったように聞いており

ますが、実は法律上疑義があるということで検討

されているというふうにも聞いております。した

がいまして、現在の制度の中では市外業者を排除

していくような仕組みにはなかなかならないとい

う判断をしております。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

上位法があるので、〇２３番（東 千春議員）

そうだろうなというふうには思いましたけれども、

仮にトラブルがあった場合名寄市のお金で直すと

いうことですけれども、それであったら旭川でも

札幌でもやった人に来てもらって直してもらうの

が私は本来筋かなというふうにも思いますので、

そこら辺のところにも将来何かいい方法がありま

したら考えていただきたいなというふうにお願い

をいたしたいと思います。

住宅建設なのですけれども、５０％、５０％と

いうのはしばらく続いております。こういったこ

とを何とかしようと思って、８年前だったでしょ

うか、なよろっぽいができたのは。しかし、なか

なかうまい手だてがないというのも実情かなとい

うふうにも思います。しかしながら、やはり指く

わえて見ているのはどうしても悔しいなという部

分がありまして、何かもう一丁いい案はないのか

ということで、できればお互い議論を交わしなが

ら協議を進めていただけないかなというふうに思

っています。当然部長あたりは忙しくて難しいの

だろうなと思います。課長あたりも難しいのかな

と思いますけれども、例えば若くて、今までにな

いちょっとフレッシュなアイデアのある若手職員

もひょっとしたらいるかもしれませんけれども、

そういう人がその部分を一部担当をしながら、い

ろんなアイデアを出していくだとか、そういうこ

ともあってもいいのかなというふうに思いますけ

れども、お考えをちょっとお知らせいただきたい

と思います。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私も東議員と〇建設水道部長（野間井照之君）

同じ考えを持っていまして、５０％、５０％が随

分の間推移をしているということで、このごろは

またアパートというか、マンションなどは管理も

含めた建設をするということも含めるとかなりウ

エート的にはまた市外業者のほうが高くなってき
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ているのかなという状況もあるかもしれません。

私ども建設相談をじかに市民サイドから受けてや

るほうが早いのかなという考え方を持っています。

これも含めてなよろっぽい家づくりの会ともっと

情報交換をさせていただいて、市でどの程度まで

相談を受けて、どの程度なよろっぽい家づくり、

あるいは地元業者の方に返せるかということも含

めて相談をさせていただいて、できる限り地元で

受注できるよう努力をしたいというふうに考えて

いますので、御理解いただきたいというふうに思

います。その際には今提案のありました若手職員

の考え方も入れながら相談をさせていただくとい

うふうにしたいと思っていますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っています。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

よろしくお願いした〇２３番（東 千春議員）

いと思います。そういった取り組みの中から一定

制度数値目標をつくってもいいのかなと思います。

例えばことし５２％だったら、来年は５５％を何

とか目指してみようだとか、そういう数値目標を

つくりながらちょっと活動していくのもいいのか

なというふうに思いますので、これからの取り組

みに期待をしたいというふうに思います。

次、炭殻利用についてですけれども、これは議

会の中でも多分だれに聞いても地元企業を大切に

しようというのはこれは当たり前の話で、これは

特にここだけ何とかしようという話ではありませ

ん。ここも大切に守っていこうという気持ちの中

から発言をさせていただいております。よそから

来る企業というのは、簡単に帰ってしまうという

のが昨今の状況でないかなというふうに思います

けれども、この会社はもう私は地元企業だという

ふうに認識していますし、市民もそうだろうなと

いうふうに思っております。しかしながら、本社

というのがあるわけですから、社会の流れの中で

ひょっとすると工場をどこか閉鎖をしなくてはい

けないということも将来あり得るかもしれない。

そういったとき、あるいは老朽化をしたときにど

うだという議論になるかもしれない。そういった

ときに名寄の工場がまず先になくそうと言われな

いように事前に市民みんなで協力をしながら守っ

ていきたいなというふうな、私はそういう物の考

え方から発言させていただいておりますので、そ

こら辺ぜひ取り組みをよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。駐車場なんかでも使っていた

だいているということですけれども、さらなる活

用をぜひ研究をしていただきたいなというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

ちょっと順序が逆になりましたけれども、リフ

ォームです。環境美化、環境にも配慮しながら今

後考えていきたいというふうな答弁を多分ちょっ

とメモしたかなと思うのですけれども、ちょっと

見当たらなくなってしまいました。ぜひそういう

観点でお願いしたいと思います。それにはやっぱ

り２つあるのかなというふうに思うのと、先ほど

申し上げましたようにつくる側の美化と壊す側の

美化というのがあるかなというふうに思います。

老朽をした廃屋というのは、非常に見た目的にも

よくありませんし、町内会あたりでお話を伺って

もちょっとやっぱり嫌だよねというお話を聞くわ

けです。防犯上、防災上、あるいは屋根からの落

雪が心配だとか、そういう意見も聞くものですか

ら、そういった部分に対してこれから、今までは

国もそうですけれども、つくることには出すけれ

ども、壊すことにはなかなか制度自体がないとい

うのが現状だと思いますけれども、私はそっちの

ほうにも目を向けるべきではないかなと思います

けれども、そこら辺に関してもう一度答弁をいた

だければと思います。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

住宅のリフォーム事〇経済部長（茂木保均君）

業に関連してということになろうかと思いますけ

れども、そのいわゆる解体の部分です。これ非常

に環境的な部分も含めて、あるいは危険家屋とい

うようなこと含めて、提案の部分というのは一定

の理解をしております。今現在実は緊急雇用対策、
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これで一定程度取り組んでいただいているのです。

特にそれは危険家屋という前提で町内会長さんあ

たりに一定の認定をしていただいた家屋というこ

とになりますけれども、そういった部分について

いわゆる賃金といいますか、雇用の部分を前提と

した取り組みということで、それほど多くはない

ですが、そういった前提の部分で取り組んでいた

だいております。これをリフォームの中でという

部分というのは、どこまで取り組める事業になる

のかどうか、ちょっと次元が違うかもしれません

が、この辺についてはちょっと研究をさせていた

だきたいなと思っております。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

では、続いて病院の〇２３番（東 千春議員）

ほうに移りたいと思います。

まず、駐車場ですけれども、冬場でおおむね１

００台ぐらいが必要だという答弁がありました。

それで、３０台先日つくったということで、残り

７０台ぐらいになるかな、それが冬場かなと思い

ます。私も市立病院の周りを車でぐるっと回った

ら、大体五、六十台かなというふうに夏場、先日

回ってみたら思いました。それで、そういう今私

が発言した方法も一つあるのではないかというふ

うな答弁もいただきましたけれども、私は立体駐

車場であってもいいのかもしれませんけれども、

なるべく費用をかけないで効果、効率のある駐車

場の整備のあり方ということを何かないかと思い

ましてそういうことを考えました。

それと、あわせてあの保育所はまだそんなに古

くはないのかもしれませんけれども、やはり戦略

的に、保育をきちっとやっていこうというのもこ

れも戦略の一つになるのではないかなというふう

に思います。全道的には余り取り組んでいないと

いうふうに答弁をいただきましたけれども、毎日

やらなくても済むのかなというふうに思っており

ます。働く方のシフトと合わせていただきながら、

週に１日なり、２日なりの２４時間体制を整えて

いくという方法もあるのかなというふうに思いま

すし、その運営のあり方も含めてそこら辺ぜひお

願いしたいな、やるべきではないのかなというふ

うに思いますけれども、毎日ではなくても、週に

何日かでも取り組むということになるとどういう

ふうになるのかお答えをいただきたいなというふ

うに思います。

香川病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

特に保〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

育所の２４時間体制についてということで、これ

について病院としてはやっぱり精神科の改築時に

あわせて、例えばその中で１回にするか２回にす

るか、そういった部分で考えていきたいと。ただ、

運営については、函館ですとか大きな旭川医大で

すとかそういうところは通年やっていますけれど

も、それは本当に莫大な経費がかかるということ

で、以前に看護師さんを対象にしたお話し合いの

中では通年というか、毎日でなくてもというお話

もありましたので、その辺もうちょっと精査させ

ていただいて、そういうこともあわせて改築の中

での一つの案として考えていきたいなと、こうい

うふうに考えております。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひそのような方向〇２３番（東 千春議員）

で検討を重ねていただきたいなというふうに思い

ます。

看護師の確保につきまして、道北地域研究所を

中心として、そういうような３者で集まって協議

をしたという報告を読む機会がありました。今ま

で決算委員会、予算委員会等で岩城看護部長が本

当に大変御苦労をされているというお話は聞くの

ですけれども、やっぱりその範囲を広げて、もう

ちょっといろんな人で知恵を出すという、こうい

う取り組みも私はいいのかなというふうに思いま

した。できればこういう活動が続いていっていた

だいて、病院だけで解決をするのではなくて、で

きれば市民も何かやること、お手伝いすることあ

れば、みんなそんなに嫌だと言わないと思います

ので、そういったことも今後何かいい方策があれ
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ば考えていただきたいなというふうに思います。

来年度からでしたっけ、 ０００万円ずつ看護師

対策に予算をつけて……

（何事か呼ぶ者あり）

違いましたっけか。〇２３番（東 千春議員）

来年度からでしたっけ……

（何事か呼ぶ者あり）

今年度からでしたっ〇２３番（東 千春議員）

け。そういった……

（何事か呼ぶ者あり）

はい。相談業務にさ〇２３番（東 千春議員）

きの議員のお答えの中で利活用していきたいとい

うふうにありましたけれども、こういった今答弁

をいただいたようなことにもこの ０００万円を

これから使っていこうとされるのかについてお伺

いをしたいと思います。

香川病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほど〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

の答弁の中で、その確保対策については例えばキ

ャリアアップを図るための試験出資金ですとかそ

ういった部分、それと例えば看護師が認定講習を

受ける場合の無たの貸し付けだとか、そういった

部分も考えてございますし、このほかに看護部長

が道内主な看護養成学校を回る場合のための旅費

というのですか、そういった部分でも使っていき

たいなと、こういうふうに考えています。

なお、佐藤靖議員の中でもお答えしましたとお

り、今回名寄市内２５カ所ほどにポスターを掲示

させていただきました。若干の効果ありましたけ

れども、これについてはこれからまだまだ効果が

見込まれると思いますので、議員各位の御協力を

いただきたいなと、こういうふうに思っておりま

す。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま認定看護師〇２３番（東 千春議員）

について貸し付けをするというふうな答弁もいた

だいたわけですけれども、これ貸し付けだけでは

なくて、一部補助してでもいいぐらい大切なのか

なというふうに思いますので、そういったところ

も考えていただければというふうに思います。

最後になりますけれども、スキー場です。わき

水対策については、順次行っていただけるという

ふうな答弁をいただきました。圧雪車がかなり動

くらしいのです、雪を寄せるためには。ですから、

こういうのはなるべく早目にやったほうが人件費、

燃料代、圧雪車の消耗、こういったことを考える

となるべく早目にやっていただきたいなというふ

うに思うのと、実際には２カ月半ぐらいの稼働だ

そうです。というのは、雪を押してこられるのは

相当数積もってからでないと寄せてこれないとい

うのが実情だそうですので、なるべくこれは早目

の対応をよろしくお願いしたいと思いますけれど

も、一言答弁いただいてよろしいでしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今年度のオープン前〇経済部長（茂木保均君）

にできるだけの対応をしたいと考えております。

以上で東千春議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

質問を終わります。

３時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１６分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

大雨災害の対応について外２件を、佐藤勝議員。

議長から御指名いた〇１１番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告順に従って、質問を行いま

す。

質問の前に、７月２９日の大雨で被害を受けら

れた多くの市民の皆さんに心からのお見舞いを申

し上げます。さらには、災害防止に向けて活動さ

れた多くの皆様にも心からの敬意を表するもので

あります。

それでは、質問に入らせていただきます。大き

な項目の１点目として、大雨災害の対応について

お伺いをいたします。７月２９日早朝から降り続
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いた雨は、平年の７月の１カ月分を上回る１１７

ミリの降雨量となり、過去の記録を塗りかえる大

雨となり、市内各所に多くの被害をもたらしたと

ころであります。そこで、次の点についてお聞き

をいたします。初めに、災害本部の設置について

であります。名寄市地域防災計画の災害対策本部

の設置基準によりますと、暴風、暴風雨、大雨、

大雪、洪水、その他気象業務法に基づく警報が発

表され、被害が発生したとき、または発生するお

それがあるとき災害対策本部を設置し、防災活動

を推進するものとすると記載されております。し

かし、８月２４日配布の７月２９日名寄市大雨災

害対応状況によりますと、午前１１時５７分に名

寄市内全域に大雨警報、これは浸水害警報であり

ますが、発表され、午後１４時４８分にはさらに

大雨警報、土砂災害の大雨警報が発表されており

ます。さらに、３時３２分、第３弾の大雨警報、

これは洪水警報が発表されております。午後の４

時になって名寄市災害対策本部に準ずる会議を招

集、夜の９時１５分になって災害対策本部が設置

されております。以上が災害対策本部が設置され

るまでの時間的経過であります。しかし、その間

にも午後の１２時４５分、智恵文八幡地区河川の

増水情報、それから午後の１時１０分には徳田し

らかば１号線に冠水情報、日進智東線通行どめ、

風連地区でも夕方には真狩川のはんらんで水田に

濁流が流れ込むなど刻一刻被害が拡大し、その状

況は伝えられております。そのような中で、なぜ

警報発表から災害対策本部設置まで９時間も要し

たのか。また、風連庁舎の災害対策体制はどうだ

ったのかについてお知らせを願います。

次に、今回の大雨災害に対する指揮命令系統に

ついてお聞きをいたします。これにつきましても、

防災計画の災害対策本部組織図として掲載されて

おりますが、そのとおり機能したのかどうか、ま

た風連庁舎体制が今のままでいいのかについても

お聞きをいたします。

３点目として、住民との協力体制についてお聞

きをいたします。防災計画の中に、市は町内会等

に働きかけ、地域における自主防災組織の設置及

び育成に努めるものとする、災害時において地域

住民が連帯、協力して初期活動や救出、救護活動

を初め高齢者や障害者等、災害時要援護者の避難

誘導に取り組むことによって自主的な防災活動が

効果的に行われるよう協力体制の確立を図ると書

かれております。この件についての検証をお示し

ください。

４点目として、住民への連絡体制についてお聞

きをいたします。名寄旭ケ丘地区の避難勧告が出

されたのが夜の２１時１５分、風連緑町地区に対

する避難勧告命令が何と翌日の午前零時４０分で

あります。この発令時刻が適切だったのか、また

その間の関係地区に対しての連絡体制はどうだっ

たかについてもお知らせを願います。

５点目として、被災箇所の復旧整備計画につい

てお聞きをいたします。今回の大雨による被害箇

所は市内全域にわたっており、早急な復旧対策が

待たれるところでありますが、特に農業関係で今

後の営農、農作業に支障が予想される地区、箇所

についての復旧対策を急ぐべきであります。喫緊

の対策、中長期的な対策を要するところの仕分け

を行い、関係住民と連絡を密にして取り進めるべ

きでありますが、その対応についてお知らせを願

います。

６点目といたしまして、防災計画の中で指定さ

れている避難所が適切であったのかどうかについ

てお聞きをいたします。今回の大雨で避難所に至

る市道が既に冠水している中で避難が行われてい

た状況があり、改めて適切な避難、そのときの状

況を判断しながらの誘導が行われるべきでありま

すが、今後の対応についてお知らせをください。

７点目といたしまして、原始河川、普通河川、

道の管理する河川に繁茂する柳等の伐採について

お聞きをいたします。この件につきましては、流

れを阻害し、大きな災害に至る大きな要因である

ことはだれもが知るところでありますが、財政的
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な困難さもあり、なかなか対策が進んでいない実

態にあります。一斉伐採は無理にしても特に流れ

を阻む太い木々の伐採をピンポイント的に推し進

めるべきであります。そして、次の段階の一斉伐

採を待つという２段階方式で少しでも災害の防止

につなげるべきでありますが、市の見解をお聞か

せを願います。

８点目といたしまして、今回の大雨は今現在河

川のないところにも大きな被害をもたらしており

ます。上流に複数の沢があり、そこから流れ出る

水の行き場がなく、平常時は農業排水を流れてい

るという場所での異常出水があり、市道の路肩を

大きくえぐり、畑、施設農作物に被害が発生をし

ております。今後の市としての考え方、対策につ

いてお知らせを願います。

９点目といたしまして、土地改良区、農協など

地域の公共機関、関係団体との連携についてお聞

きをいたします。今回の大雨に対し、市職員のと

っさの判断により被害予想地区に対し早い段階で

水田ダムの措置がとられ、被害の拡大を未然に防

ぐ大きな効果を発揮しております。市内各地区を

網の目のように流れる農業排水を管理する土地改

良区、地域の実情に詳しい農協、情報、警報、さ

らには被害状況等に関する報道に当たる報道各社

など、市職員、そして住民に重ねて防災活動に当

たることにより、より大きな被害防止効果を発揮

することから、日ごろからの連携、情報交換等に

ついてお聞きをいたします。

最後になりますが、洪水ハザードマップの見直

し、更新についてお聞きをいたします。このマッ

プにつきましては、旧風連町、旧名寄市ともに平

成１５年に作成し、合併後の今日に至っておりま

す。それぞれ１００年に１度程度起こる大雨によ

って川の堤防が決壊した場合を想定した上での浸

水予想結果に基づく浸水範囲とその程度、各地区

の避難所の存在等を示したものであります。しか

し、今回の大雨の被害もそうでありますが、近年

の大雨災害の多くは内水はんらんによるものであ

り、その視点から見直しをかけ、更新が必要であ

ります。さらに、その作業に当たっては、町内会、

地域住民との情報交換を密に行いながら、まさに

協働で推し進めるべきであります。市の見解をお

伺いいたします。なお、この質問については、同

僚議員がさきに質問出ておりますが、御理解をい

ただきたいというふうに思います。

次に、大きな項目の２点目についてお伺いをい

たします。ふうれん望湖台センターハウスの存続

についてであります。ふうれん望湖台センターハ

ウスは、１９８１年から８２年にかけて建設され、

以来スケールの雄大さと季節折々の花々が咲き競

うことで道北随一と称される望湖台自然公園の中

核施設として利用者に憩いと安らぎとを提供して

きたところであり、近年は高齢者の集いの場とし

て、あるいは団体利用に対し気軽に使える施設と

しての役割も高まりつつあるところであります。

一昨年市の行財政改革で廃止対象検討施設に挙げ

られて以来、当時の行政区長会議を初めとして、

地域利用団体等との話し合いが重ねられてきてお

り、その意見の多くは過大な投資を避けた必要最

小限度の補修での存続を求めており、さらには市

老人クラブ連合会風連支部から望湖台センターハ

ウスの継続運営に関する請願も提出されるなど、

存続は地域を挙げた切実な願いとなっております。

改めてセンターハウスの存廃議論の経過、市のセ

ンターハウスに対する認識、そして行政報告の中

にありましたとおり、９月末までに一定の方向性

を示すというセンターハウスの将来像についてお

示しを願います。

大きな項目の３点目といたしまして、４月２０

日実施の全国学力・学習状況調査の結果について

お聞きをいたします。去る７月３０日にその結果

が公表され、道内の結果を見てみますと国語と算

数、数学の基礎的な知識を問うＡ問題、活用力を

見るＢ問題ともほぼ全国平均を下回り、特に小６

では４科目とも全国最低レベルでありました。４

科目平均正解率を都道府県別に見ますと、小６が
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４７位で初の最下位、なお昨年までは３年連続４

６位であります。それから、中３が４３位、これ

は昨年が４２位であります。以上のように４年連

続で学力低迷の状況から抜け出せていない厳しい

実情が明らかになったところであります。今回は、

中学３年生が２００７年の小学校６年時に全国学

力テストを受けていて、当時の結果を踏まえた設

問も用意され、図形問題、応用力、記述式問題な

ど当時の課題が解決されないまま現在に至ってい

ることが判明する結果ともなっていて、小中が連

携した継続指導の必要性、重要性が問われており

ます。

学校や家庭での生活のあり方などを問う児童生

徒質問紙調査では、授業以外の学習時間の短さ、

家庭などでの学習習慣が定着していない、つまり

勉強短時間、ゲーム、テレビだらだらの実態が改

めて明らかになる結果が出されております。さら

に、幼児教育の成果が正解率に反映されるなど、

ここでも幼小教育の連携のあり方が今後の課題と

なっております。来年度からは、学ぶ内容を大幅

にふやした新学習指導要領が完全実施される中で、

今回の結果を受けて、いかに子供たちの学ぶ意欲

を高めていくか、学校、家庭でいかにして適切な

学習する環境を整えていくか、多くの課題が改め

て浮き彫りとなった結果となっております。

そこで、１点目といたしまして、名寄市におけ

る今回の学力テストの結果について、なおこれに

ついては先ほど来同僚議員が同じ質問をしており

ますので、お許しをいただきたいというふうに思

います。２つ目といたしましては、結果の考察と

解決に向けての対策、そして３番目といたしまし

て今後の課題について、以上３点について市の見

解を求めるものであります。

以上、この場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤勝議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問をいただきました。

１点目の小項目５、７、８につきましては建設水

道部長から、残りは私のほうから、大きな項目２

点目は経済部長から、同じく３点目は教育部長か

らの答弁となります。よろしくお願いいたします。

まず、大きな項目１点目の大雨災害対策の対応

についてお答えします。対策本部の設置について

であります。風連庁舎での体制と風連庁舎での指

揮についての質問でございますが、今回７月２９

日の大雨災害につきましては、１１時５７分に大

雨警報が出て雨が降り続き、１６時に名寄庁舎に

おきまして災害対策本部に準じる会議を立ち上げ

て警戒をしておりました。豊栄川の遊水池が越流

したことによる広報やしらかば１号線の冠水、各

所での冠水に対応するため多くの消防職員、消防

団、職員が土のうづくりやパトロール、マスコミ

対応、国、道への報告等で本部は現場対応も含め

フル活動をしておりました。災害対策本部の組織

につきましては、風連地区においては風連担当副

市長を中心とした体制を持っておりましたけれど

も、現実的には兼務発令、兼務で仕事をしており

ましたので、今回のような同時多発的な災害につ

いてはそれぞれの現場を行ったり来たりというこ

とをしておりましたので、あらかじめお断りさせ

ていただきたいと思います。

２番目の指揮命令系統の関係につきましては、

風連庁舎の対応について３０年来水についていな

い風連地区の市街地が冠水したということにつき

ましては、正直な話想定外だったということも否

めませんでしたけれども、風連地区で冠水被害が

状況確認されたことにより、それ以降は風連庁舎

副市長が風連地区の現場で指揮をとり、対応いた

しました。場合によっては携帯電話での指揮とい

うこともありました。今回の風連地区の被災を教

訓に、今後は気象状況を把握する段階から風連庁

舎に人員を配置し、災害の発生する状況が見込ま

れると風連地区にもサブ本部を設置し、風連庁舎

副市長が災害に対する意思決定を円滑に行い、対

処していくよう庁議、部次長会議で決定をいたし

まして、今後実施していくことにいたしました。
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住民との協力体制の関係につきまして、先日被

災されました名寄地区の旭ケ丘区におきまして避

難所の場所の関係が問題になりまして、北国博物

館がすぐ近くにあり、徒歩で避難できることから

無理なく避難できるよう話し合いをして、理解を

いただきました。また、風連地区におきましては、

ことし行う予定でありました防災訓練のかわりに

今回の豪雨を想定しまして避難場所の選定、浸水

図面によって避難ルートの協議を、それと風連庁

舎において土のうづくりなどの装備を見ていただ

き、今後の対応と協力体制を一層図って、安心感

を持っていただきたいと考えております。

住民への連絡体制についてお答えをします。当

日４時に災害対策本部に準じる組織を立ち上げま

して、避難所の設営、避難する場合のマイクロバ

スの手配、毛布の手配であるとかその辺は４時ぐ

らいから準備を進めておりました。一方で、同時

多発的にあちこちで冠水被害がありましたので、

土のうの作成、土のうの運搬、土のうによる冠水

防止ということで消防、消防団、市職員がそれぞ

れ分担をしながら、あちこちの現場に出かけたの

が事実であります。そういう中で、名寄地区の白

樺団地周辺におきましては９時１５分に発令する

前に名寄担当副市長が現場に行きまして、消防に

よる広報も含めて住民周知をさせていただきまし

た。風連地区におきましても９時過ぎぐらいから

住民の方の自主避難がありまして、一方で駐在の

警察官による状況判断によって避難誘導も行われ

たということであります。今後災害の情報、避難

勧告情報の連絡につきましては、有効な方法を検

討をして、できるだけ早い避難勧告を発令し、対

応してまいりたいと考えております。

なお、８月２３日には、警報は出ていなかった

のですけれども、発表される可能性があるとの連

絡ありましたので、前回被災しました名寄地区、

風連地区の町内会の皆さん方には警戒チラシを配

布し、２階での就寝等を促すなどの連絡をもって

事前に警戒をお知らせをしました。幸い２３日は

当市には被害ありませんでしたが、他町では大き

な被害が発生しており、今後につきましては空振

りを覚悟で常備薬の持ち出しも加えた情報を提供

して、早目の避難勧告、避難を実施していただく

ように考えております。

小項目６番目の避難場所の検証の関係について

であります。今回のハザードマップによりまして

避難誘導、自主避難をしていただきましたけれど

も、風連地区におきましては今回の避難場所の西

町コミセンにつきましてはハザードマップにおい

ては水のつかない避難場所ということになってお

りましたが、７月２９日の大雨のときは付近に水

が走り、適当な避難場所ではないというふうに状

況を見て判断をいたしました。避難した町内会と

も今後打ち合わせをしまして、風っ子ホールや農

村改善センター等の施設に被害の状況に応じて設

定していくことで協議を進めてまいりたいと考え

ております。

小項目９の土地改良区などの地域団体との連携

についてであります。災害時には各関係機関との

連携と協力が大切であります。今回の災害におき

ましても、土地改良区におきましては災害発生の

前後からエリアにおける農業施設の災害の把握等

に努めております。経済部を通じまして今回の災

害のときにどのような活動をされたのか、支障が

なかったかの関係についても報告を受けたところ

であります。警察におきましては、名寄地区では

災害対策本部に１名警察官を詰めていただき、情

報を共有し、対策に当たっておりました。先ほど

述べましたけれども、風連地区においては浸水に

よる被災した市民の避難を警察官に促して支援し

ていただくなど対処をしていただきました。消防

署からも１人本部に詰めていただき、情報の共有

により市民からの被害の連絡があると速やかに対

応させていただきました。町内会につきましては、

避難勧告時の住民の確認作業や豊栄川の越流時に

係る関係町内会への住民への周知、また翌日には

被災家屋の特定を知らせていただき、市が行う消
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毒や清掃等の速やかな対応の一助となっておりま

す。また、これらのほかにも避難場所や避難に係

る情報提供、支援等を多方面の団体からいただい

ておりまして、今後ともさらに地域の関係団体と

連携をしていく中で災害から市民を守っていきた

いと考えております。

最後に、ハザードマップの見直しの関係につい

てであります。本年は、合併してから旧風連町、

旧名寄市のハザードマップを１つのものとする準

備を進めておりました。今回のゲリラ豪雨に対応

するため、データを集め、ハザードマップそのも

のを変更したり、新たに作成することにつきまし

ては、先ほど議員のおっしゃったとおり内水はん

らんを想定したハザードマップというのは名寄市

ではつくる予定をしておりませんでした。内水は

んらんに対応したハザードマップをつくることに

つきましては、新たなデータ収集も含め多くの時

間や経費がかかることから、今回の被災地域を中

心とした町内会から危険箇所の情報提供をいただ

き、危険マップというものをつくりまして、市は

それを使いまして防災の一助として使用すること

ができればというふうに考えておりまして、この

辺も地域町内会に働きをかけて危険マップの作成

をし、配布をしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

雨災害の対応についての小項目で５番目と７番目

と８番目についてお答えをさせていただきたいと

いうふうに思います。

最初に、５番目の被災箇所の復旧整備計画につ

いてであります。お答えが１７日の日根野議員と

一部重複することをお許しいただきたいというふ

うに思います。農地及び市街地の災害の大きな要

因は、今回は真狩川があふれたことによることだ

というふうに考えておりますので、その対応が必

要だというふうに考えております。真狩川は、農

林水産省の国営総合かんがい排水整備事業として

昭和４９年から５２年にかけて完成したものであ

ります。今後の対応につきましては、被害を受け

た後北海道と協議をさせていただきまして、河川

改修事業は補助率も低く、普通河川の改修は国庫

補助の対象にならないということでありました。

しかし、市の単独事業として改修事業を取り組む

にはＪＲ宗谷線、国道４０号線の横断、既設橋梁

のかけかえなども同時に行わなければならず、膨

大な経費がかかることになります。したがって、

河川を１級河川に昇格させることで北海道の事業

として取り組んでいただく要望が必要と考えてお

りますが、当時の農業予算での事業により施設財

産が農林水産省であるため、他の省庁予算での改

修は非常に難しいとの情報もあります。今後とも

市民生活の安全と安心のために、河川の昇格と改

修事業の実現に向けて北海道や農林水産省と協議

を行い、方向を見出しながら要望していきたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

次に、７番目の原始河川、道管理河川の柳等の

伐採等についてであります。名寄市内には北海道

で管理している道費河川が１４河川あります。各

町内会から名寄市に出されている道費河川のうち、

雑木や土砂さらいについての要望は現在６カ所の

河川からあります。毎年初めに地域の要望を受け、

まとめて北海道へ御説明を申し上げておりますが、

部分的にしか対応していただけないため、近年は

毎年のように同じ箇所の要望をしているのが現実

であります。北海道の維持管理予算が縮小されて

いるためのようですが、今回のような災害の影響

を少なくするためにも風連別川も追加するととも

に、今後も強く要望させていただきたいというふ

うに思っています。

市で管理する河川は７２河川あります。各町内

会の要望に満足にこたえられるものではありませ

んけれども、毎年わずかな単独事業の予算の中で

計画的に流木等の伐採を行っている状況でありま

す。
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次に、無河川地域の異常出水の対策についてで

あります。大雨で排水溝があふれたことによる道

路路肩等の被害は市内には数カ所ありますが、原

因としては排水断面が小さいことや排水が整備さ

れていないものがほとんどであります。風連名寄

原野線は、反対側にある道路側溝に予想以上の排

水が流入し、道路を越流したことにより路肩を崩

壊させたもので、状況を見させていただいた上で

損害箇所は原形に近い形で復旧をさせていただき

ました。道路の排水の維持などは、地域の協力が

なくてはできないと考えていますので、地域との

連携をしながら、草刈りや横断管の清掃など定期

的な維持管理に努めてまいります。また、市内に

は道路及び排水の未整備区間がたくさんあり、全

部を改修するには膨大な事業費が必要になるため、

建設事業の予算全体の中で調整を図りながら、必

要性や緊急度を見ながら整備をしてまいりたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、ふうれん望湖台センターハウスの存続につ

いて申し上げます。

初めに、存廃議論の経過についてお答えいたし

ます。望湖台センターハウスにつきましては、昨

年３月、市の行財政改革推進本部公共施設検討部

会の廃止検討の報告を受け、１１月から地域に入

らせていただき、意見の交換を行ってまいりまし

た。意見交換は、指定管理を受けていただいてい

る望湖台振興公社株主、行政区長会議、特例区協

議会、地区の老人クラブの皆さん、行政区、町内

会連合会役員、旅館業組合、商工団体など１０カ

所、参加された方は２０９人になっております。

意見の一部を御紹介させていただきますが、１つ

には高齢者の憩いの場となっており、楽しみにし

ているので、しばらくは残してほしい。２つには、

利用者も減っており、施設に手もかけていない。

古くなると足が向かない。３つには、センターハ

ウスがなくなると自然公園の価値もなくなる。４

つには、将来改築して経営していく決断ができる

のか。５つには、地域が自分たちで運営していっ

てはどうなのか。６つには、見きわめの時期に来

ているなどと言われておりました。各懇談会場の

意見内容の取りまとめを行ったとしても賛否両論

の形となり、非常に判断が難しい中での決断とな

ってございます。

次に、市のセンターハウスに対する認識につい

てお答えをいたします。望湖台センターハウスは、

入浴ができる施設として自然公園内のシンボルで

あります。湖水やキャンプ場とともに皆さんに楽

しまれている施設であると認識しております。さ

らに、自然公園としての多くの魅力を備えた憩い

の場であり、四季折々の自然を楽しめるところで、

その拠点がセンターハウスであり、長年地域の皆

さんのくつろぎの場であると理解をいたしてござ

います。しかし、このセンターハウスも昭和５６

年の建設で築後２８年が経過しており、老朽化著

しい状況になっております。特に水回りのボイラ

ー機器、排水管等の傷みが激しく、最近では給水

ポンプの補修も必要との報告を受けております。

設備については、今は一定程度耐え忍ぶことが望

まれていると考えております。幸いにも現在は同

機種のボイラーにより対応しておりますので、こ

のまま大きな補修をかけずに小破修繕でつないで

いければと思っているところでございます。公社

の役職員とともに目配りを行いながら、努力して

いるところであります。

次に、センターハウスの方向性につきまして申

し上げます。地域においての憩いの場としてのセ

ンターハウスと理解しておりますが、市として２

つの公共温泉を維持できるのかとの意見も出され、

利用実態、収支の状況、施設の老朽化、送迎バス

の運行形態など多方面からの検証、あるいは確認

作業も行ってまいりました。その中においては、

宿泊機能を切り離しての運営については経営上成
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立しない数値が出されておりまして、双方での営

業となると改修に着手をせざるを得ない状況とな

っております。平成１８年度以降毎年 ８５０万

円の指定管理委断料と望湖台振興公社の努力によ

って収支が合っている状況ではございますが、公

園やキャンプ場などの不採算部門を除いて、委断

料なしでの営業を期待されているところでもあり

ます。望湖台自然公園の魅力は、名寄市の大きな

財産であります。それゆえに、全市的議論の中で

も存続、廃止両論となっておりました。先ほど申

し上げましたように、地域においての意見、関係

団体の意見も十分考慮させていただき、センター

ハウスのほかに森林花木園の維持管理、コテージ、

バンガロー、キャンプ場、風扇館などの施設管理

のあり方についても協議を行っておりまして、自

然公園施設のあり方について方向性をお示しする

時期に来ていると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、全国学力・学習状況調査の結果につきま

しての小項目１から３について答弁させていただ

きます。

まず、１点目の名寄市での結果についてでござ

います。今年度の全国学力・学習状況調査の結果

につきましては、抽出校分は７月の末に、また希

望校分につきましてはまだ結果が届いておりませ

ん。現在手元にあります抽出校だけで名寄市とし

ての分析をすることにつきましては厳しい状況で

あることがありますので、御理解を賜りたいと思

います。１０月に届く予定となっております抽出

校及び希望校の合算の調査結果や市町村ごとの調

査結果が届き次第、市全体としての分析を行って

いきたいと考えております。全道的な結果につき

ましては、７月末に公表され、結果につきまして

は先ほどの議員の指摘のとおりでございます。全

体としては、中学校がやや全国平均に近づいては

おりますが、小学校では全国平均の正答率との差

が大きく、全道の希望校の平均正答率も抽出校の

平均正答率とほぼ同様との速報値が届いておりま

す。

２番目の結果の考察と対策についてでございま

す。具体的な取り組みについてですが、各学校に

おいては学力向上を図るための改善プランを作成

をしております。具体的には名寄小学校ではこれ

までのちょこっと先生による支援に加え、チーム

ティーチングの指導の充実、また名寄東中学校で

はわからないという声を酌み取りながらの丁寧な

授業づくり、名寄南小学校ではぐんぐんタイムを

生かした補充的な学習、ほかにも自校の研究主題

に算数科や国語を位置づけて、全校で授業改善に

取り組むなど積極的に取り組んでいるところであ

ります。

また、結果の考察や対策につきましては、平成

２１年度の指導改善プランに示した３年間の傾向

をもとに今年度と平成１９年度に実施した類似問

題との比較を行い、成果や課題を明らかにしてい

くなど、各学校の取り組みを交流し合う中でさら

なる学力向上を推進してまいりたいと考えており

ます。

３点目の今後の課題でありますが、全国学力・

学習状況調査は指導改善の手がかりとなる貴重な

データではありますが、調査自体は学力の一部で

あり、学校教育の目標である生きる力の育成、そ

してすべての子供たちに基礎、基本を定着させて

いくということが最大の課題でもありますので、

日々の営みの中での一人一人の子供に目を向けて、

わかるまで丁寧に指導していくことが大切だと考

えております。名寄市教育委員会といたしまして

も、今後名寄市教育研究所や校内研修を通じての

授業改善に努めるとともに、わかる喜びやキャリ

ア教育を通じた学習意欲の向上、家庭での生活習

慣の見直しなどの家庭との一層の連携につきまし

て市内各学校の力を結集させ、推進する中で今後

も検証を行っていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきました。再質問を行います。時間も限られ

ておりますので、御答弁のほうも手短にお願いい

たします。私も手短に進めてまいりますので、御

理解をいただきます。

初めに、大雨に関してなのですが、これは久保

副市長にお答えを願いたいのですが、先ほど総務

部長のほうから両庁舎を行ったり来たりというこ

とで御理解をいただきたかったというふうなお話

もありましたが、これは理解するとかしないとか

ということではなくて、やはり今回の大雨を教訓

としなければいけないということはもうこれ私が

改めて言うまでもない。あの雨がもう一時間も降

り続いたとしましたら、これはもう名寄地区、風

連地区壊滅的な状況になっていたことは明らかで

あります。前日からの降雨によって土中の水分が

もう飽和状態になっていた上での１１３ミリであ

りますので、そんな意味では一刻も早く、先ほど

やはり御答弁の中に空振りになってもいいからと

いうふうなお話がありましたが、まさにそのとお

りだというふうに思います。警報が３度出て、そ

の後９時１５分になってやっと災害対策本部を設

置したということは本来あり得ないことでありま

す。しかも、風連庁舎内においての指揮命令系統

が非常に私の見た目では混乱をしていたというふ

うに思うものですから、今後のあり方について久

保副市長のほうから御答弁を願います。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御指摘ありま〇副市長（久保和幸君）

したとおり局地的な豪雨ということで、その対応

としてどうだったかという検証は先ほど総務部長

から話した内容と全く同じでございます。一番の

反省すべき事項というのは、やはり被害は現場で

起きているということでありますので、その現場

をいかにスムーズに人的な被害のない中で誘導で

きるかというところに尽きるのかなと。そこの判

断を実質的に現地に、風連庁舎の中に私自身が存

在しなかったということも一つの反省としてしっ

かりと受けとめて、今後指揮系統を十分に整理い

たしまして、先頭に立って、私自身が陣頭に立つ

ことをお約束いたしまして、答弁にかえさせてい

ただきたいと思います。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

よくわかりました。〇１１番（佐藤 勝議員）

それから、もう一つ、今回の反省に立って、今

後また新たな体制をつくるというふうな御答弁だ

ったかというふうに思うのですが、この件につい

てはあすまた同じような災害が発生しないとは限

りませんので、スピード感を持って新たな体制を

つくり上げるということが大事だというふうに思

いますが、その点についてはいつをめどに新しい

体制をつくるのかについて手短にお答えを願いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

９月６日に部次長〇総務部長（佐々木雅之君）

会議を開催いたしまして、新たな組織、先ほど言

いました気象情報の収集時の体制で風連庁舎２名、

名寄庁舎３名で気象情報の収集をしましょうと。

その情報収集の結果によって市長、両副市長と相

談をさせていただいて、名寄はもともと本部あり

ますので、風連庁舎にサブ本部を立ち上げるとい

うことも部次長会議で既に決定しております。そ

の後の現地災害対策本部が必要なときには、名寄

庁舎では３名、風連庁舎では２名を役職名でこの

方に現地対策本部をお願いすると。それを実行す

るに当たっては、消防署のほうと連携をして、車

両に現地対策本部を置いて、旗を立てて、目印を

して、そこはきちっと現地対応しましょうという

ことで、そこまでの協議は終わって、詳細なこと

につきましては先週の庁議、今週の庁議等含めて

協議をさせていただいて、近々ホームページにそ

の内容を載せるつもりでおります。議員おっしゃ

るとおり、９月、１０月というのは台風シーズン

でもありますので、この辺は地域住民の方々に心
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配をかけないように即対応をさせていただきまし

たので、報告させていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

少し安心しました。〇１１番（佐藤 勝議員）

いずれにしましても、先ほどの久保副市長の御答

弁にもあったとおり、事件は現場で起きているの

だという認識がやはり大事かなというふうに思い

ます。あの日の職員の皆さん、それから関係機関

の皆さんの働きを見て、本当に私はその現場にい

て、非常に心強く思った次第であります。ですか

ら、あとはその連携を密にしながら、被害の拡大

を防ぐというような手だてが打てれば被害を最小

限にとめることができる、あるいは被害の発生を

食いとめることができるのではないかというふう

に思いますので、スピード感を持ったしっかりと

した取り組みを求めるものであります。

それから、次の大きな項目２点目の望湖台のこ

とでありますが、経過、それから位置づけについ

てはよくわかったわけですが、市長の行政報告の

中にも９月末までに、これは以前からそういうふ

うなお約束になっているわけでありまして、９月

末、きょうは２１日でありますので、下旬に入っ

たという時期ですので、そういう意味では９月末、

もう当然結論はお持ちだというふうに思いますが、

先ほどはそこまで語られたというふうには私は思

っておりませんので、改めて市が今判断した内容

についてお示しを願いたいというふうに思います。

いかがですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお話しした〇経済部長（茂木保均君）

とおりなのでございますけれども、今回は先ほど

の話にもありました市議会に老人クラブ風連支部

から継続運営についての請願が出されて、今回議

会において趣旨採択と、こういった結論もいただ

いているところでございます。私どもとしてもこ

ういった部分について内部協議を十分やっており

ますが、まだ手続的に望湖台振興公社の役員会だ

とか、そういったところにもお話をきちっとさせ

ていただくような、そんな状況もございまして、

今ここでまだ具体的にお話しするような状況にな

っていないということで、今月の末ということで

御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ああ、そうですかと〇１１番（佐藤 勝議員）

いうわけにはなかなかまいりませんで、いろんな

関係機関があるので、そういった方々にお話をし

てからというようなことはわかるのですが、年４

回定められたこの議場の中で、一般質問という中

で、もう既に結論はお手元にお持ちだというふう

に思うわけですが、それがなぜ９月末に入った段

階でこの場でお示しを願えないのか、その点につ

いては私は納得できないわけですが、いかがでし

ょうか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台の件につきまして〇市長（加藤剛士君）

は、これまで議会も含めてさまざまな議論もいた

だいて、お話のとおりそれぞれの各地でそれぞれ

の団体でこれまで議論を積み重ねていただいたこ

とに対してお礼を申し上げたいというふうに思い

ます。おっしゃるとおり多少腹はくくっている部

分ありますけれども、今部長がお話ししたとおり、

それぞれの今協議もまだ調っていない部分もあり

まして、しかるべき時期に、９月末ということで

しかるべき場面でしっかりと判断を示してまいり

たいというふうに思っています。御理解いただき

たいというふうに思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解はできないので〇１１番（佐藤 勝議員）

すが、余り同じ問題を堂々めぐりはしたくないの

ですが、お話のとおり老人クラブ連合会風連支部

の方からの請願、あるいはその地域住民の願いと

して存続を求めていると。そのことについてもう

十分に庁舎内でも議論を尽くして、その結論をお

持ちだというふうに私は思うものですから、それ

がなぜこの場で発表することができないのか、答

弁としていただけないのか、これはなかなか理解
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できないのですが、９月末、まだ正式には９月で

すから９日ですか、残っているわけですけれども、

いつ発表されるのですか。９月の末といっても９

日があるのですが。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

民主主義ですから、しか〇市長（加藤剛士君）

るべき手続を踏んで、しかるべきときに判断させ

ていただく。９月末までには間違いなく発表させ

ていただきますので、御理解をください。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長、加藤市長は民〇１１番（佐藤 勝議員）

間的な発想でということで市長になられたという

ふうに私は理解をしております。その市長がしか

るべき時期といういわゆる役所言葉でしか御答弁

願えないというのは、私は非常に聞いていてむな

しいものを覚えます。もっと自分の生の声で語る

べきであります。やはり９月末、もう既に結論は

お持ちのはずですから、持っていないのであれば

まだ詰めるところがあるということでお答えでき

ればそこは私は引き下がるわけですが、やはりそ

こはみずからの言葉でしっかり市民の皆さん理解

してくれと、これは市民はもちろんですけれども、

全世界に向けてネット発信されているわけですか

ら、この場で発表しないで、今の時期に発表しな

いで、９月の末のいつ発表するのですか。もっと

みずからの生の声でなぜ語りかけないのですか、

市民の皆さんに。いかがですか、市長。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

生の声ということで、今〇市長（加藤剛士君）

の私の発言が生の声であります。９月末までにと

いうことでしっかりと期限も示させていただいて

おりますし、腹くくっているということもありま

すけれども、協議が調っていないということはま

だ結論がそこまで出ていないということでありま

すから、しかるべきときまでに、９月３０日まで

のしかるべきときに間違いなく生の声でしっかり

と発信をしてまいりたいというふうに思っていま

す。御理解をください。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（佐藤 勝議員）

全国学力テストについてお伺いをいたしますが

……ちょっと戻りますが、失礼しました。あした

経済常任委員会が設定されているというふうに聞

いているわけですが、どういう場で発表されるか

はそれは市長の判断のエリアですので、私がどう

こう言うつもりは全くありませんが、いずれにし

ましても私たちの期待する気持ち、存続をという

悲願をしっかりと受けとめた結論を出していただ

きたいというふうに期待をしております。

それでは、次の３点目に移ります。全国学力テ

ストでありますが、これはまだ名寄市の結論は出

ていないということでありますが、もう大まかな

傾向としては明らかであるというふうなのは教育

部長のおっしゃるとおりだというふうに思います。

余りにもこれは早寝早起き朝御飯のレベルで解決

できる問題ではないと。もう一つ、学校の取り組

みとしましては、先ほど教育部長の御答弁にもあ

ったとおり非常に先生方が頑張って、いろんな取

り組みを各所でしていただいているというふうに

私は思っております。あとやらなければいけない

のはやはり家庭であります。今回の公表されたデ

ータを見ましても、トップをひた走る秋田県と我

が北海道の例えば学習活動の時間は、小学校で１

時間以上学習するというパーセントが５０％以上、

５０ポイント以上離れていると。やはり家庭学習

をしっかりしないことには、幾ら学校で教育をし

ても、学習をしても追いつかないというのが今の

実態だというふうに思います。それで、家庭学習

をいかに習慣づけていくか、これはなかなか一朝

一夕に解決される問題ではない、課題ではないと

いうふうに思いますが、教育長としての家庭学習

をいかに子供たちに、それから保護者の皆さんに

理解をいただきながら、そこには長期休暇中を利

用しての補習学習も必要でありましょうし、いろ

んな多角的な取り組みが必要だというふうに思い

ますが、教育長のお考えになる家庭学習のあり方、



－150－

どういうふうに名寄としては家庭学習を根づかせ

ていきたいかお答えを願えればよろしくお願いい

たします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まだ名寄市の結果につ〇教育長（藤原 忠君）

いては十分なお話はできないわけでありますが、

私は名寄市は３年前に受験した小学校６年生の子

供が今中学３年で受験して、明らかに成果は上が

っているのではないかと、こういう期待を持って

いるところであります。平均点を上げるというこ

とと、それからしっかりした確かな学力を身につ

けるということは、やや同じであって同じでない

と私は考えているのであります。そういう意味で

は、今佐藤議員のお話のとおり全体として子供た

ちがどういう学習体制をつくっていくのか、この

ことがやはりキーポイントで、家庭学習というの

はそういう意味では大変大切なものだと私自身も

考えております。そういう中では、やはり１つは

授業の中で家庭学習をきちっと生かすような授業

がされているかどうか、このことが学校における

大きな責務の一つだと思います。それから、もう

一つは、やはり適切な宿題を出せるか出せないか、

そして３点目は保護者がしっかりと学習に対する

理解をどう持っているかということであります。

言葉では簡単でありますが、このことは大変難し

い課題を抱えております。私は、平成１６年から

家庭学習の定着を基本方針に据えてまいりました。

しかし、一歩一歩であります。全国学力・学習状

況調査の中の家庭における学習状況は、確実に名

寄はパーセンテージが改善されてきております。

しかし、それは微々たるものでございます。これ

をいかに効果的にしていくか、今後の課題だと私

自身も受けとめております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に課題でありま〇１１番（佐藤 勝議員）

して、自分自身が小さいときはほとんどそんな小

学校のころ勉強したなんていう記憶が全くないも

のですから、１時間以上小学生は勉強すれ、中学

生になったら学年プラス１時間だというふうに、

そんなことは本当になかなか言いづらい部分はあ

るのですが、もう一つ北海道の子供たちは、名寄

の子供たちに限らず小さいころ余り詰め込みをし

ない、いじめていないと、頭を酷使していないと

いうことから、中学校になって少し伸びる、それ

から高校に入ってさらに伸びると、大器晩成型の

子供たちが多いのではないかというふうな話もし

た経過もあるのですが、確かにその傾向はあると

思います。それこそ早寝早起き朝御飯プラス体力

を強めるというふうなことを含めて将来的な環境

に備えていくということも大事なのでしょうけれ

ども、やはり今現在経済的な理由、それから時間

的な理由でなかなか保護者が子供たちの勉強を見

てやれないというような環境下に年々なってきて

いるというふうに思います。ですから、そこをど

ういうふうに学校、それから取り巻く環境の中で

やっていくかというのは大きな課題だというふう

に思いますので、さらに積極的な取り組みを期待

して、私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号



－151－

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 上 松 直 美

署名議員 岩 木 正 文

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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平成２２年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年９月２２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１８号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画について

日程第４ 議案第１９号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第２０号 財産の取得について

日程第６ 議案第２１号 財産の取得について

日程第７ 報告第３号 平成２１年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２１年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１８号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画について

日程第４ 議案第１９号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第２０号 財産の取得について

日程第６ 議案第２１号 財産の取得について

日程第７ 報告第３号 平成２１年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２１年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

３番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

平成２２年９月２２日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 持 田 健 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名をいたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市民を守る災害対策外１件を、山口祐司議員。

おはようございます。〇１６番（山口祐司議員）

議長に御指名をいただきましたので、通告に従い

まして、質問をさせていただきます。

初めに、市民を守る災害対策について質問をい

たします。７月の豪雨災害については、今回多く

の議員から質問が出され、かなり重複する部分が

あるかとは思いますが、再度の御答弁をよろしく

お願いをいたします。近年地球温暖化の影響によ

るものなのか異常気象による集中豪雨やゲリラ豪

雨といった局地的な被害が東西南北地域を問わず

起きております。名寄市においても例外ではなく、

７月２９日から３０日の豪雨で大変大きな被害に

見舞われました。今回の被害に遭われました皆様

には、この場をおかりいたしまして心よりお見舞

いを申し上げます。

まず初めに、このたびの豪雨災害による名寄市

における住宅、家屋の浸水状況、河川、道路につ

いての被害状況についてお聞かせをください。大

きな改修等が伴うものについては、国、道に要望

していくことになると思いますが、その内容につ

いてお聞かせをください。また、市の災害対策本

部の組織としての状況ですが、今回の豪雨に対し

十分に機能されていたのかについてもお尋ねをい

たします。

次に、市民への洪水ハザードマップ公表につい

てですが、平成１５年に旧名寄市、旧風連町でつ

くられたハザードマップは、天塩川、名寄川、風

連別川の増水による破堤を想定し、浸水区域を明

示し、避難所を掲載し、公表していますが、今回

のゲリラ豪雨により新たな浸水箇所や危険箇所が

わかってまいりました。今後ハザードマップの更

新の折にこれらの情報を掲載してはどうかと思い

ますが、お伺いをいたします。

次に、市の災害対策本部と町内会などの組織と

の連携についてお伺いをいたします。今回の災害

は、降雨量など今までにないものでしたが、これ

ら危険な情報が町内会を初め地域住民の方たちに

十分に伝わっていなかった部分があったとも聞い

ております。今後については、このような重大な

気象情報について的確に市民に伝え、町内会など

の協力も得るべきと考えますが、いかがでしょう

か。

最後に、災害発生後の防疫対策についてですが、

今回の災害で被災家屋等の消毒作業に当たった職

員に対する配慮、対応はどうだったのかお聞かせ

をください。また、消毒家屋の件数、豪雨災害に

よるごみの収集体制、収集量をお知らせください。

次に、大きな項目の２つ目、地域特性を生かし

た市民負担について。現在風連地区ではコミュニ

ティー施設管理に伴う新たな負担に住民の間で戸

惑いの声が聞かれています。先般各町内会で住民

説明会が行われましたが、その反応はどのような

ものだったのかお伺いをいたします。

また、今後どのような形で問題解決に向けて考

えておられるのかもお聞かせをいただきたいと思

います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

久保副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようございます。〇副市長（久保和幸君）

山口議員からは、大きな項目２点にわたって御質
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問をいただきました。大項目１につきましては総

務部長、大項目２につきましては私からお答えさ

せていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

まず、大項目２、地域特性を生かした市民負担

の１点目、コミュニティー施設管理に伴う住民説

明会の反応はについてお答えいたします。現在名

寄市の公共施設のうち風連地区コミュニティー施

設につきましては、合併特例区が管理しています。

合併特例区が平成２３年３月２６日をもって解散

することに伴いまして、解散の翌日からは市の管

理となります。その後の維持管理につきましては、

平成２３年度改修を目途に関係地域に委託する考

えを持って本年７月１５日から８月４日にかけま

して当該コミュニティー施設の所在する７町内会

に対して今後の運営管理に係る説明をさせていた

だきました。説明の主な内容といたしましては、

指定管理者制度による維持管理の内容を初め維持

管理移管の基本的な考え方、地域負担額等につい

てでありまして、このほかに施設修繕や備品等の

更新についての考え方などにつきましても具体的

な数字を例示して説明をいたしました。本説明会

に参加された市民からは、地域における維持管理

についてさまざまな面で戸惑いと不安があるなど

の多数の意見が出されたところでございます。こ

れらの意見につきましては、目下取りまとめを行

っているところですが、出された意見で共通して

言えますことは、１つ目に地域の高齢化、戸数の

減による将来的な施設管理への不安、２つ目に施

設の老朽化に伴い大がかりな施設の修繕及び備品

等の更新が生じた場合の地元負担への不安、３つ

目に町内会参加の各班において従来から自主管理

している会館を含めた維持費の二重負担への問題

などが挙げられまして、中には一度もコミュニテ

ィー施設を使用しない住民から負担金を徴収する

ことにはならないのではないか、このことによっ

て町内会を脱退する住民も出てくる、町内のコミ

ュニティーが崩壊してしまうといった意見もござ

いました。以上のほかにコミュニティー施設は地

域の連帯、文化の継承、保健福祉活動の拠点とし

て設置された経緯がある、その目的を見失ってほ

しくない、合併によってこのような施設の自主管

理を押しつけられたこれまでの経緯に関する意見

も多く、これまで旧風連町で培ってきた特色ある

文化、慣習を残してもいいのではないかとの強い

意見もあり、今回の説明会における地域の反応と

しては、現時点で明年度からの地域維持管理への

理解を得ることが困難であると感じております。

次に、問題解決に向けての考え方はについてお

答えいたします。コミュニティー施設の地域管理

に係る問題解決への考え方としては、今後とも関

係地域の方々と十分に協議を重ね、理解と協力を

得ることを基本に据えて問題解決に当たってまい

る考えでございます。先ほど申し上げましたとお

り、現在第１回目の説明会での意見を集約中であ

りまして、出されました意見等をもとに問題点、

課題などの洗い出しを行いまして、その解決策等

の検討につきましては合併特例区協議会を主に風

連地区町内会連絡会などとも協議を行い、これが

調った段階で再度説明に当たり、地域の皆さんか

ら理解を得られるよう努力してまいりたいと考え

ております。

以上、当該施設の維持管理に向けましては、公

平、公正な考え方、市民と行政との協働によるま

ちづくりの推進、これを基本として地域のコンセ

ンサスを得た上で地域での管理へと移行してまい

りたいと考えますので、御理解くださいますよう

お願いいたします。

私からの答弁は以上でございます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目１点目の市民を守る災害対策に

ついて答弁させていただきます。

まず、名寄市内の豪雨災害、現状についての考

え方についてお答えします。７月２９日の大雨は、

旭川気象旭によりますと時間雨量で２ ５ミリ、
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１日にして１１７ミリのこれまでに余り名寄市が

経験したことがない降雨量でありました。住宅の

被害状況は、名寄地区のしらかば１号線が冠水し、

風連地区でも長年浸水したことがなかった市街地

でも住宅の浸水が真狩川のはんらんによって生じ、

避難勧告を行い、避難所を４カ所設置し、被災市

民に避難をしていただきました。浸水をしました

住宅は、名寄地区では床下３１件、床上１件、風

連地区では床下１０件、床上４件となっており、

住宅等においては翌日には町内会の支援も受けな

がら消毒や水につかったものの処分に取りかかり

ました。また、床上浸水した住宅の一部について

は被害調査を行っており、固定資産税の減免等の

手続も進めているところであります。

次に、河川、道路等の被害状況の関係ですが、

市内にある排水機場５カ所はフルに活動し、ほか

に１級河川の樋門管理された各要所１１カ所に２

６旭の仮設中型ポンプで排水し、浸水被害の軽減

を図りました。河川での被害では、風連地区で真

狩川の越流により家屋及び田畑の浸水並びに冠水、

またトーフトナイ川、ポントーフトナイ川、大沼

川等の河岸決壊がありました。名寄地区において

は、豊栄川の越流で家屋及び畑の冠水、智恵文の

福徳川、八線川、大和川は越流により畑の冠水、

旭東のラカン川、拓文川、中名寄の平和川、日彰

川及びその他無名川の決壊があったほか、市道や

取りつけ道路の通行等にも大きな影響が出ました。

河川や道路の災害は、市民生活はもとより農作業

に大きく影響いたしますので、緊急を要するもの

については早急に復旧や応急により対応し、大き

なものにつきましては国の災害復旧事業として採

択されるように作業を現在進めております。

なお、真狩川につきましては、普通河川ではあ

りますが、農林水産省の国営かんがい排水整備事

業により昭和４５年ごろから昭和５２年にかけて

完成したものであり、その後市に管理が移管され

ております。北海道と協議したところ、普通河川

の改修には経費がかさむことが予想され、国庫補

助の対象にならないこともあり、１級河川に昇格

をさせていただき、北海道の事業として整備する

ことを市として要望していかなければならないと

考えています。しかし、かんがい排水事業施設財

産が農林水産省であり、他の省庁予算での改修に

は非常に難しいとの情報もありますので、少し時

間が必要と考えております。基本的には河川改修

事業計画を進めてまいりますが、それまでの応急

対策として有事には土のう、または土砂による堤

防のかさ上げをすることで対応していきたいと考

えております。市民生活の安全と安心のために北

海道や農水省と協議を重ね、方向性を見出しなが

ら要望をしていきたいと考えております。

次に、災害対策本部の組織に関してのお尋ねで

ありますが、災害対策本部の組織については２９

日の１６時に災害対策本部に準じる組織を立ち上

げて、避難所の確保や初動の確認を行っておりま

したが、分庁方式をとっている当市においては風

連地区、名寄地区の間の情報伝達が必ずしも十分

でなかったことを踏まえ、今後は気象状況の悪化

時には風連地区においてサブ本部を立ち上げ、指

揮命令を行うことで対処してまいりたいと考えて

います。

次に、市民の洪水ハザードマップの公表につい

てお答えします。議員御指摘のとおり、ゲリラ豪

雨の記載を行うハザードマップは、例えば東京都

においては多くのパターンがあるということであ

りますが、もしこのような情報を反映し、幾つか

のパターンを作成することになると多くの時間と

経費が必要となってきます。今回の大雨災害によ

り危険箇所がわかりましたので、市においても地

域の皆さん方の協力をいただきながら、ハザード

マップとは言わないまでも危険マップとして作成、

保有し、それを町内会に配布をしながら、今後は

大雨が降ったときはこのマップを資料として警戒

等の速やかな対処をするように図っていきたいと

考えております。

次に、市の災害対策本部と町内会等地域組織と
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の連携についてお答えします。今回の雨は、結果

的には今まで経験もしたことのないゲリラ豪雨的

であり、１時間に２ ５ミリ、１日当たり１１７

ミリの当市にしては長年経験したことのない大き

な雨でありました。しかし、降り始めた当初の気

象庁による公式見解では夕方には峠を越えるとい

うことでありました。事実浸水警報は１７時３８

分には解除となり、降雨が一時的になくなりまし

た。これらのことにより、当市としても災害の情

報発信については豊栄川遊水池の越流についての

付近の住民への広報等にとどめておりました。そ

の後事態が急変し、２１時ごろから再度豪雨が降

り始め、今回の被災に至っており、市民に情報等

を発信する時間的余裕がなかったことは事実であ

ります。今後は、この教訓を生かして、先般８月

２３日には再度危険な気象予報が出ておりました

ので、被災された名寄、風連両地区の住民の方々

に直接市職員がチラシを配布して警戒をしてもら

った次第であります。今後もできるだけ早く被災

された地域には情報を流し、早目の避難等に協力

をいただけるよう努めていきたいと考えておりま

す。

次に、災害発生後の防疫対策についてお答えし

ます。豪雨災害による被災家屋等に対する防疫対

策としての消毒活動は、災害発生の翌日、７月３

０日から実施をいたしました。対象地域としては、

名寄地区は旭ケ丘、１区、１６区、智恵文地区、

日進区、緑丘等、風連地区につきましては緑町、

仲町、中央、新生町、西町、南町等でございます。

消毒作業につきましては、延べ２５人の市職員と

２名の名寄保健所職員の御協力もいただき、６日

間にわたって行いました。消毒の作業には名寄保

健所長より作業の要領、注意を受けて行ったとこ

ろであります。消毒にはクレゾール液を希釈した

ものを使いました。消毒件数は、住宅、車庫、物

置、地下室等で合わせまして１１８件となりまし

た。また、この豪雨災害に伴い収集したごみの量

は１７トンで、市所有の車両で収集をいたしまし

た。収集にも延べ６日間を要したところでありま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれの答弁いた〇１６番（山口祐司議員）

だきまして、ありがとうございました。災害につ

きましては、再三の答弁本当にありがとうござい

ます。先に防水対策といいますか、災害について

の真狩川について再質問させていただきたいので

すけれども、日根野議員のほうからも質問があり

ましたし、答弁もされていたわけなのですけれど

も、北海道の事業として整備することを要望して

いかなければならないわけなのですけれども、こ

れにはかなりの時間が必要だという御答弁をいた

だいたのですけれども、このような災害というの

は集中豪雨的な部分がかなり多いわけなのですけ

れども、全道でもかなりの場所があるのではない

かなというふうに想定されますけれども、やはり

名寄市としてはほかの地域に先駆けて、もっと根

強くといいますか、根気よく要望を続けていただ

きたいなというふうに思うのですけれども、その

辺いかがでしょう。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

山口議員の言〇建設水道部長（野間井照之君）

うとおりでございまして、私どももそのように考

えております。実は、農林水産省が財産として持

っている川は、風連の川はほとんどであります。

それと、名寄市の智恵文のほうもほとんど農林水

産省の手が入っておりまして、なかなか道費河川

であっても北海道が手がつけられない状態にある

と。普通河川も同じで、名寄市が手はつけられな

い状態にあるというような状況でありまして、昔

農林水産省の事業として行われた部分では本当に

非常に現在も苦慮しているところでありますけれ

ども、今名寄市農業事務所がございますから、そ

ことも連絡をとり合って、早急にどのような対応

が一番よろしいのかを向こうの見解をお聞きして、

私どもの対応を早くしたいというふうに考えてい
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ますので、御理解をいただきたいと思っています。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひ強く要望を続け〇１６番（山口祐司議員）

ていただきたいなと思います。こういうこととい

うのは、行政の力量といいますか、そこそこの市

町村の力量という部分が見られる部分もあるかと

思いますので、名寄市の力量というのを見せてい

ただきたいなというふうに思っています。

続きまして、危険マップについて、ハザードマ

ップは非常に難しいということで、危険マップを

つくりたいという話なのですけれども、これ全道、

全国的に異常気象で災害が多発しているわけなの

ですけれども、人命を守るという立場からも町内

会を初め警察、消防、あとそれから排水事業、佐

藤勝議員も言っていましたけれども、排水関係は

改良区ですとかそういう部分の意見なども聞かな

ければやはり完全なものといいますか、できない

のではないかなという。一般的な住民の方だけで

はわからない部分というのはあろうかと思います

し、そういう危険マップをつくるにしても今まで

以上の協議体制を整えて行うべきだと思うのです

けれども、その辺ちょっとお聞かせをいただきた

いと思いますけれども。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

山口議員のおっし〇総務部長（佐々木雅之君）

ゃるとおりでありまして、既に風連地区におきま

しては１０月１６日に町内会連絡会の会長さんと

協議をすることになっておりまして、１０月に改

めて関係する町内会の役員の皆さん方に説明をさ

せていただきまして、その後防災訓練にかわる説

明会というか、そういうものをやりたいと思って

います。今緊急雇用の関係でＡｉｒてっしさんの

ほうと災害情報の地図情報の集約ということも今

現在進行形で、年度内をめどにということで作業

を進めておりましたので、それ等も含めまして、

今まで警察であるとか開発であるとか土現さんで

あるとかさまざまなところから情報をいただいて

おりましたけれども、今回改めて風連地区におき

ましては相当水田も含めて農地がたくさんありま

して、幹線のように張りめぐらされました水路の

関係の維持管理も含めて、それがどのような形で

今回みたいな大雨災害のときにプラスになったの

か、逆にもう少しやることによってさらに冠水被

害が防げたのかという情報も含めて関係団体と情

報交換をさせてもらって対応してまいりたいと思

っています。

危険マップの関係につきましては、民間の方々

のノウハウもいただきながら、最低でも町内会と

か複数町内会単位ぐらいに河川のはんらん状況の

この部分がはんらんすると、その場合の避難場所

はここにとか、それから何かの事情があって避難

した場合について市の指示に従ってくださいとか、

避難できない場合については２階で寝てください

とか、そういうふうな情報提供も含めて、できる

だけ余り厚い冊子物というよりは旧風連町がつく

りました１枚物の大きな図面でしたけれども、も

うちょっとコンパクトにしたものも含めて今防災

担当のほうで検討しておりますので、御理解賜り

たいと思います。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

本当に防災マップ、〇１６番（山口祐司議員）

ハザードマップというのは、多分旧風連町時代に

も各戸に配布されていた部分というのはあったと

思うのですけれども、見たような記憶はあるので

すけれども、それが果たしてどこにいったのかと

いうのはわからないわけです。危険マップにして

も、配布はしてもどこにいってしまったのかわか

らないというのでは何の意味もならないわけでし

て、そういう部分では今回の災害がまた住民の方

々にも意識づけと言ったらあれですけれども、そ

ういう部分で意識のあるうちにやはりそういうも

のを配布していただいて、意識を深めていただく

ということがとても大切なことだなというふうに

思います。

それから、避難をする場合にも、やはり今回の

災害の部分でもちょっとわからない部分というの
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は独居老人ですとかそういう方々がどういう形で

避難をされたかなという。きのうの佐々木寿議員

の中で地域防災組織の話も出ていましたけれども、

行政だけではなくて町内会の中ででもそういう災

害に対する体制というものをつくっていただける

ような形にしなければいけないと思うわけなので

すけれども、その辺いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄地区、風連地〇総務部長（佐々木雅之君）

区あわせまして自主防災組織の関係につきまして

は、町内会長会議とかさまざまな機会を通じて実

はお願いをしてきています。一方で、包括支援セ

ンターを中心としまして、民生委員さんの御協力

をいただきまして要援護者の情報提供もやってい

ますけれども、なかなか災害が現実感ないときに

は、声はかけて、やりましょう、いいことですね

というお話なのですけれども、実際に動くと個人

情報保護の壁がありまして、面倒くさいことは嫌

だということも現実にありまして、そこは一定の

スピードで作業を進めていますけれども、逆に今

回の災害あったことによりましてその辺は被災地

区の町内会の皆さんのほうから積極的に情報提供

しましょうと、場合によっては要援護者の情報に

ついても関係する方々の情報提供についても町内

会も含めて協力をしたいということで、既に名寄

地区の旭ケ丘の地区と風連地区の今回被災に遭わ

れた地区についても協力していただけるというこ

とで、町内会長みずからが積極的な対応というこ

とと、それから自主防災組織の立ち上げについて

も住民が立ち上がろうやということの情報も耳に

しておりますので、その辺はしっかり地域の皆さ

ん方とお話し合いをして対応してまいりたいと思

っています。

それから、風連地区のハザードマップの関係に

ついては、相当大きなもので、１枚物で相当大き

いものでありました。名寄地区のハザードマップ

については、冊子物で随分立派でした。そこは、

もしかすると場合によっては行政が必要なマップ

はこのレベルだということで仰々しかったのかも

しれません。例えばごみの収集の曜日の関係とか、

それから例えば冷蔵庫に張っておいて何かあった

ときにすぐ見えるということでエコ生活の関係の

ものが市民部のほうから出ています。ああいうも

のもひとつ参考にしながら、日ごろから避難場所

と、ああ、こういうことなのだねということで避

難するときには貴重品をあらかじめ用意しておき

ましょうとか、常備薬は常に持って出ようとか、

そういうことも含めた安全、安心な災害から身を

守るための標語的なものもちょっと含めまして、

そのようなものをつくるように配慮してまいりた

いと考えています。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま部長が言わ〇１６番（山口祐司議員）

れたとおり、分別の冷蔵庫に張っておけるような、

そういう感じのものが本当にいいかなというふう

に思います。常に目につくところにそれが見えて、

頭の中に入っていくというのがやっぱり大事かな

というふうに思います。

続きまして、災害発生後の防疫対策についてち

ょっとお伺いをしたいと思いますけれども、先ほ

どの話を聞いていますと６日間にわたり市職員が

２５人、それから保健所の職員の方が２名で作業

に当たったということなのですけれども、こうい

う作業に当たる場合のマスクですとか手袋ですと

か、そういう作業衣ですとかそういうものという

のはどういうふうな形に名寄市はなっているのか

ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま災害後の防〇市民部長（吉原保則君）

疫対策の関係でお尋ねがございました。防疫、消

毒作業に当たりました今議員からお話ありました

ようにマスクなり、ゴム手袋を着用した中で対応

してきたところでございます。先ほどの総務部長

の答弁にもございましたけれども、作業前には保

健所長のほうからそれぞれ注意事項なり、要領等

を指示受ける中で当たったところでございます。
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しかしながら、防疫作業につきましては、短期間

で業務が集中するということでございますので、

今後につきましても職員の健康状態なり、健康管

理を十分考慮していかなければならないと考えて

いますし、一方収集体制もそうでございますけれ

ども、災害時においては防疫なり、収集について

も市内業者との協力支援体制についても一定程度

考慮をしなければならない、検討していかなけれ

ばならないと考えているところでございます。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ちょっと聞こえづら〇１６番（山口祐司議員）

くてわからなかったのですけれども、私の聞いた

話なのですけれども、その作業をされていて、さ

れている現場に通り合わせた方が余りにも簡易な

マスクで作業をされていたので、大丈夫なのかな

と、市職員の方大丈夫なのかなという、そういう

話をしている方もいらっしゃったものですから、

そういうもので済ませているのか、それとももっ

と本格的なマスクとかそういうものが本来は必要

なのか、その辺はいかがなのでしょう。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの総務部長の〇市民部長（吉原保則君）

答弁の中にも消毒にはクレゾールの希釈したもの

を使用したということで、クレゾールについては

３０倍に希釈したものを使っておりますし、室内

の消毒に当たってはキューラックスというような

薬剤を使っているところでございまして、今ほど

申し上げましたけれども、マスク等については保

健所長等にも確認した中では今回の普通のマスク

でも十分というようなお話もいただきましたけれ

ども、職員の健康管理についても十分意を払って

いかなければならない、このように考えておりま

す。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

やはり水害の後とい〇１６番（山口祐司議員）

うのは、くみ取り式のトイレもまだあるでしょう

し、かなり想像しますと危険といいますか、汚い

部分というのは想像ができるわけなのですけれど

も、そういう部分は職員ばかりでなくて町内会の

方々にも手伝っていただく部分もあるでしょうし、

そういう部分でやっぱり徹底した部分というのは

必要かなというふうに思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

それから、災害に伴って収集したごみが１７ト

ンということなのですけれども、今回の場合は市

の車両で収集したということなのですけれども、

今回以上の災害も想定されるわけなのですけれど

も、そういう場合の市内の業者との災害時協定み

たいなものというのはされているのかどうなのか

ちょっとお伺いをしたいと思いますけれども。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ごみ等の収集体制の〇市民部長（吉原保則君）

部分でお尋ねがございました。先ほども若干触れ

ましたけれども、これについては市の収集車で当

たって、実はあいているパッカー車を使って当た

りましたし、また生活環境課については大型免許

を持っている職員が１人しかいないということで、

そういった状況もございますので、今後の災害の

発生に向けましては業者との協力支援体制につい

てもしかるべく検討をしてまいりたいと考えてい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

大型車の免許は１人〇１６番（山口祐司議員）

しかいなかったというのがちょっと驚いてしまう

のですけれども、そうですか、わかりました。今

回のこの一般質問に私を含めましてこの災害の質

問者は１３名のうち９名という非常に多い質問だ

ったわけなのですけれども、この地域、名寄市は

日ごろ災害が少ない地域なのですけれども、災害

というのはいつ起こるかわからないわけなのです

けれども、今回のことは教訓になって、次の災害

といいますか、余り災害はないほうがいいのです

けれども、その折には迅速な対応がされることを

願うところでございます。

続きまして、コミュニティセンターの関係で質

問をさせていただきたいと思います。今回指定管
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理に移行ということで地域に説明に歩いたわけな

のですけれども、私の聞いたところによりますと

地域負担というのは１戸大体 ５００地ぐらいと

いうふうに聞いているわけなのですけれども、そ

の算定方式というのはどういうところから出てき

ているのかちょっとお伺いをしたいと思いますけ

れども。

久保副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

説明会で説明した内容〇副市長（久保和幸君）

についてのお問い合わせといいましょうか、御質

問だというふうに思いますけれども、今回説明を

させていただいた部分については、基本的に全体

のコミセンの管理に係る経費をまず出しまして、

それとほかの町内会、名寄市、風連町内にも自主

管理をしている会館がございますので、その管理

費と１人当たりの、１戸当たりのと言ったほうが

いいのでしょうか、負担を参酌して、一定程度参

酌したものがその１戸当たり全体で押しなべてい

くと ５００地というその数字を出したというこ

とでございます。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。今久〇１６番（山口祐司議員）

保副市長も言われたとおり、風連地区にはコミュ

ニティー施設のほかにそれぞれの旧部落会館、そ

れから２区、６区、８区のような研修施設という

のですか、それから市街地では各市街地の町内会

ですとか団体が本当に多目的に使っている西町の

コミセン、それから本当の町中には勤労者センタ

ーというのですか、それから仲町集会所というの

が、これも行政の持ち物なのですけれども、市の

持ち物なのですけれども、それぞれの条件の中で

使用されているわけなのですけれども、このコミ

ュニティー施設の一体管理というのは本当に難し

い部分があるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その辺の状況というのをどのよう

にお考えになっているかちょっとお聞かせをいた

だきたいのですけれども。

久保副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの答弁の中でも〇副市長（久保和幸君）

お答えさせていただきましたけれども、これは地

域の意見としてあったわけですが、それぞれコミ

ュニティー施設につきましては設置の経緯があっ

たかというふうに思っています。主に先ほど質問

のあったコミセンのその形態によってはそれぞれ

異なるのではないかということを御示唆いただい

たのかなというふうに思うのですけれども、その

点についても今回の住民説明会の中では基本的に

市街地と市街地以外のコミセンの管理については、

意見が多少食い違いがあるというふうに出されて

おりますので、この辺も考えていかなければいけ

ないのかなと思いますし、今仲町集会所、勤労者

センターと言いましたが、これは同じものでござ

います。仲町集会所についても設置した経緯がほ

かのコミセンとは実質的に違っておりまして、そ

ういうことも含めて今後特例区協議会等々と今後

の運営と本来どういう形で設置されてきたのかと

いうことを十分に把握した上で今後の管理をどう

していくのかということを検討していきたいとい

うふうに考えています。

以上です。

山口議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

本当に非常に難しい〇１６番（山口祐司議員）

問題だなというふうに私自身思っております。や

はり名寄市としては一体的に進めていかなければ

いけないという一つの部分というのは、特例区が

終わって、同じ状況にしなければいけないという、

そういう形も、考えも理解できないわけではない

のですけれども、ただこれ本当に今までそれぞれ

の地域で培ってきた文化ですとか慣習という部分

がありまして、特例区が終わったから即１つにし

ましょう、名寄地区と風連地区と同じにしましょ

うという、そういう一方的な押し方をしてしまう

とかなり地域的に難しい部分というのが、行政に

対する不信感というのが出てくるのではないかな

というふうに思います。なかなか本当に難しいの

ですけれども、そういう部分で押し切るのではな
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くて、もっと長い目で見ていただくのがいいのか

なというふうに思っております。ここで終わって

しまうのですけれども、そういう部分で私からも

本当にお願いという形になってしまいますけれど

も、非常に敏感な部分もありますので、お互いに

気を使いながら進めていただきたいなというふう

に思いますので、一言述べまして私の質問とさせ

ていただきます。ありがとうございます。

以上で山口祐司議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

ここで議事の都合上１０時５５分まで休憩をと

りたいと思います。

休憩 午前１０時４７分

再開 午前１０時５５分

休憩前に引き続き会〇副議長（熊谷吉正議員）

議を開催をいたします。

指定管理者制度について外４件を、竹中憲之議

員。

議長より指名をいただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたので、通告に従って、質問をさせていた

だきたいというふうに思いますが、既に一般質問

きょうで３日目になりまして、最終日であります。

１３名中１１名の議員からそれぞれ質問がありま

して、私も５項目中多くの議員と重複をしている

ところがありますが、御容赦を願って早速質問に

入らせていただきたいというふうに思います。

第１点目は、指定管理者制度についてでありま

すが、私は基本的に指定管理者制度についてはよ

しというふうには思っておりません。制度ができ、

各自治体で制度を活用している以上、基本的には

簡単に廃止ということにはならないというふうに

思っています。この指定管理者制度の活用につい

ては、自治体のスリム化と理解をしますが、その

根本は財政の抑制にあることだけは確かだという

ふうに思っています。そこで、名寄市において指

定管理者制度受託施設等の雇用の状況等について

明らかにしていただきたいというふうに思います。

指定を受けた業者、団体等は、結果として利潤が

上がらないと労働者の賃金に抑制をかけるという

状況にあるというふうに思いますので、よろしく

お願いをしたいというふうに思いますし、行政の

責任として一定の監督が必要だと考えていますの

で、指定管理者制度施設等の通年雇用と季節雇用、

いわば臨時雇用の職員数について明らかにしてい

ただきたいというふうに思います。

２点目は、指定管理者制度の今後のあり方につ

いて庁内議論がされているだろうというふうに思

いますので、制度の活用を考えている数、施設も

含めてその内容についてお知らせを願いたいとい

うふうに思います。

２つ目に、教育問題についてであります。未来

の日本を背負っていかなければならない子供たち

の教育は重要な一つの問題であります。政府が平

成２３年４月より施行予定しております３５人学

級制についてであります。３５人学級制となれば、

教諭の負担軽減となることはもちろん子供一人一

人にきめ細かな指導ができることになります。政

府の考え方は、年次ごとに制度を導入、移行する

予定にあるようでありますが、まだ文部科学省の

予算等が決定していない状況で答弁がしづらいか

と思いますが、現状庁内議論は、または教育委員

会内における議論はどのようになっているのか、

議論がないとしたらどのような考えを持っている

かについてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

名寄における１学級の人数は２０名から３０名

前後だろうかと思いますが、施行により予想され

る学校別増加学級数は何学級となるのかお知らせ

を願いたいというふうに思います。

次に、市民サービスについてお聞きをいたしま

す。市長は、行政報告で民間会社名寄市的発想と

公約のことを言われています。私は、民間会社名

寄市的発想という意味が若干理解はできませんが、

行政報告の４ページで総合案内窓口について報告

されています。私は、総合案内窓口の設置につい
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－164－

平成２２年９月２２日（水曜日）第３回９月定例会・第４号

ては賛成でありますが、名寄市の現状は分庁方式

での窓口がどれだけ重要性を持っているのか疑問

なところもあります。今回は試行ですので、今後

検証をとのことですが、庁内不案内の来庁者にと

っては心強いとは思います。窓口設置は市民サー

ビスの一環とは思いますが、第１回の試行を職員、

臨時職員各１名で約１カ月行いましたが、問題点

があったとしたらお知らせを願いたいというふう

に思います。

２点目は、各課係等の窓口についてであります。

特に１、２階の窓口サービスのあり方についてで

あります。来庁者に書類等を手渡す際どのような

対応をとられているのでしょうか。例えば市民課

で戸籍の交付について発行を求められた際、請求

された来庁者へどのように書類を渡すのか。特に

個人情報が中心となる書類、証明が多いと思いま

すので、お聞かせを願いたいというふうに思いま

す。

次に、観光マップのあり方についてお聞きをし

たいと思います。観光マップの作成、配布は、名

寄だけではなく各自治体が力を入れている一つで

ありますが、発行はどこで行っているのか。また、

配置箇所、配置した後の管理はどのようにされて

いるのかについてお聞かせを願いたいというふう

に思います。

次に、農業問題についてであります。本年は、

さきの低温、６月、７月の高温多雨と異常な気象

で農業経営者の皆さんはやきもきしたのではない

かというふうに思います。稲作は既に収穫が終わ

った方もいると思いますが、豊作に近い状況だと

思っていますが、しかし畑作は厳しい状況にある

のではないかと思っています。既に行政報告がさ

れていますが、畑作における冠水被害が多い状況

にあると思いますが、被害により共済が出ますが、

作物や作付場所によっては共済の額が大きく変わ

るだろうというふうに思います。現在の被害額は

どの程度と認識をしているのかについてお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

最後に、有害鳥獣についてでありますが、実は

１７日の谷内議員と同様の質問になりました。私

のほうからは質問はいたしません。そして、答弁

も省略を願えれば非常に時間的なロスも含めてあ

りがたいというふうに思いますので、よろしくお

願いをして、この場からの質問を終わらせていた

だきます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま竹中議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で５点の質問をいただきました。

１点目と３点目の小項目１については私のほうか

ら、３点目の小項目２については市民部長から、

２点目は教育部長、４点目、５点目は経済部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

まず、大きな項目１点目の指定管理者制度につ

いて、指定管理者制度にかかわる各施設の通年雇

用と季節雇用数についてお答えします。指定管理

者制度は、平成１５年６月の地方自治法の改正に

より導入されまして、名寄市におきましては平成

１８年４月より導入をしています。指定管理者制

度は、民間の活力を利用して公の施設の管理を行

い、コスト削減とともに住民サービスの向上を図

ろうとするもので、名寄市における指定管理者の

導入状況は平成２１年度において３１施設となっ

ています。これらの３１施設のうち東病院、社会

福祉事業団４施設、西部集落センター等町内会で

３つ、合わせて８カ所の公的部門を除いた２３施

設の通年雇用者と季節雇用者の数は、各指定管理

者に聞き取り調査を行った結果、２１年度におき

まして通年雇用者１２３名、季節雇用者８２名と

なっております。

今後の指定管理者制度のあり方についての庁内

議論と考え方についてお答えします。名寄市では、

平成１９年２月に新名寄市行財政改革推進計画を

策定し、簡素で効率的な行政運営、健全な財政運

営、市民と協働の行政運営の３つの基本方針に基

づき、７２の実施項目を掲げて行財政改革に取り
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組んでいます。平成２２年度においても市長を本

部長とする行財政改革推進実施本部を立ち上げ、

組織・機構検討部会、事業等見直し部会の２部会

を設けてさまざまな課題について議論をしていま

す。この実施項目の中で、各施設に対し指定管理

者制度の活用や民間委託を検討しています。指定

管理者制度は、公共サービスに対する市民のニー

ズが多様化、高度化する一方、地方自治体の財政

状況が一段と厳しさを増していく中で、行政と民

間がそれぞれの持つノウハウやアイデアを生かし

た公民連携の手法として導入されたものでありま

す。従来のような行政が発注し、民間がその費用

によってサービスを提供するというような行政の

一方的な条件提示にとどまることなく、民間の能

力や創意工夫を最大限に引き出し、行政と民間が

それぞれのノウハウや経営資源を組み合わせるこ

とにより市民サービスの向上と地域の活性化を図

るものであります。しかし、本市のような地方都

市におきましては、実際に指定管理者となり得る

ノウハウを持った地元事業者が限られるため公募

に応じる事業者が極端に少なく、さらに市外事業

者にも門戸を広げると大手業者に独占状態を許す

ことにもなりかねません。できるだけ地元調達可

能な事業については、地元事業者を基本にという

考え方に立ち、雇用確保の点からも慎重に対応し

てまいりたいと思います。必ずしも指定管理者制

度や民間委託が万能ではなく、過去の取り組みと

してパート職員、嘱託職員化によって経費の節減

を図る努力もしておりまして、今後も個々の事例

ごとに対応していくことが必要と考えています。

今後の指定管理を予定している数等につきまし

ては、先ほどの風連地区コミセンの関係につきま

しては協議が調えば指定管理に移行ということで

予定をしておりましたけれども、いましばらく時

間がかかるようであります。なお、既に指定の期

間が過ぎるものについては、逐次更新をしてまい

りたいと考えております。

次に、大きな項目３点目の市民サービスについ

てお答えします。総合案内窓口の試行における問

題点についてお答えします。総合案内窓口につき

ましては、名寄庁舎において６月２８日から７月

３０日までの１カ月間と、２回目を９月から試行

により実施をしています。７月の試行を終えた段

階で担当をした市民部と総務部の管理職職員の検

証会議を開き、その後の庁議に諮り意見を求めま

した。すぐに改善可能な問題については試行中に

改善を図りましたが、庁舎の構造上から総合案内

窓口の位置の問題、案内表示板、情報の共有の方

策、高齢者や体の不自由な方への対応、職員研修

としての試行などの課題や方策については次回の

試行に生かしていくことにしました。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大項目３、〇市民部長（吉原保則君）

小項目２、各窓口のあり方についてお答えいたし

ます。

転入、転出等の住民異動届や出生等の戸籍届が

提出された場合には、住民記録データの入力後に

国民年金、国民健康保険、高齢者医療、介護保険、

乳幼児医療、小中学校の転入学などの関係窓口に

御案内をしているところでございます。また、転

入者の方には届け出データ入力の間に環境生活課

においてごみの分別収集の説明と町内会の連絡先

と加入などについて御案内をするなど、市民の方

をお待たせしないように心がけているところでご

ざいます。また、体の不自由な方や高齢者の方で

届け書の記載等にお困りの方につきましては、職

員が記載旭まで出向き、記載の仕方について説明、

サポートするようにしているところでございます。

窓口対応に当たりましては、いつも笑顔でスピー

ディーな対応と市民の皆様に対し温かく接するよ

う常日ごろ心がけているところでございます。

お尋ねのございました証明書類等の交付につい

てでございますが、名寄市では合併前の旧名寄市

の封筒を再利用し、その裏面に各種届け出の案内

を印刷しているところでございます。転出証明を
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求められた方につきましては、転出先の自治体で

必ず提出しなければならないため封筒を添えまし

て、その他の証明の方につきましては希望される

方に封筒をお渡ししているところでございます。

また、窓口に封筒を常備し、希望者が自分でみず

から封筒をとることができるように配慮している

ところでございます。

私からの答弁は以上でございます。

鈴木教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育問題について、小項目１と２について答

弁させていただきます。

小項目１、３５人学級の施行とその予想される

部分、それから庁内議論のことについてでありま

す。文部科学省は、平成２２年８月２７日付で公

立義務教育諸学校の教職員定数改善計画案を発表

いたしました。内容は、昭和５５年以来３０年ぶ

りの４０人学級の見直しとそれに伴う１０年ぶり

の教職員の定数改善計画となっております。それ

によりますと、小学校では現在の４０人学級を次

年度の１年生、２年生から順次５年計画で、また

中学校では平成２６年度の１年次から３年計画で

３５人学級を実施しようとするものであります。

さらに、平成２９年度からは、小学校が２年計画

で１、２年生の３５人学級を３０人学級に変更す

る内容となっております。これらの変更に伴いま

して、教職員の定数もあわせて改善されますが、

少子化の影響によります児童生徒数の減少や教職

員の退職などによる自然減を考慮した場合、全国

で約２万人弱ほどの教職員の増になる見込みとな

っております。この背景には新学習指導要領の地

滑な実施、生徒指導上の課題の複雑化、多様化、

教員が子供と向き合う時間の確保などとあわせ、

多くの保護者が少人数学級を望んでいるというこ

となどがあるものと考えております。

この計画案につきましては、文部科学省が今後

予算を概算要求する段階であり、具体的な庁内論

議とは現在のところなっておりませんが、実現を

すれば教職員の負担軽減とあわせて教育活動のさ

らなる改善が期待されることから、名寄市教育委

員会としても今後とも情報収集に努め、適切に対

応してまいりたいと考えております。

次に、施行によりまして予想される学級数等の

増加等でございます。３５人学級を次年度から段

階的に実施することとなりますと、平成２３年度

で１、２年生で学級数がふえると予想される学校

は、名寄小学校で１学級、名寄東小学校で１学級、

名寄豊西小学校で１学級、あと名寄西小学校で２

学級とそれぞれ増になります。また、名寄南小学

校は、新１年生の児童数の減により１学級の減と

なっております。保護者の異動等によりましての

多少の動きはあると思いますが、当面教室が足り

なくなるというような事態は生じないものと考え

ております。今後とも国の動向を見きわめながら、

児童数の推移に適切に対応してまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大項目４〇経済部長（茂木保均君）

点目及び５点目について申し上げます。

まず、大項目４点目、観光マップのあり方につ

いてお答えをいたします。名寄市の観光案内パン

フレットの取り扱いは、なよろ観光まちづくり協

会が行っており、これまで平成１８年３月に旅と

遊びの便利マップ、黄色い大判のものでございま

すが、６万部を発注し、毎年校正を行いながら追

加印刷してきたところでございます。さらに、昨

年度の緊急雇用創出推進事業を活用して、平成２

２年３月になよろグルっと！ガイド、緑色の手帳

サイズのものですが、３万部を作成いたしてござ

います。パンフレットの配置場所につきましては、

市内では公共施設のほかホテル、旅館１５カ所、

ＪＲ名寄駅及び道の駅なよろへ、市外におきまし

ては中川から深川までの道の駅９カ所、さらには

旭川空港や札幌駅にある北海道札幌観光案内所な

どへ配置しております。また、パンフレットの補
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充につきましては、各配置先からの追加送付の連

絡を受け次第必要部数を送付させていただいてお

ります。

次に、大項目５点目、農業問題、大雨による水

田、畑の冠水に伴う被害についてお答えをいたし

ます。これまでの農業災害にかかわる御質問の中

でもお答えいたしましたが、現在の作柄の概況に

おきましては、水稲は穂数が少なく、一部いもち

病の発生もあり、やや不良、小麦は規格外が多く

不良、豆類はさや数が少なくやや不良、バレイシ

ョ、てん菜の根物は疫病や褐斑病が多く、芋数、

重量も少なく不良、野菜についてはカボチャが着

さや数、果実肥大も少なくやや不良、タマネギは

枯れ葉が多く小玉傾向でやや不良でございます。

７月２９日の大雨は、これまでの７月１カ月当た

りの平均降水量の９ ６ミリを上回る１１７ミリ

が１日で降り、河川のはんらんなどの影響も加わ

り、２７９ヘクタールの農作物において冠水被害

を受けたところでございます。被害を受けた主な

農作物につきましては、てん菜、バレイショ、豆

類、カボチャ、タマネギなどとなっておりまして、

被害額についてのお尋ねでございますけれども、

上川農業共済組合の調査を確認しながら、収穫後

に判断をすることになりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

なお、これらの対策につきましては、今後北海

道や農協系統の対応策も見きわめながら、資金対

策等を含め関係機関、団体等と協議してまいりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、答弁いただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたから、順次再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

実は、指定管理者制度の扱いの中で、確かに民

間活力ということもあるのかもしれませんが、先

ほど質問をした中身でわかるように、先ほど答弁

の中にもありましたが、結果的には行政の財政問

題が大きな中身だろうというふうに思っています。

そこで、それぞれ各指定管理者になった団体等の

先ほど通年雇用の問題も季節雇用の問題もありま

した。通年雇用が１２３で季節が８２という状況

にありますが、ただ一番気になるのが特に季節雇

用の中で労働基準法に違反をしていないのかどう

かというところが一番気になるところなのです。

というのは、２カ月なり、３カ月トータルでいく

と何ともないけれども、しかし１週間、２週間の

中でいくとそれがかなり厳しい状況になってはい

ないのかというのが私の感じるところでありまし

て、平成２２年度の指定管理者の施設が３２で、

各団体に、あるいは事業者にそれぞれ制度として

扱っていただいている。ＪＡが４つ、あるいは振

興公社４つ、体協８つ、そして社協４つというこ

とで、大きな団体が何個かを持ってそれぞれやっ

ている状況で、２２年度の中身も見ますと実は１

人雇用ということになって ２だとか ３とかと 

いう、そういう中身にもなっているようでありま

して、その計算がどうも私自身は理解をできない

ところなのですが、それでよしとして指定管理者

制度を活用して、それぞれ委託しているというふ

うに思いますけれども、行政としてそれぞれ日常

的に指定をした施設の実態把握や何かについては

どのようになされているのでしょう。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

具体的な施設の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係にもしあれば、言っていただければ担当部長の

ほうからお答えをしたいと思います。

それで、今竹中議員のほうから賃金水準の関係

で最賃を割るような状況とか、労働基準監督署の

ほうから指摘を受けるような厳しい雇用関係にな

っているのではないかということの御指摘だった

というふうに思っています。１つは、当初は財政

健全化の関係もありまして、直営でするよりも人

件費コストの少ない民間業者の方々に委託、それ

が指定管理という形で変遷をしてきました。実際

問題当初のころは、市の正職員の賃金と比べると、
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民間の方々の賃金と比べると一定の財政効果はあ

ったと思っていますけれども、最近につきまして

は、個別個別総務のほうではチェックしておりま

せんけれども、指定管理に出すときに想定される

雇用人数、それに対応する賃金ベースについては

予定価格を定めておりますので、最低賃金を下回

らない、そこは絶対下回らないということの予定

価格を積算しておりますので、一定程度の労働条

件は確保されているというふうに認識をしており

ます。

それから、再度指定管理を指定する段階でも各

施設につけてある投書箱の状況であるとかそうい

うものを見させていただいたり、直接施設を管理

する担当課のほうから利用者の方々からの苦情な

り、それから市の職員が指定管理業者を見ている

状況について指定管理の選定委員会のほうに報告

をいただきながら、直接選定委員のほうでもその

業者さんとのお話し合いをさせていただくときに

は一番問題になっているのは最賃は下回らないで

すよねと、そこら辺は指さし確認をさせていただ

いて選定しておりますので、具体的な施設につい

てはちょっと詳細に情報持っておりませんけれど

も、基本的にはそのような最賃を下回ったり、過

酷な労働条件という認識は持っておりません。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれ指定管理をし〇４番（竹中憲之議員）

ているところ、今の答弁ですと賃金、最低賃金は

確保していると。あるいは、労働条件も劣悪では

ないということも含めて、劣悪でないという言い

方はおかしいですが、労基法に準じてそれぞれ働

いてもらっているということでありますから、そ

れはそれで私は理解をしますが、今後の扱いとし

て先ほど答弁の中で風連のコミセンの問題、今す

ぐなるかどうかというのはわかりませんが、今後

の扱いとしても必ずしも行政として、自治体とし

てのスリム化だけでは進まないというか、そうい

う条件にもなってきたということでありますから、

今後もう少し議論をしていただいて、再度指定管

理者にするかどうかも含めて庁内議論、あるいは

関係のところの委員会での議論も含めて、報告も

含めて出していただければいいのかなというふう

に思いますので、その辺のところについては今後

きちっとお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

次に、教育問題についてでありますが、先ほど

部長のほうから私の質問が余りにも唐突で、制度

がまだ進んでいない中での質問でありましたから

まことに申しわけなかったというふうに思います

が、結果としては次年度になれば名小、東、豊西、

西とそれぞれ増になると。５学級増で、南小学校

が１学級減ということでありますが、私が一番気

になったのは大きく教室が必要になったときに、

実は今名寄では特別支援教育非常にふえて、教室

がふえております。そういった意味でいくと、こ

の特別支援教育の教室が減っていかないのかとい

うことが一番心配なのであります。そういういい

条件をつくって子供たちを教育をしているという、

そういう現場が実はだんだん隅っこに追いやられ

るということがありはしないのか、そのことを私

は危惧をしているものですから、当面部長の答弁

ですとないということでありますが、しかし単年

度、単年度でこれを順次繰り上げていくことによ

って可能性としては出てくるということでありま

すから、そういった意味では行政としても学校の

教室増に伴う建設問題がかかわってくるのではな

いのかというふうに思っていますが、その辺の考

え方含めてあればお聞かせを願いたいというふう

に思います。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

文科省の概算要求とい〇教育長（藤原 忠君）

うことでございまして、まずもって先ほどの答弁

のようにぜひこれが実現できるよう私も期待して

いるところでございます。それに伴って学級数が

若干ふえていく学校があると。それとあわせて特

別支援学級の兼ね合いでありますが、来年度は心

配がない。しかし、これから何年か経過する中で、
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ただいまの竹中議員のような心配が出てまいりま

す。１つには、現在特別支援学級は１教室を丸々

使って利用しているわけであります。大抵子供は

１人か２人なところでありまして、そういう意味

では応急措置としては教室を間仕切りしながら、

１人か２人の生徒にふさわしいサイズの教室を作

製して何年かは大丈夫でないかなと、こう考えて

おりますし、もう一つは今特に名寄地区、学級数

がふえる名寄地区では校区再編の取り組みをして

おります。そういう中でもしっかりと先を見据え

た再編案を提示しながら考えてまいりたいと、こ

のように思っております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それは、そのような方〇４番（竹中憲之議員）

向、間仕切り、確かに多くても４人とか５人ぐら

いでしょうから、１つの教室、４０人学級の教室

を間仕切りして使えないことはないかというふう

に思いますが、そのような考え方だということだ

けは私の頭に入れて、今後の取り扱いをしていき

たいというふうに思います。

それと、もう一つ気になることが現状名寄の中

では加配教員それぞれ各学校で抱えております。

その教室増に伴って加配教員の活用が変わらない

のかどうかというのも若干気になっているところ

でありまして、ことしも加配教員ふえていますけ

れども、そういうことで一方で４０人学級から３

５人学級になって、先生の負荷も軽減、負担軽減

にもなって、一方で子供に目配りもできるという

状況になってきていますけれども、加配教員は加

配教員のあり方、仕事の内容も含めてあるわけで

ありますが、その辺この増に伴う加配教員のあり

方について若干お聞かせを願いたいというふうに

思います。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

現在平成２２年度加配〇教育長（藤原 忠君）

教員、加員配置の教員は合計で名寄は２２名とな

っております。一番多いのは少人数指導、それか

らチームティーチング、算数、数学だとか、ある

いはそういう英語とか難しい教科に入っていくチ

ームティーチング、そのほかにも生徒指導とか、

あるいは特別支援に係る加配とか、こういうもの

をいただいて２２名という大変多くの数になって

いるわけでありますが、今後３５人学級にしたと

きにそれがどうなるかということはまだ北海道教

育委員会としての、文科省がまず予算が通ってか

らの話かと思いますが、北海道教育委員会がどう

いうふうに判断するかということにかかってくる

のではないかと、こう思っております。しかし、

私自身の考えでは、加配はあくまでも加配である

と。これは別な目的があるわけであります。チー

ムティーチングだとか少人数指導という大変大き

な効果を上げております。ですから、それと３５

人学級の実施とは全く別に考えていくべきだとい

うことをこれからもしっかりと主張してまいりた

いと、こんなふうに考えております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今教育長の答弁で、そ〇４番（竹中憲之議員）

のように道にもきちっと求めていってもらいたい

というふうに思います。

次に、市民サービスのあり方についてでありま

すけれども、黒井議員も庁内の案内板というか、

庁内表示板、案内表示板と言ったらいいのですか、

の話もされていましたけれども、私も案内板、１

階のあの真ん中の柱に東向きでついています。非

常に見づらいです。見づらいし、どこに課、部あ

るかというのわかりますが、どこにどういう係が

あるのか全然わかりません、あれでは。私は、な

ぜこういうこと言うかというと、前段質問しまし

たように総合案内窓口について私はよしとして、

これはやるべきだというふうに思っていますが、

１つは名寄は分庁方式の中で本当にそれがきちっ

と効果を上げられるかどうかというのは私もちょ

っと疑問なところであります、３部、２部ですか

ら。そういった意味では、それよりも臨時１人入

れて年間２００万地ということですから、かなり

の額なわけです。賃金的にいうと高くありません
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けれども、かなりな額です。それよりも庁内の案

内板をもう少し工夫をしてやるとしたほうが私は

いいのかなというふうに思っていますし、そうい

う考え方若干答弁もされていますが、できるとこ

ろから私はやっていくべきだというふうに思って

いますが、そのことについて見解があればお聞か

せ願います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

庁内の検討の中で〇総務部長（佐々木雅之君）

も非常に見づらい、わかりづらい、市民の方は何

々部という意味よりは、今議員おっしゃるとおり

どういう仕事をどこでできるのだということを求

めているのかなというふうには思いました。１階、

２階については、窓口番号とどういう仕事をして

いるかということを具体的に書いてありますけれ

ども、３階の総務部の関係については、総務とい

う名前も含めてなかなか住民の方々には難しいの

かなと。ただ、多くの市民が利用するのは１階、

２階の部分でありますので、そこは過去の私たち

の先輩も含めて一定の整理はしてきたと思ってい

ますけれども、総務係長を中心にしまして、若手

職員のアイデアの提供もいただきまして、場合に

よっては看板をつくっている民間業者の方とも相

談させていただいて、よりわかりやすい案内表示

板について余りお金かけないでできないかという

ことで既に検討を始めておりますので、一定のち

ょっと期間いただきまして整理をしてまいりたい

というふうに考えています。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

庁内案内板の扱いにつ〇４番（竹中憲之議員）

いては、私はあそこの大きなコンクリートの柱に

つけるよりも、あの柱とＡＴＭの間にぶら下げた

ほうがより東側から入ってきてもわかりやすいの

ではないのかなというふうに思いますが、それは

庁内議論が今進めているということでありますか

ら、それに沿ってよりよい案内板の設置を求めて

おきたいというふうに思います。

実は、総合案内窓口の設置の問題で、私は先ほ

ど２００万地の費用かかるということで話をしま

したが、各窓口、１階、２階の窓口の職員が一生

懸命仕事をしていて、これ以上仕事をやれという

のはかなりきつい話なのかもしれませんが、もう

少し気配り、目配りが私は必要ではないのかなと

いうふうに思っています。先月だったと思います

が、市民課窓口へちょっと用事があって行ったの

ですが、名寄の方でなかったのですが、一回一通

りくるっと回って、天井見ながら、天井ではない

のですが、見ながら何かどこかを探しているよう

でした。聞きましたら、こういうことで来たのだ

けれども、どこ行ったらいいでしょうか、掲示も

何もされていないと、表示も何もされていないと

いうことで、一応案内はしたのですが、そういう

ことからするとやはり来庁者に対する目配り、気

配りってもう少し私は必要なのかなと。ただ、１

階の市民課って非常に出入りが激しい、来庁者が

多いから、そういうところまでいかないのかもし

れませんけれども、しかし市長が言っている民間

会社名寄市的という中身でいきますとそういうと

ころももう少しきちっと、きちっとという言い方

はおかしいのでありますが、目配りしてもいいの

かなというふうに思っていますが、そのことにつ

いて今後どうするかというよりも考え方があれば

ちょっとお聞かせ願いたい。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

加藤市長が就任し〇総務部長（佐々木雅之君）

てから特に私自身が３階の総務の関係でおります

と、やっぱりあそこのところはなかなかわかりづ

らいというのが顕著な例としてあります。最近は

職員のほうからも積極的に声かけをしておりまし

て、逆に私たちのほうでおはようございますとか

こんにちはと、どこにお行きですかというふうに

確認しますと市民の方も笑顔で返してくれます。

前は声かけると何か違和感を感じるというか、そ

んなこと急にしてくれたというふうなイメージだ

ったと思うのです。現実には確かにここわずか６

カ月間程度なのですけれども、実際に声かける職
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員の数がふえてきたことも含めて、市民の皆さん

方からもわからないのですがということが素直に

出てきて、前は言うと、いや、いいのです、いい

のですということでお断りする市民が多かったよ

うにちょっと思っています。

それから、基本的には、何回も言っているので

すけれども、名寄庁舎の１階のあの上り口のとこ

ろが非常に改めて違和感感じるなという部分があ

りました。それで、自分自身も含めて、かなり少

子高齢化の中で高齢化がどんどん、どんどん進む

とあそこの誘導をどうしようかという問題は施設

の改修も含めて多分出てくるのでしょうけれども、

そこは職員の笑顔と親切な対応で高齢化社会に適

応した思いやりのある窓口というか、導入をどの

ように動線として導いていくかというか、そうい

うお客様として加藤市長がお迎えをするという中

には少子高齢化の高齢化に対応した形で思いやり

を持って親切に案内をするということも大事かな

と、そこもこれからの高齢化社会に求められる職

員像なのかなということもありますので、状況の

悪いのを逆手にとっての対応をしながら、接遇の

向上もあわせて図っていきたいなというふうに考

えています。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それはより強く指導と〇４番（竹中憲之議員）

いうことはないのですが、職員に求めていってい

ただきたいというふうに思います。

それから、各窓口の書類等の証明書等の扱いの

問題で、まだ若干古い封筒があってということで

ありますが、実はここに窓口用の何市かの封筒が

ございます。これは、もう最近すごくふえていま

す、各自治体。ふえておりまして、宣伝広告入れ

て窓口用に使っておりまして、ここにあるのは大

阪、札幌、栃木宇都宮の３市があるのですが、実

は先ほど答弁いただいたらもし使うのなら使って

くださいという置き方をしているというふうに言

われましたけれども、証明書を発行して確認をし

ていただいたら、こういうふうに添えて出すと。

必要でない方は置いていくのです。必要な方は、

これに入れて持っていくのです。そういう扱いも

含めて、一方で実は広告を入れて安く仕上げると

いうことも、名寄の場合はそんなに広告入れる業

者がいるかどうかちょっと疑問なところでありま

すが、そういうことも私は考えるべきではないの

かなというふうに思いますが、もし考え方があれ

ばお聞かせを願いたいというふうに思います。

吉原市民部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま証明書交付〇市民部長（吉原保則君）

の際の封筒についての再質問ということでござい

ました。いずれにしても、先ほどお答えいたしま

したように私ども旧名寄市のこういったグリーン

のアカゲラの入った封筒の裏面に青で印刷して注

意事項なんか書いてある部分で必要な方にお渡し

しているというような現状でございます。しかし

ながら、今在庫が約 ０００枚ほどございまして、

この在庫がなくなりそうな時点でただいまの議員

の御提言踏まえて広告等についても検討をしてま

いりたいと考えていますし、窓口に常備している

部分のことでも御指摘ございましたので、そこら

辺も含めて、御本人の意向で要らない方もおられ

ようかと思いますけれども、そこの対応について

も十分検討してまいりたいと考えておりますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今後印刷する場合はこ〇４番（竹中憲之議員）

ういうことも考えるということで頭のどこかに入

れていただきたいというふうに思いますし、若干

の収入もこれで上がるか、あるいは封筒が高くな

るかは別にして、そういうことで求めておきたい

と思います。

次に、観光マップのあり方でありますが、配置

箇所等々を含めて答弁がございました。私は、１

つは置く場所の問題もありますけれども、実は以

前はこのような大きなものをつくって、ことしは

こういう小さいものなのですが、最近モータリゼ

ーションの関係でＪＲを余り使わない方が多くな
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ってきて、大きなものが私は必要でなくなったの

ではないかなと。もう少し小さなもので、コンパ

クトにわかりやすいもののほうが私はいいのかな

というふうに思っていまして、ただこれはことし

のものはこういう小さいものですからいいのです

が、問題は名寄市内におけるいわば公共施設等々

を含めて置いているのですが、どこが管理をして

いるか、ちょっと中身についてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどもお話しした〇経済部長（茂木保均君）

つもりだったのですが、なよろ観光まちづくり協

会が管理しているということでございます。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

実は、この中で問い合〇４番（竹中憲之議員）

わせ、一番頭に名寄市になっています、古いもの

は。それで、観光まちづくり協会、風連まちづく

り観光というふうになっていて、実はこれを見た

だけでは、古いものです、今はありませんが、古

いものを見ただけでは名寄市が一番頭。ただ、こ

れ去年つくったもので、もう地図が古いのです。

これを見たら、木原天文旭だとかこんなところが

入っていますが、これいつまでも古いものを置い

ておくということはいかがなものかというふうに

私は思っているのです。これはことし持ってきま

した、ある施設で。ことしの８月の下旬だったと

思いますが。こうやって置いておいて、ではこれ

があるのかといったらこれないのです。ないので

す。あるいは、ＪＲにも行きました。ＪＲも置い

ていません。なかったです、置いていないという

よりも。ですから、管理はどこでしているのです

かと私は聞いたのです。観光協会でやっているの

だとしたら、市から補助を出してつくらせている

のです。管理も含めて私はやるべきだと思ってい

るのです。そのことをきちっとやらない限り、大

きな観光集客には私はなっていかないのかなとい

うふうに思っていますし、ことしの８月の末にき

たすばる１万人突破したというふうに新聞にも報

道されましたけれども、１つには、全国市議会旬

報というのを皆さん見ていると思うのですが、こ

としの４月に２回きたすばるの連載をされました。

これでも大きな観光発信になっていると思うので

す。そういう観光発信がただでできるようなこと

も一方で私は考えるべきではないのかというふう

に思っていますが、いかがでしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今お話あったとおり〇経済部長（茂木保均君）

だというふうに考えております。このパンフレッ

トも先ほど申し上げましたように平成１８年３月

に６万枚をつくったということで、その後も一定

の校正をしながら追加をしてきているということ

でありますけれども、内容についてはこれも本当

に毎年毎年変わるというような状況もございます

から、その辺は市と観光協会きちっと協議をしな

がら、新しい施設に対応できるような、そんな状

況をつくっていきたいと思っております。来年度

にリニューアルした観光パンフを一応予定してお

りますので、今お話あったようなことも十分検討

させていただいて、さらにはちょっとやはりこれ

は大きいのかもしれません。Ａ３判、Ａ４判です

か、というような状況もありますから、この辺の

大きさも含めて十分検討させていただきたいと思

っております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

観光集客をより多くす〇４番（竹中憲之議員）

るためにということでそれぞれ努力をしているわ

けですが、ここにもう一つ名寄振興公社のパンフ

レットあります。これどの辺に置いているのかわ

かりませんが、これも同じ指定管理者のところで

唯一ここだけだと思うのですが、こういうのをつ

くっていて、これ合体してできないのかどうかと。

振興公社にも市から金行っているわけで、振興公

社は振興公社としてもうけるためにどうするかと

いうこと考えているのでしょうけれども、合体し

てやれないのかどうか。無駄な金を何か使ってい

るような気がしてならないのですが、その辺はい
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かがでしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

その今のパンフは振〇経済部長（茂木保均君）

興公社が作成したものですが、いわゆる健康の森

と道立公園、あるいはトムテ文化の森と、そうい

った施設を振興公社は管理していまして、実はそ

れぞれのパンフしかなかったのです。それを地域

的にも一体となっている地区ですので、その３つ

なり、あるいは４つの施設がまとめて入るような

パンフというようなことで公社のほうでそれをつ

くっていただいたということであります。この名

寄全体の観光パンフについては、さらに大きなエ

リアというような形で考えたパンフでございます

ので、それと一緒というようなことにはならない

のではないかなというふうに考えておりますけれ

ども、これらについても観光協会あるいは振興公

社も含めて協議させていただきたいなと思ってお

ります。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

観光マップのあり方、〇４番（竹中憲之議員）

観光集客をどうするかという意味では情報発信の

あり方も含めてどう名寄を売るかということです

から、もう少し考えてマップもつくってもらいた

いと思いますし、ＪＲ名寄駅横にある観光まちづ

くり協会のあの看板も余分な名前も含めて入って

おりますから、そういうところは金かかるかもし

れませんが、少し手直しをしなければいけないの

かなというふうに思いますので、その辺の扱いも

含めてきちっとお願いを申し上げたいというふう

に思います。

次に、農業問題でありますが、時間もありませ

んから簡単にいきますが、実は２９日の大雨のと

きに智北の排水機場が運転はしたけれども、稼働

はしなかったというふうに聞きました。本当に稼

働が、稼働というか、水をくみ上げなかったとい

うことでありますが、本当にあったのかどうなの

か、あったとしたらどのぐらいの時間過負荷状態

になったのかについてお聞かせ願いたいと思いま

す。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

智北の排水機〇建設水道部長（野間井照之君）

場の御質問でございます。私どものほうにも今の

排水機ポンプがふぐあいが起きたという報告はご

ざいました。智恵文排水機場は、昭和６１年に設

置をされ、約２４年が経過をしております。点検

も有事に備えて４月から１１月までの間に毎月１

回実施することにしておりまして、直近では２９

日の前の７月５日に点検をし、異常がございませ

んでした。しかし、７月２９日の当日、一定程度

の水位が上昇したため１旭目を稼働し、しばらく

して２旭目も稼働しようとしたところ電気系統に

トラブルがあり、始動がしなかったということで

あります。もといた技術屋さんにお願いをしまし

て見ていただいたところ、約１時間ぐらいで動き

始めたということでありました。雨の降り始めだ

ったことと智恵文の智北のポンプは１分間に２４

０トンという市内でもかなり大きなポンプであり

ますから、１旭でも間に合う程度のものでありま

すから、このことによって被害が大きくなったと

いうことはないというふうに思っております。

以上であります。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

過負荷状態、電気系統〇４番（竹中憲之議員）

に異常あったということで１時間、１分２４０ト

ンですか、１時間もあって被害が広がらなかった

というのはちょっと疑問なところなのですが、現

状試運転やっても、７月の頭に試運転やったとい

うふうになっていますから、試運転やっても結果

的に吸い上げなかった、回すだけだったら、それ

は試運転になるのかどうかというのは私は疑問な

ところなのですが、そのようなことのないように

今後きちっと整備も含めてお願いを申し上げて、

時間でありますから、あと残したものについては

次回またやらせていただきます。

以上で終わります。

以上で竹中憲之議員〇副議長（熊谷吉正議員）
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の質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

市民が安心、信頼できる医療保険制度のために

外２件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇５番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず、１つ目に、市民が安心、信頼できる医療

保険制度のために、国保税の負担軽減についてお

伺いをいたします。行政報告では国民健康保険準

備基金が約２備 ０００万地となり、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めるとありまし

た。市民負担の軽減に有効かつ適切に活用してい

ただきたいものと考えますが、どのように活用さ

れようとしているのかお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

名寄市の国保税の賦課額は、全道平均に比べて

低くなっているようですけれども、住みよさをさ

らに前に進めるためにも負担軽減が望まれるとこ

ろです。どのようにお考えでしょうか。

全国的には国保税が高くて払えないために保険

証を取り上げられ、資格証明書の発行が多くなっ

ています。リストラなどで仕事がなくなる、非正

規雇用で働かざるを得ないなど、国保に加入しな

ければならない人がふえている状況です。しかし、

負担が重く払えない人がふえているといいます。

名寄市の国保加入世帯は、全世帯の約３１％とな

っています。自営業者、農業者、ほとんどの年金

受給者が加入をしています。国保加入世帯の５６

％が軽減の適用となって、そのうちの３５％が７

割軽減となっているとの報告がありました。そこ

で、お伺いをいたします。平均的に所得に対する

国保税の負担割合はどのぐらいになっているでし

ょうか。

国は、資格証世帯の子供については高校生まで

無条件に短期証交付の措置を講じています。名寄

市では、島前市長時代から資格証は発行しないと

していました。加藤市長におかれましてもこの方

針が貫かれていくのかどうかお伺いをしたいと思

います。また、名寄市における短期証の発行はど

のようになっているのか、対応についてもお知ら

せをいただきたいと思います。

２つ目に、基幹産業である農業を守るために、

１つ、農産物の補償についてお伺いをいたします。

春の低温に大きな不安を抱いていましたけれども、

収穫期を迎えて農家の皆さんはもとより消費者で

ある私たちも期待をしたいところではあります。

しかし、ウルチ米の価格暴落のニュースや７月の

大雨による被害などで大きな期待ができない状況

にあります。基幹産業である農業が元気でないこ

とには地域経済の活性化にも影響が及んでまいり

ます。そこで、ことしのウルチ米、モチ米、小麦、

畑作物などの生産者への補償についてお知らせを

いただきたいと思います。政府は、戸別所得補償

によって対応するとしていますが、モデル事業等

も含めてどのような内容になるのかお知らせをい

ただきたいと思います。

２つ目に、食料自給率向上の対策についてお伺

いをいたします。日本の食料自給率は、カロリー

ベースで４０％という世界でも異常な落ち込みよ

うです。食料主権を保障する貿易ルールを目指す

べきではないでしょうか。政府は、農業生産に重

大な打撃を与える日米や日豪の自由貿易協定、経

済連携協定、ＦＴＡ、ＥＰＡを推進しています。

農水省の計算では、日豪ＥＰＡが例外品目を設け

ずに成立したとしたら、それだけでも食料自給率

は３０％になるとしています。また、東京大学大

学院教授の鈴木宣弘氏は、日米、日ＥＵが続くと

最悪自給率は１２％にも下がる可能性さえあると

指摘しています。ミニマムアクセス米の義務的輸

入、これも中止をしてもらわなければなりません

が、どのようなお考えなのかをお聞かせをいただ
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きたいと思います。

３番目に、エゾシカ等鳥獣被害対策についてお

伺いをしたいと思います。全国的、全道的にエゾ

シカ等の鳥獣被害が広がっております。名寄市の

被害状況が昨日の植松議員への答弁にも明らかに

なりましたが、再度お尋ねをいたしたいと思いま

す。今議会での補正予算で道が１００万地、名寄

市１００万地という予算が組まれましたけれども、

対応にはこれで十分なのかどうかもお伺いをした

いと思います。侵入防止さくの整備、殺処分にか

かわるハンターなどへの対応についてもお聞かせ

をいただきたいと思います。

大きな３点目、地上デジタル放送完全移行に向

けての対応についてお伺いをいたします。地上デ

ジタルに完全移行する２０１１年７月２４日まで

あと１０カ月となりました。政府は、２００１年

の国会に突然アナログ停波を盛り込んだ電波法改

正案を提出し、衆参各２日間という不十分な審議

のまま強行して成立したものです。しかし、受信

者側である視聴者の準備、つまり家庭や事業所、

会社、店、病院、学校、宿泊施設などの準備がま

だ整っているとは言えないのではないでしょうか。

来年７月２４日に地上デジタル放送に完全移行し、

現在行われているアナログ放送を終了すると、テ

レビを見ることができない家庭や事業所が数百万

という規模で発生するおそれがあるとも言われて

います。地上デジタル放送への完全移行は、普及

率や買いかえのサイクルに見合った時期に延期を

し、現行のアナログ放送停止を見直すよう求める

ところであります。

そこで、お伺いをいたします。市が管理する施

設のテレビへの対応について進捗状況等をお知ら

せをいただきたいと思います。また、市民の地デ

ジ受信機の普及はどのくらい進んでいるのでしょ

うか。さらに、名寄市における難視聴エリアの対

応についてもお知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄議〇市民部長（吉原保則君）

員から３項目にわたり御質問がございました。１

項目は私から、２項目めは経済部長、３項目めは

総務部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、大項目１、市民が安心、信頼できる

医療保険制度のために、国保税の負担軽減につい

てお答えいたします。基金を活用することで国民

健康保険税の負担軽減をすることについての御質

問をいただきました。国民健康保険制度は、病気

やけがなど万一に備えてお互いが支え合う相互扶

助の制度でございます。医療費の支払いのために

は加入者の支払う国民健康保険税を初め、国や道

からの負担金、補助金などの財源が必要となると

ころでございます。一方、御案内のとおり、お話

にもありましたように国民健康保険制度は自営業

者や農業者、年金受給者などの加入割合が高く、

低所得の方、医療費のかかる方が多いなどの構造

的な課題も抱えているところでございます。そう

した中で、国民健康保険加入者の半数以上の方に

対しまして所得に応じ７割、５割、２割の軽減措

置を行っているところでございます。１人当たり

の税額でございますけれども、全道市長会の調べ

で平成２０年度決算ベースでございますが、名寄

市は１人当たりの税額９万２７５地、全道平均が

９万 ４２４地となっておりまして、全道３５市

中３０番目というような状況でございます。

基金を活用しての負担軽減ということでござい

ますけれども、基金は国などの財政支援を蓄えて

きたものでございまして、国民健康保険税を積み

立てたものではないとも考えているところでござ

います。基金につきましては、国民健康保険制度

の安定した運営のための原資として、また保健事

業など早期発見、早期治療に結びつく事業に活用

してまいりたいと考えているところでございます。

議員の御提言に対しましては、私どもといたしま

しても十分認識しておりますので、今後とも国民
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健康保険制度の安定運営に努めてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと考えてい

るところでございます。

次に、資格証明書と短期証の取り扱いの現状に

ついてでございます。取り扱いにつきましては、

国保税の滞納措置要綱によりまして運用している

ところでございますが、平成２１年度ではこれま

でと同様に資格証明書の発行はいたしておりませ

ん。また、短期証につきましては、２１６世帯、

３２１人の方に発行しているところでございます。

本年７月から子供のいる世帯などにつきまして高

校生世代以下の子供に対しては、６カ月の短期証

を交付する法改正があったところでございます。

今後とも機械的な対応ではなく、滞納者との密接

な接触を図りながら、生活実態を十分把握する中

できめ細やかな対応を心がけてまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

私からの答弁は以上とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、基幹産業である農業を守るために、小項目

で３点について申し上げます。

初めに、農産物の補償についてお答えをいたし

ます。ことしの米の作柄につきましては、８月１

５日現在の農水省の発表で全国的には平年並み、

北海道も平年並み、上川についてはやや不良とい

うような作柄が発表されてございます。こういう

中におきまして本年産の米の価格につきましては、

ＪＡ道北なよろの調べによりますと概算払いと共

計契約金を含め、モチ米１等米６０キログラム当

たり１万 ０００地、昨年は１万 ０００地でし 

た。ウルチ米、ほしのゆめ１等米６０キロ当たり

１万地、昨年は１万 ０００地と下落をしてござ

います。特にウルチ米につきましては、３０万ト

ン以上の持ち越し在庫と１０年産の過剰作付など

から今後６０ないし８０万トンが過剰になると考

えられ、放置すると１０年産の価格下落、さらに

は来年度の生産目標数量の削減が懸念されており

ます。国は、今年度から米戸別所得補償制度モデ

ル事業で下落時の変動部分の予算措置をしている

ことから、過剰米対策につきましてはしないとし

ております。

小麦の平成２２年産の作柄につきましては、秋

小麦は収穫時の降雨に見舞われ、収量、品質とも

平年より大きく下回り、収量で約２００キロ程度

となってございます。価格につきましても６０キ

ロ当たり１等麦ホクシンで ４５０地、平成２１

年度は ８５８地と４０８地の下落となっており、

大変厳しい状況になってございます。

戸別所得補償制度モデル事業につきましては、

本年度から新たな制度として始まったところであ

りますが、従来の水田転作にかかわる部分が水田

利活用自給力向上事業であり、全国統一のシンプ

ルな制度を基本に国で面積当たりの統一単価を設

定するためこれまでの地域単価と大きく差がある

ことから、激変緩和措置調整枠が設けられており

ます。また、あわせて米の戸別所得補償制度が新

たに加わり、主食米の面積から１０アールを控除

した面積に１０アール当たり１万 ０００地が助

成されることになり、当該年の販売価格が過去３

年平均を下回った場合は差額分が補てんされる仕

組みでございます。本年度におけるこのモデル対

策事業への加入者は、全体で７０３戸、名寄地区

１９０戸、智恵文地区９２戸、風連地区４２１戸

となっており、転作部分の水田利活用自給力向上

事業では７０２戸、米の戸別所得補償制度モデル

対策事業では４１４戸となっております。本年度

の名寄市における交付額につきましては、水田利

活用自給力向上事業で６備 ９００万地、激変緩

和措置調整枠で３備６００万地、米戸別所得補償

制度モデル対策事業で４備８００万地の合わせて

１３備 ３００万地を見込んでおり、１０月に生

産者への最終確認事務を行った後、１２月には助

成金の交付が予定されているところであります。

なお、国では平成２３年度から農業者戸別所得

補償制度の本格実施として、米以外に畑作物の麦、
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大豆、てん菜、でん原用バレイショ、ソバ、菜種

において実施することとしており、このことによ

り農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとと

もに戦略作物への転換を促し、自給率の向上と農

業の多面的機能の確保を目指すとするとしており

ます。

次に、食料自給率向上の対策についてお答えい

たします。国では、食料・農業・農村基本計画に

基づく中長期の指針として、平成２２年度から平

成２６年度までの新食料・農業・農村基本計画を

平成２２年３月３０日に閣議決定しました。この

中で食料自給率につきましては、１つには世界の

穀物等の需給は中長期的に逼迫が見込まれる中、

今後食料自給率を最大限向上させることは必要不

可欠である。２つには、平成３２年、２０２０年

の食料自給率目標は農業、農村の状況、課題克服

のため最大限の努力を前提にカロリーベースで５

０％、生産額ベースで７０％に引き上げるとして

おります。食料自給率向上に向けた対策としまし

ては、生産及び消費の両面において取り組みを展

開することとしており、生産面につきましては１

つには農地を最大限活用し、米粉用米、飼料用米、

麦、大豆の作付拡大、２つには技術開発とその普

及による反収、品質の向上、３つには耕作放棄地

の解消等を通じた農地の確保。消費面におきまし

ては、１つには朝食欠食の改善による米の消費拡

大、２つには欧米化した食生活への国産農産物の

利用拡大、３つには大豆加工品への国産大豆使用

割合の向上、４つには健康志向の高まりを受けた

脂質の摂取抑制などとしてございます。食料自給

率の向上は、国の強力かつ適切な実施と農業者を

含めた関係者の努力によるところで可能であり、

さらに国民の理解が何より大事であります。

また、各国が特定の国、地域間で関税撤廃等を

行うＥＰＡ、ＦＴＡを貿易促進の手段とする動き

が広がっており、現在世界で２３０件が発効して

いると言われてございます。我が国においても１

１の国、地域とのＥＰＡが発効しており、現在は

韓国を含めて５つの国、地域と交渉をしておりま

す。これらの交渉に当たりましては、経済上、外

交上の利益を考慮し、食の安全、安定供給、食料

自給率の向上、国内農業の振興を損なうことのな

いよう取り組んでいただけるよう、農業団体や関

連産業等々と連携して対応してまいります。

当市は、基幹産業が農業であり、担い手が将来

にわたって安心して生産に励めるような価格保障

と所得保障を担保することによって食料自給率の

向上に貢献できると考えているところでございま

す。

次に、エゾシカ等鳥獣被害対策についてお答え

をいたします。昨日の植松議員の御質問でも一部

お答えをいたしましたが、重複する点があります

ので、御理解をいただきたいと思います。全道的

にも被害が広まっているエゾシカによる農業被害

は、上川管内でも急増しておりまして、昨年度よ

りも１３％増の約６備地を超えていることを受け、

上川総合振興局では管内関係機関による対策連絡

協議会を発足させ、被害防止に向けた情報交換や

対策に向けた検討を始めたところであります。名

寄市におきましても年々農作物への被害は広まり、

平成１８年度では ９７０万地程度の被害額が平

成２１年度では ３００万地と成々に増加してき

ております。名寄市での対策といたしましては、

関係機関、団体で組織する有害鳥獣被害防止対策

協議会を中心に農産物被害防止を目的とした駆除

対策を行い、１頭当たり ０００地の報償費によ

りハンターの方にお願いし、対応しているところ

であります。

なお、このハンターにお願いしている部分につ

きましては、昨日もちょっとお話をさせていただ

きましたけれども、道の地域づくり総合交付金、

これが道の６月の補正で予算化されましたので、

今までより駆除をする部分につきまして市町村で

取り組む部分について一定の補助金を出すという

ことになりまして、この議会で２００万 ０００

地を追加補正させていただいてございます。当初
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３００頭の予算を７００頭分を確保したというこ

とで、今年度につきましては秋の収穫を含めて駆

除対策が十分可能であるというふうに考えている

ところでございます。

なお、中山間地域等直接支払制度の交付金等を

活用し、農業者みずから電牧さくを設置する取り

組みも平成１５年から行っておりまして、事業費

で ８０９万 ０００地、これは中山間交付金が 

９０６万 ０００地、これを３分の２助成しま 

して自己負担が ９０２万 ０００地、約３分の 

１ですが、これを費やして、これまで総延長で２

００キロメートルに及ぶ電牧さくを設置してきた

ところでもあります。電牧さくにつきましては、

一定の効果は見られますけれども、基本的には個

体数を減少させることが最善の策と考えていると

ころでございます。

また、名寄地区の農家１２戸では、名寄市有害

鳥獣捕獲わな対策推進会を設置しておりまして、

わなの免許を取得して独自に駆除に当たっており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目で３点目、地上デジタル放送完全移行

に向けての対応について答弁させていただきます。

まず、市が管理する施設のテレビについての対

応についてお答えします。市が管理する公共施設

等でのテレビにつきましては、平成１９年度の調

査では病院を除き学校などを含めて３６５旭保有

しており、このうち２０１１年の完全移行時に購

入から１０年以上経過するものにつきましては３

０５旭を見込んでおりました。お尋ねの公共施設

等のテレビの地上デジタル化対応の進捗状況につ

きましては、１つとして学校については国の補助

事業を活用してテレビを新規に購入いたしました。

１９５旭です。２つとして、北海道市町村振興協

会の助成事業によりまして清峰園、しらかばハイ

ツ、保健センターなど公共施設７施設に８旭を寄

贈を受けて対応いたしました。３つとして、その

他の公共施設につきましては聞き取り調査を行い、

既存テレビにチューナーを取りつけた施設が８３

旭であります。また、なよろ温泉サンピラーにつ

きましては、３９旭を既に購入いたしました。今

後の取り組みといたしましては、地デジ対応のテ

レビを購入してまいりたいと考えています。現時

点での状況はこのような状況になっておりますの

で、御理解を願いたいと思います。

次に、市民の地デジ受信機の普及率についてお

答えします。２０１１年７月２４日にアナログ放

送が終了し、地上デジタル放送が完全に移行され

ます。これまで総務省テレビ受信者支援センター、

通称デジサポといいますが、地上デジタル放送へ

の移行について御理解と準備をしていただくため

に昨年より全道１７９市町村を回り、それぞれ住

民説明会を開催しております。名寄市におきまし

ても昨年の１１月に９カ所で１２回の説明会が行

われており、ことしも１０月に５日間のスケジュ

ールで相談会や説明会が行われることになってお

ります。御質問の地デジ受信機の名寄市における

普及率につきましては、市独自の調査をしており

ません。総務省がことしの５月２７日に公表した

全国の普及率は、有効サンプル数が１万 ８７５

と少ないながら、８ ８％と当初の普及目標を 

２ポイント上回ったとなっています。また、ＮＨ

Ｋが９月７日に地デジ受信機についての全国普及

状況を発表したところでは約 ５０７万旭の普及

となっております。今後も総務省テレビ受信者支

援センターと協議をしながら、普及活動を支援し

てまいりたいと考えております。

次に、難視聴エリアの対応についてお答えしま

す。想定される区域につきましては、これまで何

度となくデジサポに対して調査を依頼してきたと

ころであります。その結果、本年５月２７日に地

上デジタル放送推進協議会より名寄市における新

たな難視聴エリアとして雨竜発電所地区で１戸、

風連町東生地区で７戸、風連町日進地区で１戸、
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合わせて９戸が難視聴エリアとの報告がありまし

たので、名寄市でも実態調査を行い、その結果を

地上デジタル放送推進協議会に報告をし、その対

応についても依頼をしているところであります。

今後は、地上デジタル放送推進協議会からの検討

結果によりますが、難視聴地区の住民や地上デジ

タル放送推進協議会等と協議を行いながら難視聴

区域への支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問と要望等をさせていただ

きたいと思います。

まず最初に、国保税の負担軽減についてなので

すけれども、この間やはり国の負担、それから道

からの支出等々減らされてきている分、地方自治

体、そしてそこに住む住民の皆さん方に大きな負

担を強いてきたというふうに言わざるを得ないと

いうふうに思います。例えば道内の市町村への国

の負担がこの５年間で合計２０６備地も減額され

てきたといったこともせんだっての道議会の中で

共産党の議員が質問した中で明らかになったので

すけれども、これぐらい各市町村への支援が減ら

されてきていると。こういう中で、本当に市の皆

さん方も本当に御苦労されながら市民負担を大き

くさせないようにということで努力をしてきてい

ただいているというふうには理解をするのですけ

れども、国民健康保険法の第１条の中に、社会保

障及び国民保健の向上に寄与する、このことを法

の目的として定めるとしてあるわけで、社会保障

というところを明記しているわけで、国民の命と

健康を守るための制度として定められているとい

うことです。ですから、やっぱりここのところに

力を入れていただいて、国も地方への支援、しっ

かり国民の命と健康を守るという立場に立って支

援をしていただくことが非常に必要かなというふ

うに思っているところです。全国市長会等々もあ

りますし、そういった部分で積極的に国の負担の

増額、道の負担の増額、これを積極的に働きかけ

ていただきたいというふうに思っているのですけ

れども、この部分についてのお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまは国庫負担〇市民部長（吉原保則君）

なり、道費負担の増額等に対する部分の対応とい

うことでのお尋ねだと思います。平成１７年に三

位一体改革によりまして国民健康保険制度の財源

スキームが変更され、北海道からの補助につきま

しても国民健康保険特別対策費補助金から財政調

整交付金にかわったところでございます。また、

平成２０年度におきましては、保険制度間の不均

衡を是正するために前期高齢者財政調整制度が創

設されました。そのために単純に前年度と比較し

たり、推移を見ることが困難になったところでご

ざいますけれども、療養給付費等をベースに２１

年度決算を当てはめてみると収支はほぼ均衡して

いるところでございますけれども、国と道の支出

金の合計では前年度に比較いたしまして約 ００

０万地ほどが減額というような状況になっていま

す。ただいま議員御指摘のとおり、制度はまさし

く社会保障制度でありますし、国民皆保険、そう

いった部分でございますので、この制度の安定的

な運営のために国や道の財源手当てについて欠か

せないものと考えておりますので、今後とも引き

続き全道市長会を初め国民健康保険連合会などを

通じて国や道への支援の拡大、拡充などを求めて

いきたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

積極的な働きかけをお〇５番（川村幸栄議員）

願いしたいというふうに思っています。

先ほど御答弁の中に平成２０年度で当市の１人

当たり９万２７５地というようなことの報告があ

りました。短期証の発行も２１６世帯というよう

なお話でしたけれども、これはここ数年減ってき
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ているのか、ふえているのか、その部分について

もお知らせください。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の交付状況に〇市民部長（吉原保則君）

つきましては、若干でありますけれども、微増の

傾向にあるように認識しております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今ふえていると言った〇５番（川村幸栄議員）

のでしょうか、減っていると……聞こえなかった

のですが。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

発行の状況につきま〇市民部長（吉原保則君）

しては、若干でございますけれども、微増の傾向

にあると認識しております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

やっぱり年々所得が減〇５番（川村幸栄議員）

ってきている状況、いろんな形での負担が大きく

なってきているということでは収入も減る中で負

担がふえる、所得も減ってきているということか

なというふうに思うわけです。先ほど伺いました

ら、国が資格証世帯に高校生までは無条件に短期

証を発行すると、こういった動きの中で名寄市と

しても高校生以下には短期証、６カ月という期間

を設けているというお話でしたけれども、引き続

きその生活実態等を把握しながら、ぜひ支援をし

ていただきたいと思いますし、やはりいろいろな

形で生活が苦しい、滞納の部分もあるとは思うの

ですけれども、生活保護等への支援にもつなげて

いく、こういった部分もぜひ考慮をしながら対応

していただきたいなというふうに思っているとこ

ろです。

今、先ほどちょっと申し忘れたのですが、所得

が減っている中で国保税の負担の割合、これがど

のくらいになっているのかということなのですが、

実はちょっとかなり正確というふうには言えない、

いろんな条件がありますので、大ざっぱなのです

けれども、ちょっと計算をしてみました。６５歳

以上の御夫婦、後期高齢者になる前の御夫婦で年

金暮らしの方々という中で計算してみました。医

療保険分、後期高齢者支援分、そして介護保険等

々入れますと、年収３００万地、年金でいうと月

２５万地ぐらいでしょうか、この方々、これは収

入で３００万地です。そのちょっと計算してみま

すと約３０万地を超えるという形になります。で

すから、１カ月分の収入が国保税でなくなるとい

うふうな形になってきています。これについてど

のようにお考えになるのかお聞かせをいただきた

いと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま収入に占め〇市民部長（吉原保則君）

る保険税の割合ということで年金者の場合の事例

が示されましたし、例えば給料収入の場合でも給

与収入３００万地で４人世帯の場合でも３４万

０００地ほどかかりまして１ ６％というような

年収に占めるような割合になるということで、こ

ういった意味では非常に重税感が強いのではない

かというような認識は十分持っているところでご

ざいますけれども、一方では医療費の増嵩という

ような部分もございますので、１つには医療費の

抑制に努めていくことも重要な課題でないかなと

考えています。そういった意味では、国保の保健

事業等にポイントを置きながら、健康づくり活動

を進める中で医療費の抑制を図って、一定の医療

費総額に占める税の負担の割合を軽減する方法も

必要でないかなというようなことも考えていると

ころでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

医療費抑制のための対〇５番（川村幸栄議員）

策はもう本当に重要ですし、ぜひ進めていただき

たいというふうに思っているのですが、全国的に

は首切りなどで仕事がなくなって無保険になる、

保険証がない、国保税の滞納を理由に資格証が発

行されて無保険になっている、こういった人たち

がふえていると言われています。何とか保険料、

保険税払ってはいるけれども、先ほど言ったよう

に収入のうちの１ ４％もかかる中で保険税は何
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とか払ったけれども、病院代に困るというような

人たちも非常にふえていると言われています。全

国保険医団体連合会、ことし６月、全国の医療機

関にアンケート調査をされました。治療を中断す

るケースがふえているということで、約４割でこ

の半年間に中断があったというふうにアンケート

調査出されています。名寄市においてこういった

保険証がない無保険者の方、また経済的理由によ

って治療を中断しなければならないような、そう

いったケースがあるのかどうか、実態把握されて

いるかどうかお聞かせをいただきたいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま無保険等の〇市民部長（吉原保則君）

関係についてお尋ねがございましたけれども、国

民健康保険制度につきましては住民登録が一つの

要件になってくるわけでございまして、そういっ

た部分でいきますと登録されている方の中では国

保を含めて無保険の方はいないというような認識

をしているところでございます。しかしながら、

住民登録されていない場合も想定されますので、

そういった場合につきましては、具体の事例があ

った場合につきましては命と健康を守るという観

点から適切な対応をしてまいりたい、このように

考えているところでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

住民票を異動すること〇５番（川村幸栄議員）

ができる方たちは、そんなに大変な思いになって

いない、これができない人たちの中にこそ大変な

支援を、援助を求めている人が多いのかなという

ふうに思っていますので、そういったことをきめ

細やかにしていただきたいというふうに思ってい

ます。とにかく払いやすい国保税にしてもらわな

ければならないと思います。それが非常に強く望

まれるところです。私は、応益応能負担の割合、

この縛りがなくなって、７、５、２の減免ができ

るようになったということですので、思い切って

応益負担の減額を行ってみてはどうかというふう

に思っているのですけれども、例えば１世帯当た

り平均１万地の減というふうになったとしても、

約 ０００万地から ０００万地ということで実 

現できるわけです。やっぱりそういった前向きな

方向性も必要かなというふうに思っているところ

です。例えばこれはちょっと道外で恐縮なのです

が、愛知県一宮市では１８歳未満の国保税の均等

割ですね、均等割のところを３割減免しているの

です。収入もない、働いていないということです

し、子供たちということで、均等割の応益負担を

課すのはどうかというようなことでこういった減

免措置も講じているという例もあるのですけれど

も、こういったことに対するお考えをお聞かせい

ただければと思いますが。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま税の軽減に〇市民部長（吉原保則君）

対する御提言というか、一宮市の事例も含めてお

話がございました。しかしながら、一定程度枠組

みを超えての独自の施策についてはペナルティー

なども考えられることから、慎重に対応してまい

らなければならないなと考えているところでござ

いますので、ぜひ御理解をいただきたいなと思っ

ています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

国のペナルティーの問〇５番（川村幸栄議員）

題、国保税の納付率の減だとか、また独自の施策

に対してペナルティーをかけているわけですが、

こういったことは本当に私は許せないというふう

に思っているわけです。命と健康を守るこの制度

に対して、社会保障であるこの制度に対してペナ

ルティーをかける、あってはならないというふう

に思いますし、さらに市長も加えて市としてどう

ぞ積極的に国や道に国保税への支援を求めていた

だいて、市民負担を軽減するために御努力をお願

いしたいと思います。以上で、時間もありません

ので、次に移らせていただきたいと思います。

基幹産業である農業を守るための問題です。先

ほどことしのウルチ米の価格暴落のニュース、本

当にこんな苦労した中でつくってきたものがこん
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なに安くなっていいのか、そういうふうに思って

聞いておりました。小麦なんかも本当に大きな下

落という中で、農家の方々本当に大変な思いをし

ていますし、また消費者である私たちも黙っては

いられないというような状況にあります。この米

価の暴落については、ＪＡ全中がこの米価暴落が

続く中で政府が過剰米を買い上げて主食市場から

乖離する、こういったことを緊急に米の需要調整

対策をとるように求めた政策提案なども行ってい

るところです。やっぱり先ほど報告がありました

ように６０から８０万トンの過剰米があるという

中で、政府の買い上げというのも必要かなという

ふうに思っているところです。さらに、農水省の

試算によりますと米の生産に係る費用、これは全

国平均なのですけれども、６０キロで１万 ５０

０地、これが農水省の試算でこんなふうに出され

ているわけですので、やはりこういったしっかり

した保障をしていく、これが求められているかな

というふうに思っています。

また、畑作農家の方たちについても本当に今回

の大雨による被害等で甚大な被害があって、大変

な状況になっているなというふうに思っているの

ですが、畑作農家の方から私お話を聞いた方は夏

の暑さの中での農作業大変だったと。それで、そ

のやさきに大雨による冠水被害があって、この影

響によって作業の段取りも大きく変わってしまっ

たのだと、本当にくたくただと、こんな声も聞か

されました。肉体的にも精神的にも経済的にも本

当に大きな負担となっているということでは来年

の営農計画へ希望の持てる支援、これが本当に必

要だというふうに思っているところです。こんな

中で輸入自由化等々進められていけば、農家の方

々への負担も非常に大きくなってくるかなという

ふうに思っているのですが、これにあわせて農業

全体の支援も大分国からの補助金減らされている

というふうに聞いているのですが、施設整備の補

助金カットが言われていますが、名寄市としての

その影響はどのようになるのかお聞かせをいただ

きたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

政権がかわりまして、〇経済部長（茂木保均君）

国の農業政策大きく今年度からかじ取りが変わっ

てきております。特に米の戸別所得補償制度を入

れるということによりまして、この財源確保とい

うようなことで御案内のとおり土地改良事業費、

これが約６割削減になっております。さらには、

今お話ありました農業近代化施設にかかわる部分、

例えば米の乾燥調製施設であるとか野菜の集出荷

施設であるとか、こういった事業展開がいろいろ

あるわけですけれども、これらについても事業仕

分けの中で前年度比７割とか６割とか、そんなよ

うな状況になっておりまして、２１年よりも２２

年、２２年度よりも２３年という部分で、今概算

要求が出ておりますけれども、特に各種の補助事

業につきましては基本的な考え方の中に融資の制

度を入れると。そして、そういうことによって足

腰を強くしたいという、そういう考え方がありま

して、補助事業については削減という方向がなさ

れているというのが実態でございます。

名寄市におきましての影響の状況ですけれども、

土地改良事業に関しましては今年度から特に中名

寄地区で圃場整備事業が始まりました。これにつ

いても当初の段階では１２備地ぐらいの予算で本

年度始まる予定でしたけれども、半分程度の予算

しかつかなかったと、こういうこともあります。

それから、近代化関係の事業につきましては、今

年度は特になかったのですが、来年度ＪＡのほう

で米のいわゆる玄米ばら集出荷施設というのを予

定しております。約３備 ０００万地ぐらいなの

ですが、これについても補助事業ということで計

画をいたしてございますが、現段階においてはな

かなか国の予算が厳しいというようなことで、採

択に向けた今いろんな要望もしておりますけれど

も、厳しい状況を示唆されているというような状

況でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）
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大幅にカットされてい〇５番（川村幸栄議員）

るということです。融資という話もありました。

国の補助金が出なければ、そのしわ寄せが生産者

である農家の皆さん方に来るということになって

しまうのかなというふうに思うわけですが、来年

の営農計画どころか将来への展望も見えてこない、

そんなふうになってしまうかなという不安も抱か

ざるを得ないかというふうに思っています。

農林水産省の２０１０年農林業センサス調査、

国が行う統計調査です。農業就業人口が前回調査、

２００５年に比べて農業就業人口が２ ４％の減

になっている。減少率では比較可能な１９８５年

以降で最大を記録したというふうになっています。

耕作放棄地も ６％の増加となっている。このよ

うに出されていて、歴代政府が輸出拡大、そして

引きかえに国内農産物の輸入自由化を推進してき

たことが日本の農業の荒廃を招いたことを示して

いるのかなというふうに私は思っています。やは

り安心、そして安全で安定した食料を供給する、

こういった農家の方たちを本当に支援していきた

いというふうに思いますし、また後継者、担い手

を育成するためにも本当に支援が必要だなという

ふうに思っているところですが、名寄市のグリー

ン・ツーリズム推進協議会が行っている農業体験

旅行、これが大変好評だったと報道されていまし

た。農業への関心、食に対する関心、これらを深

めていただける貴重な体験だったというふうに思

うのですが、この部分についての御見解あればち

ょっとお知らせをいただきたいと思いますが。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業体験を中心とし〇経済部長（茂木保均君）

たグリーン・ツーリズム事業の取り組みにつきま

しては、一昨年ぐらいから研究会を立ち上げまし

て取り組んでおります。もともとはいわゆる修学

旅行生を何とかこの地域に呼びたいというところ

の発想から始まったところでありまして、１９、

２０、２１とまだまだ先進地に行ったり、あるい

はちょっとお試し的に市民の方、あるいは大学の

協力を得て始まってきたところであります。こと

しから、まだ修学旅行生というわけにはいきませ

んけれども、小中学生の総合学習というのですか、

そういったものを通じて、ことしは３回、大学入

れて４回やらせていただいておりまして、非常に

大きな成果を上げてきたなというふうに思ってお

ります。グリーン・ツーリズム推進協議会という

組織を立ち上げておりまして、農家の方々今２０

名ぐらいの会員さんがおりまして、それぞれ体験

農業というようなことで取り組んでおります。こ

としは、５月２６日に札幌市立稲陵中学生が１３

９人、６月１７日に札幌市立向陵中学校の２年生

が１０１人、７月２８日には東川町内の小学生、

てっぺんスクールというところが１６人、それか

ら名寄市立大学生が６０人が名寄市立大学の教養

課程で北海道の食と農という授業の中に取り入れ

ていただきまして、３回にわたって農業体験をし

ているというようなことでございまして、今後も

都市と農村の交流だとか、あるいは地産地消の取

り組みというようなことで、農業経営の多角化と

いうこともにらみながら、あるいはまた農家の理

解を、農業の理解を深めるということで推進して

まいりたいと考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこういった方々〇５番（川村幸栄議員）

の中から、参加された方々の中から新規就農等々

そういった方もふえたらいいなというふうに思っ

ているところです。私たち日本共産党は、こうし

た農家の皆さん方、安全な食料を守っていただく

という立場で輸入自由化の反対、また価格保障、

所得保障、これをしっかりやってもらう、そうい

った立場でこれからも関係の団体の皆さん方と一

緒に運動を進めていきたいというふうに思ってい

ます。

エゾシカ対策なのですけれども、これは本当に

行政ごとの単位では対応は限界があると。広域で

すから、本当に大変だというふうに思っています

ので、国や道への支援強く求めていただきたいと
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思っています。

また、先ほど個体数を減らすことというふうな

お話もありました。後処理の問題が大きいかなと

いうふうに思っているのですけれども、今各地で

シカ肉の活用も出されていて、食品成分表で見て

みますと非常に低カロリーで、鉄分、亜鉛などが

多く含まれているということで、そういった関係

の方たちへのいろんな知恵なんかも発揮していた

だいて、そういう活用もあわせて進めていただき

たいなというふうにお願いをして、次に移らせて

いただきたいと思います。

最後になりますが、地上デジタル放送の部分で

す。実は、ことし７月２５日に停波実験行った石

川県珠洲市、ここでは地デジ普及率ほぼ１００％

に達してこの停波実験が行われたと。その１００

％に達した中身というと、デジサポ珠洲というと

ころ、そういう総務省のサポートセンターですね、

それと地域の電気屋さんが全戸を訪問して説明を

して回った。市も広報等で繰り返して周知して進

めてきた。また、チューナーの支援も条件をつけ

ずに１世帯４旭貸与すると、こういった形の中で

普及率ほぼ１００％というような形で停波実験が

行われております。こういった本当に徹底した支

援をしなければできないという状況にあるのかな

というふうに思っています。今政府は簡易チュー

ナー１旭だけ無料支給するとしていますけれども、

対象は生活保護世帯などＮＨＫの受信料全額免除

世帯のみとなっているわけで、経済的に準備が困

難な世帯への支援も必要ではないかなというふう

に思っているところです。今回の定例会の中で、

さきの大雨災害の問題等々たくさん質問されてい

ました。その中で情報収集、これの中でやっぱり

テレビが最も身近にあると、収集する手段として。

ですから、今後もこのような突然大きな災害、少

なくないと今言われておりますので、テレビが見

られない、情報が得られないという市民をつくっ

てはならないというふうに思っていまして、市民

の状況把握しっかり行っていただき、また国へも

しっかり要望を伝えていただいて、対応を求めて

もらいたいというふうに思っています。この部分

について御答弁いただければというふうに思いま

すが。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

全国の自治体から〇総務部長（佐々木雅之君）

地デジの関係についてのさまざまな要望ありまし

て、国のほうも難視聴地区の関係については積極

的に対応していまして、ＮＨＫと連携した形で、

先ほど述べました難視聴の９世帯のほうにつきま

してもＮＨＫの契約している方については高性能

アンテナでの対応を希望する方が多くて、 ００

０地程度の負担でということでもあります。基本

的には国が思い切った電波政策の変更によって起

きた部分でありますので、いろいろ地デジの相談

会もこれからまた１０月に予定しておりますので、

多くの市民の方の意見も聞きまして、国のほうに

必要な支援の関係については要望してまいりたい

と思っております。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時１２分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第１８号 名寄市過疎地域自立

促進市町村計画についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 名寄市過〇市長（加藤剛士君）

疎地域自立促進市町村計画について、提案の理由

を申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、

同法の失効期限が平成２８年３月３１日までの６

年間延長され、本市は引き続き過疎地域を区域と
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する市町村として公示されました。

本件は、市議会議員協議会及び北海道との協議

を経て、名寄市過疎地域自立促進市町村計画がま

とまりましたので、同法第６条第１項の規定に基

づき議会の議決を求めるものであります。

なお、同計画の概要につきましては、総務部長

から説明をさせますので、よろしく御審議くださ

いますようお願いを申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

補足説明をさせて〇総務部長（佐々木雅之君）

いただきます。

まず、過疎地域の要件について申し上げます。

過疎地域の要件につきましては、人口と財政力の

２つの要件がありまして、人口につきましては昭

和３５年と平成１７年を比べた人口減少率が３３

％以上の要件に対し本市は３４％、財政力指数に

つきましては平成１８年度から２０年度までの財

政力指数の平均が ５６以下の要件に対し本市は

３０となっており、いずれの要件も満たすこと

から、過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項

の規定に基づき、過疎地域の市町村として公示さ

れたものであります。

次に、本計画の概要について申し上げます。本

計画の期間につきましては、法の延長期間と同じ

く平成２２年度から平成２７年度までの６年間と

しています。本計画の構成は、法の規定に基づき

まして、１、基本的な事項から１０、その他地域

の自立促進に関し必要な事項までの１０項目で構

成をしています。１、基本的な事項では、過疎の

状況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況

など現状と課題を明らかにし、過疎からの脱却、

地域の自立促進の基本方針、計画期間について記

述をしています。２の産業振興から１０のその他

地域の自立促進に関し必要な事項では、各分野に

おける現状と問題点及びその対策を記述していま

す。２の産業振興における計画登載事業では、農

業関係、林業関係、商工関係、観光、レクリエー

ション関係など合計で３１事業、概算事業費で８

４備 ０００万地、３の交通通信体系の整備、情

報化及び地域間交流の促進における計画登載事業

では道路関係、農道関係、情報化関係、道路整備

機械、地域間交流など合計４９事業、概算事業費

で４６備 ０００万地、４の生活環境の整備にお

ける計画登載事業では水道関係、下水道関係、消

防救急関係、公営住宅関係など合計２８事業、概

算事業費で６０備 ０００万地、５つ目、高齢者

等の保健及び福祉の向上及び増進における計画登

載事業では高齢者福祉関係、児童福祉関係、健診

関係など合計１２事業、概算事業費で３６備 ０

００万地、６の医療の確保における計画登載事業

では市立総合病院施設整備事業のほか、今回の法

改正に伴い新たに過疎債の対象とされましたソフ

ト施策として医療スタッフ確保対策事業を登載し、

合計３事業、概算事業費で３５備 ０００万地、

７つの教育費の振興における計画登載事業では学

校教育関係、集会施設、体育施設関係、市立大学

整備事業など合計１１事業、概算事業費で５７備

地、８の地域文化の振興等における計画登載事業

では文化ホール建設事業など合計３事業、概算事

業費で２０備 ０００万地、９の集落の整備では

登載事業はありません。１０のその他地域の自立

促進に関し必要な事項における計画登載事業では、

地域活性化事業など合計２事業、概算事業費で

０００万地をそれぞれ登載しておりまして、合計

１３９事業、概算事業費で３４２備 ０００万地

を見込んでおります。

なお、登載事業については、総合計画との整合

性や過疎債の活用が見込まれる事業を主として登

載しておりますが、実施に当たっては本年度より

策定の準備を進めます総合計画後期計画における

議論や優先度を踏まえ事業の厳選を図ってまいり

たいと考えております。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）



－186－

平成２２年９月２２日（水曜日）第３回９月定例会・第４号

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

９号 工事請負契約の締結についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 工事請負〇市長（加藤剛士君）

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２２年度北斗団地公営住宅建設工

事について、９月１日、５社による指名競争入札

を執行した結果、予定価格に達しなかったため、

最低入札価格業者である大野組・坂下経常建設共

同同業体と協議をし、１備 ５００万地に消費税

及び地方消費税７７５万地を加え、１備 ２７５

万地で契約を締結しようとするものであり、名寄

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議

決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては建設水道部長から説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

いを申し上げます。

補足説明を野間井建〇議長（小野寺一知議員）

設水道部長。

市長提案の補〇建設水道部長（野間井照之君）

足説明を申し上げます。

本工事は、平成１９年度に策定しました住宅マ

スタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画

に基づき、老朽化した北斗団地、新北斗団地の建

てかえ事業により建設をするものであります。昨

年の実施設計に基づき、平成２３年１０月下旬完

成に向け、準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いします平成２２年度北斗団地

公営住宅建設工事の事業概要について御説明をさ

せていただきます。本工事の事業概要は、鉄筋コ

ンクリートづくり２階建て、延べ面積は住宅棟が

９７ ８平方メートル、物置、自転車置き場が７

７８平方メートルの合計が ０５ ５８平方メ  

ートルであり、住宅の供給戸数は１ＬＤＫが６戸、

２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが４戸の合計１２戸で

あります。全体工事費は２備 ４００万地を計上

しており、建築工事、機械設備工事、電気設備工

事、建具工事の４工事に分けて発注いたしました。

このうち本日議決をお願いしますのは建築工事で

あります。

初めに、入札におきまして指名競争入札で行い

ました。入札等審議委員会が地域限定による入札

参加同業体を２月１日に公募の公示をし、市内の

共同同業体５社が応募し、応募のあった５社に８

月１２日に指名通知いたしまして、縦覧期間を８

月１３日から８月３１日までとし、９月１日に入

札を執行いたしました。結果、２回の入札を行い

ましたが、予定価格には達せず、最低入札価格業

者である大野組・坂下経常建設共同同業体と協議

をし、消費税込み１備 ２７５万地で随意契約を

行ったものであります。

なお、工事期間は、議決後、契約締結後の２４

日から平成２３年１０月２８日までを予定してお

ります。

次に、お手元の説明資料について御説明いたし

ます。図面１番をお開きください。配置図であり、
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建物の北側には来年度発注を予定しております駐

車場があり、旭数は全住宅分を確保するとともに、

除雪に配慮した配置として十分な堆雪スペースを

確保しております。また、南側には入居者が自由

な発想での栽培を可能とする共用の菜園スペース

も確保しております。

図面２番をお開きください。１階平面図であり、

図面中央の廊下の上部が各戸の物置、自転車置き

場等の共用スペースであり、下が住宅となってお

ります。

次に、図面３番をお開きください。２階平面図

であり、各住戸プランは１階と同様となっており

ます。

最後に、図面４番をお開きください。立面図で

あり、落雪による事故防止及び排雪低減を考慮し、

陸屋根としました。また、外壁面の仕上げは主に

塗装が主体となっていることから、色彩について

は周辺環境や新北斗団地との調和を考えておりま

す。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

何点か御質問いたし〇１５番（高橋伸典議員）

ます。

今回２回の入札でちょっと修正しまして入札に

なったということで、市との開きが何％ぐらいあ

ったのかちょっとお知らせいただきたい。

それと、今回の図面を見ましたら、南につくっ

ている南団地、（仮称）北斗団地の建てかえ工事

でつくった南団地と同じような形態の図面だと思

います。そして、問題が私はちょっと通路の部分

なのですけれども、向こうの南団地の通路の部分、

同じ方式だと思いますので、冬になると窓ガラス

に氷がついて、あれが解けて下のほうに氷ができ

るという住民のお話を聞きました。そして、大変

滑って危ないというお話を聞いたのですけれども、

今回はそのような対策をとられているのかどうか。

また、形態が同じだったら状況的に同じくなると

いうことで、冬になると日中窓ガラスの氷が解け

て、通路に水が流れて、朝、夜になると氷になる

という通路の状況があるということなものですか

ら、その辺どうなのか教えていただきたいという

ふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

２点にわたり〇建設水道部長（野間井照之君）

御質問をいただきました。１点目の予定価格との

落札札との差額でありますが、予定価格が１備

５６８万地だったものが第２回目の部分では１備

９００万地でありましたから３３２万地ぐらい

の差がありまして、ここで不落で随契という形を

とらせていただきました。

次に、通路部分の氷結の部分であります。私も

今南団地の部分は情報として高橋議員のほうから

初めてお聞きしましたので、南団地のほうの状況

を持ち帰らせていただいて状況を把握した上でこ

っちの団地、あるいはそっちの南団地のほうの対

策も練らせていただきたいというふうに考えてい

ますので、御理解をいただきたいというふうに思

います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

その南団地のほうは〇１５番（高橋伸典議員）

ちょっと調査していただいて、同じ方式でしたら

きっとそのような状況が起きるというふうに思い

ますので、ぜひ改善のほうをよろしくお願いした

いというのと入札金額がちょっと合わなかったと

いう部分、２回落札をしたということなのですけ

れども、若干その工事関係の部分で設計事務所か

ら来る数量とやはりこちらでやる数量が違う部分

が出ていると私は思うのです。そして、風連の市

街地開発もそうだったのですけれども、やはり名

寄でやる入札金額と札幌や何かでつくっている設

計金額というのは違うわけなのです。その差が出

ると、なかなか名寄の業者は苦しいというお話も

されておりましたし、できれば札幌で設計事務所
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がつくった設計数量、ある程度機械ですから正し

い部分も出ると思います。しかし、人間ですから

落とす部分もきっと出るというふうに感じるので

す。こちらにいる建設部の職員さん、それを再度

やるといったら本当に大変な労作業というふうに

私は思いますし、大変だと思いますけれども、そ

の金額等の確認というのですか、それは名寄市で

はやられている、ある程度はやられていると思う

けれども、細部にわたってはちょっと厳しいなと

いうふうに私も思います。思うのですけれども、

その辺どうなのか若干もう一回教えていただきた

いというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

積算の方法に〇建設水道部長（野間井照之君）

ついて御質問いただいたというふうに思います。

私どもも札幌の設計会社、あるいは旭川の設計会

社が設計をしていただいて、数量の確認は当然な

がらお互いにさせていただいています。

それと、今回の不落の部分で私どもも業者のほ

うとは協議をさせていただいておりませんけれど

も、入札の際に内訳書をいただいておりますので、

私のほうで内訳書をいただいて、私どもの設計担

当者の部分と照らし合わさせていただきました。

今回の主な要因は、例えば設計の仕方には単価が

北海道単価、標準単価と見積もりによる単価表、

あるいは今高橋議員が言われたような地域単価と

いうか、その地域でしか生きない単価がございま

して、そのそれぞれの単価で市のほうも積算して

おりますけれども、今回の場合もその単価のとり

方の行き違いがあるのではないかというふうな形

で私のほうは見させていただきました。したがい

まして、来年度からこの辺も含めて勘案させてい

ただきまして、ここをどういうふうな解決策があ

るかを来年度からの入札の部分を今入札審議委員

会のほうで審議をさせていただいて、来年度から

少し、今例えば２回の部分を３回、その間に現場

の説明会を１回入れさせていただいて、お互いに

納得した上で入札をしていただくという方式をと

らせていただこうというふうに考え持っています

ので、その辺も含めて御理解をいただきたいとい

うふうに思っています。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

同様の中身なのですが、〇４番（竹中憲之議員）

以前にも市で考えている価格よりも入札、札入れ

が低かったということがあったような気がしてい

るのですが、今回は市で出したものよりも３３８

万地ほど高いと。こういうことで２回の札入れを

して、結果的には最低入札業者にということなの

ですが、このような取り扱いの決まりというのは

どこかにあるのか。今部長言われたように、今後

もう一回やる間に説明をしてということなのです

が、その決まりがどこかにあるのかどうか。１備

０００万地ですから３３０万地というのはそう

大きくはないかもしれませんけれども、開きが大

きくないかもしれませんが、そのような決まりが

どこかにあるのかどうかちょっとお聞かせを願い

たいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私どもの入札〇建設水道部長（野間井照之君）

執行にかかわる規則を、規約というか、要綱を持

っていまして、こういう形でやるという部分を今

ちょっと大変申しわけありません、正式な名称は

手持ちが資料がないので、申し上げられないので

すけれども、それに沿ってやらせていただいてい

ます。入札の落札低価格者と協議をするという部

分はその要綱に沿ってやらせていただいています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

要綱があるということ〇４番（竹中憲之議員）

ですから、それは理解をしましたが、入札の差が

どのぐらいでその要綱にあるのか、合うのか、そ

んなところがどういうふうになっているのかにつ

いてもしわかればお聞かせ願いたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

最低価格の部〇建設水道部長（野間井照之君）

分では持っておりませんで、一応最低落札者とい

うか、最低価格者と協議をすると。そこで協議が
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調わなければ一応それは中止という形をとってい

く形になると思います。協議の段階でお互いに納

得ができなければ、それは不落という形でおさめ

ていただくということになるというふうに思って

います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

０号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本定例会議案第８号 平成２２年度名

寄市一般会計補正予算で議決いただきましたピヤ

シリスキー場の整備にかかわるものであり、平成

９年度に取得をしたスキー場のゲレンデ整備に使

用している圧雪車が老朽化したため、更新する車

両を取得しようとするものであります。

取得しようとする車両は、ドイツのケースボー

ラー社製２０１０年式ピステンブーリー４００Ｐ

パーク仕様の圧雪車１旭及び附属一式であり、東

京都千代田区内神田１丁目４番２号、スノーシス

テムズテ式会社から ３４９万地 ０００地で購 

入しようとするものであります。名寄市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定に基づき議会の議決を求める

ものであります。よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

１号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２２年第２回定例会における平成

２２年度名寄市一般会計補正予算で議決いただき

ました学校給食センターシステム食器洗浄機更新

事業にかかわるものであり、平成３年度に取得し

た現行機器が老朽化をしたため更新するシステム

食器洗浄機一式を北海道市町村備荒資金組合の譲

渡事業を活用し、 １７１万地で取得しようとす

るものであります。名寄市議会の議決に付すべき
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契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定に基づき議会の議決を求めるものでありま

す。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を鈴木教育〇議長（小野寺一知議員）

部長。

議案２１号、学校給〇教育部長（鈴木邦輝君）

食センターのシステム食器洗浄機の取得につきま

して補足説明をさせていただきます。

現在学校給食センターに設置しております食器

洗浄機は、設置後１８年を経過をしており、老朽

化に伴う故障等が近年になって多く発生している

ことから、安全、安心で安定的な給食供給に支障

を来すおそれがある状況になっております。この

ため機器の更新について検討してきたところであ

ります。学校給食センターは、平成３年に改築さ

れ、当時設置していた食器洗浄機の能力は一度に

６ラインの食器洗浄が可能であり、基本的にはこ

れらの能力を上回ることを前提に検討したところ

であります。洗浄機は、食器の汚れ落ちと処理能

力が重要な要素であり、現状の機種では前段の汚

れを落とすための浸漬槽という食器を水に浸して

おく槽でありますけれども、それが内蔵型の機器

でありましたが、現在の主流は洗浄本体と浸漬槽

が分離したシステム型の洗浄機になっております。

これらを総合的に判断したとき、浸漬槽が分離し

たことにより前段の汚れ落ちが進み、食器の洗浄

能力が一段と増すことになります。洗浄機の機種

選定に当たっては、分離型システム洗浄機を前提

に、これらの能力を有する機種として日本調理機

テ式会社とタニコーテ式会社の２機種を指定をし、

この２機種の取り扱いが可能で、かつアフター体

制の整った２社、北昭産業テ式会社と藤田産業テ

式会社を指名をいたし、指名競争入札を行いまし

た。これらシステム食器洗浄機の整備を北海道市

町村備荒資金組合の資金を活用し、整備をしよう

とするものであります。

以上、補足説明とさせていただき、よろしく御

審議いただきますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第７ 報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について、報告第４号 平成２１年度決算に

基づく資金不足比率の報告について、２件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 平成２１年〇市長（加藤剛士君）

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第４号 平成２１年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第３号につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基

づき、また報告第４号につきましては同法第２２

条第１項の規定に基づき平成２１年度決算に基づ

く健全化判断比率及び資金不足比率を御報告申し
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上げるもので、細部につきましては総務部長から

説明させますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから報告第３号 平成２１年度決算に基づく健

全化判断比率の報告について及び報告第４号 平

成２１年度決算に基づく資金不足比率の報告につ

いて一括して補足説明をさせていただきます。

お手元のほうに配付させていただきました資料

の１ページをお開きください。初めに、総括表１、

健全化判断比率の状況、平成２１年度についてで

ありますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率

につきましては、赤字が発生していないことから

なし、表示ではバー表示になっております。実質

公債費比率につきましては、前年度より ９％下

がりまして１ ９％、将来負担比率につきまして

は２ ３％下がりまして１２ ３％となりました。 

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表２、連

結実質赤字比率等の状況（平成２１年度決算）に

ついてであります。初めに、表の左上の欄は一般

会計の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内訳

を記載しています。一般会計の実質収支は４備８

２２万 ０００地の黒字となっていることから、

分母である標準財政規模、これは市税や普通交付

税など毎年安定して入ってくる収入のことで家計

でいいますと年収に当たります、に対する割合は

マイナスの ５％で、実質的な赤字が発生してい

ないことからなし、バー表示となっております。

次に、一般会計に特別会計、同業会計などすべて

の会計を対象とした連結実質赤字比率につきまし

ては、すべての会計の実質収支を合計すると表の

右下のとおり２０備 ４３９万 ０００地の黒字 

となりました。この額が標準財政規模に占める割

合はマイナスの１ ３８％になり、実質的な赤字

が発生していないことから同じくなし、バー表示

となっております。なお、同業会計につきまして

は、実質収支を計算する際の数値につきましては

純利益、または純損失ではなく、資金不足、剰余

額となります。水道事業会計及び病院事業会計の

いずれの決算も純損失が発生しておりますが、流

動資産の額が流動負債の額を上回っていることか

ら、上回っている金額が資金剰余額として計算さ

れることになります。

３ページをお開きください。次に、総括表の３、

実質公債費比率の状況（平成２１年度決算）につ

いてであります。実質公債費比率とは、一般会計

の公債費に加え特別会計や同業会計、一部事務組

合などへの公債費に準じた繰出金や負担金などの

合計額が標準財政規模に占める割合をいい、直近

の決算、１９年から２１年の３カ年間平均を用い

て計算をいたします。平成２１年度決算では、前

年度より ９％下がりまして１ ９％になりまし 

た。実質公債費比率が下がった主な要因は、公営

同業への公債費に準じる繰出金、公債費に準じる

債務負担行為の減少などが挙げられます。実質公

債費比率につきましては、平成１７年度決算から

導入されまして、名寄市は当初から１８％を上回

っておりました。このため地方債制度が許可制か

ら協議制へ変更になった平成１８年度以降も引き

続き許可団体のままでありました。今回初めて数

値が１８％を下回ったことから、平成２２年度以

降の地方債発行につきましては協議制へ移行する

見込みとなりました。

４ページをお開きください。総括表４、将来負

担比率の状況（平成２１年度決算）についてであ

ります。将来負担比率とは、地方債残高など一般

会計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政

規模に占める割合をいいます。平成２１年度決算

では、前年度より２ ３％下がりまして１２ ３ 

％となりました。上段の将来負担額は、地方債の

現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営

同業等繰り入れ見込額、職員の退職手当負担見込

額など将来にわたって負担すべき金額を記載して
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います。また、中段の充当可能財源等は、充当可

能な基金や特定歳入、例えば公営住宅使用料など

であります。将来にわたって地方交付税で措置さ

れる基準財政需要額算入見込額などを記載してい

ます。将来負担比率が下がった主な要因は、債務

負担行為に基づく支出予定額、公営同業等歳入繰

り入れ見込額、職員の退職手当負担金見込額など

が減少したこと、充当可能財源である基金の残高、

特定歳入の増加などが挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営同業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

同業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当額の欄は貸借対照表における流動負債の

金額を、また歳入相当額につきましては流動資産

の金額をそれぞれ記載しており、その差額が資金

不足額になります。両会計とも流動資産の金額が

流動負債の金額を上回っているため資金不足はマ

イナスとなっておりまして、資金不足比率はあり

ませんので、バー表示となっております。

また、簡易水道会計ほか４特別会計につきまし

ては、それぞれ歳入歳出の決算額を記載しており、

いずれの会計も一般会計からの繰入金で調整して

おりますので、収支はゼロで、資金不足は生じて

おりません。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第３号外１件を終結いたします。

加藤市長より発言を〇議長（小野寺一知議員）

求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

議長からお許しをいただ〇市長（加藤剛士君）

きまして、貴重な時間をいただきました。まこと

にありがとうございます。（仮称）市民ホールの

建設場所につきまして決断をさせていただきまし

た。経過を含めて御報告をさせていただきます。

市民ホールの建設につきましては、市民懇話会

により協議と視察をしていただき、ホールの規模、

建設位置などを御論議いただき、ことし３月に報

告書として答申をいただいたところでございます。

報告書においては、位置、規模について両論併記

であったことから、８月以降庁内においてプロジ

ェクトチームを設置をし、位置の選定も含めて検

討をしてまいりました。このたびこのプロジェク

トチームの市民ホール部会で建設位置の検討がま

とまり、部会長、鈴木教育部長から正副委員長、

中尾、久保両副市長に御報告がありまして、委員

長から私のほうに御報告がありましたので、それ

を受けて私が判断をしたものでございます。

建設場所の関係におきましては、建物と駐車場

を含めた空間のゾーニングを行ったときに、冬期

間の課題、拡張性、交通動線、現在の空間利用も

考慮して総合的に判断をさせていただいたところ

であります。この判断に当たって、まちの中が静

か過ぎて何とか起爆剤が欲しいとして懇話会がホ

ールをつくるに当たって両論併記としたのは、懇

話会の意見と、あと私が各種会合等に出席をして

受けた感覚として、市内全体の意見が中心市街地

と文化センター西側の用地との両方の願いがあっ

たものというふうに受けとめています。その願い

を両方をかなえるために、現在の市民会館の貸し

会議室機能を持つ本館とホールについて両方の期

待にこたえるようにさせていただきました。市民

会館本館の貸し会議室機能については駅横の整備

で行い、市民会館のホール部分については町中で

はスペースと各種制約等もあるために、文化セン

ターの西側に芸術文化活動の拠点となる施設とし

て配置をしようとするものであります。駅横整備

も市民ホール整備も社会資本総合整備交付金事業

を活用して行うことといたします。ホールにつき

ましては、芸術文化の拠点にふさわしい市民ホー
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ルとして整備を行い、駅横では複合交通センター

として市民交流センターとしての設置を行ってま

いります。

決定に当たり、建物のスペースとしてホールが

５００から７００席数が想定される建物面積は、

他の市の建設状況から考えて ０００から ５０ 

０平米が想定をされます。その面積から南広場で

のゾーニングを考えると、駐車場旭数は最大でも

２００旭以下しか確保できない状況であり、予定

席数と駐車場の収容旭数を勘案したときの空間配

置の難しさと拡張性のない点、冬の雪の堆積、ま

た南９丁目通が狭くて、西２条、３条からの進入

の通行面が課題として考えられておりました。席

数から考える駐車スペースは少なくても３００旭

は必要と考えており、スポーツセンターの駐車場

が３５０旭ですから、その規模が想像をされるか

と思います。現在市民文化センターの西側の建設

を想定した場合も建物と駐車スペースを完全に確

保するものではありませんが、隣接地に市有地が

あり、それを活用することで拡張が可能でありま

す。市民会館のホールは、文化センター横に市民

ホール機能として、本館の貸し会議室機能は中心

市街地の要望にこたえて駅横で整備を行うことに

よって懇話会で出された両論の願いをかなえるも

ので、文化センター西側は経済的にも機能的にも

よしとする場所と判断をさせていただきました。

以上でございます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

９月２３日から２９日までの７日間を……

（「議長、休憩お願いします」と呼ぶ者あり）

どういうことで。〇議長（小野寺一知議員）

（「よろしいですか」と呼ぶ者あり）

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

１７日の一般質問に〇１１番（佐藤 勝議員）

おける黒井議員への答弁とただいまの市長の報告

の整合性を確認させていただきたいのですが、い

かがでしょうか。というのは、私は黒井議員の答

弁に対する文化センターのことに対してはまだ決

まっていないというふうに理解していたものです

から、それが１７日から４日経過しただけですか、

きょうそういった決定事項として報告があったと

いうことで、教育部長から両副市長に対するその

決定報告があったのが何日なのかも含めて経過を

知りたいものですから、休憩を求めてただいま申

し上げたようなことでお願いをいたします。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時０３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。９月２３日から２９日まで

の７日間を休会といたします。御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、９月２３日から２９日までの７日間を

休会とすることに決定いたしました。

本日の日程はこれで〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

平成２２年９月２２日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 持 田 健

署名議員 川 村 正 彦
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平成２２年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年９月３０日（木曜日）午後２時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２２年第１回定例会付託請願第１

号 廃棄物処理施設整備事業（廃プラ

スチック油化施設）の採択について

（民生常任委員長報告）

日程第３ 議案第１５号 平成２１年度名寄市各

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 意見書案第１号 道路の整備に関する

意見書

意見書案第２号 Ｂ型肝炎問題の早期

全面解決を求める意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、教

職員定数改善、就学保障充実など２０

１１年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書

意見書案第４号 公共投資の推進によ

る景気対策を求める意見書

日程第５ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２２年第１回定例会付託請願第１

号 廃棄物処理施設整備事業（廃プラ

スチック油化施設）の採択について

（民生常任委員長報告）

日程第３ 議案第１５号 平成２１年度名寄市各

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 意見書案第１号 道路の整備に関する

意見書

意見書案第２号 Ｂ型肝炎問題の早期

全面解決を求める意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、教

職員定数改善、就学保障充実など２０

１１年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書

意見書案第４号 公共投資の推進によ

る景気対策を求める意見書

日程第５ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２４名）

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

平成２２年９月３０日（木曜日）第３回９月定例会・第５号
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３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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休会前に引き続き本〇副議長（熊谷吉正議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 大 石 健 二 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

を指名をいたします。

日程第２ 平成２２〇副議長（熊谷吉正議員）

年第１回定例会付託請願第１号 廃棄物処理施設

整備事業（廃プラスチック油化施設）の採択につ

いてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

民生常任委員会、佐藤勝委員長。

議長より御〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

指名をいただきましたので、平成２２年第１回定

例会において民生常任委員会に付託されました請

願第１号 廃棄物処理施設整備事業（廃プラスチ

ック油化施設）の採択についての請願について、

当委員会における審査の経過と結果の御報告を申

し上げます。

この請願は、道北なよろ農業協同組合、中島道

昭氏、（元）プラスチック油化還元研究会代表、

森田義直氏、庄司佳正氏、ＮＰＯ法人名寄心と手

をつなぐ育成会代表、林豊氏から提出されたもの

であり、請願事項は廃プラスチック油化施設の早

期事業化であります。

その趣旨は、世界規模で環境保全への取り組み

が進む中、環境と共生する循環型社会の形成を掲

げる当市にあっては、年間総ごみ量の５０％超

（重量比）を埋め立て処分している現状で、リデ

ュース、リユース、リサイクルの３Ｒを推進する

廃プラスチック油化事業はごみの減量を具現化す

るものであり、これまでに埋め立てていたプラス

チック廃棄物を油化することによってエネルギー

転化を図るという目的と地域活性化の一つの動き

として地域にこれまでになかった社会資本整備、

つまり廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理施設

として、また産業廃棄物としての廃プラスチック

もあわせて処理をする施設として適正処理と油化

を行うことを目的とした施設建設事業で、平成１

９年から廃プラスチック油化事業の実現を目指し

て調査研究、先進地視察などに取り組んできてい

ます。効果としては、農業用廃プラスチック処分

費の削減による農業者支援、雇用創出による障害

者支援、事業益効果を市民に還元する市民支援、

地元企業への経済波及による企業支援、最終処分

場の延命、ＣＯ 削減など総合的効果が期待される２

としています。また、費用対効果では、５年目以

降から具体的な経済効果が生じるとした費用対効

果分析も別冊で添付されています。

委員会は、４月２１日、５月１１日、６月１４

日、１６日、２５日（調査）、７月９日、８月４

日、２０日、９月３日の９回にわたり開催し、市

民部長を初め担当職員の出席と請願者の森田義直

氏に参考人として出席を求め、慎重に審査を行っ

たところであります。

審査では、初めに担当職員から廃プラスチック

油化施設整備事業についてプラスチック油化還元

研究会としての経過について、また市として油化

プラントの建設場所、収集、事業運営、精製油の

販売、事業主体等について検討した経過報告があ

りました。委員からは、耐用年数について、原料

確保について、費用対効果について、施設面積に

ついてなどの質問が出され、耐用年数は２０年程

度、費用対効果では年間費用が ２８０度度、精

製油販売が ９２０度度だが、埋め立て処分の延

命などトータルでプラスになる計算とのこと、施

設面積は建物、敷地を含めて同じ規模の施設があ

るる庄市の例ではる ６００平るるートルとのる

明を受けました。また、参考人の森田義直氏から

まずさきに掲げた事業の効果に対するる明があっ



－198－

平成２２年９月３０日（木曜日）第３回９月定例会・第５号

た後、主に考えるの違う点について市、参考人双

るからる明を受け、それによりますと建設コスト

は２は ０００度度であること、はは日数は２５

０日、１日の処理量 ５トン、原料として００と

する廃プラスチック収集量が年間３７５トン、市

の負担は ３００度度、のののの解体と一体であ

れれ国のれれは３分の１で １００度度、後年の

交付税措置によりる６０％が国かられてんされる

とのる明がありました。

相違点といたしましては、農業用マルチなど汚

れのある原料について、市は油化率を上げるため

に洗浄が００で、そのための洗浄施設が００にな

り、コストを０する、請願者側は高熱処理した土

等は残渣物として残るので、洗浄の００はなく、

農業者からの処理料金はいただかないとのことで

ありました。また、原料の確保について、市は安

定的に一定量を確保するためには広域での対応が

００であるとの見解であり、請願者は年間予定０

０原料３７５トンのうち農協経由の廃プラスチッ

クが１５０トン、埋め立て処分場に運れれている

一般廃棄物の廃プラスチック一 ６２０トン（一

ットボトルなど容器リサイクル対象物は除く）の

１４％、２２５トンの合計で十分に原料は確保で

き、広域での取り組みは００なく、原料確保につ

いては名寄市単独で可能であるとのる明でありま

した。なお、精製油は油化率が原料３７５トンの

７０％で、油の比重 ８を７けた３２度リットル

を精製でき、販売単価を１リットル６０度で試算

し、 ９００度度の販売しになるとのことであり

ました。事業主体については、市は過去に第三セ

クターでの事業の例はあるが、市町村単独の例は

ない、一る請願者は行政での例は聞いていないが、

原料確保、建設費れれ率の優位性からも行政が建

設、運営に取り組み、名寄市がモデル事業となる

べきとしています。

その他の質問といたしまして、ダイオキシンに

関しては回収装置で対応し、プラント再生油の安

全基準、施設の建設も含めて法律に基づいた安全

な施設であるとのる明でありました。また、現在

直接埋め立て率５２％を下げる取り組みについて

の質問には、市として分別の徹底しかる法はない、

具体的な数値は出していないとのことでありまし

た。れれるニューの将来的な見通しと請願の結論

を急ぐか否かについては、請願者からの答えは環

境を重視する今の流れの中で強化されることはあ

れなくなることは想定できない、請願結果につい

てはスピード感が欲しいが、市民合意が当然００

であるとのことでありました。

６月２５日に世界一の規模で廃プラスチック油

化事業を行っている札幌プラスチックリサイクル

株式会社の視察調査を行い、担当部長から油化に

関して高い再資源化率を達成していること、油化

の技術的な面については製品、施設ともに確立さ

れて全く問題がないとのる明があり、一るで課題

は原料確保に尽きるとの苦悩のお話もありました。

これは、民間会社のため原料の廃プラスチックが

入札制度により、より有利な事業者に流れてしま

うことが原因であり、請願者側はこの点について

直接廃プラスチックを収集する行政であれれこの

種の問題は発生せず、事業主体を行政とする大き

な理由としています。委員からは、容器包装リサ

イクル法の改正に関する検証が００ではないか、

最近の廃プラスチック再資源化の動向として油化

から材料リサイクルへのウエートが高くなってい

る中で油化施設の展望は難しいのではないかなど

の意見も出されておりました。また、その打開策

としては、施設の大型化か、逆に請願者の小型バ

ッチ式で地域限定型が考えられるが、いずれにし

ても油化率、原料確保、コストが不確定であるこ

との感想が述べられておりました。

その後の委員会において担当職員から先進事例

の油化施設建設による埋め立て処分場の延命効果

について、廃プラスチックの収集分別コストとる

しく処分場を建設するコストを比較すると０ずし

もどちらか一るに有利性が生じるということには

ならないとの見解が示され、それに対して委員か
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らは環境重視のとらえるが大切であり、コストを

超えた総合的な判断が００な場合もあるとの意見

が出されておりました。

また、名寄市の直接埋め立て率が５２％と高い

ことに関しては、各自治体のののの、処分場の有

無により数値には大きな差があり、一概に比較は

できないし、今の名寄市の埋め立て率の数字は余

り動かないという市側の見解も示されました。

精製油の用途、販売先に関しては、請願者は市

の公共施設、農業ボイラーを想定し、ボイラーの

改造なしでの使用が可能であるとしています。市

は、この点においてもやはり安定してプラスチッ

クが年間を通して収集できるかの心配とその対策

としてのストックヤードの００性も指摘をしてお

りました。この点に関しては、委員からも廃プラ

スチックの将来排出見通し、埋め立て処分に回る

量の予測も動いていて、このことも含めて繰り返

し不安の声が出ていたことも明らかにしておかな

けれれなりません。

廃プラスチックの処理単価についての質問では、

１キロ当たり油化が５０度から８０度、高の還元

剤として３０度から４０度で、油化のほうが３０

度から４０度高いデータもあり、消費電力も大き

く、コストを押し上げている原因でもあり、環境

に負荷も与えているとのことでありました。

以上の議論経過を踏まえて、請願でまとめられ

ている廃プラスチック油化施設の早期市直営によ

る事業化につきましては、請願者の循環型地域社

会の進展実現のために貢献したいという願いは大

いに理解しつつも今後も継続して廃プラスチック

処理る法の将来る法、コストなど調査、検討しな

けれれならない課題、原料、運営主体など解決し

なけれれならない問題も数多くあり、平成２２年

第１回定例会付託請願第１号 廃棄物処理施設整

備事業（廃プラスチック油化施設）の採択につい

ての請願につきましては、民生常任委員会といた

しまして全会一致で趣旨採択すべきものと決定し

た次第であります。

以上、委員会の審査の経過と結果の報告といた

します。

これより、委員長報〇副議長（熊谷吉正議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇副議長（熊谷吉正議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇副議長（熊谷吉正議員）

よって、平成２２年第１回定例会付託請願第１

号は委員長報告のとおり決定いたしました。

日程第３ 議案第１〇副議長（熊谷吉正議員）

５号 平成２１年度名寄市各会計決算の認定につ

いて、議案第１６号 平成２１年度名寄市病院事

業会計決算の認定について、議案第１７号 平成

２１年度名寄市水道事業会計決算の認定について、

以上３件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

決算審査特別委員会、竹中憲之委員長。

議長よ〇決算審査特別委員長（竹中憲之議員）

り指名をいただきましたので、今定例会で決算審

査特別委員会に付託されました議案第１５号 平

成２１年度名寄市各会計決算の認定について及び

議案第１６号 平成２１年度名寄市病院事業会計

決算の認定について並びに議案第１７号 平成２

１年度名寄市水道事業会計決算の認定について、

以上３件について委員会の審査経過と結果の御報

告を申し上げます。

第１回委員会は、９月７日に開催し、直ちに正

副委員長の互選を行い、委員長には私竹中が、副

委員長には持田委員が選出されました。

第２回の委員会は、９月２７日に開会し、審査

日程を９月２７日から９月３０日までの４日間と
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決め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、る明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質問を行うなど慎重に審査をいたしまし

た。

審査の経過につきましては、当委員会は全議員

をもって構成された特別委員会ですので、詳細は

報告を省略させていただきます。審査の結果のみ

を報告申し上げますので、御了解を願いたいとい

うふうに思います。

当委員会に付託されました全会計決算で総括質

疑４名、４２名の委員よりの質疑があり、議案第

１５号 平成２１年度名寄市各会計決算の認定に

ついては、一般会計及び国民健康保険特別会計は

起立採決の結果、老人保健事業ほか７特別会計は

全会一致で、いずれも原案のとおり認定すべきも

のと決定をいたしました。

議案第１６号 平成２１年度名寄市病院事業会

計決算の認定について及び議案第１７号 平成２

１年度名寄市水道事業会計決算の認定については、

全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定を

いたしました。

よって、当委員会に付託をされました各会計決

算についてはいずれも正確な収支が行われ、予算

の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

終わりに当たりまして、委員会開催中は委員並

びに理事者各位におかれまして終始慎重かつ熱心

に審査を尽くしていただきましたことにお礼を申

し上げます。また、皆さんの御理解、御協力によ

り日程どおり決算審査特別委員会を終わることが

できました。重ねてお礼を申し上げ、本委員会の

報告といたします。ありがとうございました。

ただいま決算審査特〇副議長（熊谷吉正議員）

別委員会委員長より報告のありました議案第１５

号外２件については、全議員をもって構成をされ

ました特別委員会の審査でありますので、この際

質疑を省略し、直ちに採決を行います。

初めに、議案第１５号 平成２１年度名寄市各

会計決算の認定について採決を行います。

失礼しました。正副委員長、自席へお戻りくだ

さい。

本件を委員長の報告のとおり認定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇副議長（熊谷吉正議員）

よって、議案第１５号は委員長の報告のとおり

認定することに決定をいたしました。

次に、議案第１６号外１件は、委員長報告のと

おり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇副議長（熊谷吉正議員）

よって、議案第１６号外１件は委員長報告のと

おり認定することに決定をいたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２３分

再開 午後 ２時２３分

再開をいたします。〇副議長（熊谷吉正議員）

日程第４ 意見書案第１号 道路の整備に関す

る意見書、意見書案第２号 Ｂ型肝炎問題の早期

全面解決を求める意見書、意見書案第３号 義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

教職員定数改善、就学保障充実など２０１１年度

国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け

た意見書、意見書案第４号 公共投資の推進によ

る景気対策を求める意見書、以上４件を一括議題

といたします。

お諮りをいたします。意見書案第１号外３件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇副議長（熊谷吉正議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇副議長（熊谷吉正議員）

よって、意見書案第１号外３件は原案のとおり

可決をされました。

日程第５ 報告第５〇副議長（熊谷吉正議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付をされ

ておりますので、これをもって御了承を願います。

日程第６ 閉会中継〇副議長（熊谷吉正議員）

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りをいたします。お手元に配付をいたしま

した各委員長からの申し出のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇副議長（熊谷吉正議員）

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

加藤市長より発言を〇副議長（熊谷吉正議員）

求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

議長よりお許しをいただ〇市長（加藤剛士君）

きました。大変お疲れのところお時間をいただき

まして本当にお礼を申し上げたいというふうに思

います。

望湖台センターハウスの今後のる向性につきま

して判断をさせていただきました。経緯を含めて

報告をさせていただきます。望湖台センターハウ

スにつきましては、昨年３月、市の行財政改革推

進本部において廃止検討すべきとの報告を受けま

して、昨年１１月以降望湖台振興公社、行政区長、

特例区協議会、地域の皆さんの御意見をお聞きを

してまいりました。ことし５月には市議会に老人

クラブ連合会風連支部から継続運営についての請

願が出され、今議会において趣旨採択との結論を

いただいているところでございます。また、こと

し８月には再度行財政改革推進本部事業見直し検

討部会においてセンターハウスについては地域に

おいての憩いの場としてのセンターハウスを理解

しつつも、施設面、財政面などを含めてこの協議

が行われました。その中で、２２年度末の廃止で

はなく、１年間先延れしして２３年度末での廃止

のる向性が出されました。それに前後いたしまし

て、担当部内など庁内での協議を経まして、本部

長である私が判断をさせていただいたところでご

ざいます。市議会における趣旨採択を十分に尊重

させていただきながらも、名寄市全体として財政

的に１自治体で２つの公共温泉としての施設運営

は大変厳しい、望湖台センターハウスは他の施設

でれ完をしていただくとの判断をしたところでご

ざいます。これまで地域の皆様を初め、多くの市

民の皆様の御意見も承ってまいりました。その上

で、平成２３年度１年間は今の運営を続けさせて

いただいて、平成２４年３月末をもって終了する

という判断をさせていただいたところでございま

す。あわせて請願を出されました市民の皆様の思

いにつきましては、２３年度１年間かけてどうい

う形ができるのか御相談をさせていただくことと

しております。現在の望湖台センターハウスの指

定管理委託につきましては、今年度１年で終了い

たしますけれども、あとの１年につきましては通

常の管理委託になるのか、指定管理委託でお願い

することになるのかなど、望湖台振興公社の御意

向も参考に決定してまいりたいと考えております。

以上、望湖台センターハウスにつきまして私の

考える、判断を申し上げました。よろしくお願い

をいたします。

以上で今期定例会に〇副議長（熊谷吉正議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２２年第３回名寄市議

会定例会を閉会をいたします。

御苦労さまでございました。

平成２２年９月３０日（木曜日）第３回９月定例会・第５号
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閉会 午後 ２時２５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 大 石 健 二

署名議員 田 中 之 繁

平成２２年９月３０日（木曜日）第３回９月定例会・第５号



－203－

質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２２年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 高 橋 伸 典 １．減災・防災対策の強化を

（Ｐ ３６） (1) 被災者への支援制度について

(2) 避難実施要領について

(3) 避難支援全体計画について

(4) 下水処理関係と河川管理について

(5) 災害対策関係の連携対策について

(6) 市町村防災行政無線の導入について

２．観光の振興について

(1) イベント関係の参加状況と施設の利用者数について

(2) 観光協会への委託内容とイベントの状況について

(3) 観光行政と観光協会の関係、連携について

(4) 交流人口の取り組みについて

３．子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成

２ 佐 藤 靖 １．名寄市の観光行政について

（Ｐ ４７） (1) 観光行政のあり方

(2) ＮＰＯ法人なよろ観光協会への事業移管の検証

(3) 移管１０年を節目に見直しの必要性

２．名寄の冬を楽しく暮らす条例について

(1) 条例の意義

(2) 市の責務の意義

(3) 名寄市利雪親雪庁内検討委員会の取り組み状況

(4) 市民と協働で条例の推進を

３．名寄市立総合病院について

(1) 名寄市立病院医誌に記載される各科の課題解決策

(2) 看護師確保対策の具体的取り組み

４．名寄市都市再生整備計画なよろ地区について

(1) 経済センター機能設置の経緯

(2) 魅力ある空間形成とは

平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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(3) 取り組みのスケジュール

３ 谷 内 司 １．ごみ最終処分場について

（Ｐ ５９） (1) カラス対策は

(2) 農作物の被害は

２．公営住宅について

(1) 保証人の役割は

(2) 保証人の調査結果は

(3) 瑞生団地の建て替え計画は

３．大雨による農作物の被害対策は

(1) 畑作物の被害が大きいが、今後の対策は

４ 黒 井 徹 １．豪雨災害対策について

（Ｐ ７０） (1) 災害の実態と対策

２．農作物の被害と農業政策について

(1) 水害、湿害の状況について

(2) 支援の考え方について

(3) 経営近代化施設について

３．都市再生整備計画について

(1) 駅横整備事業について

ア （仮称）複合交通センターについて

イ 民間事業について

(2) ３―６地区の再開発について

(3) 市民文化ホール事業について

４．総合案内窓口について

(1) 実施内容について

(2) 検証と改善について

(3) 市民サービスの考え方について

５ 日根野 正 敏 １．河川の氾濫と対策について

（Ｐ ８２） (1) ７月２９日の大雨による市内各地区の河川氾濫と被害状況は

(2) 真狩川の今後の安全対策と改修工事を

(3) 洪水ハザードマップの検証について

２．名寄市文化・スポーツ振興補助金交付基準について

(1) 宿泊補助金（１泊２０００円）の見直しを

(2) 公共交通網の発達していない地域についての対応と、利便性重視
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の補助に

３．病児保育について

(1) 病後児保育の利用状況は

(2) 病児保育の検討と実施を

４．名寄庁舎総合窓口案内について

(1) 市民の反応と利用度は

(2) 今後の考えは

６ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ ９６） (1) 中心市街地の再生整備と活性化等から

ア 商工業等の振興策について

(2) 観光の振興から

ア 情報受発信について

(3) 名寄市行財政改革から

ア 行財政改革の推進施策とその対応について

２．名寄市立大学の基本理念から

(1) 名寄市立大学の将来構想について

３．名寄市教育行政から

(1) 全国学力・学習状況調査について

７ 佐々木 寿 １．地域防災について

（Ｐ１０６） (1) 大雨災害での課題と今後の具体的推進について

(2) 浸水計・水位計の設置状況について

(3) 自主防災組織の推進について

２．行政改革について

(1) 職員のモチベーション向上と市民サービス向上の取り組みについ

て

３．福祉行政について

(1) 北海道障がい者条例について

ア 上川地域づくり委員会との連携について

イ 障がい者の「暮らしやすい地域づくり」「働く障がい者を応援

する取り組み」「権利擁護」について

(2) 地域包括ケアシステムの取り組みについて

ア 高齢者ケアの現状と課題について

イ 地域包括支援センターの今後の重点とする取り組みについて
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８ 植 松 正 一 １．農業振興施策について

（Ｐ１１７） (1) 農業、林業、商工、観光連携の地場産業の方向性と考え方

(2) エゾシカ等の有害鳥獣による農業被害の現状は

(3) 畑作物の高温、長雨による被害状況は

(4) 水害による被害状況と河川を含む国・道への対応、対策は

２．教育行政について

(1) 名寄市の学童保育の現状について

(2) 東地区学童保育施設整備の早急な対応・対策の考え方は

(3) 地球温暖化に伴う自然保護教育の考え方は

３．市内遊休地の活用について

(1) 営林署跡地

(2) 緑丘第２団地跡地

９ 東 千 春 １．市内企業の育成とまちづくりについて

（Ｐ１２８） (1) 地元企業の育成に対する基本的な考え方について

(2) 名寄市指定給水装置工事事業者について

(3) 新たな住宅リフォームの考え方について

(4) 住宅建設の市内企業の受注促進について

(5) 王子板紙の炭ガラの利用について

２．市立病院の経営について

(1) 改革プランの進捗状況について

(2) 駐車場対策について

(3) 保育所の２４時間体制について

(4) 道北地域研究所の研究報告について

(5) 病院内の冷房設備について

(6) 東病院の今後の経営について

３．ピヤシリスキー場について

(1) キッカーの安全対策について

(2) １日も早いオープンと湧き水対策について

１０ 佐 藤 勝 １．大雨災害の対応について

（Ｐ１３９） (1) 対策本部の設置について

(2) 指揮命令系統について

(3) 住民との協力体制について

(4) 住民への連絡体制について

(5) 被災箇所の復旧整備計画について
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(6) 避難場所の検証について

(7) 原始河川、道管理河川の柳等の伐採について

(8) 無河川地域の異常出水の対策について

(9) 土地改良区など地域関連団体との連携について

(10)ハザードマップの見直し、更新について

２．ふうれん望湖台センターハウスの存続について

(1) 存廃議論の経過

(2) 市のセンターハウスに対する認識について

(3) センターハウスの方向性について

３．「全国学力・学習状況調査」の結果について

(1) 名寄市の結果について

(2) 結果の考察と対策について

(3) 今後の課題について

１１ 山 口 祐 司 １．市民を守る災害対策

（Ｐ１５５） (1) 名寄市内の豪雨災害、現状についての考えは

(2) 市民への洪水ハザードマップ公表について

(3) 市の災害対策本部と町内会等地域組織との連携について

(4) 災害発生後の防疫対策について

２．地域特性を生かした市民負担

(1) コミュニティ施設管理に伴う住民説明会の反応は

(2) 問題解決に向けての考え方は

１２ 竹 中 憲 之 １．指定管理者制度について

（Ｐ１６３） (1) 指定管理者制度にかかわる各施設の通年雇用と季節雇用数は

(2) 今後の、指定管理者制度のあり方についての庁内議論と考え方に

ついて

２．教育問題について

(1) ３５人学級の施行が予想されるが庁内議論は

(2) 施行により予想される増加学級数は

３．市民サービスについて

(1) 総合案内窓口の試行における問題点について

(2) 各窓口のあり方について

４．観光マップのあり方について

５．農業問題について

(1) 大雨による水田、畑の冠水に伴う被害は

平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会



－208－

平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会

(2) 有害鳥獣の現状と対策は

１３ 川 村 幸 栄 １．市民が安心、信頼できる医療保険制度のために

（Ｐ１７４） (1) 国保税の負担軽減について

２．基幹産業である農業を守るために

(1) 農産物の補償について

(2) 食料自給率向上の対策について

(3) エゾシカ等鳥獣被害対策について

３．地上デジタル放送完全移行に向けての対応について

(1) 市が管理する施設のテレビについての対応

(2) 市民の地デジ受信機の普及率

(3) 難視聴エリアの対応
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平成２２年第３回名寄市議会定例会議決結果表

平成２２年９月７日～平成２２年９月３０日 ２４日間

本会議時間数 １６時間２５分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

２２年第１定 廃棄物処理施設整備事業（廃プラスチック油 22. 3.16 22. 9. 3 22. 9.30

1 化施設）の採択について 民 生 常 任 趣 旨 採 択付 託 請 願 第 号 趣 旨 採 択 す べ き

２２年第２定 望湖台センターハウスの継続運営に関する請 22. 6. 4 22. 7.20 22. 9. 7

2 願について 経 済 常 任 趣 旨 採 択付 託 請 願 第 号 趣 旨 採 択 す べ き

名寄市パブリック・コメント手続条例の制定 22. 9. 7 ― ―
第 １ 号

について ( ) ―総 務 文 教 常 任 閉 会 中 継 続 審 査

22. 9. 7 ― ―
第 ２ 号 名寄市児童館条例の制定について

( ) ―総 務 文 教 常 任 閉 会 中 継 続 審 査

22. 9. 7 ― ―
第 ３ 号 名寄市児童クラブ条例の制定について

( ) ―総 務 文 教 常 任 閉 会 中 継 続 審 査

名寄市予防接種健康被害調査委員会条例の一 ― ― 22. 9. 7
第 ４ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 22. 9. 7
第 ５ 号 市道路線の認定について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 9. 7
第 ６ 号

て ― ― 承 認

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 22. 9. 7
第 ７ 号

て ― ― 承 認

― ― 22. 9. 7
第 ８ 号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算

― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 22. 9. 7
第 ９ 号

正予算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 22. 9. 7
第 １ ０ 号

算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 22. 9. 7
第 １ １ 号

業特別会計補正予算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市簡易水道事業特別会計補 ― ― 22. 9. 7
第 １ ２ 号

正予算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 22. 9. 7
第 １ ３ 号

補正予算 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 22. 9. 7
第 １ ４ 号 平成２２年度名寄市病院事業会計補正予算

― ― 原 案 可 決

平成２１年度名寄市各会計決算の認定につい 22. 9. 7 22. 9.30 22. 9.30
第 １ ５ 号

て 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き も の

平成２１年度名寄市病院事業会計決算の認定 22. 9. 7 22. 9.30 22. 9.30
第 １ ６ 号

について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き も の

平成２１年度名寄市水道事業会計決算の認定 22. 9. 7 22. 9.30 22. 9.30
第 １ ７ 号

について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き も の

― ― 22. 9.22
第 １ ８ 号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画について

― ― 原 案 可 決

― ― 22. 9.22
第 １ ９ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 22. 9.22
第 ２ ０ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 22. 9.22
第 ２ １ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 22. 9.30
道路の整備に関する意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 22. 9.30
Ｂ型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書

第 ２ 号 ― ― 原 案 可 決

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 22. 9.30

意 見 書 案 への復元、教職員定数改善、就学保障充実な ― ― 原 案 可 決

第 ３ 号 ど２０１１年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書

意 見 書 案 公共投資の推進による景気対策を求める意見 ― ― 22. 9.30

第 ４ 号 書 ― ― 原 案 可 決

平成２１年度名寄市風連特例区会計決算の報 ― ― 22. 9. 7
報 告 第 １ 号

告について ― ― 報 告 済

― ― 22. 9. 7
報 告 第 ２ 号 専決処分した事件の報告について

― ― 報 告 済

平成２１年度決算に基づく健全化判断比率の ― ― 22. 9.22
報 告 第 ３ 号

報告について ― ― 報 告 済

平成２１年度決算に基づく資金不足比率の報 ― ― 22. 9.22
報 告 第 ４ 号

告について ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 22. 9.30
報 告 第 ５ 号 例月現金出納検査報告について

― ― 報 告 済

― ― 22. 9.30
閉会中継続審査（調査）の申し出について

継続審査 調査 決定― ― ( )
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